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はじめに

　本報告書は、東京財団の在外研究プロジェクト「行政評価とニューパブリックマネジ

メント」　（2002年度）の研究成果をまとめたものである。

　本研究の目的はこの分野に関する日米の理論と実態を比較し、わが国の今後の行政改

革への示唆を得る点にあった。米国とわが国は行政制度も社会慣行も異なる。したがっ

て制度やノウハウを直輸入し応用するのは難しい。また無理にそうしても根付かない。

そこで研究にあたっては、わが国の実態をまず客観的に分析し、その上で米国の経験と

対照比較し、そこからわが国への意味合いを洞察するという手法をとった。在外研究は

なかなか難しい作業である。往々にして海外事例や手法の紹介に終始し、わが国への意

味合いの抽出にまで手が回らない。また現象の背後にある制度や文化をどう捨象するか

という問題がある。そこで筆者は米国事例の分析を行うと同時に、国内の研究者の協力

を得てわが国の現実課題を同時並行的に分析する方法をとることにした。

　さて本プロジェクトは前年度からの継続事業である。昨年度の成果はすでに日本評論

社から東京財団の政策研究シリーズとして出版した（上山信一著「政策連携の時代一

地域・自治体・NPOのパートナーシップ」）。本冊子は、いわばその続編にあたる。前

著では“政策形成”の段階における行政評価とニューパブリックマネジメント（NPM）

に焦点をあてた。具体的には環境保全や新薬認可などの米国事例の分析を手がかりに、

行政評価が行政とNPOの連携による政策形成を行う可能性を指摘した。そしてこれを

「政策連携」と命名した。これに対し、本報告書では“行政執行”の段階における行政

評価とNPMに焦点を絞った。

●本報告書の構成

　全体は4部から構成する。

　第1部は90年代後半以降のわが国自治体における行政評価とNPM改革の実態を分析

したものだ。第2部では米国における改革の成功原則を手がかりにわが国の中央省庁の

NPM改革のシナリオを提言する。またその際に大きなボトルネックとなる行政人材の

育成問題についても問題提起した。第3部はこのようなNPM改革を進めていく上で必

要となる経済学・経営学の知見の重要性、さらに社会科学の革新の可能性について述べ

た。第4部は行政評価のケーススタディである。連邦政府や州政府の行政評価制度につ

いてはすでにわが国でも紹介されている。しかし、現場の各分野において実際にどのよ

うに応用されているかにっいてはあまり研究が進んでいない。そこで難易度が高いと言

われるミュージアムについて日米事例を比較しつつ分析した。第4部ではこの他、学校、

ODA分野の事例を紹介した。　ODAについては2001年4月に外務省の依頼によって行

ったチリにおけるODAプロジェクトの評価の経験をもとにまとめた。また学校にっい

ては家族とともに滞在したメリーランド州での経験を元にまとめたものである。この2



つは海外における研究のいわば副産物である。在外研究活動の多面的な側面を紹介しよ

うと考え、論文形式をとるものではないが、本報告書に収録することにした。
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　　　　　　　　　　　第1部

分析：行政評価とNPM改革一90年代後半の総括

第1章　わが国の行政評価一7年目の総括と展望

はじめに

　行政評価は、順調に成果を出しっっあるのだろうか。各地の事例に触れるたびに不安

がよぎる。　「行政評価（もしくは政策評価）」が日本で本格的に始まり、約7年がたっ

た。わずかの間にずいぶん浸透した。だが、使い方を誤ると逆効果だ。組織を過剰に管

理し、職員の改革意欲をそぐ。あるいは、住民を欺く教宣ツールになりかねない。どうい

う意図のもとに導入し、育てるべきか。原点に立ち返り、その意義と可能性を考えたい。

1．ブームの背景と本質

　わが国の行政評価は、95年に三重県庁で研修活動として始められ、翌年度から事務事

業評価システムとして制度化される。やがて97年春から朝日新聞が数次にわたり紹介し

たのを機に全国に広まった。もう一つのきっかけは97年の北海道庁の「時のアセスメン

ト」である。これは公共事業の見直しだが、翌年には建設省が採用し、やはり全国の自治

体に普及した。

　行政評価、あるいは政策評価は、現在では全国の都道府県のほとんどが制度化してい

る。宮城県など条例化したところもある。中央省庁でも「行政機関が行う政策の評価に

関する法律」　（以下「行政評価法」とする）で2002年4月以降の実施が義務付けられ
た。

　行政評価の概念は、今ではかなり一般化した。政策目標を数値で示し、行政活動の成果

をインプットーアウトプットーアウトカムという指標で測定する考え方、そして
PDS（Plan，　Do，　See）の考え方も普及した。

　普及とブーム化の背景にはいくつかの事情がある。第1に不祥事である。役所は信用

できない。役人の仕事振りを外から「評価」するという発想が政治家の支持を得た（但

し、反面、現場職員による自主的な目標管理という本来の目的が軽視された）。第2に

は財政危機である。評価という新たな理論を根拠に事業を見直し、無駄な予算を削る。

格好の査定ツールとなった。第3には民間経営手法、海外のNPM（ニューパブリックマ

ネジメント）手法への関心である。行政活動を数値化し、顧客志向、成果志向で改革する

という考え方が共感を呼んだ。

　このように行政評価への期待は、各人の置かれた立場により微妙に食い違った。呉越

同舟ともいえる。だが、閉塞打破の切り札として期待を集めた。

2．日本への導入過程で起きた変質

　行政評価への期待は、もともと多様だった。したがって、現状に関する捉え方も人そ
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れそれだ。

　比較的楽観的なのは研究者だろう。評価制度と情報公開制度がうまく機能すれば、こ

れまで行政機関が独占していた政策情報が共有化できる。多元的な政策形成のきっかけ

になると期待する。

　一方、行政マン、特に現場部門のリーダーは懐疑的だ。特に事務事業評価調書に基づき

事業を削られた経験をもつ人たちは悲観的だ。彼らにとって、行政評価は予算の査定と

同じだ。すなわち、ある日突然、客観的と称する定性的な評価基準が示される。それに基

づき個別事業が評価される。評価は本来、事前に目標を立て、達成度を後で測るものだが、

ここではそうではない。一方的に、評価を受ける。

　やがて現場部門は都合の悪いデータは出さなくなる。かくして行政評価は予算制度に

生気を吸い取られ、形骸化する。

　多くの自治体、あるいは中央省庁の状況はここまで悪くはない。しかし、行政評価の

目的があいまいで、形式と手続きが先行しがちだ。

　すべてに共通する最大の問題は、もともと行政評価が培われてきた欧米のニューパブ

リックマネジメントの思想が忘れられていることだ。これは、現場に近い部門、職員に

できるだけ権限と責任を委譲し、その代わり自己責任を追及するという考え方である。権

限と責任の委譲のためには、事前に目標を数値で設定する。トップと現場部門の約束、さ

らに住民への情報公開が不可欠だ。行政評価は、本来、こうした文脈の中で育まれてきた。

例えば、行政評価は英文では“Perfbrmance　Measurement”と記述される。要は、“業

績評価”なのだ。行政評価は現場部門の長が自らの部門の戦略を見直し、目標管理

（Management　by　Objectives）していくためのものだ。米国の連邦の政府業績評価法

（GPRA法）、アリゾナ州などの同種の法律、さらに英国政府のPublic　Service　Agreement

などは、すべてこの思想に基づいている。

　ところが、わが国は違う。日本語の「評価」という言葉のせいか、行政評価は権威主

義的な政府の統治原理と結びつく。現場部門が主体的に使いこなすマネジメントツール

という本質が忘れられた。また、あたかも評価は絶対的かつ客観的な基準をもった外部

の賢者が行う審判だという誤解が蔓延した。

　これに輪をかけたのが、行政評価法の規制法規的な書きぶり、特にその第1条の「政

策の評価の客観的かつ厳格な実施」という文言だった。その結果、「評価は、　（かしこま

って）受けるもの」と考えられるようになってしまった。行政評価は、本来、「組織に試

行錯誤を促し、そこから歩留まりと生産性を上げていく」という民間経営の知恵に由来す

る。ところが、わが国の法制度は、このような自由でダイナミックなマネジメントの発想

を容認しない。おそらく法制化のアプローチ自体に無理があった。全面改正が不可欠だ

ろう。

　かくして、わが国の行政評価は、実務家による主体的な改革道具とされず、いつの間に

か外部の権威者が審判を下す道具に化けてしまった。

　さらに困ったことに、一部の自治体や独立行政法人では、管理部門が現場部門を積極

的に管理する手段として行政評価を使い始めている。これは「現場部門の無駄遣いをチ

ェックしなければならない。予算の査定だけでは見切れない。行政評価でチェックしよ
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う」という発想に基づく。

　しかし、これはニューパブリックマネジメントとは真っ向から対立する発想だ。相手

を信じない、任せない。細かく管理する。単なる業績測定の道具のはずが“管理手法“に

化けてしまい、逆効果だ。改革の基本思想を忘れ、道具だけを移入するとこうした悲劇

が起こる。

3．進化を遂げた三重県庁の行政評価

　試行錯誤と迷走を繰り返しっっ、うまくいく例もある。三重県庁の行政評価は、経営改

革の進展を側面から支援し、結果としてダイナミックに進化してきた。

　当初の95～96年度では、職員の意識改革をねらって導入された。実は事務や事業の削

減は直接の目的とされなかった。現に97年度当初予算の事業数（3156本）は、前年度

（3104本）を上回っていた。それが、97年度以降、事務事業評価システムは次第に行政

のスリム化、予算の削減ツールに変わっていく。事業は整理され、毎年数も減った。同時

に毎年、数十億円規模の予算削減に寄与した。

行政評価によるスリム化実績（三重県庁の場合）

（年度別事業本数＆見直し事業額）
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　だが、こうした成果の一方で、現場部門からは深刻な問題提起がなされた。「評価作業

と予算編成が連動しているため予算に合わせた評価になっている」というのである。そ

こで2000年度からは両者は切り離される。以来、全庁レベルでの行政評価は、むしろ総

合計画で掲げる目標の達成や事務事業よりも上位の「施策（中央省庁では「政策」に相

当）レベルの評価の充実に向かうことになる。

　一方、この方針変更に先立って、99年11月から全庁レベルでの行政評価とは別に各部

局レベルの戦略計画（Strategic　Planning）が始まった。　「率先実行取組」といわれる
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この仕組みは、あくまで部門長の行動計画であり、きちんと制度化されたものではなかっ

た。しかし、その内容は、欧米で行政評価の標準とされる戦略計画方式の行政評価に準拠

する。即ち、部門の「ミッション（取組方針）」のもとに「主要課題」そして「政策課題」

がくくりだされ、その先に「数値目標」が掲げられる。

　ちなみに、三重県庁ではこれを行政評価の本流だとは認めていない。しかし、抽象的

になりがちな全庁レベルの行政評価（「みえ政策評価進システム」）よりもはるかにわ

かりやすい。責任の所在も明確だ。

　このように三重県の行政評価はわずか7年の間に進化し経営改革を支えてきた。

　立ち消えにならず、進化を遂げた背景としては3つ考えられる。第1には、もともと予

算削減の管理手法としてではなく、職員の意識改革の方法として編み出されたこと、第2

には、いち早く97年度末の段階から情報公開に晒してきたこと、そして第3には外部コ

ンサルタントを導入し、行政の常識へのチャンレンジを受けてきたことである。

　つまり、抜本改革の構想が先にあり、行政評価はその手段だった。あるが故に99年度

以降、全庁レベルの行政評価が壁にぶちあたっても、突然変異のような形で現場から「率

先実行取組」が力強く表れてきたのではないか。

4．これからどうするか？

　　さて、これからの日本の行政評価はいかにあるべきか。

　第1に今後は、庁内での行政評価の「分権化」が必要だ。先述のとおり、行政評価は、

本来、現場の部門長が自ら目標を立て、首長と住民、議会に目標の達成を約束する（詳細は

「世界標準の行政評価モデル」　（東京法令出版）を参照）。現在のように管理部門がや

り方から、書類の様式、2次評価の手配まで一切を仕切るやりかたはやめる。現場部門

が主体的に取り組むべきだ。

　第2には、行政評価をもとに首長（大臣）が経営戦略を住民（国民）に提示し、これから

やることを約束する。例えば、神奈川県逗子市は、市長が率先し「逗子市の戦略計画」

を作った。環境、教育、経営の3点に集中するという。行政評価による分析、民間経営者の

アドバイザー会議での議論の末に紡ぎ出された高度な戦略構想だ。市町村には地方自治

法で総合計画の作成が義務付けられている。しかし形骸化が著しい。時代遅れの制度は

廃止し、むしろ戦略計画を作るべきだ。

　第3には、「評価」や「科学的手法」に基づく政策形成という幻想、もしくは信仰を捨

てるべきだ。

　政策の評価と分析に基づく合理的な政策立案、さらに評価に基づく合理的予算編成

（PPBS，　Planning　Progralnming　Budgeting　System）という実験は、70年代の英米で

実験され、すでに失敗した。議会政治の現実にそぐわず、挫折して久しい。政策形成にお

いて、行政評価（Perfbrlnance　Measurement）は、データと事実を提供するだけだ。政

策の価値判断までは期待できない。

　行政評価は、それだけでは新たな政策や変革を生み出すカは持たない。だが、ニュー

パブリックマネジメントとセットで大きな威力を発揮する。「たかが行政評価、されど行

政評価」である。行政評価をめぐる昨今の試行錯誤が、正しい方向に導かれ、わが国の行
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政の現場の活力と政策の質の向上をもたらすことを願う。

【参考文献】

上山信一「日本の行政評価

上山信一「行政の経営改革

総括と展望」（第一法規出版）

管理から経営へ」（第一法規出版）
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第2章　自治体行政評価一人と組織と経営の視点から

はじめに

　行政評価は、なかなか論じにくいテーマだ。なぜなら、人によって「行政評価」の意味

するもの、そして関心事が違う。

　まず、行政管理部門の職員やコンサルタントなどの専門家にとっての関心事は、評価

方式である。事務事業評価方式とベンチマーク方式の長所、短所といった議論がその典

型だ。研究者やジャーナリストの多くにとって行政評価とは、“情報公開”や“市民参加”

にも似た時代を象徴するムーブメントの1つだ。一方、現場の行政マンや首長、議員な

どの実務家にとっては、新たな行政管理と改革の道具の一つである。このように、人それ

ぞれ、置かれた立場によって、捉え方と関心事がかなり異なる。

　こうした「行政評価」の論じにくさは「インターネット」のそれに通じるものがある。

ユーザーにとってのインターネットは、電子メールやウェブ・ページといった道具だ。

研究者やジャーナリストにとっては、21世紀の技術文明の象徴である。奥行きの知れな

い巨大な存在だ。そして専門家にとっては、プロトコルやミドルウェアといった技術の集

積なのである。その時代性、奥の深さ、そしてわかりにくさにおいて両者は似ている。

　本稿では、このような多面的な形相を呈する行政評価の姿を、単なる行政管理の手法

としてではなく経営改革の象徴、そして社会現象の一つと捉えて議論したい。また、わが

国の行政評価は先進自治体が導入してからすでに7年経つ。あわせて、これらの自治体に

おいて、人と組織と経営に与えるインパクトにっいても論じたい。

1．行政評価を論じる3つの視点

　冒頭で、行政評価の捉え方は、その人の置かれた立場によってかなり異なると述べた。

ここでは、①専門家、②ジャーナリスト・研究者、③実務家の順にその着眼点と関心事

のありかの違いを見ておこう。

（1）専門家の視点：3つの評価手法の確立

　行政管理の専門家にとっての関心事は評価方式（手法）である。ここでは、評価方式

という観点から自治体の行政評価を総括しておこう。自治体の場合、大別して、3つの方

式が見られる。

①事務事業評価

　最もポピュラーなのが、三重県庁を皮切りに全国に普及した「事務事業評価」方式。こ

れは、個々の事務や事業について、目的、意義、成果を職員自らが自己点検するという

ものだ。国も一緒になって展開した公共事業の再評価などもこの範疇に入れてよい。

②業務棚卸

　これに対して、事務や事業ではなく、むしろ組織、特に係レベルの組織の仕事に着目

し、そこの業務を棚卸していこうという手法が、「業務棚卸」手法である。これは、静岡

県庁や岩手県大東町役場などが採用している（北大路　2001）。
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以上2っの手法は、現場の職員が自らの仕事や担当事業、予算を見直すという意味で使

い勝手がよい。予算や組織定員の見直しにも反映しやすい、ということで早くから普及

した。

③ベンチマーク方式

　さて、①②の2つの評価手法は、所詮は当事者による自己点検でしかない。また、事

務や事業、あるいは業務の詳細についての評価結果調書を公開してみても、専門知識を

持たない住民には理解しにくい。

　そこで、近年、併用され始めているのが、いわゆるベンチマーク方式、あるいは政策

評価である。これは、あたかも人間ドックのチェックリストのように、地域の状況を数

十の指標で表す。現状値を他の自治体や過去の数値と比べ、今後の戦略を見直し、目標

値を設定する。その達成に向けて、当該自治体はもちろん、住民やNPOなどの協力も

喚起していこうというものである。

　この方式は、オレゴン州などの事例がまず出版物で広く紹介され（例えば、「行政評価

による地域経営戦略」（東京法令出版）等）、あるいは厚生省（当時）が健康日本21などの

国レベルでの計画で同様の手法を採用したことから、特に都道府県庁レベルで広がりつ

つある。

　その先進例が、青森県庁の「政治マーケティングブック2000」である（青森県庁　2001、

および青森県政策マーケティング委員会　2000）。これは、住民と専門家からなる委員

会が、県庁とは一線を画した独自の立場で、県と県民の状況を分析し、66個の指標を設

定したものである。点検項目も、指標も県庁の総合計画とは連動させていない。むしろ、

2005年の目標値には、「めざそう値」という呼称をあて、現状とのギャップを埋めていく

努力は、県庁だけでなく、市町村、国、NPO、家庭など、合計8種類の主体が分担する、

としている。そしてさらに、各主体が目標達成に向けての努力を分担する比率（分担値

という）まで設定されている（上山・玉村　2000）。

　以上が手法の切り口から見た全国自治体の行政評価の概況である。

（2）研究者とジャーナリストの視点：行政評価ブームと「メタ行政評価論」

　さて、行政評価の導入がブームであるのと同時に、行政評価についての議論もブーム

になった。書籍や論文が大量に出ている。しかし、その多くは行革大綱や事務事業評価表

といった「公的書類」の解釈の域を越えきれない。そこには「成果志向」や「運用メカニズ

ムの改革」といった言葉がよく出てくる。しかしこれらの言葉は、所詮、行政当局が公文

書に書いた行政評価の能書きに由来するものでしかない。実際の効能の観察や分析に基

づく行政評価論は、ほとんどない。

　筆者は、こと行政評価というテーマに関しては、文献情報を偏重していては真実を見

失う可能性が高いと思う。官僚は書くのが仕事である（本来はそうではないのだが）。行

政機関は、行政評価であれ、何にっいてであれ、文書を大量に産出する。一方、研究者

も論文を書くのが仕事だ。その際には、研究業績としての高い評価を得るために、出所の

確かな公文書の解釈や著名な研究者の過去の論文といった手堅い書類、さらには海外の

学説に依存しがちだ。ところが、問題は公文書の信葱性である。行政は無謬性を要求さ
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れ、しかも昨今では公文書の全面的な情報公開が求められている。いわゆる担当官の「本

音」や「赤裸々な実態」は、なかなか文書には記載されない。公文書の世界に垣間見る行

政評価の姿は、嘘ではないもののタテマエの域を越えないのである。従って、当然、公

文書の記述だけを信用していては、行政評価の実態は理解できない。これは、会社案内

を読んだだけで、企業の真の業績がわからないのと同じことだ。公文書から得た情報を

もとに行政評価を論じてみても、フィクションでしかないのである。さらには、そのよ

うな公文書解釈に過ぎない過去の研究論文の蓄積の上に抽象的な論考を重ねてみても、

あまり豊かな知見は得られない。

　残念ながら、わが国の行政評価論の多くは、生の生きた行政評価の姿（ヒト・組織・

カネの動き）の分析ではなく、公文書と学術論文の上だけを流通するバーチャルの、い

わば“メタ行政評価論”でしかない。その結果、「行政評価は、行政に関する評価一般の

ことをさし、行政評価と一元的に定義できるものがあるわけではない」といったトート

ロジーのような意味のない説を産み出す。

　さらに最近では、こうした“メタ行政評価論”が、行政管理部門が作成する公文書に

反映され、現実の世界に還流し始めた。ここにおいて、公文書のタテマエの論理は極大

値にまで増幅される。その結果、スーパーフィクション、あるいは現代の神話とでも呼

ぶしかない行政評価への過大な期待と能書きを書きたてた公文書が再生産される。その

最たるものが、実は中央省庁の行政評価法（「行政機関の政策評価に関する法律」）の条

文である（行政評価を従来の法制化プロセスで処理することの問題点については、後に

詳述）。

（3）実務家の視点：「大行政評価主義」と「小行政評価主義」

　さて、実務家は道具としての行政評価の効用を考える。筆者は、これまでに4つの都

道府県、2つの市、そして国土交通省、経済産業省、国際協力銀行などの各機関の行政

評価の導入に委員や顧問としてボランティアで関わってきた。その意味において実務家

の一人なのだが、筆者の場合には、以下の観点から行政評価の価値とあるべき姿を追求

している。即ち、

①行政評価の導入によって、現場の仕事のやり方や職員の意識が変わりつつあるのか？

（個々の職員の意識と行動の変革）

②行政評価の導入によって、組織としての政策立案や予算編成、意思決定の仕方が、ど

う変わったか（経営スタイルの変革）。

③行政評価の導入をきっかけに、現場への権限委譲や、庁内の規制緩和、あるいは首長

のリーダーシップの強化が起こりつつあるのか（ガバナンス構造の変革）。

要は、行政評価が改革の触媒として果たす役割に着目している。但し、全ての実務家が

上記のような関心を共有するわけではない。例えば、行政評価はたかが経営管理ツール

のひとっに過ぎない。無駄な事務や事業が廃止されればそれでよい　　と考える人は多

い。

　この考え方を、本稿では「小行政評価主義」と呼ぶ。これに対して、先ほどの筆者のよ

うな考え方を「大行政評価主義」と呼ぶことにする。これは即ち、行政評価は導入するだ
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けでは意味はない。それを組織のすみずみにまで浸透させ、運用しなければ、真価は発

揮できない一という考え方である。

　最近、行政の運営は「管理から経営へ」シフトせよ、ということがよく言われる。それ

に照らせば「小行政評価主義」は、管理重視のカルチャーに属し、「大行政評価主義」は

経営重視のカルチャーの産物だと言ってもよい。2つの考え方の違いは、行政評価に対

する期待の違いに由来する。そして、これが、実は現実の行政改革において、小乗仏教

と大乗仏教の違いにも似た大きな差異を産み出す。

図1

行政評価に対する期待感の違い

大行政評価主義
（経営志向）

小行政評価主義
（管理志向）

●　職員の意識と行動様式を変えたい

●　政策立案、予算編成、意思決定の仕組みを変

　えたい
● 　権限委譲や庁内規制緩和、さらに首長のリー

　ダーシップの強化を図りたい
●　行政評価は、現場が導入する

●　無駄な事務・事業を洗い出し、廃止したい
●　行政評価は、新たな行政管理のツールである
●　行政評価は、管理部門が導入する

　さて、本稿の以下の部分ではこのような実務家の視点に立って行政評価を論じたい。

予め、その際の論点を3つ設定する。

論点①行政評価は、なぜ多くの自治体（組織）と実務家（個人）の関心をよんだのか？

論点②現行の手法の限界はどこにあるのか？それは、どのように改良すればよいのか？

論点③構造改革の道具としての意義をどう評価するか？（これは、もちろん「大行政評

価主義」に立った場合にのみ重要となる論点である．）

2．ブームの背景

　まず、先ほどの「論点①：行政評価は、なぜ多くの自治体（組織）と実務家（個人）

の関心をよんだのか？」について見ていこう。

　行政評価は、90年代後半、日本の行政関係者のあいだで一大ブームをもたらし、時代

のキーワードのひとつとなった。

　ここで、なぜここまでのブームになったのかを考えてみたい。ブームとなる以前の

1997年に筆者は日経新聞でこう紹介した一行政にもプランードウー一チェックーア

クションのサイクルや成果志向、顧客志向の考え方が必要だ。行政評価はその道具である。

また、行政評価は市民とのコミュニケーションツールでもある（城山・上山　1997）。

　このような能書きは、その後のブームの一因にはなったものの、これだけではない。
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インタビューを通じて行政マンの本音と官僚組織の深層心理を探っていくと、ブームの

背景にはどうやら次の4つの要素があるように思える。

　第1のファクター：財政危機への切り札

　第2のファクター；不祥事への対応

　第3のファクター：NPM（ニューパブリックマネジメント）の入門ツール

　第4のファクター：海外事例やマニュアルなどの充実

（1）第1のファクター：財政危機への切り札

　右肩上がりの税収の伸びは終わっても、公共投資や経常支出には、急にブレーキがか

からない。収支のギャップを埋めるためには事業を削らなければならない。そのときの

大義名分が、「計画行政の時代」から「行政評価の時代」への変換だった。時代が変わっ

たということは、マクロレベルでは財政危機を訴えておけばよい。だが、ミクロの個々

の事業の現場レベルで資源配分にメリハリをつけるのは、至難の業だ。そこで、事業や

施策の評価という道具、もしくは方便がとりあえず役に立つのである。かくして事務事

業評価は一気に全国に普及した。

（2）第2のファクター：不祥事への対応

　国でも自治体でも汚職事件や食糧費問題など、住民の信頼を失う事実が次々と発覚し

た。一方、情報公開制度が普及し、オンブズマンの活躍とも相侯って、役所の中にある

情報をどんどん表に開示する動きが出てきた。その延長線上に、行政の予算の使い方や

仕事ぶりを評価し、その結果を市民に公開していこう、という流れが出てきた。

　これは、住民あるいは政治の側から行政に対して向けられた動きだったが、行政側も

巧みにこれに乗った。どういうことかと言うと、「行政評価」という言葉は、大衆受けし

やすい。不祥事のあとでの失権回復を図る官僚たちにとっては、とりあえず当座をしの

ぐツールとして便利なものに見えたのである。日本語の「評価」という言葉は、上位の者

が下位の者をチェックする、というニュアンスを持つ。行政評価は、英語では

Performance　Measurement、っまり単なる業績測定でしかないのだが、行政評価といっ

た途端、信頼のおけない行政（官僚）がやることを政治や市民がチェックする、という

意味合いを帯びるわけである。もちろん行政マンたちの間では、当初は評価されるとい

うことに対する逡巡があった。しかし、やがてすぐに外部に対しては、「信頼回復のため

に、外から評価していただくことにしました」というメッセージを打ち出すようになっ

たのである。

　しかし、実際のところは、自分たちが自ら行う事務や事業を総点検しその結果を評価

結果として公表する。評価プロセスを経ることによって、それなりの正当性の回復がで

きるという仕掛けが、ここには実は埋めこまれていたわけである。

　ちなみに、このことは、世論の批判に晒され、あるいは存在意義を問われる脆弱な行

政機関ほど、いち早く行政評価に取り組んだということからも伺える。例えば、行政評

価への取り組みは、当初から市町村よりも都道府県の方が熱心だった。もちろんこの背

景には、三重県への対抗・横並び意識がある。市町村より、人材にも恵まれていること
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よるのかもしれない。しかし、最大の要因は、都道府県が国と市町村の間（はざま）で

しばしば存在意義を問われているということに由来するのではないか。事情は、中央省庁

でも同じだ。中央省庁の中で、行政評価への取り組みが早かったのは、ODAを担当する

外務省経済協力局や建設省（当時）道路局、そして通商産業省（当時）だったが、これ

らはいずれも予算の大幅削減や存在意義が問われていた機関なのである。

（3）第3のファクター：NPM（ニューパブリックマネジメント）の入門ツール

　わが国自治体は、かつてない閉塞状況に陥っている。財政危機だけではない。都道府

県は、存続意義すら疑われ、市町村の多くは合併を迫られている。こうした状況の中で、

行政評価が何か新しい成果をもたらすかもしれない、という期待感を与えたのは事実だ

（上山・玉村・伊関、2000）。

　さらにその背景をよく考えてみると、ちょうどその頃、今までの仕事のやり方や発想

法を見直してみようという問題意識が行政マンの間で高まっていたということが大きい。

とかくあいまいになりがちな行政の目的や成果を数字で示してみようという発想は、多

くの行政マンたちにとって新鮮でわかりやすかった。また、顧客志向、あるいは成果志

向という民間企業で鍛え抜かれた経営原理を行政に導入するという発想も、今までの行

政管理ツールにはない切り口だった（上山・玉村・伊関　2000所収の中野・藤澤による

あとがき）。

　これらの発想は、実は海外では、ニューパブリックマネジメント（NPM）として広く論

じられていたのだが、たまたま日本ではあまり知られていなかった。それが、行政評価

を通じて、日本でも広く紹介されるようになった。日本人はスコアや評価といった目で

見て分かるツールを好む。一方、抽象思考は苦手だ。NPMの抽象概念にはピンとこな

くても、行政評価の評価表を見ることによって、NPMの特徴が理解された。この意味

において、行政評価の魅力の多くは、実はその背後にあるNPMの魅力に依存していた

といえる。

（4）第4のファクター：海外事例やマニュアルなどの充実

　行政評価は、英米生まれの手法である。1995年の「行政革命」（日本能率協会マネジメ

ントセンター）の出版を皮切りに、筆者を含む数多くの研究者やコンサルタントが、米、

英、ニュージーランドなどの海外の事例を紹介した。また、かつてないほどに、数多く

の自治体が海外調査団を出した。舶来信仰といってしまえばそれまでだ。だが、ともか

く、いままで日本ではほとんど紹介されていなかったものが、実は海外ではきわめてホ

ットな経営ツールとして活用されているということの衝撃は大きかったのである。

　また、行政評価をきっかけに、この分野にニューフェースが次々に入ってきた。例え

ば、筆者はマッキンゼー（外資系コンサルティング会社）の共同経営者だった。この分

野は営利事業としては手掛けない。だが、外資系企業によくある社会貢献活動の一環と

して海外の行政機関がこぞって導入し始めている行政評価（Performance
Measurement）を日本に紹介した。また従来は、行政改革のアドバイザーといえば、行

政学系の大学教員や銀行・証券系のシンクタンクに依頼があった。ところが三重県庁は、
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行政評価の導入とそれを契機とする改革の設計にあたり、日本能率協会を起用した。そ

して彼らは、民間企業の現場改善運動の専門家であり、従来の行政の文化に染まってい

なかった。

　その後この分野には、経営コンサルタント、会計士、さらにはIT系の人材が続々と参

入した。彼らの強みは、民間企業の経営手法に精通していることである。また、おしな

べて生産性が高かった。講演もわかりやすいし、実践的な解説書も出版した。マスコミ

や政治家へのアピールなどもうまい。こうして行政評価は「商品化」され、ブームとな

り、中央官庁については法制化されるまでに至ったのである。

3．手法としての限界と行き詰まり

　引き続き「論点②現行の手法の限界はどこにあるのか？それは、どのように改良すれ

ばよいのか？」に移りたい。

　ブームの後には、必ず反省と見直しがある。勝負はそこからだ。一過性のまさにブーム

で終わるか。それとも新たなステージでの展開が始まるか。成否は、中身のバージョン

アップにかかっている。以下では、まず、現行の手法の限界、問題点を整理した上で、

今後の展望を考えたい。便宜上、事務事業評価とベンチマーク方式（政策評価）の2つ

に分けて見ていく。

①事務事業評価の行き詰まり

　事務事業評価の魅力、そしてユニークな点は、現場各部門の職員自らが評価（自己点

検）活動をやる、という点である。従来、こうしたことは、査定担当者や企画管理スタ

ッフの仕事だった。ところが、事務事業評価は、個々の職員に対して、事務・事業の意

義を考えることを迫る。職員の意識改革に大きな眼目があった。しかし、事務や事業の

見直しは1度やってみるのは新鮮だが、毎年見直せといわれても、大胆な見直しはでき

ない。そもそも自分がやっている事業をムダだと自らいうのは、現場職員レベルではな

かなか難しい。

　初年度は、まだ良い。財政再建の掛け声のもとに「とにかくこのシートに現状を書い

て出してみろ」と言われる。やってみると、いろいろな発見がある。だが、いったんシ

ー トをつくってしまうと、翌年度はどうしてもそれを踏襲することになる。しかも、そ

もそもむだな事業は当初の見直しですでに廃止、縮小されている。事務事業評価の効用

は、年を経るにつれ、逓減するのである。

したがって、財政再建効果や意識改革効果は、事務事業評価をやるだけでは持続しない。

　また、そもそも構造上の限界もあった。まず、手法自体の限界に対する懸念は、当初

から導入推進派にも反対派にもあった。例えば筆者は、「地方自治職員研修」（98年9月

号、公職研発行）に、「なぜ事務事業評価だけではダメなのか」という論文を寄稿し、お

よそ次のような問題提起をした。

（a）自治体の経営改革は、事務や事業レベルでの見直しや改善では難しい。より上位の

戦略の見直しが必要だ。事務事業評価というものは、いわば木造平屋建てを鉄筋コンク
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リートに建て替えすべき状況にもかかわらず、畳の張り替えをうんぬんするようなもの

だ。

（b）現場の職員が行う自己点検を評価と呼ぶのは、本当はおかしい。評価というのは第

三者、せめて自分以外の上司、他部門の者がするものである。これは、あくまで事務事

業総点検である。

（c）自己点検の弊害を防ぐために結果を市民に公開したところで、市民は内容を理解しな

い。市民に理解されないようなものは、やはり行政評価とは言いにくい。

　それでも、事務事業評価は、瞬く間に全国に普及した。「三重県庁に前例がある」とい

うことを理由に導入した自治体の場合は特にそうだった。そうでなくても、目先の財政

危機、むだな事業のカットという目的には、予算設定の単位である事務や事業を対象と

した評価は、使い勝手が良かった。マンパワーの問題もあった。数は多いものの、事務

や事業の評価なら現場の職員を評価の作業に動員できるのである。

　しかし、やはり、当初から言われていた限界が年を重ねるにつれはっきりし始めた。

事務や事業は予算執行単位のもととなるが故に予算の見直しに役立つ。しかし、そうであ

るが故にまた、単年度主義の発想から逃れられない。畢寛、毎年、無駄のチェックとい

う季節労働的な自己点検運動になってしまうのである。

　本来の行政評価とは、数年先の達成目標を定め、それに照らして、現状を評価する。

評価というからには、予め定めた目標か評価基準がなければならない。毎年、現場職員

が気づきの問題点をチェックするといった作業は、それなりの意味はあるが行政評価と

はいえない。しかし、そもそも予算の都合に併せて設定された12ヶ月のサイクルで事務

や事業を評価するとなると、どうしても予算査定を意識したチェックになってしまう。

そして挙句の果てには、事務事業評価の名称は留めつつも実質的には予算査定プロセス

のなかに吸収されてしまうものも出てくるだろう。

②政策評価の限界

　一方、事務事業評価とは全く別の切り口から生まれてきた行政評価が「ベンチマーク

方式（政策評価）」である。例えば、東京都は1999年に「東京チェックアップリスト99」

というオレゴンベンチマークのような評価指標体系を試作、発表した。さらに、大阪府、

滋賀県、富山県、奈良県、青森県などがこれに続いた。

　多くは、事務事業評価と両立するものと捉え、併用されたが、特に総合計画の見直し

のに際して、ベンチマークの数値を目標に使うという動きが、都道府県レベルを中心に

広がった。

　事務事業評価同様、このような政策評価にも限界があった。政策評価の結果表は市民

にとってはわかりやすい。しかし、行政マンが具体的な仕事をやるときの指標としては、

ピンと来ない。業務から遠いものが多いのである。市民にとってわかりやすい指標のな

かには、行政が自分でコントロールしにくい指標が多いのである。
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　例えば、「海水浴場の海の透明度」といった指標は、市民にとっては大事でわかりやす

い指標だ。しかし、これに対し市役所の環境部が直接の施策でインパクトを出すのは難

しい。どうしても「工場排水の立ち入り検査」という事務事業を評価の対象とした方が分

かりやすい、ということになる。なかには「119をダイヤルしてから救急車が来るまでの

時間」といった市民にも行政マンにもわかりやすい指標がある。しかし、これはまれであ

る。かくして、ベンチマーク方式（政策評価）にも限界がある。

③手法の限界克服への道

　要は、これは事務事業評価と政策評価のどちらが良いかといった対立問題ではない。

併用できるし、また併用したところで、万全でもない。ましてや、自律的かつ持続的な

経営の刷新などというものはたかが一つの制度を導入したからといって簡単にできるも

のでもない。

　しかも両者の併用というのも、一見格好はいいが、たやすくはない。登山道の建設に

例えると、1合目から徐々にのぼる登山組（事務事業評価からの積み上げ）とヘリで頂

上から降りてくる下山組（ベンチマーク方式（政策評価））が途中で出会える保証はない。

双方が最終的な登山道の建設について明確な戦略をもっているときだけ出会えるのであ

る。

　行政の経営改革とは、ここでいう登山道の建設のような作業である。抜本改革への道

筋が明確でない場合には、両者がすれちがっておしまいだ。行政評価は、万能薬ではない。

要は、使う側の狙いと力量次第なのである。

4．構造改革の道具としての意義

　次に、3つ目の「論点③構造改革の道具としての意義をどう評価するか？」という問

題について考えよう。これは、もちろん「大行政評価主義」に立った場合にのみ重要とな

る論点である。

（1）行政評価と組織の病理の露呈

　構造改革における行政評価の意義の最たるものは、構造改革の必要性をはっきりさら

け出す、ということだろう。私が関わってきた自治体の事例を見て感じるのは、行政評価

は、理想と現実のギャップを白日のもとにさらけだす、ということだ。タテマエ論でお

茶を濁したり、玉虫色の解決を図るといった逃げの姿勢を牽制抑止する効果がある。要は、

臭いものに蓋をしてきた懸案に正面から対峙せざるをえない状況に自治体を追い込む。

特に情報公開の対象とする場合はそうである。結果が情報公開される限りは、大行政評

価主義でも小行政評価主義でも、結果として同じところにたどりつく。

　この意味において行政評価は、伏魔殿であり、運用の仕方を誤れば諸刃の剣にもなり

かねない。っまり、改革の大きな助っ人になる可能性もあるし、導入に失敗すれば、な

かなか立ち直れない。かえって、組織全体を極めて保守的な集団に変えてしまうリスク

すら秘めている道具なのである。

　行政評価は、運用すればするほど、組織の病理を目の前に契り出してくる。
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　排すべきは、この状況に直面し「行政評価を導入したがうまくいかなかった」と考え

る後ろ向きのメンタリティーである。そもそも手法の導入の成否と、それを契機に表れ

てきた問題の深刻さは全く次元の違う問題のはずである。深刻な問題が発掘されたから

といって、行政評価自体について何も悲観する必要はない。

　更に言えぱ、本来の行政評価の真価は、評価作業の後に問われる。即ち、まず行政評

価を通じて明らかになった様々な問題を組織とその成員が自らの問題として捉え直す。

そして、その課題解決のために実際に行動し、学習していく。このことが、行政評価の

真価を決め、ひいては政策のイノベーションや組織の改革を導き出すのである。

（2）行政評価導入にまつわる悩みの進化

　構造改革における行政評価の効果の2つ目は、組織と個人が悩み、それを通じてとも

に成長するということだろう。行政評価の導入に伴う関係者の悩みは尽きない。例えば、

1999年秋に行政経営フォーラムと時事通信社が合同で行った調査によると、担当者の悩

みの最大のものが職員全体をどう巻き込むかという点に関するものだった（上山・玉村・

伊関　2000）。悩みが多い事自体は、予想通りだ。だが、この調査での一つの発見は導

入から時を経ても悩みは消えず、また新たな悩みが生まれるということだった。たとえ

ば、導入後にどんどん大きくみえてくる問題の例にはこのようなものがある。「職員の意

識改革のツールとして導入したのに、いつの間にか予算の査定のツールに使われてしま

った。管理部門に対する不信感が集中する」。あるいは、行政評価自体に内在する物事を

はっきりオープンに示すという性格が、組織の慣行になじまないことからくる軋礫も発

生する。

　逆に、行政評価が形骸化するというケースもある。行政評価の報告書や調書のでき具

合はよい。きちんと導入できている。しかし、どうも三重県庁のような業務改革への大

きな動きにつながらない。あるいは「見直そう」といっているだけで、毎年同じような

課題がくり返し出てくる。このような場合、問題の根源は、組織体質そのものにある。

行政評価を運用するだけでは、こうした問題は解決できない。

　行政評価を制度としては導入したが、仕事のやり方や意識を変えるということ自体が

改革なのだということが徹底されていないと、こうした問題が起こる。組織体質を変え

るということを最初から意識しないで、とにかく書類を書かせ、他の制度と同じように

運用すると、むしろ逆効果ですらある。

　組織の病理の根源が、首長のリーダーシップの姿勢にある場合はさらに深刻だ。また、

首長が行政評価の本質を理解できていない場合、導入後の悩みは極めて深くなる。行政

評価は顧客志向、成果志向に基づく。ところが、何が顧客志向なのか、何が成果志向な

のか、ということは、最終的には首長が自らの政治哲学に基づいて示す必要がある。さも

なければ、行政マンだけで考えても答えは出ない。首長自ら細かな事例を見つけては、「こ

れは違う」といちいち反応しなければならない。顧客志向や成果志向というものは、抽象

概念ではない。職員に対し、常日頃から首長が訴えかけていなければならない。そうい

う土壌のないところでは、行政評価は既存の行政管理の延長線上における管理統制ツー

ルに化けてしまう（中央省庁の場合、この可能性が極めて高い。詳細は後述）。
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図2 行政評価導入にまつわる悩みの進化

導入する組織の土壌自
体に由来する問題点

行政評価システム自体
に由来する問題点

゜公開か非公開か？ ゜

意識改革ツール
など か、査定ツール

か？
゜

毎年同じ問題が出
てくるが、いっこうに

解決されないなど

゜
果たして、成果が数

゜
評価結果を予算に

字で測れるのか？ どう反映するのか？

゜データはあるの ゜
第三者評価のやり

か？ 方は？

など など

導入前 導入後

　このように行政評価をいったん導入すると、関係者には、悩みが次々に沸いて出てく

る。それどころか、悩みはますます高度化する．だが、こうした悩みの存在自体が実は行

政評価の価値である。なぜなら、悩む過程で個人も組織も学習し成長する。そういう意味

では、悩みというより、産みの苦しみとでも言うべきものだろう。そこで、大切になるの

が、こうした悩みを担当者だけで留めずに、現場の職員、幹部、そして住民に対し、オ

ープンに開示することなのである。

（3）行政評価の革新性：アプリケーションソフト（AS）と同時にオペレーティングシス

テム（OS）も変える

　さて、行政評価の導入・運用をきっかけに、組織の病理をあぶり出し、経営そのもの

のあり方を積極的に変えていくという考え方は、1．で述べた「大行政評価主義」である。

これはいわば、新たな道具を入れるということを口実に、本体そのものも改造しようと

いう考え方である。クーラーを入れるために、家の改造をしようというようなものだ。

これは、「本末転倒」だが、それをあえて確信犯的にやってしまうのである。そして、こ

れこそが行政評価の隠れた革新性の真骨頂なのである。

　このことは、パソコンのアプリケーションソフト（AS）とオペレーティングシステム

（OS）の関係のアナロジーで考えると理解しやすい。パソコンのASとは、ワード、エ

クセル、勘定奉行、そしてゲームソフトなど、OS上で実際に仕事をするソフトのこと

である。一方、OSとは、　ASを動かすために必要な　Windows2000のような基本シス

・ 17・



テムのことである。行政改革をこれになぞらえると、これには、ASレベルとOSレベル

の2つ革新が必要となる。

　行政改革でASに当たるのは各種の管理ツールである。例えば、バランスシートや企

業会計制度の導入。行政手続きの簡素化、市民オンブズマンの設置、ISOの導入なども

このレベルのツールである。

　一方、行政におけるOSとは何か。これは、例えば、年度単位で予算を決めるという

予算制度、あるいは地方交付税制度。さらには、法令で定められた基本的な地方自治制

度がこれに当たる。本質的な刷新には、ASだけでなく、このOSの刷薪が同時に必要で

ある。そして、このOSの書き換えプログラムのプロトコル（対話に必要な通信規約）

が、ニューパブリックマネジメント（NPM）の考え方である。　NPMの基本原理は、顧

客志向、成果志向、現場への権限委譲、そして市場競争原理の導入の4つに集約できる。

この4つの考え方は、いずれも従来の行政の基本的な動き方に対する大きなチャレンジ

なのである。

　さて行政評価は、ASの1つにすぎないのか。それともOSを書き換えるほどの力を持

つものなのか。「小行政評価主義」の立場からは、明らかにASの1つでしかない。しか

し、実は情報公開とも相侯って、行政評価をきっちりやり続けるということは、OSの

書き換えを同時にやることを意味する。情報公開とドッキングすることによって、「大行

政評価主義」が成立する。例えば、毎年毎年、達成できていない数値を情報公開し続ける

ということになれば、当然、その事務や事業そのものの必要性ややり方を根本から見直

さなければならない。なぜなら見直しの拠り所は成果主義であり、顧客主義だからであ
る。

　したがって、行政評価は、OSのバージョンアップも含めたASだということもいえる。

むろん、そうなるか否かは導入する側の意思次第だ。ただのASだと思って導入すれば、

従来の予算調書と同じ感覚で、事務事業評価の調書を毎年書くだけだ。初年度は、無駄

な事業が少しはあぶり出されるが、毎年やると、形骸化する。一方、「OSを書き換える」

という強烈な意思を持った人たちは、現場と議論を重ね、たかが1枚の調書の書き方に

もこだわる。首長自らが問題点を指摘し、みんなで悩み議論する。そんな小さな事から

こっこつと努力を重ねる。OS書き換えのツールとして使う意思をもって運用するか否

かで、実は行政評価の意義は全く違ってくる。

（4）ASだけを手直しすることの限界：行政評価法の問題

　ここで反面教師としてOSの書き換えにはほとんど手をつけず、　ASの導入だけにとど

まってしまった行政評価の例を考えてみよう。これは、中央省庁の政策評価制度である。

橋本行革の成果の一つとして法制化もされた。筆者も推進に関与してきた。法制化され

たこと自体は、まことに喜ばしい。しかし、こと法律の内容に関して言えば、期待外れに

終わってしまった。総務庁（当時）が設置した研究会（政策評価の手法等に関する研究

会　2000）で整理された行政評価の本質がすっかり脱落してしまった。

　最大の問題点は、この法律が欧米の行政評価が大前提とするニューパブリックマネジ

メント（NPM）に準拠していないということである。行政評価は、　NPMの考え方に基づ
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くOS改革と相侯って初めて成果を出す。ところが、わが国の政策評価制度は上意下達

の強固な官僚制のもとでの「客観的かっ厳正なる評価」を想定してしまった。いわば、

古いOSの上に新しいASを乗せてしまった。具体的に、何が問題なのかをみていこう。

①客観性信仰の弊害

　第1の問題点は、行政評価法がその基軸とする「客観的かつ厳正な評価」なるものが

現実には不可能だ、ということである。法律は、あたかも行政府の外に全知全能の第三

者がいて、全てについて唯一絶対の、神様のような評価を与えることができるかのよう

に説く。だが、そんなものはもともとありはしないし、必要でもない。

　行政評価は経営改革のためのツールである。経営においては、「正しいか否か

（Justice）」ではなく「与えられた状況の中で最善を尽くし、ベストの成果を得たかどう

か（Best　Ef60rt）」が重要だ。必要なのは、客観性よりもむしろ評価結果を「情報公開」

し、「市場競争環境」にさらすことだ。そもそも衆人環視によるチェックを前提とすれば、

まず、官僚の自己点検におけるウソは減る。また、現場に対して「今回の評価結果は悪

かった。しかし次回は頑張って国民にわれわれの努力の結晶を認めてもらおう」といっ

た改善意欲を喚起する。これが本来の行政評価、つまり業績測定のねらいなのである（上

山　2001）。

　「客観的かつ厳正」な評価であることを至上目的とするという行政評価法の規定は、

あまりにも旧態依然の役所的形式主義に基づく。そもそも評価が必要となったのは、「役

所にも間違いはある」からである。したがって、「評価」にも当然間違いはある。この現実

を無視してしまっては、単なるプロパガンダに終わる。このような形式主義は、激動の

時代においては、実務家の自発的な改革運動を抑止すらしかねない。なぜなら、行政機

関は、地道な改善活動よりもアリバイ作りのためのデータ集めに走る。あるいは、実務

に精通していない第三者を集め、正当化のための会議に時間とエネルギーを費やす。揚

げ句の果てには、本来の業務改善がお留守になりかねない。

　行政評価の本来の目的は、実際に行政に携わる者が自ら日々の行動や予算の使われ方

をチェックし、その実態を改善していくことである。つまり「書類づくり」や「チェッ

ク」ではなく「実体の変革」が目的である。その上で、やったこと、できなかったこと

の両方を情報公開にかけ、国会と広く国民全般が監視をしていく。その際に第三者が客

観性についての若干のアドバイスをする。政策評価は専門家、政治家、世論にも評価さ

れて相場が生まれる（村松　2000）。現行制度は、このようなダイナミックなメカニズ

ムを想定していない。おそらく、法制化のプロセスで、どうしても現行のOSに平灰を

合わせざるを得なくなったと思料される。「行政の無謬性」にこだわる現行のOS、そし

て法制化プロセスそのものの制度的欠陥の仕業と言わざるを得ない。

②評価と権威主義

　第2の問題点は、上意下達の権威主義の現行OSに「評価」という言葉を直結させてし

まったということである。日本語の「評価」には、権威をもったえらい誰かが、下々の
“ 小役人”の営みをチェックする、という語感がある。つまり、序列意識が内包されて
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この序列感覚は、しかも「第三者評価」というキーワードによって増長されている。こ

れは、評価される側、つまり実際に現場で仕事をしている人たちの意見を全く汲み上げ

ずに「一方通行」の決めつけ型評価を生み出す危険性がある。

　また、今回の制度では、例えば最新のコーポレートガバナンスのノウハウは全く採用

されなかった。せっかくできた情報公開制度を活かした行政の監視活動との連携も織り

込まれなかった。逆に、伝統的な「政策評価（Policy　Evaluation）」を中心に据えた制

度の体系をつくってしまった。

③予算・人事制度の弾力化を

　第3に、評価結果を現場の行動改革につないでいくための仕組みの改革、まさにOS

改革への布石が弱い。例えば、わが国の予算・会計制度は、先進国の中では異例なくら

い硬直的だ。費目や年度を越えて臨機応変に予算が流用できない（田中・岩井・岡橋、

2001、および金本　1999）。また、組織や人員の配置についても、各府省で自由に決め

られない。つまり、運用上の問題点に気づいても、是正の手段自体が限定されている。

　また、なにかを改善しようとしても、組織・人・予算を削られるばかりでは、やる気

がしない。例えば、三重県庁などが導入している「節約した予算の半分は各部門の自由

な研究や投資に使ってよい」といったインセンティブを与える制度を同時に導入すべき
だ。

④執行機関の「政策評価」

　最後に、名称について異論がある。中央省庁の行政評価は、「政策評価制度」と称され

る。これは、たまたま97年12月に出された行革会議の最終報告のときに、そういう名

称が使われたという経緯による。だが、この名称は、関係者の誤解を招くことにより制

度の本来の趣旨をゆがめ、骨抜きにすらしかねない危険性をはらんでいる。

　行政評価の対象は、世界中どこの国でも行政機関の活動、すなわち仕事の進め方や予

算の使い方である。前述したように、英語では、単にPerformance　Measurement（業績

測定）というし、わが国自治体でもこれを受けて「行政評価」という用語を一般的に使っ

ている（Hatry　2000及び上山1999）。

　それにもかかわらず、わが国の中央省庁だけが「政策評価」（Policy　Evaluation）と

いう呼称を使っている。制度の中身の善し悪し以前に、この名称は大いに問題だ。確か

に中央省庁は政策の企画立案機能も担うが、第一義的には政策を「執行」する存在であ

る。執行機関の業績評価のための制度になぜ、「政策評価」という名称を使うのか。政策

は本来、議会においてつくられるのもので、その評価は当然、行政府の仕事ではない。

執行機関である中央省庁が議会のつくった「政策」を評価するというのは、どうみても

本末転倒である。

　ものごと全てが過渡期にある時代だ。新しい制度も古い仕組みのもとで作られ、劣化

してしまうのは仕方がない。だが、3年後、この政策評価制度は法律で見直しが義務づ

けられている。その際には、管理統制ツールから経営革新ツールへと脱皮させ、また、

同時にOSの改革ツールとしての仕掛けを織り込むべきである。
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5．まとめ一行政評価を咀咽するプロセスの重要性

　さて、以上のような議論をすべて踏まえたうえで、個々の行政機関においては、行政

評価をどう活かすべきか。自治体に的を絞って整理してみたい。結論から言えば、これは

個々の自治体の置かれた現状、そして何をしたいのか、ということによって大きく違っ

てくる。最後に、行政評価の導入の目的別に簡単な処方箋を述べておきたい。

　①財政危機で1円でも予算を削りたい、という場合。

　このようなケースでは、事務事業評価からやり始めるのが良い。例えば、ある自治体

では、事業に対して半ば強制的に「A、B、　C、　D」の4段階評価をし、重要性が相対的

に低い事業をあぶり出し、そこから予算を削っている。これは、「小行政評価主義」でし

かないが、行政評価の立派な活用法のひとつだ。

　②職員の意識を変え、目的をもって仕事をやるようになりたい、という自己改革意欲

に燃えている場合。

　これは「大行政評価主義」だ。このようなケースでは、木を見て森を見失いがちな事務

事業評価よりも、業務棚卸の手法がよいだろう。業務棚卸は、各部門の使命、あるいは

やっている仕事そのものを棚卸する。予算を削るか否かの議論はその後に出てくる。事

務事業評価をやると、意識改革よりも、どうしても事業の廃止というところに目が行く。

また、この方が結果としては、予算の効率化、削減もうまくいくのである。

　同時にお勧めしたいのが、「戦略計画」と「業績測定」の手法である（図3）。これは、逗

子市などが先例だが、部門のトップである部長・局長レベルを中心に、首長も参加して

やってみると良い（詳細は、「行政評価の世界標準モデル」（東京法令出版）を参照）。海

外の行政評価の標準モデルはこれである。海外では、行政評価は、局部長レベルが自分

自身の戦略を大局的に考えて重点課題をあぶり出すために行う。

　わが国独特の手法である事務事業評価や業務棚卸は、ボトムアップの運動論的な改革

にはよいが、幹部が参加しないというところに大きな問題がある。能力ある幹部を育て

たい、あるいは幹部に良い着想がある、というのであれば、「戦略計画」と「業績測定」を

導入するのは一案である。

　③市民参加で総合計画を見直したい、という場合。

　こういうケースでは、ベンチマーク方式（政策評価）を市民参加でやるのがよい。青

森県の政策マーケティング委員会は、この一例である。理想的には、住民と一緒に「我が

市の実態」を数値で出し、意識調査なども入れて、洗い出していく。そのなかから、行

政マンだけの会議では見つからなかった課題がはっきりしてくる。さらに、このモデル

を突き進めれば、首長が選挙に出るときの公約、あるいは選挙の候補者の公約に、ここ

から出てくるような指標を使うようになれば、前向きな政策論争や、ひいては政権交代

の判断材料にもなってくるだろう。
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図3　「戦略計画」の構造

構成要素 内容 具体例（アリゾナ州保健局2002・2003年）

保健サービスの直接提供、健康科学、公共政策

部局の使命 部局の存在理由。基本的 および指導力によって（州内の）個人およびコミ

（Mission） な目標の簡潔な記述 ユニティの健康を模範的な状態にすること。

保健局は、州民の公衆衛生および行動衛生に対

部局の説明 部局の責任。対象とする して責任を負う。

（Description） 範囲など 具体的にはアリゾナ州立病院、救急医療サービ

ス、州立研究所、公衆衛生データおよび統計、

人口統計、疾病管理、保健施設および保育施設

の認可及び証明を含む。

計画期間に部局が掲げる 目標①…アリゾナ州の子供および成人の健康を

部局の目標 具体的な目標（複数） 守り、促進すること

（Goals） ※数値指標と期限を定め 目標②…アリゾナ州民に包括的かつ統合的な行

る場合もある 動衛生システムを保証すること

目標達成のための各活動 ①糖尿病の合併症で入院した患者数の減少割合

業績指標 （施策または事業）の明確 ②申請後5日以内に分析された新生児スクリー

（Perfbrmance な目標およびその活動の ニング検査標本の割合

Measures） 結果や影響を表す数値指 ③最近1か月以内に喫煙した高校生の割合

標（複数）

出展：村岡政明氏（ワイズマンコンサルティング、岡山市）

　④首長にはやる気がないし、財政危機でもなく、全体にのんべんだらりとしていて不

安、という場合。

　こういう状況のもとでは、事務事業評価や戦略計画を入れても、すぐに形骸化する。

むしろ、市民に近いところの現場サービス業務にっいて、CS（顧客満足度）調査などを

やるのがよい。市バスや図書館などについて、自主的な研究グループでやる。あるいは、

研修所と掛け合い、研修プロジェクトの一環として調査をする。図書館の職員が、自ら

市民にアンケート調査をやり、その結果を発表するには様々なハードルがあるだろう。

だが、研修の一環であればやりやすい。図書館以外の人も交え、しかも研修で調査する、

という言い訳がたち、やりやすい。軌道に乗れば、市民グループを入れたり、地元のNPO

と連携する。やがて、その中からさまざまな改革に向けたアイデアが掘り起こせる。

以上、さまざまなパターンに対する典型的な回答を紹介した。要するに、行政評価の

「正しい導入法」などというものは、実はない。置かれた状況、例えば、ASだけか、
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OSの転換まで目論むのか、といったコンテキストの理解が最も重要である。ちなみに、

筆者はこれを「行政評価の咀噌プロセス」と呼んでいる。このような一切合財をわかっ

たうえで、過剰期待を捨てて導入するべきだ。

　要は、それぞれの自治体の事情に応じた、それぞれの行政評価があればよい。そして、

やってみてから次の手を考えれば良い。最初から「完成型」をめざしてはいけない。行政

評価は進化する。そして個人と組織も進化する。それぞれの自治体の未来への戦略に基

づいた行政評価があればそれでよいのである。

（注）

東京財団と行政経営フォーラム（http：〃wwwpm－forum．org／）は、2001年12月18日に政策分析シ

ンポジウム「自治体の行政評価を考える」を開催した。パネラーには、梅田次郎氏（三重県庁職

員）、星野芳昭氏（日本能率協会コンサルティング、コンサルタント）、城山英明氏（東京大学法

学部助教授）、大住荘四郎氏（新潟大学経済学部教授）、伊関友伸氏（埼玉県庁職員）、白川展之氏

（広島県庁職員）、後房雄氏（名古屋大学教授）の7名を招き筆者が司会し討議した。本稿はこの

討議の内容を発展させたものである。
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第3章　自治体の行政評価ブームー背景とメカニズム

1．自治体経営を取り巻く新潮流

　企業経営、教育、そして行政など現在のわが国では、ありとあらゆる分野で「改革」

が進行中である。自治体でも同じだ。「改革」の2文字を政策課題としない自治体はない。

しかしなぜ「改革」が必要なのか。この点を明確にせず、単にお題目として「改革」を

謳っている場合が多い。多くは財政危機、あるいは地方分権の時代を理由に「改革」を

掲げる。だが、財政赤字は人間の発熱のような「現象」にすぎない。また、鳴り物入り

の「地方分権」も機関委任事務が国から移管される程度にとどまり、本格的「改革」には

ほど遠い。

　改革というのは、きたるべき非連続的な環境変化を先取りし、それを乗り切るだけの

スキルと体力を備えておくことにほかならない。したがって、単なる経費節減、分権関

係の条例の整備、あるいは綱紀粛正運動などの対症療法だけでは、とうてい改革とは言

えない（図1）。

図1 多くの自治体にありがちな対処療法

・　財政赤字
1⇒　・経費節減努力

・　分権一括法の成立 ⇒　・関連条例の整備

・　不祥事の発生 瞬　　　　　・　首長が賞与を返上。

　　　　　　職員は綱紀粛正運動

　「改革」の実現のためには、大局的な「時代観」とそれに合わせた独自の戦略ビジョ

ンが必要である。現代社会では、企業も行政も、国家も個人も、全てが世界規模の未曾

有の構造変化のカオスの中に投げ込まれつっある。真の「改革」とは、こうした変化を

先取りした積極対応策である。現状維持のための小手先の努力ではない。

　したがってまず初めに改革の源、つまり「なぜ自治体に改革が必要なのか」というこ

とをしっかりと捉えておきたい。なぜならば、行政評価は、単なる組織内部の管理ツー

ルではない。21世紀の組織の行動原理への先がけであり、経営理念であり、文化なので

ある。本稿では、改革の背後にある3つの源流（「公益国家独占主義」の崩れ、「資本効
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率革命」、「デジタル情報革命のインパクト」）について考えたうえで、行政評価がそこで

果たしっっある役割について考える。

（1）「国家公益独占主義」の崩れ

　およそ今までわが国では、公共的なことは全て役所がやるものと決まっていた。とこ

ろが最近では、NPOやNGOなど「官」でも「民」でもない組織が重要な役割を果たす

ようになってきた。

　また、政策は「官」が決めるが、実施は「民」に任せるという考え方も出てきた。ハ

コ物施設の「公設民営」の考え方やPFI（Private　Finance　Initiative）などは、この考

えの延長線上にある。

　日本語の「公共的な」に相当する英語は“Public”だ。しかし、英語の“Public”と

いう言葉は、「公共的」という意味のほかに「大衆、民衆」という意味がある。西欧の伝

統では公共的なことは本来自分たちが担う。その一部だけを専任の人材を雇って政府に

やらせると考える1。現代の日本人が無意識のうちに考える「公共的な」ものは、すべか

らく「お上」あるいは「官」に任せるという考え方とは根底から異なる。

　明治以来、われわれ日本人は公共的（パブリック）なことの範囲と担い手について、

あまり真剣に悩むことがなかった。戦前も、そして戦後のキャッチアップ過程でも、日

本は貧しく、社会資本の整備も行政サービスもとにかく不十分だった。基本ニーズの充

足が先決だった。また、単一民族の均質的な国民が求めるサービスも比較的画一的だっ

た。このような時代には、画一的な国家戦略、あるいは国家経営が成り立った。すなわ

ち、国家全体をひとつの経営単位ととらえ、そこのコントロールタワーである中央省庁

が一元的に政策（戦略）を立案した。そして、自治体が下部機関として地域や「住民」

への資源配分やサービスの執行を担った。パブリックを行政が独占する中央集権型のシ

ステムが、十分に機能した。つまり、わが国においては、長らく公（パブリック）イコ

ール官（政府）だった。近年になって、ようやくNPO（民間非営利団体）ができ、公（パ

ブリック）を民が担うということの社会的理解が始まった。

　しかし、今や国民のニーズは多様だ。画一的なサービスを、中央集権的なシステムで

提供することは、そもそも不可能である。仮にできたとしても、非効率であり、変化へ

の対応も遅い。パブリックを国家が独占する時代は終わった。これは、政策立案におい

ても、執行においても同様だ。行政サービスをNPOが担うようになり、住民が政策作

りに参画する、こういう時代に入りつつある。

　このような、いわば「官のビッグバン」ともいうべき状況は、自治体の現場において特

に先鋭的に現れる。住民の利害が多様化し、ことごとく対立する。地域社会においても、

従来のように行政が住民の意見を調整し、バランスのとれた政策を決定することは難し

い。行政に行司役は求めず、利害が対立する住民同士で議論をし、問題解決してもらう。

あるいは情報の公開原理の中で、一定のルールを決め、政策案を競い合うなど、多元的

な統治秩序を意識したものごとの決め方が必要な時代だ。そして、このような状況を指

して「ガバメントからガバナンスへの時代へ」というのである2。
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（2）　「資本効率革命」

　企業経営の世界には、「資本コスト」という概念がある。これは、企業が借入資金を調

達する時に支払わなくてはならない金利や配当などの調達利率のことをいう。これは株

主が企業に投資したときにどれぐらいの利回りが得られないと合わないかという期待値

に等しい。投資家は、最もリスクが低い金融商品だといわれる米国債を買っても4～5％

の利回りが得られる。したがって、どんなに立派に見えても、必ず倒産のリスクを伴う

企業への出資の期待投資利回りは、これよりも高くなければならない。ところが、日本

企業の資本コストは、これまでわずか平均2～3％と異様に低い状況にあった（最近は、

もっと低下しているが）。これは、国内の資本市場が閉ざされている上、預金金利も低か

ったことによる。ところが、90年代以降、資本市場が情報テクノロジーの発達や金融ビ

ッグバンでグローバル化するとともに、こうした「国内ルール」が一気に崩れ始める。

利益に対する企業の感度が極めて高くなってきた。

　民間企業が資本の効率性を高めようとする動きは、行政に対しても同様の要求の形で

表れる。右肩上がりの時代には、行政が政策で多少の間違いをおかしても、経済成長が

カバーをしてきた。埋立地の造成がいい例だ。多少、立地が悪くとも何年かすれば必ず

需要が出てきて売れた。ところが、今やそんな時代ではない。行政は、結果責任を厳し

く問われることになる。すなわち、行政自身がやったことを住民の前に明らかにし、仕

事の成果の審判を受けるという時代に入った。別の言い方をすれば、税金の払い甲斐で

ある「バリュー・フォー・マネー（Value　for　Money）」が問われる時代になったのであ

る。

（3）「デジタル情報革命」

　ITの飛躍的な向上で、事務やサービスの効率が猛スピードで高まっている。個人のレ

ベルでも、電話やインターネットで送金や株式の売買、あるいは航空券の手配や通信販

売が瞬時にできるようになった。企業の事務処理も飛躍的にスピードアップされ、複雑

な損益収支計算も1か月、あるいは2ヵ月後には出てくる時代となっている。なかには

週次や日次の決算をする企業すら存在する。デジタル情報革命は、企業や個人の仕事の

やり方や発想法を大きく変えつつある。

　行政サービスの分野でも、インターネットが普及し、情報公開制度とも相まって、従

来官庁が独占していた行政情報が誰でも、どこでも入手できるようになってきた。地方

自治体間のサービスの質や効率の比較も次第にやりやすくなる。ITは、優秀な地方自治

体とそうでない自治体の差を明らかにする時代でもある。

　このような時代の波にさらされる現代の自治体に迫られる改革とは、従来のいわゆる

「行革」（多くは、経費節減、新規採用中止、組織の簡素化に代表される）の域をはるか

に超えたスケールのものとなる。

　このようなデジタル情報革命は、巨大な官舎はもとより、数万人もの職員を抱えた行

政官庁の今日の姿を、ものの見事に打ち砕くだろう。また、そうでなくては、高い資本

効率を求める企業やドライな新世代の住民が税金の不払い運動を始めるかもしれない。

現に、カリフォルニア州では、1980年代に、納税者の反乱が起こった。また、ロサンゼ
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ルス近郊のオレンジ郡は、不足した資金を補うための投資運用に失敗し、1994年に倒産

に追い込まれるという自体にも陥った。アメリカと日本の制度は違うといって傍観して

おれるような財政状況ではない。

　行政機関に圧力をかけるのは、納税者だけではない。NPOやNGOとの競争が始まる。

隣の市では、市役所よりもNPOがよりよいサービスをより安く提供しているらしい、

といった情報はすぐに流れる。住民が自ら行政評価を行うためのNPOは、海外ではよ

くあるし、日本でも三重県（評価みえ）と岩手県（NPO「政策21」）に既にある。

　このように、21世紀の行政機関は、今まで通りの陣容と仕事のやり方を維持したまま

で存続するとはとうてい思えない。そうでなくとも、目先の財政危機、公務員バッシン

グによる士気の低下など、次々に難問が露呈しつつある。

　だから「改革」なのである。

　ところがこうした状況にもかかわらず、行政サービスの進化のスピードは遅い。住民

票の入手に、わざわざ窓口に出向き、しかも何分も待たされる。相次ぐ不祥事に至って

は、問題外だろう。しかも、この危機に直面する中で、自治体の組織も予算も、そして

職員の行動様式までもが、法令に則ったことしかしないという固定観で凝り固まってい

る。その結果、時代の流れに照らせば、旧態依然の極みという醜態を国民の前にさらけ

出す。そのうえ、自律改革への動きも遅い。ひいては、さまざまな矛盾やミスを連続的

に、時によっては数年間にわたり露呈するという事態に陥る。

2．既存システムの逆機能

　世界中の行政機関をわが国と比較した場合、最も特徴的なことは、公共事業の存在の

大きさと公務員に対する国民の信頼感の高さである。

　発展途上国では、予算に占める公共事業のウェイトが高い。だが、先進諸国の中で、

未だにGDP比で5．1％（2000年度）もの規模の公共事業投資を行っている国は、日本

のほかにはない。米国が1．9％（1997年度）、フランスが2．9％（1999年度）、ドイツが

1．8％（1999年度）、そして英国が1．1％（1999年度）である。日本が突出している3。

　また、米国を筆頭に先進国では一般に、そしてまた途上国でも公務員に対する信頼感

は決して高くない。だがわが国では、明治以来、伝統的に公務員が尊敬され、ステータ

スも高かった。これは、厳正な試験制度によって、出身地や出身階層に関係なく能力の

高い人たちを採用してきたこと、そして、高いステータスが高い使命感を強化するとい

う好循環が維持されてきたことによるものだろう。

　厳しく辛い仕事でも「国（自治体）のために貢献できる」あるいは「国（自治体）を動

かしている」という使命感がよい意味でのプライドとして働き、それがまた国民側の公

務員への信頼につながっていた4。

　もうひとつの要因は、「お上」や「お役人」という言葉に象徴されるような、封建的な

君臣関係が、国民の側にも公務員の側にも意識の片隅に残っているのかもしれない。「お

上」は「お神」に通じる。官吏は天皇の官吏だった。こうした意識はかなり薄れたとはいえ、

人民革命（英国に対する独立戦争）を経てできた米国や、英仏の社会と比べると、大き

く違う。ともあれ、「公共事業の存在の大きさ」と「公務員への信頼感」は、わが国の行
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政の2つの大きな特徴である。

　さて、大きな構造変化の際には、旧システムの強みを支えてきた中枢的機能が破綻を

来すのが常である。戦略家は、しばしばこれを「かつての強みが一気に弱みに転化する」

という。わが国の行政機関も例外ではない。そこで、この公共事業と「公務員への信頼感」

に着目してみると、次のような現象が気になる。

　①公共事業は、本来、地域の活動を活発にし、住み良いまちをつくるために行われる。

ところが、多くの公共事業の投資収益効率は、もはやマイナスに転じている。つまり、

明らかに費用が効果を上回る状況に陥っている。無理やり必要性をでっち上げ、あるい

は雇用対策という名目のもとに、全国のあちらこちらで、自分たちのお金であればおそ

らく投資するはずのない事業が平気で進められている。しかも、この状況を精査し、シ

ステムを大転換させるきっかけがなかなかつかめない。

　②官僚組織の制度疲労により、国民のためというよりも組織の存続・維持のために奔

走する公務員の姿が目につくようになった。しかも、相次ぐ汚職、使い込みが発覚する。

さらに、かつての護送船団行政に代わるモデルを見失った地方行政や金融行政の混乱、

そして石油公団を巡る最大で1兆4，000億円余りにも及ぶといわれる損失の発生（2000

年度決算）など、相次ぐ失敗が明らかになりつつある。

以下では、この公共事業と公務員神話の崩壊、過去10年間に起きてきたことを整理

しておこう。

（1）公共事業の制御不能問題

①目的と内容の変容

　1998年度の公共投資実績は、国と地方を合わせ総額で47兆2613億円にも及ぶ（1998

年度の国の一般会計予算総額77兆円の61％に匹敵する）。図2は公共投資額の推移であ

るが、高度成長時代の急激な伸びと80年代前半の行政改革による伸びの鈍化、バブル及

びバブル崩壊後の伸びが読み取れる。

　公共事業の見直しの必要性については多弁を要しない。戦後50年余りの蓄積によっ

て、すでに社会資本の整備は一定レベルに達した。かつてと同じ、もしくはそれを上回

る事業量の維持は、不要な公共工事を乱立させる。また、地方経済の公共事業への依存

体質は、地域としての自律繁栄の機会を奪うことになり、長い眼で見ると害悪である。

　公共事業の見直しに向けて、本来はギアチェンジをするべきなのに、むしろその維持・

拡大を決めてしまうという失政もあった。1990年の日米構造協議において策定が決まっ

た公共投資基本計画である。これは1991年～2000年の間に総額430兆円（後に630

兆円に）の公共事業を行うという計画である。これはガット・ウルグアイラウンドの農

業分野合意の対策事業費の支出決定とともに、「まずは予算額ありき」で公共事業の事業

実施（というよりも「消化」）を考える傾向に拍車をかけた5。そして、ついには個々の事

業プロジェクトの具体的な中身が明確ではなくても、地域における公共事業の総体とし
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ての「規模」と「額」が最重要視されるようになる6。ある行政マンは、「代替的行政手

法の検討もなしに、建前のっじつまだけを合わせた事業計画が作られるようになった」

と当時を述懐する。

②国民の不信と反省の芽生え

　やがて1990年代後半に入る。財政赤字の深刻化とも相まって、公共事業の乱発に対

し、国民も問題意識を抱き始める。見直しの動きは、1997年に自治体においてまず始ま

った。同年7月北海道庁は、公共事業の見直しに着手する。これが「時のアセスメント」

である。対象は、かつて立案時に前提とした社会状況や住民の要望が今や大きく変化し、

当初予定した役割を改めて点検・評価すべき施策である。道庁は、これらについて新た

にやるべきか否か、その意義を自ら再評価した。その結果、まず「苫小牧東部地区第1

工業用水道事業」や「トマムダム建設」など6事業の再評価を行うことを決定した（1997

年12月に3事業を追加）。やがて再評価の結果、最終的に7件の事業を中止することに

なった。従来、公共事業は「一度始まったら止めることはできない」と考えられていた。

ところが、「時のアセスメント」は、それを「時」という物差しで中止した。この手法は、

当時のもうひとつの国民の関心事である長崎県諌早湾の干拓事業問題と対比されて、広
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く国民の関心を呼んだ。やがて、「時のアセスメント」は1997年の流行語となる。

　翌1998年度に入り、国（中央省庁）も事業の再評価を始める。まず建設省（当時）

が公共事業の新規採択評価及び再評価の仕組みを導入する。そして、所管5，520事業の

うち「白老ダム」や「石狩川耐水型地域整備」など10事業を中止、26事業を休止する

ことになる7。

　やがて公共事業の見直しは、止められない大きな流れとなる。ついに、2000年8月

28日に自民、公明、保守の与党3党は、一定の基準8に満たない公共事業について「中

止を前提に抜本的に見直す」ことを合意する。その結果210件の公共事業の中止が決定

した。同時に、建設・農水両省（当時）が独自にリストアップした45件も中止とし、合

計255の公共事業の中止が決定された。

　さらに、こうした見直しの動きは公共事業を支える根元の仕組みに至る。即ち道路建

設の特定財源制度や建設工事系の特殊法人の見直し問題に進化していった。

③市民の参画と反対の動き

　住民投票を通じて、公共事業の推進についての住民の意思を確認しようとする動きも

広がった。2000年1月23日、徳島市で吉野川第十堰の可動堰化をめぐる賛否を問う住

民投票が実施された。投票率は55％にものぼり、実に91．6％が反対票を投じた。この結

果は、それまで強気の姿勢を示していた建設省と徳島県庁に強い衝撃を与えた。

　住民投票から10日たった同年2月2日、中山正暉・建設大臣（当時）は、住民投票

実現の原動力となった第十堰住民投票の会のメンバーと建設省で会談。「今の時点をゼロ

として話し合う」と発言。同時に徳島まで出向き、住民と直接話し合うことを約束した

（内閣改造による大臣の交代により実現せず）。現場の建設省徳島工事事務所の大平一典

所長（当時）も、「治水の原則から、可動堰が妥当という考えに変わりはない」としなが

らも、「市民参加で問題解決を図るべきで、現計画には必ずしもこだわらない」と2000

年の予算に可動堰化計画を推進するための予算を盛り込まず、それまでのいわゆる秘密

主義、強硬路線と言われる姿勢から、対話による問題解決アプローチに転じた9。

　わが国は、今や大学への進学率が45％に達する1°。国民の知識水準は明らかに上がっ

た。また、情報公開制度のもと、マスコミ報道のほか、インターネットも通えば、一般

国民もかなり正確な行政情報を入手できるようになった。このような時代に、官庁がプ

ロを標榜し、住民の意向を聞かずに仕事を進めることは、事実上不可能になりつつある。

徳島第十堰の可動堰化問題でも、公開の場で建設省の本省や徳島工事事務所の職員が学

者や市民グループと河川のあり方について対等な議論が行われている。吉野川第十堰の

保全を目指す市民グループは、2000年4月「吉野川を未来をつくるみんなの会」を結成。

会に置かれた学識経験者による「吉野川流域ビジョン21委員会」などにより、第十堰を

残した吉野川の将来像を「住民案」が検討されている。以前のような行政と国民の間の

絶対的な知識の差はなくなりつつある。
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（2）官僚制度の機能不全一公務員神話の崩壊

①世界最低レベルの日本の官僚組織への信頼

　先に、わが国の公務員に関しての信用は崩れつつあると述べたが、実は、わが国国民

の行政機関に対する信頼感は既に海外諸国と比べても相対的に低いレベルにとどまって

いる。図3は、2000年の時点で電通総研が実施した、世界各国の主要都市における行政

機関への評価の比較調査の結果であるU。これによると多くの項目において、日本は調査

対象9ヵ国の中で最下位となっている。特に自国の行政機関に対する評価として、「変化

への対応」が7．4％、「情報公開」への信頼感が9．4％と非常に低い。

　なぜ、わが国の行政組織は国民の信頼を失ってしまったのか。今、日本の行政組織に

何が起こっているのか。以下では、現在起きている日本の公務員制度の3つの「神話」

の崩壊をキーワードにして議論したい。

②公務員神話の崩壊その1－「公務員組織は真面目だ。信用できる」

　従来の日本の公務員に関する神話のひとつに、「公務員は、真面目だ。信用できる」と

いうものがあった。しかし、事実を見る限り、この神話は完全に崩壊している。その最

大の要因は、90年代における中央官僚の不祥事の続発だ。旧大蔵省の過剰接待や金融不
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祥事のスキャンダル、旧厚生省の事務次官が逮捕された福祉汚職、警察の相次ぐ不祥事。

中央省庁の官僚のスキャンダルは、国民に強い不信感を刻み込んだ。

　地方公務員も同様だ。90年代に入り、公務員組織のさまざまな慣習が社会的批判を浴

びるようになる。やがて、1995年7月の市民オンブズマン全国大会において、全国の都

道府県庁における「官官接待」の存在がテーマとされる。補助金や許認可で手心を受け

るため、顔つなぎのためなど、さまざまな理由で公務員が公務員を接待するという異常

な世界が日常的に行われていたことが白日の下にさらされた。

　市民オンブズマンの活動は、さらに食糧費・旅費の不正支出の告発運動に発展する。

全国の自治体が不正に支出していた資金の総額は436億円にものぼり、職員による返還

総額は303億8，722万円に達した。不正行為を理由に処分された者の数も2万727人

（1998年6月現在）に達した。これは、全国の市民オンブズマンの情報公開を契機とし

て、全国の28都道府県庁で食料費や旅費の不適正支出の自己点検調査が行なわれた成果

である12。47都道府県庁の1995年度の「食料費」予算額は、2年前の1993年度の予算

額に比べて、約1，200億円もの縮減となっている13。それだけの税金の無駄遣いが堂々と

行われていたのだ。

　個々の地方公務員の犯罪も増加傾向にある。図4は、総務省（旧自治省）が毎年発表

している汚職が発覚した地方公務員の数の状況だ。

図4 地方公務員の汚職関係職員数
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出典：総務省「地方公共団体における汚職事件に関する調の概要」を基に作成

　首長や議員などの特別職の地方公務員の数が減少しているのに対して、一般職の地方

公務員の汚職の数は、1996年を境に急上昇している。背景としては、情報の公開が進み、
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不祥事を隠せなくなったことや内部告発が増えたことも影響していると思われるが、と

もかく急激に増加している。このほか、痴漢や買春などの破廉恥な犯罪を犯す公務員も

後を絶たない。

③公務員神話の崩壊その2－「公務員は優秀」

　従来の公務員神話の2つ目は、「公務員は優秀」であるという神話である。これまで公

務員組織は、最も頭の良い優秀な人間の集まる場所と考えられていた。公務員になるには、

試験にパスしなければならない。学校の成績の良かった真面目な人たちの集まりなのだか

ら、仕事上でも大きな間違いはないだろう。多くの国民はそのように考え、信用していた。

しかし、時代の変化は、公務員集団の機能不全を次々と明らかにしていく。　「戦略ミス」

と「時代の変化への対応の遅さ」の2つが代表例である。

（a）戦略ミス

　相次ぐ自治体の財政危機は戦略ミスの典型だろう。税収の落ち込み自体は、仕方がない。

しかし、それを見越して支出を事前に抑制できなかったということは、戦略ミスあるいは

体質問題といえる。

　2000年末の地方自治体の借入残高は184兆円に達し、1991年度から2．6倍、114兆円も

増加している。横並びの体質で事業を拡大し、そのツケに苦しんでいるのが多くの地方自

治体の現状である。

　もっと深刻な戦略ミスは、地方自治体の「第3セクター」の経営危機問題である。地方

自治体（第1セクター）と民間企業（第2セクター）の共同出資による第3セクターは、バ

ブル期の80年代の終わりごろから設立ブームが始まった。現在、そのかなりの数が経営

の危機にあえいでいる。総務省調べでは全国の第3セクター6，794法人14のうち、35％の

2，377法人が赤字法人となっている。さらに負債が資産を上回っている法人は451法人と

全体の6．6％に及ぶ。第3セクターの倒産も相次いでいる。2001年2月に、宮崎県のフェニ

ックスリゾート（株）が2，762億円の負債を抱えて、会社更生法適用を申請。同年4月に

は（株）多摩ニュータウン開発センターが384億円の負債を抱えて民事再生法の適用を申

請するなど2001年の第3セクターの倒産件数は22件と過去最高に達している15。

　第3セクターの経営について分析すると、次の3つの問題点があると思われる。

　第1は経営責任が明確でないことである。本来、第3セクターは、地方自治体とは独立

した企業として事業を行うことを目的に設立された法人である。しかし、責任者である社

長の多くは首長ないし自治体職員などの行政出身者である16。その結果、出資者である自

治体への依存心が強すぎたり、もともと独立採算でやっていくという気概を欠いている場

合が多い。

　第2は事業見通しが甘いことである。現在設立されている第3セクターのかなりの数は、

バブル期に設立されている。その多くが、公共事業の場合と同様に、つくることに最大の

意義があったというものが多い。団体設立に当たって予算やポストを獲得することが最重

要事となりがちで、事業の採算性を当初から詰めきれていなかった。

　第3は、経営者がそもそもいない。あるいは、経営ノウハウがないということである。
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第3セクターの社長のポストを天下り確保の道具とする場合や、自治体の首長や幹部が兼

任する、いわゆる「あて職」の場合には、言うまでもない。もともと企業経営の素人に経

営ができるはずがない。一方、自治体本体から第3セクターの送られてくる職員の発想は、

とにかく任期中については、とりあえず無事に過ごすことが目標となる。やる気はあって

も、企業経営の経験がない。経営改善とはいっても、せいぜいコピーの枚数を減らすとか、

節電をするなどのけちけち作戦ぐらいしか思いつかない。

　このような中でも、大胆な見直しの動きも出始めている。例えば岡山県庁では、経営

不振が続くチボリ公園（チボリ・ジャパン㈱）の運営について、社長以下、県庁からの

出向者をほぼ全員引き上げ、経営陣の総入れ替えを行った17。しかし、このような荒療治

に取り組む第3セクターは今のところごく少数派である。

　このような一連のできごとから明らかなのは、公務員が優秀であるとはいっても、それ

は所詮、作文の能力や議会の調整能力でしかないということである。　「経営」や「戦略」

という面では全く能力がなかった。当たり前のことが第3セクターの経営危機の問題でや

っと明らかになったといえる。

（b）時代の変化への対応の遅れ

　先ほどの行政機関への国民の信頼感についての国際比較で、日本が最も評価が低かった

項目が「変化への対応」であった。

　図5は、福岡市役所が1994年に行った係長へのアンケート結果を5年後の職員アンケー

トと比べたものである。すでに5年前に職員かち問題として指摘されていた事項の多くが、

今日までそのまま放置されてきたことが分かる。

　職員1人1人は、今の行政サービスや仕事のやり方について問題があることは分かって

いる。しかし、その分かっていることをいつになっても解決できないというのが、現在の

地方自治体の問題である。かって、優秀といわれた人間が何も問題を解決できないまま徒

に毎日を過ごす。地域にとっても、当の職員達にとっても、フラストレーションの募る状

況が続いている。

④公務員神話の崩壊その3－「公務員は安定している」

　最後に、「公務員は安定している」という神話の崩壊について考える。（株）クラレは、

毎年、ランドセルを買う小学校1年生の親に将来就かせたい職業についてアンケートを行

っている。その中で「公務員」は、男の子を持っ親では他を引き離してのダントツの1位

（25．5％）であり、女の子を持つ親も看護師・保育士に次いで、第3位（11．5％）となっ

ている18。

　公務員は安定しているという神話は、国民の間でおそらくまだ残っている最後の神話で

あろう。しかし、その神話もあとわずかで崩壊する可能性が高い。その1つが退職金の問

題だ。間もなく、団塊の世代である1946～47年生まれが大量退職をする時代がやってく

る。大量の職員の退職に伴い、地方自治体には莫大な退職金の支払い義務が生じる。現在

の地方自治体の財政状況で、どのようにして退職金を支払うかについて議論されることは

少ない。すでに、一部の自治体では職員への退職金の支払いのため起債を行っているが、

・ 35一



図5 課題の放置の例盲岡市役所1994～99年）

行政運営に関する職員アンケート　　　行財政運営に関する係長アンケート

（1999年）　　　　　　　　　　　　　（1994年）

対市民
・ 市民の用件を1ヵ所で処理できる総合窓口をつく　　・「総合相談センター」を設置し、各種窓口と連携す

る　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　る
サービ ・ 区間の住所変更の場合、印鑑登録手続きが自動　　・転出の際には、転出届の提出のみで関連手続き

ス
的に行われるようにする　　　　　　　　　　　　が自動的に完了すべき

・ 窓口の時間延長　　　　　　　　　　　　　　　・公共施設（図書館）の閉館時間の延長

・ 地域施設の地域住民による自主運営・管理制度　　　・地域密着型施設は、ボランティアによる管理運営

地域コミ の確立　　　　　　　　　　　　　　　　　　とする

　＿一ユーアイ
・町世話人制度を廃止し、自治会を活用する　　　　・・町世話人制度の見直し

・．．・㊨

・ 繁忙な時期に職員の動員・融通が図れる制度の　　　・繁忙期に応援体制が取れるような機動的な職員

確立　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　配置
・ 区役所機能の向上（独自の予算・人事権の確保）　　・区への権限委譲（主体的な行政運営）

業務プ ・ 庁用車を一括管理し、効率的に運用すべき　　　　・庁用車は集中管理し、稼働率をあげるべき

ロセス
・ 業務に対する目標を掲げて、それを達成できた　　・業務についての目標と期限を設定する「目標によ
　かチェックする制度をつくる　　　　　　　　　　　る管理システム」を導入する

改善 ・ 市民による行政の評価制度の導入　　　　　　　　・業務内容の見直しを第三者（民間人）機関で行う
・ 職員「目安箱」の導入　　　　　　　　　　　　　・職員への業務改善等に関するアンケート調査を
・警備業務、運転業務等定型業務のアウトソース　　　　拡大

・警備業務、運転業務の外部委託

庁内
・

原課契約上限金額の引き上げ　　　　　　　　　　・鯛達課以外で契約できる金額の引き上げ・決済の形式化、合議先が多く責任所在が不　　　　・決済合隆区分の見直し

ルール 明確　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・努力により余った予算は次年度に削減されない

見直し
・節約予算の次年度への繰越を認める　　　　　　　　仕組みの導入・予算流用制限の緩和（原課での節間流用）　　　　　・局内で弾力的に予算の流用ができる仕組み

・監査はもっと事務改善の効率化につながる指摘　　・監査の視点を、適正事務処理中心から効率的事

をすべき　　　　　　　　　　　　　　　　　　務改善中心に転換する

人事・組 ・ 区役所職員と本庁職員の人事交流の拡大　　　　　・本庁特約所管や異業種との人事交流を行う

織関係
・ 採用区分や職種により昇任、昇級の格差が大き　　・採用時のランクや職種によって昇進に差があり、

　い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　職員のやる気を削いでいる

出典1 福岡市経営管理委員会「市長への提言：『行政経営』の確立を目指して」（1999年）

いつまでもこのようなことが住民の理解を得られるはずがない。

　また、ITの普及など社会の変化は、公務員がこれまで専門職として行ってきた複雑な

業務を単純な作業に変える。数人が1年間かけて行ってきた業務を1人で行えるようにな

る。仕事のアウトソースもどんどん進む。また、その全体的な意義と効果はともかく、市

町村の合併によって、少なくとも総務などの間接部門の職員は確実に余剰となる。

　海外では、公務員と民間が同一条件で入札を行い、入札に破れた公務員は失業するとい

う強制入札制度がしばしば行われている。このような制度が日本で導入されないという保

証はない。

　現在、40歳代の日本の公務員の給料は、福利厚生費もあわせると年間1，000万円近くに

及ぶ。世界で最も高い給料をもらっているのが日本の公務員なのだ。財政危機と民間の賃

金、失業動向に照らし、このような状況がいつまで続くことはあり得ない。安定した公務

員という神話が崩壊することは確実だ。

・ 36・



3．行政評価ブームの方程式

　　さて、こんな状況の中で、突如として起きたのが、全国的な行政評価ブームである。

　以下では、この背景を掘り下げてみたい。

　　行政評価ブームは、いつ、どのように起こったのか。今までの自治体改革の動きと

　何が違うのか。ひたすら事実（Fact）に着目してみると、行政評価ブームの必然性、

　これまでの行政改革手法との抜本的な違い、さらに、これからのわが国の政治行政シ

　ステムにおける行政評価の意義が浮き彫りにされる。行政評価ブームを一言でいうと

　「ユニーク」という文字が当てはまる。そのユニークさをキーワード的に並べてみる

　と、図6のように整理できる。以下においては、このユニークさに着目しつつ、ブー

　ムの足取りを分析していきたい。

図6
行政評価ブームのユニークさ

従来のパターン 今回のパターン

・ 理論先行

・ 国先行

・国内モデル

・ 行政学者がリード

・ 官房学としての行政学

：誌㌃アルで伝播

瞬1・実蹴行

瞬・自治体先行

瞬・酬情報先行

瞬・・ンサルタント・会計士活躍

瞬・会計・経済・経営学の有用さ

　　　・マスコミ通じ伝播

瞬　　　・インターネットで伝播

（1）実践と理論の同時進行

　現在のわが国の行政評価は、どのようにして起こり、ブームに火がついたのか。1995

年以降の動きを見てみよう。

①日本型NPMの始まり一行政革命と三重県の自治体改革

　1993年2月、米国で「“Reinventing　Government”（政府の再生）」という1冊の本

が出版された。この本の著者は、デビッド・オズボーンとテッド・ゲーブラーという2

人のコンサルタント。著者の1人、デビッド・オズボーンは、この本の出版の前月に発

足したクリントン政権の行政改革運動（National　Performance　Review）の設計企画に

も参加。「アントルプルヌール（企業家精神）を持つ行政」というキーワードを使い、各
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地の米国の行政機関における新しい改革モデルを数多く紹介をするこの本は、またたく

間に全米のベストセラーになる。

　さて、米国に遅れること約2年、この本は1995年1月に日本でも出版される。日本

能率産業協会マネジメントセンターから「行政革命」という名前で売り出されたこの本

は、やがてひとりの新任知事の目にとまる。就任間もない三重県知事北川正恭氏である。

　北川正恭氏は1995年4月に初当選。事務責任者であった梅田次郎氏（当時地方分権・

行政改革総括推進室次長）らと共に、「行政革命」を参考に従来の行政改革の常識を打ち

砕く大胆な改革運動に乗り出す。この運動は、「さわやか運動」と命名され、その中核に

事務事業評価システムが置かれた19。

　この「さわやか運動」及び「事務事業評価システム」の展開において、大きな役割を

果たしたのが、日本能率協会だった。北川知事は、本格的な改革を推進するためには、

小手先の作業では済まされない。特に、役人だけの作業では限界があり、民間の経営手

法を導入したいと考えた。そこで、当初から民間コンサルタントの導入を考えていたの

である2°。

　三重県庁が、事務事業評価システムの推進・研究で、日本能率協会に支払った金額は3

年間で2億1，400万円に及ぶ。三重県庁の改革は、この点だけをとってみても異例だっ

た。これまでのわが国の行政改革の常識では、改革にお金を使うなど言語道断という発

想が当たり前だった。その結果、多くの行政改革が、職員による「手作り」で設計され

た。その結果、従来の行政文化の発想と手法を全く超えきれなかった。北川知事は、こ

うした教訓に照らして外部の民間コンサルタントの起用に踏み切ったのだ。

　実際に2億円を超える日本能率協会への委託費の大部分は職員の研修費用に使われた
21

。三重県庁の職員は6，000人を超えるが、3年の間に約3，000人の職員を対象に、研修

会や説明会を開催。本庁だけでなく地域機関にも出向き、中・小グループに分け、改革、

そしてさわやか運動の本質的な意義を理解してもらうことに力を注いだとされる。

②改革支援と他自治体への拡大一マスコミの役割

　一連の三重県庁改革の中心に据えられた事務事業評価システムは、「評価」を通じて職

場の文化を変えようという、これまでの行政改革とは次元の違うものだった。そのため、

他に例のない激しい職員の抵抗に遭遇する。この点が、以後の他の自治体における事務

事業評価制度の導入とは決定的に違うところである。他の自治体の場合には、事務事業

評価は、財政課や企画課、行革担当などの官房セクションが主導し、さほど大きな抵抗

もなく導入されていった。これは、行政管理のツールとして咀噛されたうえでの導入だ

ったからである。ところが、三重県庁の場合には、違った。宇宙人とすら椰楡される知

事が、民間コンサルタントと一緒に、しかもアメリカの例にならって「行政評価」をやる

と言い出した。ショックと混乱は大きかった。

　やがて、このような内部の抵抗や軋礫も次第におさまる。乗り越えるための応援者と

してマスコミが大きな役割を果たすこととなる。

　地道な研修や説得工作の成果もあったが、むしろ援軍として大きかったのは、日経ビ

ジネス誌や朝日新聞などのマスコミだった。やがて全国に好意的な記事が流れる。
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（a）日経ビジネス

　行政評価を最初に紹介し始めたのは、実は『日経ビジネス』誌（日経BP社）だった。

行政サービスに民間経営のやり方を導入するという考え方は、同誌のコンセプトに合っ

たものだった。日経ビジネスが、民間企業の経営手法に行政も学ぶべきと問題提起を始

めたのは、1995年5月15日号の「米国発良い役所・経営センスで『非効率』退治の実

験」というタイトルの記事が皮切りである。埴岡健一、三橋英之の2名の記者の署名入

りの記事では、アリゾナ州フェニックス市の民間企業への市職員の入札参加や、カリフ

ォルニア州サニーベール市の結果重視予算、オレゴン州のベンチマークなどアメリカの

先進自治体の改革の動きが紹介された。これは、ちょうど北川知事の就任後1ヵ月後の

ことである。

　その後、約1年強の間は、目立った報道はなかった。だが、同誌は1996年11月25

日号に、突如「市場原理を導入した“行革先進県”三重県の試み」として、三重県庁の

事務事業評価システムを紹介し始める。北川知事の就任後1年7ヵ月目のことである。

記事では、梅田次郎氏（地方分権・行政改革総括推進室次長（当時）や村尾信尚総務部

長（当時）のインタビューなどにより、事務事業評価システムを始めとする三重県庁の

改革が紹介されている。さらに同誌は、1ヵ月も経たない1996年12月16日号で、北

川正恭知事へのインタビュー記事を掲載する。このような一連の「日経ビジネス」によ

る三重県庁の紹介記事は、庁内の抵抗と反発にあっていた担当者の大きな心の支えとな

ったという（図7）。

図7 1996年における日経ビジネス誌におけるNPM紹介記事

発行日 タイトル 主な見出し

1995．
米国初良い役所一経営センスで「非効率」 ゜フェニックス市：お役所も入札参加゜サニーベール市：前年度予算額は考慮せず、成果重

退治の実験一 視のプロジェクト行政
5．15 ゜ オレゴンから全米に広がる長期「数値目標」の流行

゜ 空軍：クリーチ将軍の組織戦術「チーム主義」で劇的
効果

゜TQM広がる連邦政府。生き残りのためのサービス向
上に懸命

1996．
トレンド深層：

市場原理を導入した“行革

（事務事業評価システムの紹介）°インターネットで官官接待情報

先進県”三重県の試み ゜ 予算の消化主義を廃止
11．25

一 「住民満足度」で成果を ゜ 経営コンサルタントを使い、事業の統廃合を急ぐ
数値化。政策別予算で縦割 ゜「成果」と「コスト」で事業を評価する

り行政にメスー ゜ 改善点は「市場に委ねる」

1996．
編集長インタビュー：
北川正恭氏（三重県知事）

゜三重県に明治維新を゜まずは幹部の意識改革。事業別予算を編成し、縦割

一物言わぬ会議はいらな り組織を活性化
12．16 い。行政改革は永久革命だ ゜ 事業を格付けし、一から見直し

一
゜ カラ出張11億円に驚き。情報公開を徹底して、守秘義

務の壁をなくす
゜ 行き過ぎを恐れては変わらない
゜ 県の消滅も恐れない
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図8に、1995年以降98年末までのこのようなメディアの動きをまとめてみた。

図8 行政評価ブームとマスコミの動き

（1995～98年末）
▲三重県庁に

△麗耐の

　目経ビジネス誌が海外の行政評価の例を最初に紹介したのは1995年5月。この年は、

先述の日本能率協会マネジメントセンターによる「行政革命」の出版（1月）や、北川知

事の就任（4月）の直後からスタートしたさわやか運動など、初期の動きが始まった年

だ。その後はしばらく静寂が続き、再びメディアが動き出すのは、96年も押し迫ったこ

ろからだ。そして、97年に入り、「行政評価」が次第に話題になり始める。

　ここで、さらに詳しくメディア別の動きを見てみよう。

（b）朝日新聞

　朝日新聞社も早くから、三重県庁の事務事業評価システムを全国版で紹介した。最初

の記事は1997年3月9日付け朝刊である。事務事業評価システムによって268事業59

億円の事業の廃止を実現できたことなどを報じた。日経ビジネスに約4ヵ月遅れての記

事だったが、改革のプランだけではなく、改革の成果にっいても言及した。以降、朝日

新聞は数ヵ月ごとに三重県庁の改革を紹介し始める（図9）。

　朝日新聞による三重県庁の改革の紹介記事は、三重県庁と北川知事を一気に「全国ブラ

ンド」に引き上げる役割を果たした。「全国から見られている」「評価されている」という緊

張感、ある種のプライド、そして快感が1人ひとりの職員を改革にかきたてた。もちろん、

内心反対する職員もいたという。しかし、大手マスコミから全国の改革のモデルとして高

く評価されるようになると、さすがに面と向かってこき下ろすことはできなくなったとい
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図9
朝日新聞の三重県庁改革紹介記事

掲載日 記事タイトル 記事概要

1997．

3．9

列島細見分権の足音：三重県の事務事
業システムータテ割りや前例主義排し予算効率化に

成築一

゜新年度予算について初めて事務事業評価システ
　ムを用いて編成●268事業59億円の事業の廃止の実現゜経費の節減部分を新規事業に活用

1997．

4．2

オピニオン：「予算使い切り」脱却へ試み一節約の半額を次年度へ三重一 ゜予算の節約分について、次年度の新規事業に確
　保できる制度の紹介●職員の意識改革をどう進めるかが課題

1997．

11．11

窓・論説委員室から：地方の改革 ゜事務事業評価システムの紹介゜予算案編成前に275事業の補助金廃止

1998，

1．21

オピニオン；政策づくりの過程公開が成果一国に先行、手法に抵抗も三重県の行

革一

（北川知事インタビュー）°事務事業システム、補助金廃止、官民分担論゜組織再編

1998．

2．3

三重県、予算編成の過程公開
（東京朝刊）

゜事務事業評価の公表を決定゜「評価表」閲覧認める

1998．

3．5

時時刻刻：予算資料を全面公開の三重一行革に視察・照会500件一

（東京朝刊）

゜事務事業評価表の公表゜市民オンブズマンは問題指摘゜　自治体からは視察・照会500件

う。

　朝日新聞の三重県庁の北川改革の紹介の背景には、同紙大阪本社編集委員中村征之氏

の（当時）熱心な取材があった。中村氏は後に「三重が、燃えている」（公人の友社）と

いう本も出版している。

（c）その他のメディア

　日経ビジネスや朝日新聞が、情報として三重県庁の北川改革を紹介した直後、時事通

信社の「地方行政」が、行政評価の理論と米国の改革事例を連載し始めた。同紙は、主に

自治体関係者を中心に全国で広く読まれている専門紙である（週2回発行）。同紙は、1997

年9月から1998年2月までの間、15回にわたって「連載・自治体に行政評価制度の導

入を（上山信一著）」を連載した。一連の連載では、米国の改革事例の紹介とともに、行

政改革に民間企業の改革ノウハウを導入する必要性が理論展開された。やがて、1998年

3月には、地方行政の連載記事をまとめた「行政評価の時代」（NTT出版）が出版され、

同書は、すぐに版を重ねる。先の「行政革命」と本書の成功を機に、「顧客志向」「成果志

向」のキーワード、そしてオレゴンやサニーべ一ルの海外事例が、一気に、全国の地方

自治体関係者の間で広く知られるようになる。

③一歩遅れた国の動き

　この間、先述の通り、1997年7月には北海道が時のアセスメントを始め、一躍注目を
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浴びる。やがて、マスコミが次々に紹介する三重県や北海道の動きに刺激を受け、主に

都道府県レベルで行政評価への関心が一気に高まる。すなわち、1997年には岩手県庁と

山形県庁が、そして1998年には埼玉県庁など、多くの都道府県庁が行政評価を導入す

る。ここにきて、行政評価導入の流れは、ブームともいわれるほどになる。

　1999年11月から12月にかけて「行政経営フォーラム」（後に記述）が行ったアンケ

ー トによると、行政評価を導入した自治体が導入にあたって参考として活用した情報源

としては、「国内先進自治体の動向」が第1位。2位が「書籍、論文、雑誌記事」。そして

3位が「『地方行政』など行政専門誌の報道」。4位が「シンクタンク、コンサルタントな

どの作成資料」となっている。これらの情報源が自治省（当時）や総務庁（当時）などの

「中央官庁の動向」よりもはるかに重用されている22。国の動きよりも、よその自治体、

そして海外の事例や理論に目を向ける姿がうかがえる。

　自治体に少し遅れつつ、やがて、国においても、橋本行革の行政改革会議において、

行政評価が議論されることとなる。その結果、1997年12月の行政改革会議の最終報告

に「政策評価」の導入が盛り込まれた。

　このように、わが国に行政評価が紹介されてきた流れを見ると、「民間コンサルタント」

（日本能率協会等）や海外事情に詳しい民間人（上山等）が主に海外事例を紹介→自治体

における実践（三重県庁、北海道庁など）→マスコミによる先進自治体の試みの紹介→

全国の自治体への拡大」という流れが見られる。この流れは、従来、多くの政策や行政

管理ツールが旧自治省と行政学者の研究により、現場の実践以前に法律案や新制度の形

で自治体に降ろされてきたという流れとは全く異なる動きである。

（2）海外の事例と理論からの刺激

①地方自治体が海外事例を直接取り入れ

　（1）でも述べたが、わが国の行政評価ブームは、海外の事例と理論に大きな刺激と影響

を受けたものとなっている。これは、「行政経営フォーラム」が行った先程の自治体アン

ケートにおいて、行政評価の設計において最も参考になった団体の4位に、オレゴン州

があげられているということからもうかがえる。

　ブームの火つけ役になった2冊の本（「行政革命」「行政評価の時代」）も主に米国の改

革事例の紹介に力を入れたものだった。その後の類書では、米国に限らず、ニュージー

ランドや英国など、主にアングロサクソン系諸国の改革例も紹介されるようになる。や

がて、自治体にとって一気に海外の改革事例が身近なものとなった。

海外調査団も次々と編成された。三重県庁では、1996年7月26日から8月1日にか

けてニュージーランドに行政改革の調査団を出し、その後の行政システム改革に反映し

た23。また、1999年8月に東京都庁が政策指標開発に向けて米国オレゴン州、フロリダ

州、英国ロンドンバラ・ニューアムなどの事例を調査した資料24は、多くの地方自治体の

参考とされた。このような海外調査ラッシュは、オレゴン州やサニーべ一ル市が、日本

からの視察のあまりもの多さに件数を絞るといった事態にまで至った。

　事例とともに、キーワードもたくさん普及した。例えば、「ベンチマーク」や「成果主

義」、「顧客主義」といった言葉は従来の自治体行政には無縁の言葉だった。ところが、
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行政評価ブームを機に、瞬く間に自治体関係者の間に広がった。今では知っていて、そ

して使って当り前の言葉となっている。

　また、今回の行政評価の急速な導入の背景には、インターネットの普及の影響がある

ことを付記しておきたい。インターネットのお陰で、かつては、一部の者しか入手が困

難だった外国の行政資料でも瞬時に入手できるようになった。

　もうひとつの要因は、自治体職員の海外事務所への派遣や海外の大学院への留学経験

者の増加である。1999年3月に行政経営フォーラムの海外調査会は、オレゴン州ムルト

マ郡におけるコミュニティ・ベンチマーキングの仕組みの解説と評価報告書を翻訳、紹

介した「行政評価による地域経営戦略（東京法令出版）」を出版する。この本の出版作業

に当たっては、全国各地に点在する海外生活経験のある自治体職員がインターネットで

協力し合い翻訳が行われた。このように、自治体において海外事例を理解し、直接吟味

できる人材が集積されてきたことも、行政評価ブームの一つの背景となっている。

（3）コンサルタント、シンクタンク、経済・経営分野の学者の活躍

　今回の行政評価ブームのもうひとつの特徴は、民間コンサルタント、シンクタンク、

そして経済・経営分野の学者の活躍である。彼らの中でも、特に若手や留学経験のある

人たちが、民間企業の改革ノウハウや海外事例を日本の行政の現場に持ち込み始めた。

　このような動きは、彼らのみならず官庁側からも作られていった。例えば通産省（当

時）は、中央省庁の中でも、いち早く1998年3月に政策評価研究会を発足させた。こ

の研究会のメンバーには、公認会計士、コンサルタント、シンクタンク研究員が招聰さ

れた。これは従来のこの種の研究会が、主に行政学者を中心とする大学教員で構成され

ていたのとは明らかに異なった傾向といえる25。その後も中央の各省庁や自治体の研究会

の人選においても、民間経営のプロフェッショナルの登用が目立つようになった。現在

では、こと行政改革の分野においては、会計士、経営コンサルタントや民間企業経営者

を登用するのが、ほぼ当たり前になりっつある。中には、学者を含む委員全員を民間企

業の経験者だけで構成するという委員会も現れた。2002年1月にできた岩手県庁の行政

経営推進委員会や、1999年8月にできた福岡市役所の経営管理委員会がそれである。い

ずれも行政の改革を「経営」の視点から進めるという立場を明確にしている。

　また、行政評価の導入のアドバイザーとして、シンクタンクの登用も目立つ。先ほど

の日本能率協会のほか、三菱総合研究所や野村総合研究所、さらには中央青山監査法人

やトーマツなどの監査法人もこの分野に参入した。

　さらに、経済・経営分野の学者が影響を与えたという点も、従来の行政改革には見ら

れない特徴である。

　例えば、大住荘四郎氏（新潟大学）は、経済学者だが、行政評価のバックボーンにあ

るニュー・パブリック・マネジメント（NPM）の理論をいち早くわが国に紹介した。1999

年に出版された「ニュー・パブリック・マネジメント」（日本評論社）、及び「経済セミ

ナー」（日本評論社）に連載された論文をまとめた続編の「パブリックマネジメント」（日

本評論社、2002年1月刊）は、とともに、今日の行政評価の普及における理論的支柱の

ひとつとなっている。また、同じく経済学者の白川一郎氏（立命館大学）は、「行政改革
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をどう進めるか」（NHK出版、1998年）」で英国、米国、ニュージーランド、カナダの

行政改革の事例分析を通じて、「エージェンシー理論」や公共事業への「日本版PFI」の

導入、発生主義会計の導入等の提言を行った。会計の専門家としては、山本清氏（国立

学校財務センター研究部）が、政策学・会計学の観点からNPMと行政評価の必要性を

論じたほか26、公認会計士の石原俊彦氏（関西学院大学）も、地方自治体の企業会計導入

や行政評価に大きな影響を与えた。

　このように行政評価は、とかく制度・組織論に関心が向きがちな従来の行政学よりも、

経済学者や経営コンサルタント、公認会計士など、どちらかといえば行政から見ると周

辺分野の専門家が持ち込んだものということがいえる。

（4）ネットワークの拡大と百花糠乱の改革ツールの展開

　ちなみに、これらのコンサルタント、シンクタンク、研究者、さらにはジャーナリス

ト、首長、議員、国・自治体の職員は、経済政策学会や公共政策学会などの学会、イン

ターネットのメーリングリストなどを通じて、ネットワークをつくり活発に議論を深め

てきた。シンクタンクなどが主催するセミナーも数多く開かれ、各地の最新事例をコン

サルタントと発注者の肉声で聞けるといった場も数多く設けられた。マスコミでの報道

と並行して、専門家の間でも行政評価に関するノウハウは広く流通したのである。

　行政評価に関する本の出版も相次いだ。政策評価、あるいは行政評価をタイトル、も

しくはサブタイトルに掲げる単行本は優に20冊を超える。

　さて、このようなダイナミックな情報ネットワークの発達を促進したのが、インター

ネットである。インターネットは、地理的に隔絶されていた自治体間のコミュニケーシ

ョンを一気に高めた。東京、あるいは中央を経由しないネットワークが、全国を網の目

のように被い始めたのである。ここでは、行政経営フォーラムと、通称「甘木のML」と

呼ばれる「事務事業システム研究会」の動きを紹介する。

（a）行政経営フォーラム

　行政経営フォーラム（代表：上山信一）は、非営利の任意団体である。1998年4月に

結成され、すでに5年の歴史を持つ。ここは、行政機関、NPO、学校、病院等の公共的

機関に、民間企業の経営手法を応用・普及させることを目的とする。会員数は約450名

（2003年3月）、メンバーは公務員のほか、首長、議員、研究者、コンサルタント、ジ

ャーナリストなど行政のマネジメントについてのプロフェッショナルで構成される。官

民の壁や組織の枠を超えて、多様な分野の人材がネットワークする実験場として、日本

の行政評価の普及に重要な役割を果たしてきた。

　フォーラムは、年間6回の例会（2003年5月末までに合計29回開催）のほかに、各

種の地域分科会や特別企画プロジェクト（翻訳、出版、講演会など）を行っている。ま

た、メーリングリストを使い、インターネット上での会員同士の情報ネットワークを支

援する。先述の「行政評価による地域経営戦略」（東京法令出版）の翻訳プロジェクトや「行

政評価の世界標準モデル」（東京法令出版）の出版もこのフォーラムの有志の手による。

また、1999年11月には、時事通信社との共同で全国自治体に行政評価の導入状況にっ
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いてのアンケートを実施し、その成果を「実践・行政評価」の出版の形で世に紹介した。

行政経営フォーラムのホームページには、海外を含めた行政経営、行政評価の実例や論

文、書籍の紹介がなされており、行政評価、行政経営に関するわが国最大のデータベー

スとなっている（HPのアドレスはhttp：〃wwwpm－forum．org／）。

（b）甘木市役所の「事務事業評価システム研究会」

　次に、福岡県甘木市企画課が事務局となって運営が行われている「事務事業評価システ

ム研究会（通称甘木のML）」を紹介する。これは、事務事業評価を導入しようとする市

町村の担当者がメーリングリストを通じて意見を交換しようとするものである。先ほど

の行政経営フォーラムが、民間企業の人材を含む幅広い人材向けであるのに対して、こ

こは、主に市町村の事務事業評価を担当する職員が意見を交換するためというやや目的

を絞った研究会となっている。参加者は404名、参加市町村数は276団体に及ぶ（2002

年3月）。そして、研究成果として、「行政評価システム自治体間比較表」が甘木市の

HP上に公開されている27。

　以上見てきたように、行政評価ブームをきっかけに、従来とは異なるノウハウを持っ

たプレーヤーが行政改革の分野に参入してきたことが分かる。今まで、この分野は、主

に「中央省庁（特に旧自治省）一自治体の企画管理スタッフー専門行政誌一行政関係の

学界」という4者間でいわば独占されてきた。ところが、今回の「行政評価ブーム」を作

り出したプレーヤーは、こうしたサークルとは明らかに異なる顔ぶれである。もともと

のパワーの源が海外の事例や民間企業の手法である。それを提供したのも、民間のコン

サルタントやシンクタンクのビジネス活動の一環だった。それに対して自治体側で反応

したのが首長だった。企画部門などのエリート官僚は、むしろそれに続く形で後を追っ

た。さらに、それを支えたのは、意外にも日経ビジネスや朝日新聞といった一般メディ

アだった。彼らによる報道が、とかく地味な自治体改革の分野に日の光を当てた。そし

て、行政専門メディアや行政学者たちが最後になってついてきた。

　行政評価は、もともと民間企業の経営手法に由来するものである。また、それを生み

出すもととなったニュー・パブリック・マネジメントの理論も経済学に由来するものだ

った。行政評価とはまた、企業経営の管理会計に相当するものであり、会計学との親近

性もあった。そんなことから、従来、行政学、財政学、政治学の領域とされていたこの

分野に、経済、経営、会計のノウハウが一気に入ってきたわけである。「ニューフェース

が現場にいきなり新しい手法を持ち込む」という経験は、今までの自治体改革で見られる

ことではなかった。だが、新たな刺激を受けて、一部の首長や職員の改革意欲が一気に

呼び覚まされたのである。

1．上山信一「政策連携の時代」（日本評論社）

2．Rhodes，R．A．W，1997，乙励θヱs励雄刀8　Goγθヱηaηcθ，　Open　University　Press

3．日本：2000年度国民経済計算確報（年度べ一ス）、米国：OECD　National　Accounts　1999、そ
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の他の：国OECD　National　Accounts2001（共に暦年ベース）

4、江田憲司「辞められる官僚はすべて辞めている」『官僚の本分』水野清編著（2001）小学館文庫

5．高度成長期に計画が立てられ、その効果が疑問視され、塩漬け状態であった公共事業計画の多

くが、公共事業投資計画が契機となって事業推進が図られることになったことに注目。

6．『地方行政』（時事通信社）平成4年10月1日号は、当時の建設省の幹部職員の間で歌われた

替え歌である「第11次道路5箇年のマーチ」を紹介している。当時の、金額確保ありきの時代の
雰囲気を反映しており興味深い。参考までに紹介する。

「第11次道路5箇年のマーチ」

これからは地方の時代　だから予算が必要さ

道路5箇年満額確保　特定財源堅持して

要求はナナ・ジュウ・ロク・チョウ　汗かき知恵だし進もうよ
道路はいっもすばらしい　地域のあすをになってる

※腕を振って　足をあげて　ナナ・ジュウ・ロク・チョウ

道路整備5箇年　ワン・ツー　ワン・ツー

ナナ・ジュウ・ロク・チョウ

道がなけりゃ　人は出ていく　だから地方はひへいする

地方の人の幸せ求め　道路財源充実し

要求はナナ・ジュウ・ロク・チョウ　汗かき力合わせ進もうよ

道路は全てのみなもとよ　子供の明日を担ってる
（※くりかえし）

財源はまだまだ足りない　だからみんなで工夫する

生活関連　公共臨特　財投　直入　NTT
要求は　ナナ・ジュウ・ロク・チョウ　年末めざして頑張ろう

あなたのつけた足あとにゃ　きれいな花が咲くでしょう
（※くりかえし）

しあわせな未来を築く　情報文化夢のせて

高速道路　地域高速（高規格）　国道　県道　市町村道

要求は　ナナ・ジュウ・ロク・チョウ　歩みを止めずに進もうよ

豊かなくらし道路から　はじまることを信じよう
（※くりかえし）

7．国土交通省HP、1999年度建設白書概要より
（http：〃wwwmlit．go．jp／hakusyo／kensetu！h　11／2－14．htm）

8、基準は、（1）採択後5年以上経過しても未着工（2）完成予定年度から20年以上経過しても未完成

（3）現在、中止（凍結）中（4）実施計画調査に着手後10年以上経過しても未採択の4つ

9．徳島新聞社HP吉野川第十堰特集より　（http：〃wwwtopics．oLjp／daijyuzeki／）

lo．2001年3月文部科学省学校基本調査速報

11．電通総研第5回「価値観国際比較調査」（2001）より。日本にっいては東京50km圏の733人
が回答。且Pはhttp：〃wwwdihs．dentsu．cojp6apanese／research／pdfγvalue5．pdf

l2．全国市民オンブズマン連絡会議編「日本を洗濯する」（1998）138頁、1998年6月現在、各地の

オンブズマン調べ及び新聞調査

13．1997年4月11日全国市民オンブズマン連絡会議で発表

14．総務省「第三セクターの状況に関する調査結果の概要」（2001年12月発表）民法又は商法の

規定に基づいて設立された法人であって、自治体の出資が25％以上の団体。経営状況は2001年7

月1日における直近の財務諸表による。総務省の調査は
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http：〃wwwsoumu．gojp／s・news／2001／pd∬011221＿9．pdfで閲覧可能

15．帝国データバンク調べ

16．帝国データバンクの調査では、第3セクター社長の5割が行政出身者が占めているとされる（民

間企業出身者は4割、社内昇格は3．5％）。調査は
http：〃wwwtdb．co．jp／watching／press／pO10803．html

17．現在、チボリ公園の経営は、玉野市にある第3セクターの遊園地を「おもちゃ王国」として再

建した実績を持つ高谷茂男氏によって経営建て直しが進められている。

18．（株）クラレ「男女新一年生と親の『就きたい職業、就かせたい職業』2002年度版」クラリ

ー ノ・ランドセルを購入した全国の8，000人の子どもと親（子ども＝男女各2，000人、親＝回答

した子どもの親4，000人、合計8，000人）が対象。結果は

http：〃wwwkuraraycojp乃ive／databank／no＿27／27．html

19．上山信一著「日本の行政評価一総括と展望」（2000）第一法規出版

20．梅田次郎「三重県の事務事業評価システム」『実践自治体行政評価（斎藤達三編著）』（1999）

ぎょうせい91頁
21．梅田137頁
22．上山信一、玉村雅敏、伊関友伸編「実践・行政評価」（2000）東京法令出版12頁（図1・8）

23．三重県庁のニュージーランド視察の報告概要は、以下のアドレスで閲覧可能

http：〃wwwprefmie．jp／SEI且YO／gyouseVNZI、AND／gyokaku．htm
24．東京都政策報道室「米英の地方行政における政策評価の新しい潮流」（1999）

25．通産省政策評価研究会は、1998年9月に中間報告、1999年8月に最終報告書をまとめている。

26．山本清「公的会計にNPMの導入を急げ」『論争　東洋経済』1997年7月号、及び、山本清「政

府会計の改革一国、自治体、独立行政法人会計のゆくえ」（中央経済社）

27．HPアドレスはhttp：〃wwwcityamagifUkuoka．jp／1ifε／mLhtm
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第4章　行政評価の進化モデルーNPM改革との連鎖を基軸に

　わが国の行政評価は、95年度の三重県庁での導入を皮切りに全国の自治体、そしてつ

いに中央省庁でも制度として急速に確立されていった。なぜ、これほどまでに広く、そ

して早く受け入れられたのだろうか。最大の理由は、行政評価が、すでに行き詰まって

しまっていた従来型の行政改革に取って代わる手近な「万能薬」として期待された、と

いうことだと思われる。欧米では、すでに20年以上も前から、今日でいうニュー・パブ

リック・マネジメント（以下、NPMとする。詳しくは後述）の手法による行政の経営

改革が進められてきた。日本でも、1987年に、第2次臨時行政調査会答申に基づいて国

鉄の分割民営化がなされたが、中央省庁や自治体が行う行政サービスのあり方や、官民

の役割分担などの見直しなどの作業は先送りされてきた1。

　その後は、バブル景気に入り、1992～93年以降は一転しての構造不況で、企業も行

政も目先の出費と組織のスリム化に追われることになる。その後も、しばらくは景気回

復への期待を抱きつつ、マイクロマネジメントの結果に一喜一憂するという状況が続い
た。

　これが一段落し、財界人や政治家の間で、どうも相当抜本的な構造改革が必要らしい

という共通認識ができるのが、ようやく96年ごろのことである。

　やがて橋本行革では、サッチャー政権の行政改革の手法が研究される。また、三重県

庁の改革が広く報道され始め、経営改革という切り口が次第に全国の自治体に広がって

いく。

　ここにきて一気に、日本でもNPMへの関心が盛り上がってくる。ただし、言葉とし

ては、そう呼ばれることはあまりなかった。「民間型経営手法」の導入とか、「市場経済

原理の活用」といった表現が一般的だった。それは、ニュー・パブリック・マネジメン

トが正式な政府の公文書で政策課題として掲げられたのは、実に、小泉内閣発足後の

2001年6月の経済財政諮問会議を待たねばならなかった2。ともかく考え方としては、

90年代後半から広まった。従来は、「企業経営手法」あるいは「市場競争原理」といっ

た言葉が、行政機関の中枢部で語られることはあまりなかった。得てして、営利追求の

ための企業と行政機関は対極のもの、という捉え方が一般的だった。それに比べると、

飛躍的な変化といえる。

　本稿では、まず第1にこのような大きな地殻変動の核となった「行政評価ブーム」の

背景とその本質を主に自治体の動きを中心に分析する。そしてその次に、ブームの背景

にある関係者のNPMに対する「抵抗と期待」が複雑に入り交じった深層心理を解析し

てみたい。そしてさらに、こうした深層心理を前提とした時に浮かび上がってくる自治

体の行政評価の3つの類型モデルとその今後の進化の方向性を考えたい。

1．行政評価ブームの背景とその本質

　ビールの「スーパードライ」であれ、携帯電話のiモードであれ、およそブームという

ものには、必ず積極的な理由と消極的な理由がある。前者は分かりやすいが、後者はど

一 49一



ういうものか。これは、他の選択肢の中に、当面、これよりもましなものがなく、「とり

あえずは、これ」として、いわば消去法的にものごとを選択する心理のことである。

　自治体の行政評価ブームについては、筆者は、1999年秋に行政経営フォーラムと時事

通信社の共同プロジェクトで調査した。その時に行った関係者へのインタビューや、後

日の各種会合でのヒアリングの結果を、図1の通り整理した。以下では、これを手がか

りにブームの背景をさらに掘り下げたい。

図1 自治体が行政評価を導入する理由

積極的理由 消極的理由

内容面
゜　顧客志向、成果志向という哲学の分かり
　　やすさへの共感

゜ 　いきなり組織の民営化や事業の廃止と
　　いうよりも、まず「評価」というなら、受け

゜ 　組織や制度を変えるだけではだめで、事 入れやすい
業や政策の中身も見直したい ゜ 　「計画」から「評価」へ、というのは財政

●　公務員バッシング、行政不信に応えるうえ 事情にマッチしたフレーズで、乗りやす
では、「情報公開」「オンブズマン」よりも、 い

体系的で理論的 ゜　海外にすでに実例がある

実地の
手続き・

政治面

゜　事業や出費をやめる理由として使いやす
　　い●　既存の予算の査定プロセスの強化に活用

　　できる

・　既存の企画・財務の仕事の延長線上で
　　できそうな気がする゜　「評価」という大義名分は組合や利益集

　　団への説得にも有効
゜ 　調書に生かしやすい ．　三重県庁の「事務事業評価」が有名に
●　行政を、市民や政治家が「評価する」とい なり、「ウチはやっていないのか」と首長

う着想は新鮮。マスコミにも好評 や議員によく言われる

出典：行政経営フォーラムと時事通信社による合同アンケート調査（1999年11月～12月）

（1）顧客志向と成果志向の大義名分

　　「市民のニーズを見据えて」（顧客志向）あるいは「より効率的に」（成果志向）とい

ったキャッチフレーズは、すでにこれまでの行政改革でさんざん使い古されてきた。

　何も、行政評価が新しく持ち込んだ概念ではない。しかし、言うはたやすく、実行は

難しいのが、この顧客志向と成果志向の行動原理である。本人はそのつもりでも、市民

あるいは経営のプロが見ると、実体を伴っていないことも多い。行政評価が力量を発揮

したのは、この問題を克服するための具体的な仕掛けとしてだった。それは、主に次の

3つの点による。

　①「評価」という概念を持ち込むことによって、前例を否定するという行為に正当性

が与えられた。つまり、従来の日本の行政文化の中では「あってはならないこと」とさ

れていた前例の現状の否定ができることになった。前例と既得権にがんじがらめで「変

えたくても変えることのできない」ことが自治体の改革にとっては大きな制約だった。

ところが、「評価」の名のもとで一気に前例を壊せることになったことのインパクトは大
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きかった。

　②インプット（投入）、アウトプット（産出）、アウトカム（成果）という3つの指標

を並列対比させて使うことで、誰にとっての（顧客志向）、どのような変化（成果）が望

ましいのか、ということを具体的に数字とともに示すことができた。

　③法令の遵守や会計上の都合よりも前に顧客にとってのアウトカム、つまり「市民の

真のニーズへの対応」を前面に打ち出せた。このことにより、民間企業の経営でいうと

ころのボトムライン（Bottom　line：企業経営の出来不出来の最終的な帳尻のこと。企業

の場合は「利益」を指す）に相当する最終目的をわかりやすく示すことができた。

　特に上の②の点については、事例と共に次のような説明がよくなされた。「アウトプッ

トは行政組織が何をやったかを示す。しかし、それだけでは、市民が求めていることに

行政組織が応えたかどうかはわからない。アウトカムこそが重要だ。」

　例えば図2は、従来の「インプット志向」と「アウトカム志向」の違いをわかりやす

く説明したものだ。

図2 インプット志向とアウトプット志向

（青少年の非行防止の例）

インプット志向 アウトカム志向
VS．

目的： 青少年の非行防止の予算
額の確保
　　　　畢

アウトプット：パンフレットをどれだけたく
　　　　　　さん作成したか

青少年の非行件数の減少

　　　畢

NPOと連動した非行防止プログ
ラムをどれだけ実施したか

　これは、青少年の非行防止対策の例である。従来の考え方では、啓発事業としてパン

フレットやポスターを作成すれば、予算を消化でき、仕事をしたとされていた。しかし、

単にパンフレットやポスターを作成しただけで、青少年の非行が本当に防止できたとは

到底いえない。目標とすべきは、パンフレソトの作成部数ではなく、非行の件数を減ら

すという成果なのである。こうした議論を経て、少年非行を具体的に減らすために、例

えばNPOと連動した非行防止プログラムに取組むといった具体的な事業の着想が生ま

れてくる。ここでいう顧客は非行を行う子どもあるいはその家族である。彼らにとって

インパクトのないパンフやポスターをいくら作っても効果が薄いのはいうまでもない。

　このように、実際のアウトプットとアウトカムの違いを比較理解して考えてみると、

これまで組織の中では当たり前とされていた古い仕事のやり方では、実は本来の目的す

ら果たしていないことがくっきりと浮かび上がってくる3。数値指標をもとに個々の事例

一 51・



を分析していくと、否が応でもそもそも顧客とは何か、成果とは何か、という根源的な

疑問にぶつかる。そして、ファクトと数字を通じて、自分達の組織の存在意義や使命を

再確認し、議論の過程で学んでいく。ここに行政評価の革新性とセンゲ4のいう「学習す

る組織ゴの形成ツールとしてのパワーがあるのである。

　行政マンは、このような理詰めのアプローチに弱い。また、前章で見たように、政治

的にも、行政機関そして公務員に対する不信が増大している。ならば、この際、思い切

って行政評価を導入し、

　①行政を「評価される」という場に置く。

　②その際には、市民のためになっているかどうかという「顧客志向」を掲げ、

　③しかも、顧客が納得できるような「成果」が出ているかどうかをチェックする。

という活動をやってみようと考える自治体が続出したわけである。

（2）計画行政から評価行政への路線転換

　わが国の行政は、これまで計画を中心に動いてきたといって良い5。例えば、国レベル

では、公共事業の分野として、国土総合開発法に基づく全国総合開発計画（第5次）6が

策定。部門別計画として、新道路整備五箇年計画（第12次）、治水事業七箇年計画（第

9次）、土地改良長期計画（第4次）など部門別計画により各種の事業推進が図られてき

た。福祉の分野でも、新・高齢者保健福祉推進十か年戦略（新ゴールドプラン）や重点

的に推進すべき少子化対策の具体的実施計画（新エンゼルプラン）など、ことごとく計

画に基づいて行政が進められている。

　地方自治体においても、総合計画を柱に各中央省庁の系列にそった部門別計画（道路

整備計画、ゴールドプラン、エンゼルプランなど）が策定されることが多い。

　基本的には、行政が新たに事業を行うには、これらの計画の枠組みの中に事業を位置

づけることが条件となる。そのため、特に国の計画では、関係自治体、議員、住民、企

業などの利害関係者がこぞって計画の中における、いわば陣地取りに奔走することにな

る。実際に計画の中身を決めるにあたっては、具体的な中身よりは利害関係者の運動の

パワーや政治力が大きな影響を与える。地方自治体でも事情は同じで、中央省庁の意向

や事業が行われる地域出身の関係議員や首長の影響を受けることが多い。

　その結果、計画は各利害関係者の妥協の産物としてどうしても総花的なものとなる。

そして戦略性の欠けた非効率なものになりやすい。しかも計画に位置づけられた事業は、

基本的に止めることができない。計画自体の存在価値を疑わしめることになるし、それ

を進める各関係省庁・自治体・首長の権威を一様に傷っけることになる。事業を進める

地域や議員・利害関係者の反対もある。計画で位置づけられた事業が止められないのは、

公共事業だけではない。福祉や教育政策でも同じだ。保守か革新かなどといった党派と

も関係はない。つい最近まで、計画に位置づけられた事業の否定などは誰にも許されな

かった。唯一の例外は、民間出身の首長の鶴の一声だろう。

　行政評価は、このような計画行政から評価行政への大転換を図るため、大きな期待を

もって迎えられた7。評価は、これまで計画という聖域にいた事業を引きずり出してくる

猟犬のようなものだ。お陰でやっと誰もが効果を疑問視していた事業について、公の場
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で見直しの議論にかけることができる。当たり前のことと言えば当たり前なのだが、巨

大な怪物と化した日本の計画行政を変えていくことは容易なことではなかった。「王様は

裸だ」ということを宣言するには、勇気とそして大胆な発想の転換が必要となる。行政

評価は、これまでの日本の計画行政の持つ呪縛を解く魔法の呪文と考えられたのである。

（3）官房主導の調書文化への結合

　かつてマックスウェーバーは官僚制を代表する原則の1つとして文書主義を挙げた。

日本の行政機関も文書主義を組織原理とする。特に予算や人事管理を扱う管理部門はそ

うだ。そこでは全部門の動きを一元的に把握し、比較分析できる「調書」が絶対に欠か

せないツールとなっている。「調書」は、日本の官僚文化そのものとすらいえる。

　行政評価の成功要因は、おそらくこの日本の行政の調書文化と見事に融合したという

ところにある。財政部門はいくら査定権があるといっても、特定の事業や補助金だけを

狙い撃ちするわけにはいかない。そこで、これまではすべての事業について一律○○％

削減という「痛み分け」の手法を使った。だが、毎年これをやると、それをやる切り代

がない。そこで、どうしても特定の事業・予算の無駄をあぶり出す必要がある。それを、

なるべく客観的かつシステマティックにやりたい。そこで、予算査定と連動して事務事

業評価調書を作成させ、削減の根拠や資料としたのである。

　評価調書の作成過程で予算要求をする各部局に、まず現状の分析を促す。事業と予算

の必要性を立証させると同時に、その情報を公開する。そのことで利害関係者からの横

槍も未然に防止する。ここにきて、行政評価は、行政の内部管理、特に予算統制のツー

ルとして一躍パワーを持つことになった。これが事務事業評価（後述のように、正しく

は評価というよりも「総点検」というべきものであったが）ブームの起爆剤となった。

　折しも、前章で述べた通り、1997年から北海道が、そして98年には建設省も公共事

業の見直し・点検を始めた。海外からの行政評価の導入期にこのような「国産」の事業

見直しの活動があったということの意味は大きい。これがあったが故に、行政評価は目

に見える効果を発揮することができた。しかし同時に、日本型の行政評価は、「所詮は行

政部内の自己点検活動にしか過ぎない」という批判を受けるようにもなった。

2．既存の行政文化との微妙な共存

　さて、実際に行政評価を自治体の現場に行政評価を導入してみようとすると、文化的

な抵抗や摩擦など、困難な課題に直面する。これは、行政評価とその基本原理であるニ

ュー・パブリック・マネジメント（NPM）が、これまでのわが国の行政における考え方、

文化と全く異なることによる。しかし、その一方、そのような抵抗や摩擦があっても、

NPMや行政評価の持つ改革パワーへの期待も高く、この2っの感情は、微妙な共存を

示すこととなる。

（1）ニュー・パブリック・マネジメント（NPM）とは何か

　NPMについての抵抗と期待について議論する前に、　NPMとは何かについて改めて確

認しておこう。行政を取り巻く環境の厳しさは日本だけの話ではない。日本よりいち早
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く成熟経済に入った欧米諸国は、早くから深刻な問題に直面し、さまざまな試行錯誤を

重ねてきた。大きな改革の動きは、1979年のサッチャー改革以降本格化し、今日に至る

まで続いている。特に、1980年代以降、英国、ニュージーランドなどのアングロサクソ

ン系諸国を中心に、ニュー・パブリック・マネジメント（NPM）と呼ばれる行政運営理

論が、行政実務の現場での経験をもとに形成されてきた。

　NPM理論の核心は、民間企業における経営理念・手法、さらには成功事例などを可

能な限り行政現場に導入し、行政部門の効率化・活性化を図ることにある。その基本理

念は、次の4つに整理できる。

①顧客志向（Customer　Orientation）

　これは、サービスの利用者あるいは納税者をお客様と見立て、その満足度を最大化す

ることを行政の使命とする考え方である。

②成果志向（Managing　for　Results）

　これは、手続き的にいくら正しいことをやっていても、顧客にとって目に見える具体

的な成果を示せない限り、よい仕事をしたとは言えない、というバリュー・フォー・マ

ネーの考え（Value　for　Money）である。

③競争原理（Competition）の導入

　行政機関は、本来、競争環境にさらされていない。したがって、イノベーションが起

きにくく、どうしても生産性が向上しない。そこで、NPMでは、もしも民間企業に委

託した場合にかかるであろうコストを行政サービスの実質コストと比較する。あるいは、

場合によっては民間に委託する。もしくは、効率やサービスのよしあしを自治体間で比

較分析（ベンチマーキング）し、結果を公表することによって、改善努力を促す。

④現場への権限委譲（Delegation）

　企業の経営では、現場の職員は十分な裁量を与えられると最も熱心に業務に励むこと

が実証されている。こうすると、外部環境の変化にも迅速に応えられる。もちろん、役

割をはっきりとさせ、権限と責任も明確に示す。そして、信賞必罰を徹底する。このこ

とは、同時に中央で管理するコストも減らすのである。

　このようなNPMの考え方は、欧米やオセアニア諸国で着々と実践に移された。日本

でも、先に述べたように小泉内閣において、骨太改革の一項目に位置づけるまでに至っ

た。

　世界的な潮流となっているNPMの考え方であるが、わが国においては、　NPMそし

てNPMを基本原理とする行政評価に当たっては多くの摩擦、黙示の抵抗が生じること

になる。これは、NPMの考え方が、これまで長い間培ってきた伝統的な行政文化との

違いがあまりに大きすぎることが原因となっている。このような摩擦や黙示の抵抗の反

面、それでも行政評価に期待感も高く、この2っの感情は、複雑に入り交じることとな

る。

・ 54・



（2）黙示の抵抗

①顧客志向との摩擦

　NPMの考え方を基本原理とする行政評価を自治体に導入する場合、これまでの日本

の伝統的な行政考え方との間で、次のような摩擦や抵抗を生む。

　まず、第1の顧客志向の考え方は、行政イコール統治機関という伝統的な考え方と真

正面から対立する。そもそも「納税」（税を納める）という言葉が象徴するように、日本

人は、“お上”に税金を取られて当たり前と思っている。「お役所」「お役人」という言葉

に象徴されるように、役所は“臣民”を統治する機関だという位置づけが抜けない。行

政は、住民が税金を払い雇っている「サービス公社」でしかないという発想が薄い。

　また実際のところ、住民を「顧客」と捉える発想は一見耳ざわりはよいが、現実はそ

んな単純なものではない。

　住民は行政サービスの顧客ではあるが、多くは納税者であり、「株主」的な存在でもあ

る。しかし、役所がうまく機能しない時には、住民は自ら役務をこなさなくてはならな

い。なぜなら、役所はコミュニティを代表するものであり、民間企業からのサービス購

入のように「ダメだから切る」というわけにはいかないからである。

　さらに、ここに日本特有の風土と慣習が重なってくるので、話はややこしい。そもそ

も、住民は、納税者、顧客、そしてまちづくりの行動主体という3つの顔を持っている

のだが、現実と理想の間にズレがある。

（a）「納税者」としての権利

　自治体は、納税者である住民のものである。納税者は、企業に例えれば株主のような

ものであると言えよう。したがって、自治体は本来、住民の共同財産のはずである。行

政機関がその価値を高め、同時に常に住民に対して財務状況と業務の実績をオープンに

していくのは当然のことだ。だが、住民の側にも行政側にもこうした意識は希薄だ。

（b）「お客様（サービス利用者）」からの圧力

　「サービス業」としての地方自治体は、「生活者」である住民のニーズに対して敏感に

応える必要がある。だが、現在の自治体のサービス体制は地域の独占事業体であり、住

民も職員も「決して廃業しない」と思い込んでいる。ここでは、改善に向けてのインセ

ンティブやイノベーションは起こりにくい。

（c）まちづくりの「行動主体」としての意識

　住民は、役所があろうとなかろうと、地域のことを自ら考え自ら行動する存在のはず

である。「住民自治」がまず先にあり、行政機関はそのパートナーである。ところが、現

状は逆転しがちである。これは、ニワトリとタマゴの関係に近いが、行政が何でも率先

し、住民は後からっいていく。あるいは一方的に要求側に回ることが多い。

②成果志向との摩擦

　第2の成果志向についても抵抗がある。わが国の行政組織には、行政活動の成果より
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も、自分の仕事にっいての予算を獲得すること。予算を法令や通達の手順どおり使い切

ることこそが「良い仕事」だと考える文化がある。仕事の効率や顧客である住民の満足

度より、予算の確保額、仕事の合規性の方がはるかに重要な意味を有する。さらに、そ

もそも「経営」や「効率」というのは、利潤を追求する企業の言葉で、自分達には全く

関係ないと考える職員も未だ多い。

　日本にNPMを入れるというのは、このような行政の文化に対する挑戦である。制度

やお題目だけでは何も変わらない。それぞれの仕事の意義と目的、現状を指標や事実を

もって確認していくという作業から始める必要がある。

③競争原理との摩擦

　第3の競争原理の導入についても現状の文化との隔たりが大きい。わが国の行政の文

化では、まずやってみて、市場が受け入れなければ、その事業は止めるといった柔軟な

発想がなかなか許されない。そもそも一度作ったものをやめる、あるいは壊すというこ

と自体が失敗あるいは「想定外」とされる。自治体の総合計画は、旧ソ連のような計画

経済の原理を未だに死守している。この激変の時代に5ヵ年計画を立てるような企業は

皆無に近い。にもかかわらず、自治体は総合計画をやめられない。そもそも計画通りい

くと予想すること自体がおかしい。そういう意味では、市町村の総合計画の策定を義務

づける地方自治法第2条の第5項規定自体が破綻している。欧米にも計画はある。しか

し、細部はどんどん変えるし、未知の部分は「社会実験」と称して、何通りかの方法を

試してから考える。これは、政府も国民も誰しもがどれもまだ、不完全な方法であると

分かったうえで実験をやってみようという発想だ。実験しなければ、始まらない。試行

錯誤をしているうちに、ベストな手法が自然淘汰されて残っていくだろうという発想だ。

ところが、わが国では、「行政には間違いは一切許されない」という「無謬性」の神話が

根強い。こうした理論のもとでは、競争イコール即失敗と見られがちである。

④権限委譲との摩擦

　第4の現場への権限委譲や規制の緩和だが、これもかけ声倒れに終わっている。理由

はいくつかある。まず自治体、特に県の仕事は中央からの補助金を市町村などの現場に

降ろしていくという色彩が強い。「資源配分即仕事」という感覚が強い。すなわち、「い

かにバランスよく予算を配分するか」あるいは「予算をとってくるか」というところに、

仕事のウェイトがかかっている。配分自体が大事な仕事なのだから、現場にそれを委譲

してしまっては、仕事にならないのである。

　そのうえ、法令や会計規則上の縛りが強すぎて、そもそも管理部門と現場が権限委譲

をやろうと合意したところで、ルール上それができないという問題がある。例えば、学

校にパソコンを導入しようとする場合、われわれの日常生活の感覚でいえば、家電の量

販店やパソコン専門店に行って価格を比較し、さらに交渉のうえで購入する。ところが、

現在の地方自治法や地方自治体の財務規則上の建前からは、指名登録をした業者の競争

入札によらなければ契約ができない。このために、職員はパソコンを安く買うことより

も、入札業者の選定をどのように手続き上公平に行うか（場合によっては、地元の業者
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や議員から苦情が出ないことを最大の目標としている）に知恵を絞ることになる。この

ような財務規則は、人件費は安く、逆に物品の価値が高かった時代に作られている。今

やその逆で、時代にまるで合わないのだ。たかだか物品の購入など職員の裁量に任せて

しまい、正当な方法で一般より安く物を購入した職員を高く評価し、漫然と高値で購入

する職員を低く評価するべきである。不正を恐れるならば、選定のプロセスを単に情報

公開すればいいだけのことである。例えば、南米のチリでは、電子調達に際し、どこの

業者が、いくらで応札したかを残らず公開している。

　NPMは、理屈のうえでは正しく、反論もしにくい。しかし、以上のような時代遅れ

の制度を盾に、どうしても黙示の抵抗に合うのである。かくして、NPMは、なかなか

日本の土壌にすんなりと入ってきにくいのである。

（3）密かな期待

　しかし、一方では、NPMに対する潜在的な期待感も大きい。だからこそ、行政評価

がブームになった。どのような期待感があるのかを見てみよう。

　第1に、そもそも今の行政サービスのあり方、そして仕事のやり方でよいと思ってい

る職員は少ないという事実がある。例えば、東京都庁は、総務局IT推進室が中心となり

ITを通じた職員の意識改革運動を進めている。運動では、「ここを変えよう！都庁の仕

事」として広く職員から改善の提案の募集を行い、その結果をWEB上で公開した8。職

員提案には、締め切りまでに274件の意見が寄せられ、都庁のネットワークパソコン

（TAIMS）を使った業務改善から、窓口でのサービス向上まで、様々な提言が寄せられ

ている。図3は、職員提案の中で、東京都庁の「都庁の“なぜ？”を考える会」が日ご

ろの仕事で感じた素朴な疑問を99の“なぜ？”にまとめたリストである。

　リストを見ると都庁職員の多くが、日常の仕事のやり方や価値自体に多くの疑問を持

っていることが分かる。しかも大半の問題は、以前から語られ尽くしてきたことである。

つまり、本当の問題は「問題だとわかっても解決できない」ということなのである。こ

のような現状への不満や不安は若手職員に強い。このような閉塞感を打破するツールと

してNPMへの期待が集まるのである。

　これをみると現在の仕事のやり方の問題点をみんな職員はよくわかっていることが判

明している。しかも大半の問題は、以前から語られ尽くしてきたことである。つまり、本

当の問題は「問題だとわかっても解決できない」ということなのである。このような現

状への不満や不安は若手職員に強い。このような閉塞感を打破するツールとしてNPM

への期待が集まるのである。

　第2に、現在の自治体の首長、議会、行政の3者の間だけでは、もはや複雑多様化し

た課題が解けないのではないか、という閉塞感がある。

　議会は、個別利益の主張に流されがちである。地域の全体のことを、しかも将来の展望

をもって考える議員は残念ながら少ない。首長が率先してくれる場合はまだよい。しかし、

首長にも危機感が薄いとしたら、職員としては焦りのやり場がなくなってくる。片や、財

政状況は悪化する一方である。「もうやってられない」という開き直りにも似た思いがも

たげてくる。さらにそこに、オンブズマンからの追求や公務員バッシングがある。しかも、
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図3
東京都庁若手「ここ変え！99のなぜ？」

◆なぜ、ネームプレートの着用は徹底されないの

　か？
◆なぜ、メールを送ったことを相手に電話で知らせ

　るのか？
◆なぜ、条例、規則、規程の文言はわざとそうして

　いるとしか思えないほどに回りくどく分かりにくい

　のか？（公文規程は「平易簡潔」と規定しているの

　に…。）
◆なぜ、起案文書はスタンプラリーになってしまうの

　　か？

◆なぜ、担当者名や連絡先のない文書を流すのか？

　　（問い合わせ先が分からなくてホントに困るよ。）

◆なぜ、庶務担当の机の中には管理職のハンコが

　あるのか？（それだけ形式的な押印が多いってこと

　だよね。）
◆なぜ、課長（部長）の休暇や出張を部長（局長）が

　決裁するのか？（管理職なんだから自分の権限と

　責任で判断すればいいじゃん。）

◆なぜ、全庁的な規程改正のとき、人事委員会と人

　事部は企業局に対して事前に案文を教えてくれる

　のに、勤労部は秘密主義なのか？（仕事が進まな

　いんだよねえ。）

◆なぜ、欠勤が少ないというだけの理由で年1回昇

　給できるのか？
◆なぜ、勤続年数が長いというだけで表彰されるの

　か？（長年勤めること＝都政への貢献度が高いの
　　か？）

◆なぜ、幹部職員は外郭団体に天下るのか？（天下

　り先の人件費のために都の予算が圧迫されてい
　る。）

◆なぜ、正規職員よりアルバイトの方が頼りになる

　　のか？

◆なぜ、給料の現金受領はなくならないのか？（そり

　ゃ労基法には“現金で払え”って書いてあるけどさ

　あ…。）

◆なぜ、職務とは何の関係もない住居手当が超勤

　単価に算入されているのか？
◆なぜ、出納長室の審査は担当が変わると方針が

　変わるのか？
◆なぜ、予算要求時には「金がない」と大騒ぎする

　のに、決算時には多額の執行残が出る
　　のか？

◆なぜ、特定都議の地元要望という名の“ゆすりた

　かり”を拒めないのか？（構造は外務省と同じ。）

◆なぜ、年度末になると予算消化に走るのか？

◆なぜ、会議は時間どおりに始まらないのか？

◆なぜ、会議は時間どおりに終わらないのか？

◆なぜ、会議の後で「で、結局、私は何をどうすれば

　いいの？」状態になってしまうのか？

◆なぜ、都民情報ルームは便利な1階または2階で
　　はなくエスカレータのない3階にあるのか？

◆なぜ、1年中忙しい職場と1年中ヒマな職場がある

　　のか？

◆なぜ、どこへ異動しても忙しい人とどこへ異動して

　もヒマな人がいるのか？

◆なぜ、職員提案制度は管理職のノルマになってし

　　まうのか？

◆なぜ、夜の居酒屋では「ここ変え！」的な意見が

　活発に出るのに、現実の業務改善に結びつかな
　　いのか？

◆なぜ、ここ変え！の募集は2月一杯なのか？

「ここを変えよう！都庁の仕事」提案一覧　http：〃www．taims．metro加kyojp／s。umu／it．hp．nSf

情報公開が導入されていく。これまでのテラリウム、あるいは箱庭のように閉じた、そ

して精緻な内部管理体系は、もはや維持できないと感じる職員が増えている。ところが、

住民や首長からの背中の一押しさえあれば、どうやら原理を転換できるらしいという光

明が見えてきた。その光明が行政評価であった。実際、行政評価の導入をテコにして積

極的に改革を進める三重県庁のような例が出てきた。行政評価を導入して、予算につい

て「あれもこれも」ではなく、「あれかこれか」をこの際、議論すべきだ．．．。そう

すれば、自分たちの仕事の正統性も回復できるのではないか。行政マンの中には、こう

した直感的洞察を持つ人が出てきた。こうした気持ちが、行政評価への期待感の裏には

あるのである。

　また、今のところ行政評価は、過激すぎないのがかえって都合よい。あくまで管理ツ

ールであり、それを使う側の裁量、手加減の余地がある。事業の廃止や民営化となると、

いきなり「やるかやらないか」の大筋を決めてから検討ということになる。検討すると
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言ったとたん、「これはやる気だな」と回りも身構える。であるが故に、検討すらしづら

いという事情がある。これに比べると、行政評価はハンディで小回りが利く。とにかく

評価なのだから、「まずは、やってみよう」と堂々と言える。実際、やってみて結果を見

てから決断すればよい。中年になったからそろそろ「人間ドックでも受けてみるか」と

いう気安さで、始めることができる。（実際やってみると大変なのだが、それは、さて置
く）。

　かくして、行政評価は、今の日本の制度、そして政治リーダーシップのもとでの、ほど

よい改革のツールとして重宝がられるようになったわけである。

3．わが国自治体行政評価の3類型一NPM理論を手がかりに

　さて、このようにわが国の行政評価は、NPMと既存の行政文化の間にちょうどすっ

ぽりとはまる形で、日本の自治体に受け入れられたといえる。

　しかし、さらによく見ると、「受け入れられ方」には、大きく分けて3つあるように見

受けられる。何せ、先陣を切って導入した三重県庁ですら、まだやっと約7年の歴史で

ある。綿密な分析など望むべくもない。それでも、さきほど述べた行政評価が持ち込む

NPMと既存の行政文化の共存のパターンによって、わが国の自治体行政評価には、次

のA、B、　Cの3つのタイプが見出せる。

（1）3つの基本類型

①A型：査定管理モデル（行政内部の管理ツールとして活用）

　行政改革の主眼はあくまでも予算や人などの資源配分であると考える。行政評価は、

そのための管理ツールとして使う。ただし、そこには顧客志向と成果志向の考え方を無

理のない範囲で入れていく。ブームとなった「事務事業評価」や「公共事業の見直し」

は、このタイプに属するものが多い。

②B型：TQMモデル（職員の意識改革ツールとして活用）

　改革はまず個々の職員の意識改革からと考える。現場の職員に自分の担当する事務や

事業の意義を考えさせ、そこから得た「気づき」を日常の行動にフィードバックしてい

く。静岡県庁などが導入する「業務棚卸」手法や福岡市役所の「MOVEシート」などは

このタイプである。また、三重県庁の事務事業評価も、当初はこのような発想でスター

トした。こうした手法は、民間企業のTQM（トータル・クォリティ・マネジメント）

活動に由来する。

③C型：住民コミュニケーションモデル（住民参画ツールとして活用）

　これは、行政評価をA型のような行政内部の管理ツール、あるいはB型のような職員

の意識改革ツールととらえない。むしろ行政評価をきっかけとして、行政の外側から市

民や政治家が政策や執行に参画することで、実体を変えていこうというものである。例

えば、青森県庁の「政策マーケティング」は、地域と県民の暮らしを合計66個の指標で

表し、現状値と目標値（「めざそう値」と呼ばれている）を掲げる。これは、県庁そのも
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のではなく、県庁が設けた独立色の強い第三者委員会を中心とする活動である。その結

果、現状値とめざそう値の間のギャップを埋めるのは県庁だけではないはず。といった

問いかけがオープンになされた。同委員会が有識者に向けて行ったアンケートでは、県

庁以外に市町村、国などの行政機関、さらには企業、各種団体、NPO、家族、個人など

も、問題解決の「担い手」として想定し、「分担」を呼びかけている。

　ここまでくると、行政評価は地域経営の人間ドックのチェックリストのような様相を

帯びてくる。しかし、こうした動きは、

　①行政依存体質からの市民の脱却の芽生え

　②行政の能力と財政負担力の限界の表れ

　③NPOなど行政以外の新たな担い手の出現

　などを象徴する動きでもあり、これからの行政と地域の運営の中心課題に直結する。

　ちなみに、世界的な動きとして、従来、行政機関に任せてしまっていたことをコミュ

ニティの手に取り戻し、むしろ自分たちでやっていこうという動きが出てきている。日

本でも話題のチャータースクールはこの典型といえる。ともあれ、このC型は、第1章

でも述べた「ガバメントからガバナンスへ」という大きな行政運営の地殻変動に沿った

行政評価の進化モデルと見ることができる。

　さて、以上A、B、　Cの3類型を説明してきたが、ここで改めて筆者が分析対象とし

ている自治体行政評価とはどういうもので、どのような範囲の活動を指すのか、をはっ

きりとさせておきたい。

　筆者は、わが国自治体の行政評価について、次のような前提とランドスケープ（概観）

を持っている。

　①　わが国自治体の「行政評価」の中身は、一様ではない。各自治体の置かれた状

　　　況により、その導入の目的も運用の仕方も各種各様である。

　②　同じ「事務事業評価システム」という名前のものであっても、各自治体におけ

　　　る運用の内実をよく見ると、予算査定にも似た管理ツールから、意識改革運動

　　　まで様々である。

　③　しかも、同じ自治体の中でも、行政評価は、月日を経るにつれて進化、あるい

　　　は変容する。また、経営課題の力点のシフトや担い手の交代によって、名前は

　　　同じままでも内容は変わる。

　④　このように、行政評価とは極めて融通無碍なアメーバのような存在である。し

　　　たがって、分析にあたっては、「行政評価的な活動」の全てを対象とする必要が

　　　ある。名称も「事務事業評価システム」（三重県など）、「政策アセスメント」（山

　　　梨県）、「政策評価」（茨城県など）、「業務棚卸し」（静岡県など）、「政策マーケ

　　　ティング」（青森県）など多種多様であり、幅広く事例を見ていく必要がある。

　⑤　さらにまた、行政評価の実体は、組織や人の動きから捉えていく必要がある。「導

　　　入の手引き」や「評価調書」といった公文書、あるいはそれの受け売りになりがち

　　　な多くの研究論文に依存していては、とうてい意味のある解析は不可能である。
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（2）自治体行政評価の進化モデル

　さて、以上のような広範なランドスケープと、A、　B、　Cの3つのモデルを念頭に置き

つつ、筆者は、今後のわが国の行政評価の進化の方向性を示唆するフレームワークを構

築した（図4）。これを「自治体行政評価の進化モデル」と名付けた。

　この進化モデルは、自治体における経営改革と行政評価のモデルがどのように連携し

つつ進化するかを2つの軸、4っの象限に沿って説明したものである。まず横軸は、行

政評価のバリューソースの所在を示す。これは、左端にいくほど行政の組織内での努力

によることを、そして右にいくほど行政外からの刺激によることを示す。縦軸は、改革

の中核が行政組織のどこにあるかを示す。下にいくほど庁内の管理部門が統制する中央

集権的なものであることを示し、上にいくほど現場による自主的なものであることを示

す。ちなみに、この縦軸の上下は、改革にあたって「資源配分を重視するのか」（下方）、

むしろ「現場の行動様式の変革による改革を目指すのか」（上方）という改革アプローチ

の違いにも対応する。

　さて、この2つの軸によって、A、　B、　C、　Dの4つの象限ができる。先ほども少し触

れたが、以下に、改めてこの図に従ってA～D型のモデルについて考えてみよう。

①A型：査定管理モデル

　左下のA象限は、先ほどのA型に対応する。すなわち、改革の主役は管理部門（企画、

財政、人事）である。彼らは、人事や予算の中央統制をするツールとして行政評価を使

う。すなわち、伝統的な行政管理の基本を残しつっも、ツールとして行政評価を部分的

に取り込んでいく。事務事業評価の大半は、この範疇に入る。すなわち、行政評価の導

入にあたっては、財政もしくは行革推進部門、企画、人事などの管理部門がまずイニシ

アティブをとる。主な目的は、無駄な事務事業の洗い出しである。成果は、予算の削減

や廃止された事業の数といった形で表現される。

　ここで特徴的なことは、行政評価と「調書文化」の融合である。

　ここでは、行政評価という活動は、何よりも調書に正しく記入されることによって完

結する。どのような議論を経て、あるいは誰と誰が実質的に参加して評価したかといっ

たプロセスは、さほど重要ではない。ましてや、紙の上には表れない職員の意識改革の

進捗度合いなどは、関心の対象外である。「評価作業」は統一フォームに沿って機械的に

こなされる。そこから出てきた調書上の記載事項のみが、その後のアクション（予算や

事業の廃止など）に反映されていく。ここでは、書類が主役である。つまり、匿名性の

原則が働く。事務事業を司る人たちは、機関の名において評価作業に参加し（実のとこ

ろは、自己点検だが）、また、管理部門も機関の名において調書を受け取る。

　このようにして出来上がった調書は、すっかり生気を失うが、一方で管理統制ツール

としては、管理部門の日常業務に違和感なく溶け込んでいく。もちろん、現場からは、

時たま疑問の声がわく。例えば、「一体どこが行政評価なのか。査定プロセスと何も変わ

らない」「一体誰が、どういう根拠で、事業の必要性や重要度のA、B、　Cランクを決め

るのか。担当者と管理部門とのあうんの呼吸でしかない．．．」といった疑問が当然の

ようにわいてくる。
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図4 自治体行政評価の進化モデル

行政の組織内
での努力

より現場主義

　B型：TQMモデル

｛盤欝改革ツール1

・ 現場での自律改革
・ 個々人のレベルで
　の意識改革
・精度や組織の慣行
にも挑戦

・ 現場での自律改革
・ 個々人のレベルで
　の意識改革
・ 精度や組織の慣行
　にも挑戦

　A型：査定管理モデル

1瓢留管理ツール1

　D型：ニューパブリックガバナンスモデル

圏欝當政経営ツール】

・ 公務員の徹底した
プロ意識
・市民の参画
・ 分散・重層型ガバ
　ナンス

C型：住民コミュニケーション

モデル
（住民参画ツールとして活用）

行政外から
の成樹

より中央集権的

　ところが、目的はひたすら資源の適正配分である。それに向かって、ともかく評価調書

の形を整えることが先決だ。そして、やっとできる。調書は、一応は理論的かつ体系的に

見え、議会にも出せる。情報公開にも耐え得る。ともかく、これでやめるにやめられなか

った事業を「やめる理由」が示せるし、格好がつくのである。ここに実益が見出せる。か

くして、事務事業評価は、いや評価調書は、あっという間に全国に普及した。A型モデル

の要件は、①資源配分による改革、②管理部門によるコントロール、③調書主義の3つで

ある。

　このA型の行政評価は、実のところは、本来の行政評価とはかなり違ったいわば新た

な査定のツールに近いものでしかない。しかし、国内の事例の大半は、このカテゴリー

に位置し、そして実務家に広く受け入れられているのである。

②B型：TQMモデル

　さてもう1つのタイプは、Aから上のB象限に行ったもの。すなわち、図4の左上の

「TQMモデル（職員の意識改革ツールとして活用）」である。ここでの行政評価の実施

主体は、管理官僚ではない。事業部門の現場職員である。いわば職員参画型のモデルで

ある。目的は、予算や人事などの資源配分よりも、現場の業務のやり方の変革と職員の
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意識改革である。多くの場合、TQM運動とセットで展開される。　TQMというのは、戦

後間もないころに米国のデミング博士が提唱し、日本企業が主に製造現場の生産性改善

に使ってきた手法である。「日々是改善」をモットーとし、QCサークル（クォリティコ

ントロールサークル）という現場の第一線職員による小集団のチームを作り、彼らによ

る自主的な業務改善活動を積み重ね、生産性を上げていく手法である。

　TQMは、これまで日本の行政機関の現場で体系的に導入されたことはなかった。だ

が、三重県庁が1995年に始めた初期の「事務事業評価システム」は、このB型の行政

評価であり、かつTQMモデルだったといってよい。あるいは、岩手県庁や三鷹市役所

の日本行政経営品質賞などの受賞を目指した運動、静岡県庁の業務棚卸運動や、それに

派生するひとり一改革運動も、この範疇に入るといえる。

　さらに言えば、福岡市役所が取り組む課・施設別、さらに局区別のDNA運動もこのタ

イプである。福岡市役所の場合は、MOVEシートといわれるフォーマットに沿って、各

課、そして各施設の長が自らの組織の使命、課題を洗い出し、各職場レベルでの業務改善

活動に取り組んでいる。MOVEシートの内容自体にも、そしてその習熟のための研修に

も、事務事業評価や業務棚卸の手法が織り込まれている。したがって、福岡市役所のDNA

運動もこれもB型の行政評価活動と言ってよいだろう。

　このB型の行政評価は、いわば現場発の役所内ルネッサンス運動というべきものであ

る。ここでは、何よりも現場レベルの行動改革が重視される。各現場が、それぞれ同時

多発的に自律的な改革運動に取り組む。「成果」の判断の拠り所は、行政サービスの顧客

の満足度と職員のやりがいの同時達成である9。そのために障害となる既存の制度や組織

の慣行には、その都度挑戦していく。ここにおける行政評価は、現場職員が自己のよっ

て立つ現状を把握し、次への改善活動に役立てる道具として利用される。ただし、リス

クもある。首長の志が低い場合は、失速しかねない。さらにまた、これはへたをすると、

行政パーソンの独り善がり、あるいは自己満足に終わりかねない。住民の視点をどう取

り込むかが課題となり、次のC型との融合進化が必要となる。

③C型：住民コミュニケーションモデル

　もう1つのモデルは、右下のC型「住民コミュニケーション（住民参画ツールとして

の活用）」である。これは、行政評価の主体を住民と考える。そして、情報公開をテコに、

行政機関の外部の視点から目標達成度をチェックしていこうというアプローチだ。ここ

では、行政機関が抱え込んでいる情報をまず開示する勇気が要求される。

　そのうえで、このC型モデルでは、2つのタイプが考えられる。1つは、今すでに行

政がやっていることを念頭に置きつつ、住民の側がいったん白紙の状態から政策ニーズ

と評価指標をあぶり出す方法である。それをもとに行政機関は、自らのあり方を考える。

行政機関は、この評価項目に沿って、達成目標をコミットする。前述の青森県の政策マ

ー ケティングは、この考え方である。あるいは、日本でしばしば紹介されるオレゴン州

のオレゴンシャイン計画もこのタイプである。オレゴンシャイン計画は、知事が議長を

つとめ、コミュニティのリーダーで構成される直属の独立委員会（オレゴンプログレス

ボード）がつくった。これは、州政府が、市民とともに目指すべき政策の方向性を示す
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長期の戦略計画である。この計画の達成度を評価する成果指標が有名なオレゴンベンチ

マークといわれるものだ。

　さて、C型には、これとは別に行政とはあくまで一線を画し、挑戦するタイプのもの

がある。’市民オンブズマンが行う行政機関の情報公開度のランキング評価などがその代

表だ1°。これは市民サイドが「勝手」に目標を設定し、その達成度を評価する。事前に行

政機関と目標を合意し、その達成度を評価するものではない。

④D型：ニューパブリックガバナンスモデル

　さて、以上の3っのモデルを統合した理想的な進化モデルが、Dの「ニューパブリッ

クガバナンスモデル（戦略経営ツールとしての活用）」である。これは、公務員組織と住

民がそれぞれAから出発し、B、　C象限での進化を遂げ、その先に実現できるモデルで

ある。ここでは、公務員組織はプロとして、そして市民は自治能力を持った主体として、

お互いの信頼関係のもとに、責任を分担し、公共サービスやさまざまな社会問題の解決

に臨む。

　このモデルにおいては、行政機関は、多元的・分権的な統治秩序のもとで経営される。

すなわち、行政組織の各階層がある程度自律完結した自己責任を果たす。各部門の長は、

並列の他の機関や上位・下位の階層の長と、プロとしての対等な契約関係を結ぶ。また、

ここでは首長や各部局長が経営会議の場に集い、所掌部門の利害を離れた全庁経営的な

視点で、経営判断を行う。一方、事業部門は、あらかじめ自由裁量を委ねられた予算、

人員、権限を自由に駆使し、自律的な経営をする。各事業の特性に合わせた特殊な資金

調達の手段や人事制度も認められる。

　対外的には、パブリックインボルブメントなどの手法により、政策の執行に先立って、

住民参加の機会が制度化される。行政の無謬性の神話は完全に打破される。行政機関は、

万能ではなく能力に限りがあるということを前提に、市民やNPO団体などが協力し、

さまざまな社会実験を重ねていく。

　ここにおいては、情報を早期公開することが生命線となる。また、議会や住民団体も

含めた多様なアクターがさまざまな場での議論を繰り広げる前提として、行政機関の業

績測定データとしての行政評価の結果が活用される。D型モデルの要件は、次の3つで

ある。すなわち、①公務員の徹底したプロ意識、②市民の主体的参画、そして③多元的

分権的統治秩序、である。

　さて、これはあくまで理想的進化モデルである。しかし、決して夢物語ではないはず

だ。現在の日本の豊かさ、民度、国民の知的水準、公務員の使命感など、意外にも必要

な条件、要素はそろっているのである。

（3）進化のきっかけと条件

　さて、このようなA型からB型、C型へ、そして最終的にはD型への行政評価モデ

ルの進化は、あくまで理念モデルでしかない。しかし、このような「進化」の萌芽は、各

地の現実の動きの中に見つけられる。

　A型モデルの行政評価は、あくまでわが国の伝統的な行政管理を前提としたうえで、
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行政評価を組織内部の管理ツールとして導入するものである。現行の管理体制を補強す

るためのものといってもよい。テクニカルな意味では、導入にさまざまな工夫や苦労を

伴う。だが、原理的にはさほど難しいものではない。先述の調書文化になじみやすく、

関係者がフォーマットに慣れさえすれば、運用できる。～方、A型からB型へ、あるい

はC型、そしてD型への進化は、行政機関の風土や行動様式、あるいは人々の意識その

ものを根底から変えていく作業を伴う。そこに、大きな抵抗が生まれ、変革はそれとの

血みどろの戦いとなる。現に、B型モデルの先駆的事例についてみると、そのきっかけ

は不祥事（食糧費・旅費の不適正支出問題）、あるいは首長選挙による予期せぬ政権交代

（三重県の北川知事など現職もしくはその後継者を破って当選した首長の出現）など、

非日常的な事件をきっかけとしたものが多い。もちろん、いったん先例ができると、多

くの自治体が同じモデルを追求し始める。だが、それも首長や議会の問題意識や財政事

情など、さまざまな要素による。全くの平時に、どこでもB型やC型ができるものでは

ない。

　言うまでもなく、行政評価は、A型よりもB型やC型、そして何よりもD型におい

て本来のパワーを発揮させる。いかにして、A型にとどまろうとする行政評価をB、　C

型へ、そしてD型へと進化させるか、というところが今後の課題だ。

　そしてその道筋は、実はNPMをテコに日本の行政の行動様式そのものを変えていく

ということにほかならない。その意味においては、A型においては、たかが管理ツール

と見なされてしまう行政評価が、実はB型やC型、そしてD型へと進化することによ

って、行政の行動様式を大きく変える触媒となり得るのである。わが国自治体では、こ

れまでの7年間にA型の行政評価の制度化が一気に進んだ。これは、一定の成果である。

しかし、ここで既存の行政文化の中に取り込まれ順応してしまっては、大した成果をあ

げずに終わる。いや、それどころか、それでは行政評価とは呼べない代物に堕落してし

まう。いかにして、トロイの木馬のように、体制内に入った行政評価がパワーを覚醒し、

NPMの導入に向けての先兵となれるか。これがこれからの課題といえる。

付録一我が国における行政の業績測定の歴史

　過去、わが国においても、NPMが導入される以前に、行政の業績を測定しようという

試みがなされている。ここで、それらの試みにっいて簡単に述べておく。

1　1950年代以前

　我が国において最も古い時代において行政の業績測定を行った例としては、1953年に

東京都庁が、Herbert　A．　Simon　and　Clarence　E．　Ridley（サイモン＝リドレー）の

Measuring　Municipal　Activ輌ties －A　Survey　of　Suggested　Crite亘a　fbr　Appraising

・4（加加垣mZτoη一（1943年）を参考に、生活保護事業、公営住宅、清掃事業にっいて行政

効果の測定を行った例があるll。当時、東京都総務局企画部企画課長の新田洋文氏は、行

政効果の測定をとりあげた直接の目的を「すぐに役に立っ計画を策定することであった」
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とする。前記の3事業は、本来各局の特殊性に応じて、それぞれ処理せらるべきものであ

るが、中央企画組織で行政効果の測定を行ったのは、事業の計画改善や新計画の樹立を図

り、なお副次的に行政計画樹立のモデルケースとして方法論の確立を図ろうとしたことが

目的とする。さらに新田氏は、行政の民主化について「慣習的な存在であった行政が、古

い行政制度すなわち、官僚制度が打破されるとともに、民衆のための行政、すなわち社会

の要求に従う行政としてこれをいかに能率的に行うべきかが、われわれの課題となる」と

する。東京都庁の行政効果の測定においては、住民の反応をつかむため世論調査を実施す

るなど、その後の見本となるような先駆的な試みが取り入れられている。

　その後、前述のサイモン＝リドレーの漉aβμ励g娠刀元ψa1．40亙㎡面θ5は、当時の自治

庁で、1959年に翻訳されて府県に配布されている。

2　PPBS（Planning　Programming　Budgeting　System）

　1960年代に米国連邦政府で導入されたPPBS（Planning　Programming　Budgeting

System）は、多くの先進諸国に大きな影響を与えた。この米国のPPBSの試みについて、

我が国の中央省庁、特に大蔵省は大きな関心を示した。1968年度から大蔵省および経済

企画庁経済研究所を中心にPPBS研究が進められ、事例研究が行われた。

　越智通雄・加藤隆司・金子太郎編の「PPBSの理論と展開」12は、当時の大蔵官僚がPPBS

に関して寄稿を行った論文集である。当時の大蔵官僚達のPPBSに関しての考え方がよく

示されている。

　横内正明氏は第8章の「PPBS実行の基本的方向」13で、　PPBSの方向性の基本認識とし

て2つの認識があることを明らかにする。一つは、通説というもので、PPBSを公共部門

における資源配分の合理化を目指すものと考え、究極的には省庁のかきねを越えた1つの

統合予算システムの確立をめざすもの。これは、汎政府的な統合予算システムへの指向を

目指す考え方といえる。もう一つは、少数説で、予算配分合理化から離れて、各省庁のト

ー タルなマネージメントシステムを目指すとする見方で、トップマネージメントを中心と

して、特に戦略計画分野の強化と一元化を図る必要があるとする。

　また、八木橋惇夫氏は、6章の「PPBSと情報システム」14においてこう述べる。「プロ

グラム体系を設計することは非常に重要な作業である。（中略）目的一手段の連鎖の中で

政府の事業を検討し、決定していくことがPPBSの思考方法で、目標ないし目的の設定と

いっても、それはむしろ発見的作業なのであり、行政府がその行政需要を明らかにするに

当たっては、国会における討論やその制定する法律を通じて明らかにされる国家活動の目

的を中心に考えるべきことは当然であるが、そのほかジャーナリズム、審議会を通じて、

いわゆる世論として表明されるものを敏感に汲み取っていく等、創造的に発見してゆかね

ばならない。（中略）このような発見的作業と体系的に行い斉合性のとれたものに整理し

ていくという意味では、行政府以外に国家目標を明確化する能力と意思を備えた中心的な

主体はないのであって、現代社会における行政府は、その首長の強いリーダーシップの下

の政治のねらいとする国家目標を明確化するとともに、行政目的の率直な設定を行うこと

がそれに課せられた任務である。」

　ここには、当時の中央キャリア官僚の行政府優位の思想がよく表れている。またここか
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らは当時の大蔵省のPPBSによる公共部門における資源配分の合理化への志向。汎政府的

な統合予算システムへの指向が読み取れる。

　当時のPPBSの考え方の地方自治体への導入例としては、会津若松市役所が行政需要プ

ログラム表及びアウトプット指標（i行政需要指標、i作業目的指標、　iii作業成果指標、　iv

有効度指標）を作成し、行政需要に総合的な検討を加えて事業の計画化を行い、限られた

財政枠の中で最大の効果を上げる施策がなされることを目的とした例などがある15。

　しかし我が国におけるPPBSの導入は、多くの予算と労力が投入がなされたものの、「研

究としての試行」以上の成果は生み出さなかった。

3　ゼロベース予算（ZBB：Zero　Base　Budget）

　カーター大統領が連邦の予算編成に導入した、ZBB（Zero　Base　Budget；ゼロベース

予算）は、各事業予算をそれぞれの年度においてできるだけ根本（ゼロ・べ一ス）のレベ

ルに立ち帰って見直すことに特色がある。

　日本の自治体においても、神奈川県庁が1980年度より一部ゼロベース思考を導入した

予算編成を行ったほか、愛知県庁においてもゼロベース思考を踏まえた予算編成を行った

とされる16。ゼロベース（根本に帰って事業を見直す）及び、担当部局に予算の優先順位

づけをさせるという手法は、その後、財政危機に悩む各地方自治体が、事業を絞り込むた

めの理念と手法という意味において我が国に定着している（ただし、プログラムレベルの

パッケージを設定し、パッケージの評価、比較をするというZBB本来の手法が定着した

のではない）。

4　事務事業の見直し（行政総点検）

　事務事業の見直し（行政総点検）は、現在の地方自治体において、一番普及している

行政改革手法の1つである。事務事業の見直しは、　「行政事務の総点検運動」として、

1970年頃から旭川市役所、横浜市役所、兵庫県庁等で行われたのが始まりとされる17。

　事務事業の見直しは、1970年代初めは、事務事業点検、事務改善推進運動、不要不急

業務の切り捨て運動、創意と点検運動などの名称で呼ばれた。それまでの行革が、事務

の執行方法の部分的な改善にとどまっていたものを、事務事業そのものを見直し、不要

不急の事務事業を切り捨てることによって、行政運営の合理化を図ることに特色があっ

た。

　1973年秋の石油危機後の急速な財政事情の悪化（税収入の伸びの鈍化、収益事業の落

ち込み等に対する人件費の義務的経費の増加）は、全国の自治体に事務事業の見直しを

急激に広めることとなった。当時の自治省行政局の調査では、1975年～1977年度の3年

間で事務事業の見直しを行った自治体は、都道府県で38、市町村で1975団体にも達して

している18。

　当初は、財政危機から、不要な事業を切り捨てるという緊急避難的な色彩が強かった

が、その後、膨張した行政の守備範囲を安定成長下においていかに整序すべきか、高度

に多様化した行政需要にどのように的確に対応すべきかという問題意識のもとに、事務

事業を客観的、論理的に分析・評価し、中長期的視点から事務事業の見直しを着実に実
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施していこうとする傾向が強くなった19。

　事務事業の総点検は、その後地方自治体の行政改革の有力な手法として多くの自治体

で、繰り返し採用されている。

5　自治体広聴制度

　地方自治体における行政モニター制度や世論調査など広聴制度も行政の業績を測定す

る手法の1っである。1960年代初めからころから全国の都市部の自治体に登場した革新首

長達（これらの自治体は「革新自治体」と呼ばれた）は、それまでの「中央と直結した地

方自治」から「住民と直結した地方自治」へを標榜して様々な政治実験を行った。革新首

長の中の象徴的存在である元横浜市長飛鳥田一雄は、1963年の統一地方選で市長に就任

後直ぐに公聴課を設置、「市政モニター」「市長への手紙」など市民参加による市政の具

体化を図った2°。飛鳥田市長が行ったの「市民参加」への試みは全国に広まり、多くの自

治体において様々な広聴事業が試みられることとなった。1973年には全国において市政

モニターを導入している都市は173市（都市全体の27％）までに拡大するに至っている。

　革新自治体の市民参加の象徴として推進された自治体広聴事業であったが、導入当初の

華々しさとはうらはらに、多くの自治体において、次第に意見を出しても反映がされず、

「言い放し、聞き放し」、「とりあえずご意見拝聴いたしました」という状況に陥る傾向

が次第に強くなっていく21。

6公・民のコスト比較

　1984年、磯村英一氏を会長とする地方自治経営学会は、全国の延べ300の自治体の協力

を得て、ごみ収集や学校給食、学校警備などについて「公・民のコスト比較」を行い、発

表した22。そこで、明らかになったのは、行政が直営で行う場合のコストと民間委託を行

った場合のコストの大きな違いであった。

　例えば、「公・民のコスト比較」では、東京都内の特別区及び一部の市における「みど

りのおばさん」のコスト分析を行う。「みどりのおばさん」は、子どもの通学時の交通安

全のため、通学路で誘導することを仕事とする。登下校のそれぞれ1時間程度しかない仕

事に対して、当時、東京23区などの自治体は常勤の一般職公務員として雇用を行っていた
23

。

　同報告書は、1983年時点での東京23区と一部の市における「みどりのおばさん」のコ

ストは、1人当たり年472万円も及ぶことを明らかにする（1995年の同学会の調査では720

万円に達する）。東京23区と一部の市以外では、「みどりのおばさん」は概ねボランテ

ィアとして費用がかかっていないことに比べて、東京23区などの自治体では、練馬区の6

億3300万円を筆頭に、億単位のコストがかかっていたのである24。

　また、同報告書は、ごみ収集の分野では、直営と委託のトン当たりの収集経費が、直営

1万4521円に対し委託が6180円25と半分以下になっていることを明らかにする。報告書で

は、この違いを「働き量の差（1人あたりのごみ収集量が直営454トンに対して、委託1009

トン）」　「給与の差」　「年齢構成の差」があると分析する26。

　「公・民のコスト比較」の持つ最大の意義は、住民サービスにかかるコストを国民の前
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に明らかにしたということにある。一般の常識を超えたコストが、行政サービスにかけら

れている。これを変えることができるのは、情報の公開の力であることを「公・民のコス

ト比較」は明らかにした27。

　もっとも、1つ1つの行政サービスの業績自体を住民満足度や職員の仕事の自己点検の

レベルで分析、評価するまでには至っていない。

1．大嶽秀夫「行革の発想」（1997）TBSブリタニカ

2．「今後の経済財政運営及び経済社会の構造改革に関する基本方針」（2001年6月26日閣議決定）

第5章経済財政の中期見通しと政策プロセスの改革一4．政策プロセスの改革《22）新しい行政手
法

（i）ニューパブリックマネージメント

国民は、納税者として公共サービスの費用を負担しており、公共サービスを提供する行政にとっ

てのいわば顧客である。国民は、納税の対価として最も価値のある公共サービスを受ける権利を

有し、行政は顧客である国民の満足度の最大化を追求する必要がある。

そのための新たな行政手法として、ニューパブリックマネージメントが世界的に大きな流れとな

っている。これは、公共部門においても企業経営的な手法を導入し、より効率的で質の高い行政

サービスの提供を目指すという革新的な行政運営の考え方である。その理論は、①徹底した競争

原理の導入、②業績／成果による評価、③政策の企画立案と実施執行の分離という概念に基づい

ている。

（ii）改革方策

海外では、この考え方は、①民営化・行政法人化を推進する、②業績や成果に関する目標、それ

に対応する予算、責任の所在等を契約などの形で明確化する、③発生主義を活用した公会計を導

入する、などの形で具体化されてきている。例えば、イギリスでは、行政の各分野において「市

場化テスト」を行い、民間でできることはできるだけ民間に委ねるとともに、民間にできないも

のについても実施執行部門をできる限り行政法人化するなどの改革を進めている。

我が国の行財政改革を推進していく上でも、こうした新しい行政手法の考え方を十分に活かし、

政策プロセスの改革を図っていくことが重要である。具体的には、
・ 公共サービスの提供について、市場メカニズムをできるだけ活用していくため、「民間でできる

ことは、できるだけ民間に委ねる」という原則の下に、公共サービスの属性に応じて、民営化、

民間委託、PFIの活用、独立行政法人化等の方策の活用に関する検討を進める。
・ 事業に関する費用対効果などの事前評価等によって、維持費用も含めてそれに要する費用を明

確化し、事業の採否や選択などの政策決定に反映する。
・ 業績や成果に関して目標を設定し、責任を明確にしっっ、実際に行われた事業の結果を事後的

にも評価し、これを通じて政策決定、予算、人事評価などに適切にフィードバックしていく。
・ こうしたことによって、目標達成に向けた柔軟で効率的な行政運営を可能とし、行政のマネー

ジメント能力を高める。その際には、適正な行政運営を確保するための監査などが重要となる。

・このような行政運営手法を実現し、国民に対する説明責任を高めるため、情報公開制度などの

定着を図るとともに、公会計制度のあり方についても、発生主義など企業会計的な考え方の活用

範囲や貸借対照表の対象範囲などについての検討を進め、行政コストや公的部門の財務状況を明

らかにするよう引き続き努める。その際、諸外国における発生主義を活用した予算等の実態にっ

いて検討を行う。

（報告書は、http：〃wwwkantei．go．jp／jp／kakugiketteU2001／honebuto／0626keizaizaisei・ho．html

で閲覧可能。）

3．上山信一監訳・監修「行政評価の世界標準モデル」（2001）東京法令出版

4．T？eteY　M．　Se“ge、　F輌f伍Discip孟me：The　Art　and　Practice　of　the　Learning　Organiza　

ti◎n　A9⑨4
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Doubleday　Books（守部信之訳最強組織の法則一新時代のチームワークとは何か）

センゲは、企業が強く存続し続けるには、経営幹部を含めたメンバーが技能、知識、能力を絶え

ず開発する「学習する組織」であらねばならないとする。そのために、5っの習慣づけi自己実

現と自己啓発の意識、且思い込みの排除、垣ビジョンの共有、wチーム学習、　vシステム思考の

必要性を説く。

5．田邊國昭「政策評価の仕組み」『ジュリスト』NO．1161（1999）有斐閣

6．1998年3月閣議決定。サブタイトル「21世紀の国土のグランドデザインー地域の自立の促進と

美しい国土の創造」

7．行政経営フォーラムが1999年11月に行った行政評価に関する全国自治体アンケートでは、行
政評価を導入する目的として、特に1つだけ選ぶ場合、「無駄な事業、補助金の削減」を挙げる自

治体が最も多く、「財政の健全性確保」という行政評価導入の本音が明らかになった。上山・玉村・

伊関「実践・行政評価」8頁
8．東京都総務局IT推進室HP　http：〃wwwtaimsmetro．tokyojp／soumu／it＿hp．n詔

9．馬場伸一「『DNA革命』一行政経営の確立を目指して」国土交通2001年12月号
10．全国市民オンブズマン連絡会議の行う全国（都道府県・政令指定都市）情報公開度ランキング

（第6回）の結果はhttp：〃wwwjkcc．gLjp／6rank／06＿01．htm1で閲覧可能

11。新田洋文「行政測定一特に行政効果の測定について」都市問題（1961年、9月号）33頁。

12．越智通雄・加藤隆司・金子太郎編「PPBSの理論と展開」大蔵財務協会（1971）

13．同133頁

14。同106頁

15．行政管理庁内行政機関等総合調査研究会「地方行政事務事業の総点検解説・資料集」33頁

16．永田尚久同173頁は、自治官僚であった永田尚久氏は、自ら、神奈川県庁に在籍中の1980年
度（1978～79年度は手法の検討）より一部ゼロベース思考を導入した予算編成を行った事例を報
告している。

17．古農文雄「総点検のあり方」『月刊近代行政技報Vo1．1，　No．1』（1975）

18．自治省行政局「地方公共団体における行政改革の概要」（1978）

19．行政管理庁内行政機関等総合調査研究会「地方行政事務事業の総点検　解説・資料集」1頁

20．中村紀一『「広報と広聴」行政学講座3行政の過程』（1976年）東京大学出版会268頁

21．中村同においては、飛鳥田元市長の進める横浜市役所の市民参加にっいて、次第に集会などに

おいて管理的姿勢を強めていく行政と行政を敵視し、大衆団交により、自分達が一方的に作った

確認書を暴力的に認めさせようとする一部市民との対立が次第に激しくなっていき、対立が修復

不可能になっていく状況を紹介している。

22．報告書の内容は、地方自治経営学会編「公・民のコスト比較」（1985）中央法規として出版さ

れている。

23．「みどりのおばさん」は、1959年に寡婦の失業対策として、日雇いの形でスタートしたが、

1965年から正規職員となった。（「公・民のコスト比較」45頁）

24．例えば葛飾区では、55の学校に131人のみどりのおばさんが配置され、1人当たりの経費が

454万円。区全体で、総額5億9535万円の経費がかかっていた。
25．1983年度決算べ一ス

26．同書33頁。「公・民のコスト分析」では、民間と公務員の働き量に大きな差のある原因として、

民間ではごみ収集のような現業職員の給与が能率給（手当）が取られているところが多いことを

あげる。役所では、決められた給与で、やってもやらなくても同じということが、働き量の大き

な差の要因であると分析する。

27．同書28頁は、自治体コスト低減の阻害要因として、①コストを考えない中央省庁の要求、②

市民より党利を優先して組織拡大を図ろうとした政党系議員、③コストを考えない職員や職員組

合があることを指摘する。
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　　　　　　　　　　　　第2部

提言：これからの行政経営改革一NPM改革の必然性

第1章　中央省庁のNPM改革シナリオ

はじめに

　中央省庁の改革については橋本行革でさまざまな取り組みがなされた。だが、果たし

て実態は変わりっつあるのだろうか。本稿では、NPM改革の考え方を手がかりに、ポ

スト橋本行革の時代の中央省庁の経営改革を提案する。

　NPM改革とは、平たくいうと民間企業の経営手法を政府に応用するというものだが、

そこには2つの意味がある。第1は、政府の運営方法そのものを変えていくこと、そし

て第2には、変えるプロセス自体にも民間企業の経営改革の手法を取り入れるというこ

とである。しかし、後者についての文献は少ない。各国の改革事例についても、実際の

ところ誰がいつ何をどう工夫してやったのかがよくわからない。われわれが海外事例を

聞いてピンとこない原因は、おそらくここにある。

　そこで本稿では、民間企業の経営改革の手順をヒントに中央省庁の改革を考えたい。

というのは、筆者はこれまで経営コンサルタントとして、14年間に大企業20社の構造

改革を手がけてきた。その知識を念頭に海外の政府関係者にインタビューした結果、

「NPM改革のプロセスは企業の経営改革プロセスと変わらない」という確信を得た。

経営改革の基本技というのは、官民の枠を超えた共通のものだ。そういう意味で、まず

は企業の経営改革の基本パターンからみていきたい。

1．経営改革とはどういうものか

　経営改革とは、文字通り、企業の活動の根本のあり方、つまり仕事のやり方やお金の

使い方を抜本的に見直し、存立基盤を再確認する作業である。従って、常時取り組むも

のではない。常時やるのは“業務改革”である。現場の職員は、とかく日々の些事に追

われて終わる。経営者は、そこを踏み越え、いずれやらねばならない懸案に早めに取り

組む。これは業務改革であり、経営改革とは別物だ。

　経営改革では、株主の立場から企業（政府）の「価値」を再確認する。つまり、そも

そもこの事業は必要か。自力で当社は生き残れるかといった自らの存立基盤そのものを

見直す。英語で“Restructuring”といわれる所以である。ちなみに、日本語の“リスト

ラ”というのは単なるヒト減らしや組織のスリム化に使われる。だが、英語の本義は、

まさに事業と組織の構造を改革することをいう。日産がルノーの傘下に入って関係会社

の整理も含めた事業構造の改造をする、あるいはソニーが銀行業を始める。これらは、

経営改革の一例である。

　さて昨今のわが国の行政改革はどうか。残念ながら企業でいう業務改革レベルのもの

でしかない。省庁再編、独立行政法人化、地方分権などは派手で、素人目には経営改革
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に見える。しかし、仕事のやり方や予算の使い方はほとんど変わっていない。

　さて民間企業の経営改革は、どうやって進めるのか。1っ目は、「課題の分析と構造

化」である。これは組織の置かれた現状を客観的に分析し、課題を整理し、立体的に整

理する。’2つ目は、「個別プロジェクトの推進」である。これは文字通り、個別課題に

ついての問題解決とそこから出てきた解を実際に試し、妥当性を検証する作業だ。3つ

目は「チェンジマネジメント（Change　Management）」である。これは、個別プロジ

ェクトとその後の実働部隊の実践活動の全体のオーケストレーションだ。具体的には、

全体の改革工程表を作り、たくさんのプロジェクトを進行管理する。いわゆるIR（イン

ベスター・リレーションズ）とPR（パブリック・リレーションズ）も重要だ。　IRは株主

と証券アナリスト、格付け機関、メインバンクを対象とする。PRは、地元自治体、マ

スコミなど様々なステークホルダーへのコミュニケーションと折衝ごとである。

①課題の分析と構造化

　経営改革の第一歩は現状分析から始まる。戦略と組織運営上の問題点を数字と事例で

収集し、分析する。よくやるのは、全職員への無記名アンケートである。質問項目はシ

ンプルだ。　「あなたが仕事をやるうえで、困っている事は何ですか」、そして「ほんと

うはこうしたらいいと思う改善案を上げてください」。これだけだ。職員は何が問題か、

大体わかっている。これだけで、組織が抱えている症状は8割方わかる。同時に財務情

報、生産性データを分析する。どこでコストがかかり、どの売上が伸びているか。価格

はどう推移しているか、といったことである。次はデータをもとに経営幹部と討議をす

る。表面的な現象の背後にある本質的な課題が浮かび上がる。例えば、職員アンケート

のレベルで「現場若手の士気が低い」ことの背後には管理職の過剰配置と人事の停滞の

問題があるとか、　「研究開発が遅い」ことの背景には、営業部門からの情報提供の不足

があるといった真相がっかめる。

②個別プロジェクトの推進

　経営課題が絞り込め、それぞれの課題がどのように絡みあっているか見えたら、次は

それらを要領よく解くための個別プロジェクトを設計する。だが、ここでよくある失敗

は、現状分析で出てきた現象をそのまま個別プロジェクトのテーマにしてしまうことだ。

　例えば、　「顧客の苦情への対応がへた」という現象が顕著だとする。そこで苦情処理

係の4人に「苦情処理改善プロジェクト」を命じる。しかし、効果はほとんど見込めな

い。まず、そもそも現在、きちんと仕事が出来ていない当事者だけで改善計画が立てら

れるはずがない。また、原因の掘り下げが足りない。ひょっとすると苦情は関係部門に

伝えているが、そこの対応が悪いせいかも知れない。あるいは、苦情対応をしても工場

や配送係では何も評価されないという業績評価体系の問題があるかもしれない。　「苦情

処理」だけの問題ではない。このように原因は深く掘り下げる。複数の原因を関連付け、

解決の難易度や人材の手当てなども考慮して個別プロジェクトは設計する。周到すぎて

もいけない。ある程度の目星をつけて、後はやってみる。数ヶ月でやってはつぶし、ま

たトライし、という機動性も必要だ。
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　ちなみに、ここでいうプロジェクトというのは、どういうものか。これは、全部で何

十もある事業部門のそれぞれの中期戦略の見直し、あるいは全社の財務戦略、IT戦略、

人材マネジメント戦略の見直しなどといったテーマごとにつくる。プロジェクトチーム

のメンバーは様々だ。担当セクション中心のこともあるし、むしろ全社から公募すると

きもある。専任チームもあれば兼務ばかりの連絡会的なものもある。

　個々のプロジェクトは、①課題の分析、②解決策の提案、③実践、④進捗チェックと

モニタリングという段取りで進める。数人のプロジェクトチームを編成し、現行組織の

様々な制約や前提条件を取り払い、事業と組織のあり方を客観的に見直す。解決策はい

くつかの選択肢で提案する。担当セクションも交え、経営者が裁断を下す。担当部門の

意向はもちろん尊重するが、全く異なる判断を下すこともある。方針を決めたらたいて

いの場合は実験をする。よい結果がでたら全面採用となる。このように次から次へとい

ろいろなプロジェクトチームを作っては解散する。全部がうまくいくものではない。だ

が、試行錯誤するうちにだんだん、組織と人のスキルが高まり歩留まりも上がっていく。

③チェンジマネジメント

　個別プロジェクトの動静を見ながら、全体を指揮していくことをチェンジマネジメン

ト（変革のマネジメント）という。経営改革とは、個別プロジェクトをうまく組み合わせ、

組織全体に自律的な改革への運動法則を埋め込んでいく作業だともいえる。ここで、大

きな役割を果たすのが「改革工程表」である。これは、横軸に時間軸、縦軸に変革の対

象を並べたマトリックス構成の図だ。経営改革の全体像がこれ一枚でただちにわかる。

福岡市役所の経営改革、DNA2002計画の改革工程表の例を図1に掲げた。これらは、

経営改革の設計図である。たった1枚のこの図をっくるために、普通は最低でも2ヶ月

の時間をかけて、課題の分析と構造化をするのである。

　さて、経営改革プログラムの全体はチェスのゲーム展開のようなものだ。個別プロジ

ェクトは駒にあたる。駒はたくさんあるが、どれから動かすか、間合いなどが大事だ。

駒を動かしながら少しずつ陣地を取っていく。すべての駒がうまく進むとは限らない。

だが、全体として前に大きく進んでいればよい。そして、一定の閾値を越えたとき、改

革はテークオフ（離陸）し、逆戻りしない状態になる。急ぎすぎも、間延びもよくない。

なぜなら、組織に大きな負荷をかける。職員を不安にもさせる。まずやると決めたら社

長から組織内外に改革への決意と方針を発表する。そして、できるだけ短い間にトップ

ダウンで決めるべきを決め、後は各部門に自律改革を促していく。成否の鍵は、いかに

個別プロジェクトをうまく切り出し、タイミングよく取り組める体制を作るかだ。なぜ

なら、改革の担い手は、結局、現場の職員である。経営者にできるのは環境整備でしか

ない。

　経営改革は、当初は2年ほどの計画のことが多い。そこから先は、日常の業務改革と

して各職制に任せ、当事者が学んだ手法を駆使して自律展開していく。筆者の経験では

大企業の場合、キックオフから半年でだいたいの成否の見極めがつく。その頃までには

個別プロジェクトのうち2、3について成功の目処が立ち、改革に向けての経営トップの
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図1 DNA2002計画20004～023の実行スケジュール　▲本格導入
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采配ぶりも板についてくる。さらに半年が経ち、目に見える成果（新しいやり方での売

上増など）がでてくると後は、加速、拡散する。だが、それまでは、とにかく綱渡りの

状況が続き、経営トップとその補佐チームは毎日、真剣勝負の連続だ。

2．なぜ、今までの“行革”ではダメなのか

　ここで、経営改革と今までの“行革”の違いを整理したい。なぜなら、わが国では従

来の行革の導入プロセスを前提としてNPM改革を語る向きが多い。あるいは、　NPM改

革を既存の行革のなかの単なる一手法と捉える場合もある。これは完全な誤りだ。こう

した発想がNPM改革を骨抜きにしかねない。そこでNPM改革の理解のためには、新

たな知識の習得よりも学習棄却（アンラーニング）から始めたいのである。

　これまでのわが国の行政改革には「経営を変える」という発想があまりにも欠けてい

た。行政改革は、これまでにも何度も行われてきた。制度、組織、機構という面では、

特に過去10年で目覚ましい変化が起きた。成果も出ている。しかし、仕事のやり方や予

算の使い方はさほど変わっていない。一方、財政赤字は拡大する一方で、国民が公務員

に抱く信頼感も低下したままだ。こうしたなかで「官から官へ」　「国から地方へ」とい

う理念は、大方の支持を得ているものの、具体論となると民営化や地方への税財源の移
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譲の問題など、議論ばかりで目処すら立たない。これが、中央省庁の経営の現状である。

　従って、おそらくもっと大胆な制度改革が必要だ。しかしそれは急には進まない。そ

こで、制度改革をあてにせず、まずは現行の組織と制度の枠内で可能な限りの改革に取

り組む必要がある。そのための方策がNPM改革なのである。ただし、主眼は制度の改

革ではない。NPM改革の主眼は、職員一人一人の行動様式と発想を変えることである。

それを通じて個々の補助金、許認可、政策立案の判断と意思決定を具体的にミクロのレ

ベルで変えていく。その上で、いよいよ制度改革や権限、組織の手直しなどに手をつけ

ていく。

　このようなNPM改革は、これまで世間の注目を集めてきた橋本行革などの“行革”

に比べるといかにも地味だ。マスコミ受けしないし、政治家も意義と必要性をなかなか

理解しない。しかし、“行革”による制度の見直しは、形の整備でしかない。中身の改

革こそが、本当の改革であり、そのためにNPM改革が必要なのである。

　先ほど経営改革は、①課題の分析と構造化、②個別プロジェクトの推進、そして③チ

ェンジマネジメント、の3つの作業から構成されると説明した。政府のNPM改革の場

合も、この流れは変わらない。そこで、この3つに注目して今までの“行革”とNPM

改革の違いを浮き彫りにしてみたい（図2）。

図2
これまでの行革の問題点とNPM改革の必要性
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（1）行革の問題点（その1）：課題の分析と構造化の段階

　課題分析段階での問題点

　対象が何であれ、改革をしようというならば、最初に課題を徹底的に洗い出す。これ

が常識だろう。だが、これまでのわが国の“行革”ではこの作業が徹底されなかった。

正確に言えば、みんな薄々何が問題かはわかっている。その暗黙知を前提にいきなりビ

ジョンづくりや改善策の立案に走ったのである。これは政府全体の行革であれ、一省庁

の改革であれ、同じ傾向だ。本来は全体診断のなかで問題点を徹底的に洗い出し、定量

的に分析する。結果を組織の内外に公開し、幅広い議論を喚起する。そうすることで問

題の多面的な解析ができる。当事者の思い込みも修正されていく。しかし、わが国の行

革では、この過程を端折ってきた。ことを荒立てたくない、あるいは済んだことは水に

流すという発想からくる悪しき慣習だ。

　これが端的に現れるのが、行革大綱の構成である。最初に「環境分析」がある。本来、

ここでSWOT（strength，　weakness，　opportunity，　threat）分析がなされるべきだ。だ

が、多くの場合、未曾有の不況や国際化、IT化などのマクロトレンドが並ぶ。そして、

いきなり「あるべき姿」の夢物語に飛躍する。その後には、極めて抽象的な「○○の推

進」、「△△の拡充」といった交通標語のような文言が続く。まるで、改革をするのは、

マクロトレンドのせい、といった書きぶりである。ほとんどの場合、定量分析はない。

あっても、財政赤字を訴える程度だ。要するに、なぜ改革なのかという原点がいっこう

に整理されていない。

　改革プロセス（改革工程表）の問題点

　改革工程表は、既存の組織と仕事のやり方をいかに変えるか、いかに経営するかとい

ういわば“HOW”の改革についての作戦だ。ビジョンや構想とは違う。後者は、最終的

にいかにありたいかという改革の“WHAT”に関するものだ。もちろん改革には両方が

必要だ。しかし改革の初期には後者を精緻に詰めるよりも前者の見通しを早く立て、さ

っさと実験したほうがいい。ところが、これまでのわが国の行政改革は、おしなべて後

者の検討に異常なまでのエネルギーと時間を費してきた。即ち、「21世紀の政府の役割」、

「この国のかたち」、「成熟社会の国家像」といったおそろしく抽象的なテーマについ

て著名人を集め延々と議論する。しかし、これは経営改革という意味では、あまり意味

がなく、臨戦体制をとるべき現場を逆に遊ばせる（待たせる）という意味で有害ですら

ある。

　なぜなら、第1にビジョン作りは、目の前の問題の解決に寄与しない。第2に、成熟

社会においてビジョンや長期計画という手法の有効性が疑わしい。右肩上がり、キャッ

チアップの時代の遺物、あるいは社会主義、計画経済の呪縛の産物だ。現に先進企業で

いまどきビジョンや長期計画に力点をおいているところは皆無だ。ビジョンや構想など

は、大体の方向性を決めておけば十分だ。それよりも変転する現実の背後にある法則を

鋭く洞察できる人材作りのほうがずっと重要だ。そして彼らは、具体的な改革プロジェ

クトの遂行の中でしか養成できないのだ。

　これまでの行革の改革シナリオ作りのもう一っの欠陥は、個別プロジェクトのテーマ
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の切り出しがおよそ実践的でなかったという問題である。これまでの行革では、「地方

分権」　「省庁再編」「特殊法人改革」「公務員制度改革」などが個別プロジェクトとして

切り出された。これらは、確かに重要な課題だ。だからといって問題解決のための実践

的な個別プロジェクトのテーマとしてふさわしいとは限らない。

　例えば特殊法人問題。確かに重要課題だ。しかし、特殊法人というものは、特殊な経

営形態の法人を総称する概念でしかなく、いわば「その他法人」と言っているの同じで

ある、全体として似たような問題を引き起こしているように見えるかもしれないが、十

派一からげにしていては、深い分析も出来ないし、ろくな解決策も出てこない。その典

型が「廃止か民営化か」という二者択一論だ。総理の政治的な決意の表明という意味で

は、筆者も共鳴する。しかし、特殊法人は、その存在や経営形態自体が問題なのではな

い。そこに析出する財政投融資や無駄な公共事業、そして不良債権が問題なのであり、

組織よりも資金と事業の動きのほうが問題なのだ。だとすれば、個別プロジェクトはむ

しろ、　「公共事業系法人のガバナンス」や「財投資金の特殊法人への投入基準」などを

切り口に編成すべきである。

　このような行革における個別プロジェクトの切り口は小泉政権になってずいぶん工夫

されるようになった。　「道路関係4公団」や「郵政公社民営化」などに照準を定め一点

撃破していこうという戦略性も見て取れる。しかし、今のところは、まだ数年先を見据

えた改革工程表の枠の中での個別プロジェクトの設計と配置ができていない。直感と即

興に頼っているようなところがあり、今後のバージョンアップが必要だ。

（2）これまでの行革の問題点（その2）：個別プロジェクトの段階

　先述のとおり、経営改革において個別プロジェクトとは現状分析から解決策の立案、

そして実践、進捗チェックまでの一連の過程のことをいう。これに照らすと、これまで

の行革における個別プロジェクトはそもそも「プロジェクト」とは言いがたい。これま

でのプロジェクトとは、審議会を開き、答申書を渡すまでを指した。その後の実験や実

施状況の管理こそが改革だという意識は希薄だった。これは、民間企業の感覚からすれ

ば驚くべきことだが、仕事の成果は文書であるという官僚制の常識に照らせばさほど不

思議な現象ではない。つまり実体上の成果を出すことよりも、書類の作成と予算の消化

が優先されるのである。改革の担い手は、従って現場の執行部門ではない。審議会と事

務局であり、従って文書作成とともに改革のための予算も組織もなくなる。できあがっ

た答申や提言は閣議決定や法令の形でオーソライズされる。そこまでいけば、もはや実

施されるのみだ。なぜなら官僚組織においては、オーソライズされたものは必ず実施さ

れる。官僚組織には誤りもサボタージュもあるはすがないからである（行政の無謬性の原

則という）。従って、進捗状況をチェックする必要性も想定しない。文書がオーソライズ

されたら、実施されたはずということになる。現に各省庁は体裁を整える。例えば「顧

客サービスの徹底推進」という閣議決定がなされたとする。すると各省庁はいっせいに、

「顧客サービス推進室」の設置の組織要求、予算申請、そして推進要綱の策定に走る。

そして、それが終わったら「実施済み」とされるのである。

　さらに、プロジェクトの答申は、それが出た後に現場組織からの合意を得るための調
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整がなされる。これが、実はつまみ食いを許す。原因は上意下達型のプロジェクト運営

のスタイルにある。多くの場合、現場職員のヒアリングを徹底する以前に行革担当部局

や審議会で上から改革方針が決められる。それが全省庁、全部局に一律的に適用される。

もともど全部門にあてはめるつもりで作られる方針だからどうしても抽象的になる。例

えば、　「政策の意思決定過程については、できるだけ透明性を高め、積極的な情報公開

に務めること」といったものだ。いいことが書いてあるが、交通安全標語のようなもの

であまり役に立たない。

　このことが逆に、方針の解釈や運用、実行の仕方をすべて、各省庁、各部局に委ねる

という結果を招くのである。この過程での“つまみ食い”を防ぐ手立てはない。なぜな

ら、先ほど来の官僚制のもとでは上からの通達は必ず実施されるという前提があるから

だ。ひょっとして、あの省は骨抜きにするとか、あそこの局長は何もしないだろう、と

いった邪推は許されない。通達を出したとたん、「鋭意取組中」ということになる。そ

して時が経過すれば現実とは無関係に、「実施済み」と処理される。どこにも悪気はな

い。だが、恐るべき形式主義である。かくして、行革のもとでの個別プロジェクトは、マ

ンパワーと時間を投入する割に、大きな成果を生まなかった。

（3）これまでの行革の問題点（その3）：チェンジマネジメントのレベル

　先ほど述べたとおり、これまでの行革では、答申や提言作り、そしてその後の法令や

制度、組織の手直しまでを改革と捉えていた。そもそもチェンジマネジメントという概

念が意識されない。　「経営改革」のプロセスを管理しようという自覚もない。

　しかし、NPM改革の目的は、そもそも手続き志向から成果志向へと行政機関の行動

様式を変える点にある。従ってNPM改革に着手するということは、実質的な成果を求

め、チェンジマネジメントをやり始めることになる。逆にいうと、今までの行政改革は

成果を求めてというよりは、改革の手続きに追われていた。皮肉なことにNPM改革の

対象は、まさにこのような既存の行革の姿なのである。っまりNPM改革とは、実は既

存の行革自体を否定し、改革していくという営みなのだ。

　もっとも、過去10年を振り返ってみれば、平均約10ヶ月で政権が交代した。この状

況のもとでは、そもそもチェンジマネジメントはむずかしい。年商数千億の企業の改革

にすら2年の期間を要する。巨大な政府の改革には数年のチェンジマネジメントの計画

が不可欠である。政権交代が変わっても継続するためには、広くNPM改革の必要性を

国民に訴え、さらに法制化（NPM改革推進基本法の制定）などの国民的な合意の仕組

が必要だろう。

3．中央省庁のNPM改革の内容

　次に、NPM改革の中身の検討に入ろう。まず、今の中央省庁になぜNPM改革が必

要なのかを確認する。次に、改革シナリオを設計する際に考慮すべき4つの「場の力学」

について説明する。その上で4つの改革メニューを提示し、それぞれの詳細を述べる。
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（1）なぜNPM改革が必要か

①生産性と政策、サービスの質の低下

　そもそもなぜ「NPM改革」が必要なのか。それは、政府の仕事ぶりと予算の使い方

がともに生産性が低いからである。生産性とは、労働力と資本の2つの要素で構成され

る。それを上げる方策は、一っはどこにどれだけの量を投入するか（あるいは、しない

か）という投入判断を正しくするということである。そしてもう一つは、投入された資

本（予算）と労働力（人員）がどれだけ効率良く、しかも意味のある働きをするかとい

うことで決まる。前者を決めるのは政策判断、そして予算と人員の配置である。後者を

決めるのは、現場の士気、そして作業効率を高めるためのきめ細かな改善運動の展開や

動機づけである。

　生産性に加え、政策やサービスの質の改善の余地も大きい。目に付く問題を列挙すれ

ば、90年代後半の旧厚生省、旧大蔵省の汚職事件以来、最近の外務省に至るまでの一連

の不正行為。それから、依然、透明性に疑問があるODAや公共事業の予算配分の問題、

阪神大震災の際に明らかになった危機管理体制、さらには外交、金融などの政策立案能

力の低下などがある。

　問題は山積みだが、これらの現象の背後にある原因は複雑だ。マスコミ報道では「首

相の統率力の不足」　「大臣の能力不足」　「官僚の私利私欲追求」といった話に傾きがち

だが、ことはそれほど単純ではない。

　政府の機能低下の原因としては、以下のようなことがあげられる。

　・　組織が巨大化、複雑化し、世の中の変化にあわせた敏捷な意思決定ができなくな

　　　った。

　・　予算や基本方針を決める上で必要な情報が現場から上がってこなくなった。ある

　　　いは、本省の情報処理と分析立案能力が限界をきたし、政策に反映されない。

　福祉や教育など、かつては全国一律で決めればよかった政策が、今や地域別、場合に

よっては個々人のニーズを見て決めなければならなくなった。従って自治体に権限と予

算を渡すべきだが、依然、中央集権の仕組みが残っている。そのため国も自治体もとも

に機能低下に陥った。

　先端的な社会問題、特に環境問題や教育問題では、政府自身による問題解決の限界が

明らかになりっつある。NGOやNPO、さらに企業や市民団体などが政府を凌駕する情

報量と行動力を持ってこのような問題に取り組みはじめ、人々の期待を集めている

　政府の機能低下は、このような要素が複合的に重なりあって起きている。分野によっ

ては、民営化が有効だ。しかし、そうもいかない分野が多い。だとすれば、政府の機能

回復を図るしかないのだが、それは総理や大臣のがんばり、官僚の意識改革程度ででき

るものではない。

　民間から優秀といわれる人材や優れた経営者を政府に登用しても、多くの場合、結果

は大きくは変わらない。これは指導層のヒトの能力の問題ではない。組織の機能低下の

問題なのである。現に大多数の議員や官僚は、決してマスコミが批評するほど無能では

ないし、使命感も高い。個人は優秀であるにもかかわらず組織としては著しい機能低下

に陥っている。先進国に共通する近代官僚制の末期症状である。従って、それ自体が近
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代官僚制の申し子的な従来型の“行革”では決してこの問題は克服できない。異なる原

理、逆転の発想からのアプローチが必要だ。それがNPM改革だ。

②経費節減、赤字減らしの呪縛を超えて

　なお、NPM改革というと大胆に民営化をし、サービスの水準を下げ、とにかく財政

を健全化することだと早とちりする向きが多い。英国やニュージーランドのNPM改革

について、こういう批判があるのは事実だ。しかし、これは決してNPM改革の本質要

素ではない。

　まず、サービスの質と効率化の問題だが、確かに社会通念上は、効率化イコールサー

ビスの低下と思われている。労働組合などが合理化反対の論拠として掲げるのもこのロ

ジックだ。しかし、現実は必ずしもそうではない。合理化によって生産性が上がった余

剰分が「より良いものをより安く」消費者に提供する原資に使われる場合が多い。航空

運賃やCDの価格がどんどん下がっていったのはその例だ。確かに安いものは、質が悪

く、高いものは質がいい。しかし、生産性は価格とは無関係である。非効率な作られ方

をした高級品もあれば、効率よく作られお買い得という低価格品もある。前者のバリュ

ー フォーマネーは低く、後者は高い。NPM改革でサッチャーは、バリューフォーマネ

ーを追求するといったが、それはこういうことなのである。

　よくある誤解の2つ目は、財政赤字への対処策である。財政赤字はNPM改革にとっ

ての大きな経営課題の一つだが、これはほかの問題とセットでしか解決できない問題だ。

NPM改革では、政府全体の改革が進み、その結果、民間経済の活性化への貢献を期待

する。そうでなければそもそも税収は伸びない。同時に政府の生産性を上げ、出費も抑

制する。相乗効果で財政赤字は圧縮される。NPM改革では、一律的な予算削減などの

手法はとらない。生産性を上げるためなら投資もする。成果志向とはそういうことであ

る。単に思い切って予算を削るのは、民間企業的でもNPM改革でもない。

（2）場の力学の分析

　NPM改革の目的が整理できたら、次は現状分析だ。特に重要なのは、先ほどの得た

ような表層に現れている問題の底流に流れている大きなマグマを捉えるということだ。

経営分析の世界では、この作業を「場の力学分析（forces　at　work　analysis）」と呼び、極

めて重視する。なぜなら、これを無視して、経営改革はできないからである。場の力学

の分析は、ヨットレースにおける風向と潮流の分析のようなものだ。流れを利用できる

なら乗る。乗れないなら、避ける。

　例えば製薬会社の場合、場の力学としては、遺伝子解析の動向、成長市場である中進

国の人口動向と所得水準の伸び、そして国際的な買収提携の動きが重要だ。いずれも自

社だけでコントロールできる要素ではないが、先読みの良し悪しで業績に大きな差がっ

く。経営改革は、こうした場の力学をうまく取り込むように展開する。

　中央省庁の改革のシナリオ作りの場合に留意すべき場の力学は4つあるように思う
（図3）。
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　第1の力学は「第3者政府化」の動きである。「第3者政府（third　party　government）」

というのは米国の経済学者レスター・サロモンが唱える概念で、現代の政府の仕事は政

府の組織内部だけで完結しないという洞察である。確かに政府の仕事と予算の大半は、

企業やNPOへの業務委託や自治体への補助金付与、銀行経由の債務保証など第3者経

由で実行される。政府が自らやる業務は限られる。日本でも状況は同じだ。だとすれば

中央省庁の改革とは、実は自治体や特殊法人、公益法人の改革とセットでなければなら

ない。第3者政府化はこれからもますます強まる。だとすれば、政府のNPM改革は、

政府の外の機関にNPM改革をいかに徹底させるかということとセットで設計しなけれ

ばならない。

　第2に注目すべき力学は、「政府のガバナンスの揺らぎ」である。まず議会、内閣、

政府の3者の足並みがそろわない。その結果、政府（官僚組織）としては、現状を少し

ずつ手直しし、その場を凌ぐ政策しか打ち出せない。これは、特に連立政権になって強

まった。さらに言えば、与党、そしてその中の最大勢力の自民党、さらにその中のリー

ダーである自民党総裁（総理）の3者間の意思も一本化されていない。総理の意向が与

党主流派の意向と一致しない。さらに連立政権という要素も加わり、閣僚の意向がまた

一致しない。以上あげた各勢力の意向が一致しないどころか、それぞれが微妙な差異を

主張し、そのことで政治力を発揮しようとする。なかなかすんなりと物事が決まる時代

でなくなった。

　企業の場合、社長に全権が集約されている。もちろん株主や他の取締役のチェックが
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入るし、社長が解任されることもある。しかし社長に全権が集約され、取締役会でほと

んどのことが決まる。議院内閣制のもとでは、かつてサッチャー首相がそうであったよ

うに大統領制の国よりも総理の権限が強いはずだ。だが政権交代の可能性が少ないわが

国では、＾連立与党内で総理とそれ以外の勢力の間で繰り広げられる。このような不安定

な政権基盤のもとでは、中央省庁はどこからも睨まれない線でことを進めようというこ

とになる。要するに、総理は中央省庁の「社長」というほどの権力を持たない。各大臣

のリーダーシップも限られる。政府全体のことであれ、省庁内の改革であれ、トップダ

ウン型の改革モデルは期待できないのである。

　第3の力学は、　「政府の相対化」の動きである。日本には、しばしば「行政依存人」

と「経済自立人」の2種類がいるといわれる。前者は、公共事業推進派に代表され、政

府と国家を同一視する。また政府はアプリオリに自分たちを統治する存在だと思ってい

る。財政赤字のつけは、増税であれ、なんであれ国民が負担するしかないと考える。財

政赤字のしわ寄せで年金が削られても仕方がないと考える。ところが、後者の「経済自

立人」は政府をもっと相対化して考える。政府のパフォーマンスが悪ければどんどん小

さくすればいいし、民間経済の景気対策など政府にできるわけがないと考えている。中

央省庁といえどもその辺の会社と同じ存在でしかない。前者から後者への考え方の転換

がサッチャー改革に代表される新保守主義、新古典派の改革である。そこではwelfare

からworkfareへの転換に代表される福祉国家体制の放棄がなされ、ケインジアニズム

からマネタリズムへの転換が図られる。こうした動きを政府の相対化という。これは、

もちろんNPM改革を加速させる。ただし、わが国の場合、まだその動向は見えない。

NPM改革は「政府の相対化」とセットで政治的に強引に進めるべきか、むしろそれと

切り離し、政権交代に左右されない継続的なものとして進めるかは、判断のしどころで

ある。

　第4の力学は「中央と地方の間の利益配分」の問題である。先進国の政府というもの

は、国家としての統合を図り秩序を維持するために、常に辺境の地に利益配分をしてき

た。米国の経済哲学者ジェーン・ジェイコブスは、欧州では社会福祉制度を通じて、米

国では軍産複合体を通じてそれが行われてきたという。わが国の場合はどうか。公共事

業である。公共事業には中央の政権による周辺地域の統治手段という性格がある。富を

いったん中央に集中させ、それを地方に移転するプロセスのコントロールを通じて中央

政府は権威と権力を維持する。ところが、分配の原資がなくなりつつある。また中央か

らの集中制御の仕組みが非効率になった。だからNPM改革によって、ファイアンスも

分配も地域に分権化する必要がでてきた。この変更は経営効率上は正しい。だが、統治

秩序の維持という意味では中央政府からは支持されない。なぜなら、自らの権力基盤を

揺るがすからである。これは利益を中央が分配するのか、むしろ地域に委ねるのかとい

う国家権力のありかを巡る問題である。NPM改革が予定する地域への分権化は、権力

闘争に関わる問題なのである。

（3）NPM改革の基本メニュー

　NPM改革の目的と場の力学を甚↓酌するとわが国中央省庁のNPM改革には、4つのメ
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ニューが必要だと思われる。すなわち①局単位の価値提供システムの改革、②ボトムア

ップからの制度改革、③予算編成プロセスの分権化と集権化、④公共事業の地域分権化

である。それぞれは、さらにいくっかの個別プロジェクトから構成される。全体がテー

クオフ（離陸、逆戻りしない状態にまで持っていくこと）するまでの期間は約4年と見込

む。以下、それぞれについて見ていこう。

①局単位の価値提供システムの改革

　NPM改革を進める基本単位は、個々の省庁でも、政府全体でもなく、各省庁の「局」

とすべきだ。対象は、事業・サービス・政策を設計し、遂行するまでの「価値提供システ

ム」の端から端までを対象とする。具体的には、中央省庁の局毎に事業戦略を見直す。

その際には、法令で定められた業務をしているかとうかではなく、顧客の満足度

（customer　satisfaction）や職員の満足度（employee’s　satisfaction）を調査する。戦略的

な判断を加え、そもそもこの局の使命は何か、達成目標は何かを再確認する。最終的に

は、年度別、そして3～5年先の戦略目標を設定し、自治体や特殊法人などの実施機関も

含めた関係部門全体に目標管理を徹底していく。これが、　「局単位の価値提供システム

の改革」である（図4）。

図4 1局別の価値提供システムの改革
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　改革の基本単位というのは、改革の初期の段階で現状分析や戦略の見直しをする時の

対象のくくり、範囲といってもよい。この基本単位ごとに行う現状分析は、先述の「個

別プロジェクト」の一つでもある。こうした現状分析を経て出てきた課題を整理し、さ
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らに組織横断的な個別プロジェクトを編成していく。企業改革の場合、改革の基本単位

は、たいがい事業分野（例えば電機メーカーであれば、白物家電、AVといったくくり）

ごと、もしくは管理機能（財務、人事、広報など）ごとである。

　いままでの中央省庁の行政改革では、改革の基本単位は、政府全体もしくは各省庁だ

った。だが、省庁というのは余りにも多くの事業を抱えすぎている。分析単位としても

課題解決の単位としても大きすぎる。おまけに、省庁再編の結果、総務省のような巨大

組織ができた。一方、事業に着目すれば、局単位で現状を分析し、戦略を考えるのが良

い。

　ちなみに局単位とはいっても改革の対象は、霞ヶ関の省庁内の局に限らない。全国各

地の地域機関（いわゆる出先機関）はもとより、自治体、特殊法人、公益法人など実質

的にその局の仕事をやっている機関をすべて改革の対象とする。これは、NPM改革で

は、事業・サービスを提供する側の組織のくくりよりも、その受け手の側に立った「価値

提供システム」に沿った改革を考えるからである。

　「価値提供システム（value　delivery　system）」というのは、事業を営む上で必要と

なる一連の作業の端から端までの流れをいう。例えばメーカーの場合、最初に研究開発

があり、次に原料を買ってきて、工場で作る。営業し、売った後はアフターサービスで

ある。経営とは、傘下の組織を管理することではない。価値提供システムの全体を円滑

に動かし初めて経営といえる。この原則を中央省庁に当てはめると、改革の対象として

は自治体や特殊法人、公益法人も含む。先述の第3者政府（third　party　government）化

の実体を反映する。

　そもそもNPM改革とは、タテマエの書き換えではなく、実質を変えるものであり、

実質を担う組織の行動様式を変えなければならない。本省組織の中でいくら改革を唱え

ても無意味だ。実施機関の協力が不可欠だ。そことは対等な立場で知恵を出し合い、い

っしょに新しいやり方を実験する。相手によって、実験の中身は変える。例えば都庁に

は事業の一切を任せてしまう。一方、人手に余裕のない田舎の県では国が直接、補助金

審査までやり、結論だけを協議する。マーケットの実情に合わせて臨機応変に事業のや

り方を工夫する。最もいいやり方が最終的に全体に広まるはずだが、例外処理の地域や

対象分野もあってよい。結果として一国複数制度となってもいい。当事者同士がその都

度合意して決めればよい。

　局毎の価値提供システムの改革は事業計画や予算にも反映される。従って、ある程度、

各局に共通の作業を要求することになる。その内容は、第1に局の置かれた現状の分析

（SWOT分析、　CSとESの調査）、第2に戦略計画（strategic　planning）の策定、第

3にパートナー（局外の実施機関）との目標の合意といった流れになるだろう。作業として

は、パートナーも交えた現状分析に6ヶ月、戦略計画づくりに6ヶ月、そして実験とパ

ー トナーを含む機関との目標設定に数ヶ月といったところだろう。なお、現状分析のあ

とすぐに、TQC活動なども展開し、これは続けていく。

②ボトムアップからの制度改革

　これは、従来の行革とは180度逆のアプローチをとる。従来の行革では、最初からど
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の制度を変えるかということが上層部で決められる。そして、審議会や研究会が組織化

され、事務局が書いたシナリオに沿って検討を進める。最終的に決まった方針が現場に

降ろされるという順序だった。

　ここでは、そのアプローチを逆にする。まず、現場の各部署（ここでは先ほどのパー

トナーも含む）で職員がおかしいと思うこと、こうしたらいいと思う提案をまず募集す

る。アンケートや提案制度を駆使し、具体的な問題を掘り起こす。課題が出てきたら、

現場の各部門でTQC運動を展開する。小さな改善ができたら、さらに大きなテーマに

自主的に取り組む。こうして自分たちの部署だけでできることは、どんどん改善に移す。

出てきた問題も改善の成果もどんどん情報公開していく（図5）。

図5 2ボトムアップからの制度改革
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　この際に大事なことは、世間の支持を背景に、庁内の理不尽な規則や規制の緩和を図

ることである。やがて、制度の壁にぶつかる。そうしたら、経営トップに訴え、　「本件

だけの特例」を設けてもらう。いったん制度に風穴を開ければ後は簡単だ。前例横並び

主義の官僚組織の慣性を逆に利用し、新しいやり方がデファクトスタンダードになる。

これが、ボトムアップからの制度改革だ。

　福岡市役所の場合は、各課、各施設単位でのボトムアップの改善運動をやった。やが

て予算・会計規則、そして人事制度や慣行が障害となる。組合との関係や各種協定も障

害になった。こうした制度の壁は、トップダウンで取り払うしかない。そこで「プロポ
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一ザルチーム」を設けた。これは課長クラスが兼務で務める委員会で、現場から上がっ

てき制度改革の提案を、次々に調査し、いきなり市長、助役クラスで構成する経営トッ

プ会に提案する。従来は人事関連は人事課で、また予算関係は財政課でまず検討という

のが常識だった。ところが、今回はいきなりトップに上げた。担当部門に協議すれば現

行制度を維持することになりがちだということがわかっていたからである。この仕組み

で処理できる案件の数は少ない。しかし、示威宣伝効果が大きい。管理部門の態度が変

わった。　「できない理由」を捜すという従来の態度から、むしろ「どうすれば変えられ

るか」を現場といっしょになって考えるという姿勢に変わった。

　ちなみに職員から上がってくる提案は、当初は、福利厚生や人事関係など内向きのもの

が多い。しかし、それをあえて「おかしい」と職員が言い出せる場と雰囲気ができたと

いうことの意味は大きい。なぜなら職務を実際に遂行するのは彼らだ。彼らがやる気に

ならない限り、改革は絵に描いた餅だからである。

　ささやかなことの改善から始める意義は大きい。第1に、身の周りのささやかな制度

の変更だからこそNPM改革の本質が職員一人ひとりに伝わる。第2には、「おかしい

ことはおかしいと言う」というあたりまえの行動様式が確立できる。役所では、誰しも

がおかしいと思っているが、直せないことが余りにも多い。なぜなら、誰も些事で衝突

をし、官房部門ににらまれたくない。だが、今回のアプローチでは、あえて現場から些

事を問題提起してもらい、それに対しわざわざトップが大まじめで取り組む。これで制

度にゆさぶりをかける。すると旧態依然の管理部門の発想が変わる。触らぬ神に崇りな

し、という職員の態度も変わる。また、具体的な材料があればトップも自信をもって指

示が出せる。三者の動きがこの過程で正常化されていくのである。

　最終的には重要政策案件にレベルを上げていく。やがて、トップダウンで予算編成の

やり方や人事制度の抜本的な見直しまでできるようになる。従来の行革では、これがで

きなかった。なぜなら、現場はしらけていて意見を言わない。事務局は担当セクション

に遠慮し、大胆な案をださない。外部の委員は現場の実態を知らず、思いつきの意見し

か言わない。トップも自信がなく、結局、事務局任せになる。月並みな案を委員会で権

威づけし、お茶を濁してきた。制度変更は形式主義の罠から逃れられなくなる。ボトム

アップからの制度改革のアプローチは、これを断ち切る。

　ボトムアップからの制度変更は、さきほどの局単位の価値提供システムの見直しと平

行で、改革初期から取り組む。具体的には、局単位での現状分析の作業のなかで、アン

ケートやインタビューを実施し、パートナー機関を含む関係者の問題意識を調査する。

その結果を元にTQC活動をやり、そこから出てきた制度的な問題を局長直属の「制度

改革チーム」にかける。メンバーは、パートナー機関を含む幅広い分野から将来を嘱望

される課長クラスを中心に兼務で任命する。そして彼等が既存の制度や慣行にとらわれ

ず、制度変更を局長に提案する。局長は、出てきた提案を尊重し、なるべく実験してみ

る。官房部門や他省庁との折衝が必要な場合にはそれもやる。なお、局別のチャレンジ

の進捗度は公表し、局同志の競争を促す、また局長の人事評価にも反映する。これらの

取り組みは改革の初期からはじめ、ずっと続ける。
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③予算編成プロセスの分権化と集権化

　企業経営には、資本コスト（capital　cost）と資本効率（capital　productivity）という2っ

の概念がある。前者は投資資金を金融市場から調達するために企業が支払わなければい

けない金利（資金調達コスト）である。借り手の信用力にもよるが年利3～8％くらいは

覚悟しなければならない。後者は、事業に投下した資本がどれだけの利益を生むかとい

うことだ。最低限の目安は米国債の金利（約5％）だ。米国政府は地球上で最もリスク

が低い投資先とされ、その分金利は安い。一方、企業投資にはリスクが伴う。米国債よ

りも低い収益率なら誰も投資しない。

　　さて、政府は企業と違って税金が徴収できる。資本コストは借り入れや債券を発行

する場合を除けばゼロである。だが、だから資本効率が低くていいわけではない。なぜ

なら、税として徴収しなければ、民間セクターでもっと有効に使われたはずの資金だ。

利益率という尺度はあてはまらないが、高い資本効率は当然要求される。そうでないな

ら、むしろ減税すべきなのだ。

　NPM改革では、この資本効率の問題にもメスを入れる。資本効率は、2段階で上げて

いく。まず、無駄な事業には予算をつけない。そして、つけた予算は有効に使う工夫を

する。例をいえば、工事の段取りをうまくやり、無駄な手待ち時間や資材の中間在庫を

減らす。きめ細かな工夫で同じ額でもできる仕事を増やすのである。

　現行の予算制度は資本効率を高めるようにできていない。政治的統制はきいているが、

経営効率の面ではさまざまな欠陥がある。

　まず予算編成（配分）についてみると、歳出総額はもとより、分野別比率の管理すら困

難な状態だ。財政規律がきかない。財務省が厳しい査定をできるのは個々の支出項目の

中についてでしかない。もっと大きなレベルの意思決定で財務省と財務大臣が発揮でき

る権限は限られる。そもそも予算は合理的に決まらない。利益を再配分する道具であり、

当然、政治主導で決まる。また米国の財政学者のブキャナンがかつて研究したとおり、

民主主義のもとでは、財政支出の増加や減税は選挙民の支持を得るが、歳出抑制や増税

は支持されない。予算の非効率なばら撒き、そして財政赤字は、なかば運命付けられて

いる。

　一方、配分された予算の使われ方についても非効率が目立つ。第一には「予算消化」

の慣習がある。これは予算を余らせると翌年度は減額される。それを恐れて各部門はと

にかく使い切ってしまう。かくして予算は配分されてしまうと節約へのインセンティブ

は働かない。一方、配分の仕組み、つまり査定は投入量（インプット）を事前審査する方

式を採用する。これは、不正使用の防止という意味はあるが、細目にわたり厳しい使途

指定をするなど硬直的だ。環境変化に対応した臨機応変な支出を許さない。要するに計

画経済的であり、実践的でない。

　NPM改革では、この問題に対し、2つの角度で切り込む。一つは予算の大枠の決定過

程での集権化。もう一つは、個別予算の分配過程の分権化だ。前者は英国やオーストラ

リアなどがすでに採用している。有力閣僚が予算の大枠と重要分野の基本方針を最初に

トップダウン方式で決める。各省と財政当局との折衝はこの枠の中で行う。この方式は

わが国のボトムアップの仕組みとは正反対だ（図6）。
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図6 3予算編成プロセスの分権化と集権化
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　後者は、査定段階での大幅な規制緩和だ。大枠はトップダウンで決める。だが、細か

い使途はいちいち査定せず、担当部門に裁量を与える。具体的には、伝統的な「項目型予

算（line－item　budget）」から「一括型予算（global　budget）」に変えていく。議会で

議決するのは総額だけで、どう使うかは組織の長に委ねる。人件費、物件費といった項

目別の管理もしない。スウェーデン、オーストラリア、オランダなどが採用している。

これは、現場で自由に工夫させることで資本効率を上げようとするものだ。細かく事前

に投入（インプット）を規制するよりもむしろ、行政評価を活用し事後にどのような成

果（アウトカム）を出したかを管理する。

　このような大枠の集権化と細目における分権化を同時に追求するというのは、成熟経

済の元での予算管理の基本原則になりつつある。財政赤字は現行の予算編成プロセスを

続けていては決して減らない。また、現行の予算編成の仕組みを続けている限り、NPM

改革は現場職員による業務改善運動の域を越えないだろう。これは、NPM改革には必

須のテーマである。

④「公共事業の地域ブロックグラント化」

　予算編成プロセスの改革と平行して取り組まなければならないのが、公共事業のダウ

ンサイジングである。各国のNPM改革の歴史を見れば、改革は既得権益化した利益配

分システムのダウンサイジングとセットで進められてきた。英国の場合は福祉国家の解

体だ。米国の場合は軍の規模縮小と軍需産業の民生産業化だった。ともに冷戦時代の産
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物だ。当初は有効に機能した。だが、しだいに既得権益化し、政府と国民の重荷になっ

た。NPM改革によって国家予算の効率化と政府機能の合理化を図ろうという際には、

こうした問題領域の予算と組織のダウンサイジングが不可欠である。

　わが国の場合、これは公共事業と建設業の業種転換だ。公共事業のなかには新幹線の

ようにまだ必要なものも多い。だが、大きな流れは縮小だ。財政事情からしても、また

今後の産業構造や少子高齢化の流れから見ても、向こう10数年のうちに飛躍的に縮小せ

ざるを得ない。しかし、場の力学で見たように公共事業は中央が地方を統治するパワー

の源泉である、霞ヶ関と永田町だけに任せていては、縮小はできないだろう。

　そこで提案したいのが公共事業予算の総額の50％を地域ブロックに無条件で配分して

しまうという地域ブロックグラント化である。例えば、近畿地方の2府4県に年間総額

6000億円の公共事業予算が流れていたとする。その半分を近畿地方のブロックで自由に

使って良いとするのである。分野と対象箇所は地域の実情に則して自由に決めてよい。

全国一律の定食メニュー方式をやめる。作業の受け皿は、関連省庁の地域機関と各府県

庁が集まってコンソーシアム政府をつくる。意思決定は知事の協議によると。予算配分

はコンソーシアム政府の住民投票で決める（図7）。

図7 4公共事業の地域ブロックグラント化
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夢物語、あるいは思い付きだと思われる向きがほとんどだろう。しかし、海外のNPM
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改革ではこれくらいのことは簡単にやる。わが国も、国鉄の地域分割と民営化をやった。

公共事業の地域分割は、その延長上に出てくる必然の経営判断である。そもそもNPM

改革の分権化は、機関委任事務を一つずつ精査し国から県に移すといったやり方で進め

られるものではない。分権化を決めたら、まず地域に資金も権限も人材も渡してしまう

のである。

　公共事業のあり方の見直しをせずに、単に地域に権限委譲するということへの違和感

や反論は当然あるだろう。しかし、公共事業は急には廃止できない。ならば、むしろ地

域分割し、見直ししやすい単位に分けてから地域性を考慮しながら制御したほうがいい。

地域の側も抽象的に道州制を議論するよりは、このようなブロックグラント（塊まりで

地方政府に与えられる補助金のことをいう）の使い方を実習の手がかりに地域の自立を

図っていける。公共事業の見直しは、まず地域分割した上で分権的に管理し、そのうえ

で地域の実情に応じてダウンサイジングしていくべきだ。国鉄改革の場合でも民営化の

あと、ローカル線の廃止と第3セクター化が一気に進んだ。本当に必要な事業なら地元

との共同事業にする。そして、経営責任も分権化していくのである。

　ちなみに、この後の公共事業の縮小には周到な作戦がいる。米国の軍産複合体の解体

では、軍事のハイテクを民需に応用し、IT・インターネット産業を育て大量失業を回避

した。英国の場合は、福祉予算の縮小と同時に公営住宅の払い下げや国営企業の一般向

け株式上場益を国民に還元した。わが国の場合にも、特に郡部の人たちの建設業から他

産業への職種転換の仕組み作りがセットで必要だろう。このあたりになると、課題は

NPM改革の域を越える。だが、　NPM改革の究極の目的は政府活動の範囲を最適化し、

かつ生産性をあげることだ。公共事業改革はNPM改革によらなければ絶対に成し遂げ

られないし、逆にNPM改革は、公共事業改革の試練を乗り越えられないならば、決し

てわが国に定着することはないだろう。

（4）具体的な作業手順

　全体をどういう風に進めるのかを説明したのが図8である。まず、①と②、そして③

と④はそれぞれセットと捉える。前者はボトムアップの改善運動。後者は、トップダウ

ンの仕組みの改革である。両者は、進め方もタイミングも大きく異なる。順序としては、

まず先に①②について現場改善運動として取り組む。それをしばらくやった上で後者の

③④に手を広げる。ちなみに④は実は②の分権化のための制度改革の行き着く先であり、

かつ③の予算制度改革ともセットである。④はNPM改革の集大成である。

　①②には最低2年をかける。その目に見える成果を祝福し、NPM改革の基本精神が

理解された頃から、次の③と④に取り組む。もちろん①②の改善運動は続ける。そして

さらに2年でおそらくわが国のNPM改革はテークオフする。

4．まとめ

　　NPM改革は今までの行政改革の常識ではとうてい理解しきれない。もちろんその

本質は単純で、民間企業があたりまえにやっていることを同じようにやればいい。だが、

現在のわが国行政機関の運営原理は、あまりにもNPMからかけ離れたものだ。その

・ 90・



図8
全体の改革工程表

1年目 2年目 3年目 4年目

▲小さ ▲小さな　▲ ずっと継続

①局別の価値 な成功 成功の持続

ボ 提供 さまざま
ト システムの な制度間

ム
ア

改革 題が析
出

ツ

プ
型

②ボトムアップか

　らの制度改革

●　■　■　■　■　●●●●

▲シンボリッ▲
クな制度変更

▲ トップダウンの

制度改革の気
運と必要性の
盛り上がり

③予算編成プロ
ボ セスの分権化

■●　■　■　●●●●■　■　●■　■　●●●　●●

現行システム

．■■・■■●■　　　●　■　●●　■　■　●　●

改善案の選択 一 部で実験的
ト と集権化 の問題点の分 肢を用意 取り組み
ム 析
ダ
ウ
ン ④公共事業の地

●●●■●■■●■■■■●●■■■●

現行システム
．■■■・■■●●●●■●■■■■

改善案の選択 一部で実験

型 域ブロックグラ
ンド化 析

の問題点の分 肢を用意

ため理解の段階から齪齪が生じかねない。最後にNPM改革で良くある誤解を列挙し警

鐘とさせていただきたい。

　第1にNPM改革というものは、なにか定型的な手法があり、それをよそから持って

きて導入すればよいというものではない。これは組織全体の発想、行動様式自体を変え

ていく運動だ。とにかく頭で理解するよりやってみるのが近道だ。

　第2にNPM改革は、職員を信じるというところからスタートする。彼らに試行錯誤

を促し、彼らの成長を通じて生産性を上げていく。人間性善説の改革手法だ。これが、

今の日本ではなかなか正しく理解されない。政治も世論も役人不信に陥っている。だか

ら何でも外部有識者の委員会を作り、第3者の評価を受けさせろ、ということになる。

しかし、官僚組織は簡単には変わらない。北風を吹かせてもダメで、太陽を浴びせる方

が近道だ。大人の洞察がないとNPM改革はできない。

　そして第3には、NPM改革こそがガバナンス改革への近道だということを力説した

い。識者はしばしば総理や大臣の権限強化、あるいは閣議や次官会議の位置付けの見直

しを問題提起する。筆者も同感だ。しかし、ガバナンス改革は、チェックを分厚くすれ

ばいいというものではない。経営の基本は現場組織の自律改善である。自ら課題を設定

し、進捗状況をチェックしながら自律改善を重ねる。進捗状況は、重層的にモニタリン

グしていく。そこにガバナンスが生まれる。重層的とは、例えば係長は改善課題がでて
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きたら、改善策と目標を課長に相談し、了解の下に取り組む。課長も部長と同じような

約束をする。各部門の自主管理とその情報公開が日常業務に組み込まれていく。これが

行政機関のガバナンスである。NPM改革は、これを組織に植え付けていくプロセスで

もある。’

　以上、筆者が提案してきた方法論は、英国やニュージーランドのNPM改革とは、様

相をかなり異にする。しかし、NPM改革の内容と導入方法は、国によって大きな差が

ある。英国やニュージーランドの場合には、福祉国家の解体という政治的合意の下でま

ず民営化が先行した。政府に残った機能についても、政策立案機能と執行機能の分離が

行われ、後者はエージェンシー化された。これは政府内での擬似民営化だった。その上

で残された政府の機能について成果主義や目標管理などNPMの経営手法が導入された。

外科手術をやり、体制を変え、そのうえでNPMの経営原理を入れた。

　これに対して、北欧、ドイツ、フランス、米国などではむしろ、既存の政府の形態と

組織体制に対してNPM改革を入れていった。

　わが国の場合はどうか。英国型の改革を推挙する向きは多い。しかし、それには強烈

な政治的リーダーシップが必要だ。また、外科的手法を好まないという国民気質だ。現

実的には欧州大陸・米国型のアプローチにならざるをえない。だが、それでも最終的に

はかなり大胆な改革ができる。始めの一歩は極めて小さな身の回りの活動から始める。

しかし最後は公共事業の変革に至る。囲碁の言葉に「着眼大局、着手小局」という言葉

がある。これは、日本人が最も得意とする経営手法でもある。これで日本は明治の近代

化をやりぬき、戦後の復興をやりぬいてきた。今回の構造改革も、NPM改革という海

外の技術を駆使ししつつ、目本型の「着眼大局、着手小局」アプローチでやり抜こうで

はないか。
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第2章　行政の人材マネジメント改革

はじめに

　「ウォー・フォー・タレント（人材育成競争）」という言葉がある。これは、21世紀

の経営は特異なスキルやリーダーシップを持った人材が獲得できるかどうかで決まる、

というビジネス用語だ。行政経営の世界でも、人材育成の問題が深刻化しつつある。

　第1には、肥大化する人材費の問題がある。将来発生する退職金や年金まで含めて考

えると、これは膨大なコスト要因となる。第2には攻めの経営をやり抜くための人材の

不足だ。これまでの能吏は、必ずしも改革のリーダーたり得ない。民間からの幹部登用

は、一見格好は良いが、なかなか適材がいない。

　この現象を筆者は「“人員”余りの“人材”不足」と呼ぶ。本稿では、こうした現象

の背景にある人材市場と業務の構造変化を探っていきたい。

　事例は、必ずしも国内の行政機関の話に限らない。むしろ、米国や国内の民間企業の

例を多用した。なぜなら、人材の問題は民間セクターにおいてすでに顕在化している。

問題の発露も対応も10年は早い（米国は20年早い）。一方、将来のわが国の行政を担

う人材は今から育てるしかない。すでにわが国で起きたこと、過ぎ去ったことを分析し

ても仕方が無い。

　19世紀の世界の希少資源は貴金属や羊毛だった。20世紀は鉄や石油、そして資金。

さて21世紀の稀少資源は何か。シリコンか、それとも優勢遺伝子か。答えは「有能人材

（talent）」だ。世界人口は増え続ける。しかし付加価値を生み出せる人材は、ますます

限られ集中化してくる。かつては、組織の成果を見るときに、80－20の法則が当てはま

った。これは「組織の仕事の8割は2割の有能な人材がこなしている」という観察だ。

ところが、近年、比率はもっと極端化しつつある。職種・業種にもよるが90・10から95－5

へ、あるいは99－1へと近づく。なぜなら付加価値を生み出すのは非凡な着想や問題解決

能力だ。決まりきった仕事を間違いなくこなすことも重要だが、そうした作業はどんど

んコンピュータに置き換わる。人間は人間らしい仕事をやるように要求されている。米

国のデータでは、1900年には知識労働者は17％にしか過ぎなかった。それが現在では

60％を超えている。この比率はますます高まる。

　しかし、皮肉なことにそれに見合った「有能人材（talent）」の供給が間に合わない。

　多国籍のコンサルティング企業、マッキンゼーの米国チームはこの現象に気づき、

1997年にウォー・フォー・タレント（人材育成競争）」という言葉を編み出した。チー

ムは97年から2000年までの間に、人材育成と企業の業績の間の相関関係を分析した。

インタビューとアンケートにより97年には77社、2000年には54社の調査を行った。

　その結果、次のようなことがわかった。

　①高業績企業のトップは、後継者の育成をはじめ、リーダー層の人材育成を最重要課

題と捉え、時間を惜しみなく投入している。

　②すぐれた人材の囲い込み、組織間競争が始まっている。有能な人材については、完

全な売り手市場である。人材の方が企業をインタビューし選別する時代になった。
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　③有能な人材が組織に求めるものは、法外な報酬や福利厚生ではない。潜在能力を最

大限、発揮できてやりがいのある仕事である。

　④以上の事実にも関わらず、多くの企業は人材育成をいまだに「人事部」に丸投げし

ている。

　⑤すぐれた人事制度を運用している企業とそうでない企業との間に業績の差はあまり

見られない。　「人事制度」の充実だけでは有能人材は育たない。

　翻って、わが国の自治体。経営危機といわれるが話題の中心は、財政赤字の解消策だ。

次は人員の数の抑制、そして組織の簡素化だ。人材育成は、数ある課題の一つでしかな

い。確かに、スリム化は重要だ。だが、自治体、特に市町村の公務サービスへのニーズ

はむしろ増大しつつある。NPOや企業に任せるというのは総論では正しく、中長期的に

はその通りだ。だが、特に郡部を中心とする全国の大多数の自治体では、まだまだ自治

体職員が地域の経営の担い手である。“素材”としては優秀な人材が集まっている。な

らば、課題は明らかだ。磨かれていない“素材”をいかにして磨くか。残された時間は

限られる。今こそ、自治体は戦略的な人材育成に力を割くべきだ。

　本稿では、21世紀の行政機関にとってなぜ人材の確保と育成が緊急重要課題であるか

を述べる。またその解決策は「成果主義」や「人事評価制度」といった人事制度の整備

にとどまらないことを述べる。人材のことは人事部門による人事管理に任せておくとい

う発想を捨てる。むしろ個々の職員に自分自身の能力とキャリアの開発を任せる。いわ

ば、人事の“ビッグバン”が必要だ。

　組織と個人の関係の流動化

　有能な若手人材がどんどん退職する。後にはそうでない中高年人材だけが残る。わが

国の大企業、そして一部の中央省庁では最近この現象が顕著だ。社員が会社を選別する

時代になった。個人と組織の関係は、急速な勢いで“対等化”しつつある。それを拒む

組織は見捨てられ、衰退する。

　雇用形態の多様化

　「パート、アルバイト学生、他社からの出向、契約社員、嘱託、常駐コンサルタント、

取引先からの応援派遣社員、そして正社員」。これは、あるスーパーマーケットで働く

従業員の職種区分だが、実に7種類に及ぶ。スーパーに限らない。民間企業では、全員

が社員で毎日、決まった時間に来る。全員で仕事をし、決まった時間に帰るという勤務

形態はもはや昔話だ。

　ある人は午後だけ毎日来る。ある人は家庭の主婦で、人手の足りないときだけ応援要

員でくる、といった具合に、勤務時間、勤務の契約条件は急速に多様化している。在宅

勤務も増えてきた。営業マンの多くは、毎日出社しない。いわゆる“直行直帰”で、自

宅から取引先へそのまま行き、そこから家に帰る。業務報告はメールや電話でよい。

　個人の側の就労意識も変化しつつある。誰にも雇われず、自営業として複数のクライ

アント（客先）と契約し、仕事を請負でこなす人が増えている。かつては税理士、通訳、

デザイナーなどの専門職が中心だった。ところが、最近では事務職や経理、営業などで
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も増えてきた。自宅の一室で仕事をする。個人事業主として税務申告をする。米国では

こういう就労形態を“フリーエージェント（Free　Agent）”とよぶ。米国のフリーエー

ジェントは成人労働者の4分の1を占め、さらに増えつづけている。背景には、インタ

ーネットの発達がある。通勤せずとも仕事ができる環境が整った。またクライアントを

捜すのも楽になった。ネット上で営業、商談し、成果物もネット上で届ける。かつては

個人ではできなかったことが、インターネットのおかげでできるようになった。

　さらにライフスタイルと仕事の関係も変わりつつある。本業は公務員や会社員だがア

フターファイブは、NPOの理事の仕事をするといったひとが出てきた。夜間や週末に大

学院や専門学校に通う人も出てきた（ダブルジョブ）。2つの会社を兼務する人もいる。

　「職務専念規定」や「兼業禁止規定」もどんどん緩和される。国立大学の先生も民間

企業の役員を兼務できるようになった。学生も同じだ。“ダブルスクール”というスタ

イルがある。普通の大学と司法試験の予備校、コンピュータ専門学院などに同時に通う

のだ。

　一部企業では、　“定年”という概念も有名無実化しつつある。定年後も嘱託として会

社に残る。あるいは、コンサルタントとしてもといた職場から契約べ一スで仕事を請負

う。休職もしやすくなってきた。キャリアの途中で、休職や派遣で大学院にいく、ある

いは充電と称して2、3年海外での武者修行に出かける人も増えた。

　“就業年齢”という概念も崩れた。大学を中退してマイクロソフトを起業したビル・

ゲイツのように若くして起業する人がでてきた。米国では、中学生ですらITゲームソフ

トの会社を設立している。

　要は全てが流動化している。「何歳になったら社会に出る」とか「会社に入る」「家

庭に入る」　「引退する」といったかつての慣用句が死語になりつつある。変化はすさま

じい。

　教育形態も多様化

　就労形態の変化と同様に、教育形態も急速に変化しつつある。　“生涯教育”という言

葉が、どんどん現実化しつつある。医師、ハイテクエンジニアをはじめ、ほとんどの知

的職業では、絶え間ない再教育が必要だ。学会に行く。研修を受ける。子育てが終わっ

てからインテリアコーディネータの講座に通い、開業する。あるいは“リカレント教育”

として、もう一度大学院に戻る。客員研究員をやる。国内でも大阪市立大学大学院創造

都市研究科など、大卒資格がなくても十分な職務経験があれば入学できる大学院ができ

た。各人各様、様々だ。

　年収別・入職形態別の構造変化

　さて、以上は米国の動向も交えた一般論を述べてきたが、ここでもう少し具体的に見

てみよう。図1は、年収別・入職形態別にわが国の雇用市場を分析したものだ。
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　ここでは、年収700万円以上を高年収層、200万円以下を低年収層、その中間層を中

年収層とした。高年収層は全体の16％、低年収層は18％、残りの六割強が中年収層であ

る。これは、管理職、一般社員、単純作業要員という職種区分にほぼ相当する。一方、

入職形態も三種類に区分できる。第1は「終身雇用型」社員。第2は、　「中期契約型」

社員だ。これは、数年ごとの契約の更新時に、　「解雇」や「転職」がありうることを合

意しているの。第3が、アルバイトのように最初から終わりの期限を決めた関係を「短

期型」社員だ。

　さて、図1を見ると、今のところはまだ全体に「終身雇用型」に片寄っている。だが、

全体の48％を占める中年収下位層では、「中期契約型」が出てきている。これは例えば、

販売職、ドライバー職、あるいはITの専門家や秘書などのスペシャリストである。

　企業としては、単純作業はできるだけ派遣社員や業務委託にして、人材の固定費は変

動費化したい。ところが、社員の側は安定的な正社員の地位を求める．一方で専門職や

経営リーダーはなかなか採れない．たとえばインターネットを使った電子取引の事業の
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設計ができる人や、企業の買収・売却（M＆A）ができる人、将来の社長や部門長候補の

人材はなかなかいない。こちらの方では、逆に人材の方が終身雇用を拒み、“フリーエ

ー ジェント”でいたいという要望が広がり始めている。まさに、「人員余りの人材不足」

はここに明らかだ。

　さらなる流動化の姿

　　今後はどのような変化が予想できるか。ヘッドハンターや人材の専門家に聞いた話

を総合すると、こうなった。

　①第1の変化：中・低年収層の仕事に関しては、社内で人材を抱えるより、販売専門、

物流専門といった、専門業者に外注委託（アウトソーシング）されていく。

　②第2の変化：現在、高年収層あるいは中年収層の上位にいる約1000万人の人たち

のかなりの部分も、　「終身雇用型」から「中期契約型」に切り替えられてくる。しかも

切り替えの際に多くの場合、実質賃金が「市場価値」並みに下がる。下げ幅は3割、場

合によっては5割にもなある。

　③第3の変化：一方で、高度なスキルを持った専門家は、フリーエージェント化し、

社員であった時代よりも高い年収を獲得する場合が出てくる。

　④第4の変化：バイトやパートに関しても専門化が進む。その業務に特化した要員を

派遣できる専門業者にゆだねるようになる。

　こうした動きが、どれだけのスピードと規模で進むのかは、まだ定かではない。だが、

企業は会計基準の国際化などの圧力もあり、現在4～5％の資本調達コストを上回る収益

率を迫られる時代に入った。“人本主義”からホンモノの“資本主義”へとシフトしつ

つある。また、どの企業も業務の内容がソフト化してきており、固定費の大部分を設備

よりも人件費が占めるようになる。終身雇用制度のなかで硬直的に固定費化してしまっ

た人材コストを、極力、変動費化していこうという動きは、必至だ。

　以上、主に日本企業の動きを見てきたが、行政機関ではどうだろうか。事情は変わら

ない。公務員法や組合などの条件、制度の違いはある。だが、市場経済原理には対抗で

きない。流れは同じだ。

　社員からプロへ

　外資系企業のOLの間で語られるブラックユーモアにこういうものがある。ある日本

の大手企業の課長さんが転職を考え、ヘッドハンターに相談しに行った時の会話。

　●ヘッドハンター：「ところであなたはどういう仕事ができますか？」

　●課長：「はい、課長ならどこに行っても立派にできます．．．」

　何がおかしいか。ヘッドハンターは実践スキルの有無をたずねている。トップセール

スマンだったとか、財務経理に強いとか、IT構築ができるといったスキルだ。ところが、

課長さんのほうはスキルというイメージがない。単に自分は管理職だとこたえたのであ

る。社内ではこれで通っても、外の人材市場では全然売れない。
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　職業は、今やどんどん高度化し、専門分化している。昔なら見様見まねで先輩から教

われば半年で一人前といわれた職種が今や修得までに2～3年もかかる。先進企業では幹

部候補生を対象としたいわゆるジェネラリスト人事（いろいろな部署を2、3年おきに異

動し経験を広める）が見直されつつある。多くの企業が、ひとつの部署に5年くらい配

置する。また、いっまでもあちこちを回遊させないで、35歳ぐらいになれば専門職種、

専門分野を決めるという方向に変わった。

　かっては、何でも一通り経験してきたことが幹部候補生の条件だった。ところが今や

逆で、そんな人材は、何をやっても中途半端と敬遠される。外資系企業では2つの専門

を持てといわれる。一つは、“職種スキル”である。経理、財務、マーケティング、試

験研究などのスキルだ。もう一っは“産業ノウハウ”だ。製薬、食品、金融、航空など

の業界の知見だ。

　さて冒頭の逸話の課長さんの模範解答は、こういうものだ。　「私は、スーパーマーケ

ット業界でこれまでバイヤー（買い付け、仕入れ）をやってきました。ホテル業界や外

食産業に応用できると思います。また購買交渉のノウハウは、営業や広告宣伝でもお役

に立てると思います」。これなら人材市場での価値は判断しやすい。

　人材の市場価値

　ネットサーフィンをやっていると「あなたの市場価値を図ります」というバナー広告

によくでくわす。

　例えば、リクルートエイブリックは、「エンジニアのための転職市場キャリア査定」

というサービスを提供している。希望者は、インターネットを通じて職務経験や保有資

格、技術、スキル、希望年収、現在年収などを送る。それを見て、キャリアアドバイザ

ーがガイダンスをする。アドバイザーのもとには、過去の転職事例があり、だいたいの

見積もりができる。一般にこの種のデータは、ITやハイテク、流通業界などではかなり

豊富に用意されているようだ。

　ちなみに、米国ではワトソン・ワイアットなどの大手の人材コンサルティング会社が

定期的な調査をしていて、業界別、職種別、地域別（ニューヨークとテキサスの田舎で

は賃金水準が違う）の賃金実績データがそろっている。したがって、　「フィラデルフィ

ア市場で役員秘書のベテランを雇いたいが年収はどれくらい予定すればいいか」といっ

た質問にすぐ答える。

　これ以外にも、米国では労働者がオキュペーショナル・アウトルック・ハンドブック

（Occupationa10utlook　Handbook）という本を2年に1回出している。これは、ブル

ー ワーカーからホワイトカラーまで、約250のあらゆる職種について、仕事の内容、特

徴から、必要な教育、訓練、資格、さらには求職市場の動向、年収などが記載されてい

る。

　スキルの評価のための資格試験も盛んだ。IT技術者からマーケティングまでありとあ

らゆる職種の資格試験がる。たいてい民間団体が運営している。ちなみに米国の資格試

験制度の伝統は徴兵制度に由来する。軍隊には、ありとあらゆる職種が必要だ。射撃や

諜報だけではない。機械、通信、気象観測、営繕、土木、医療、看護、経理、調理師、
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さらには通訳、心理カウンセラー、軍事史研究者まで必要になる。そこで開発されたの

が適正試験である。新兵の能力と適性を調べ、それに見合った職種に配属する。このノ

ウハウに教育心理学の知見が加えられ、民間に広がった

　米国では、上級の資格試験に合格すると転職しなくても給与が少し上がることが多い。

試験だけで判断するわけではないが、試験結果は重視する。試験で測定した能力や学位

も参考にして市場価値が決まる。

　このように資格や能力に応じて市場価値、つまり給与が決まるとなると、人は自分自

身の能力開発に投資しようと考える。米国人の多くは休職し、あるいは借金までして大

学院に通う。あるいは夜間や週末に大学院に通い、修士号の取得をめざす。それは、必

ず給与や昇進に反映されるからである。

　自分自身を商品と考えるならば、将来性のある職種、あるいは業界を選んで先行投資

をしようということになる。かくして旬を過ぎた分野の大学院などは人気が無くなり、

あっという間に廃止される。例えば石油化学、原子力工学、農業土木などはそうだ。外

国人学生が中心になっている。文科系では国際協力の分野の人気がガタ落ちだ。冷戦が

終わり、東西の援助競争は終わった。国家べ一スの経済援助は非効率だという世論の風

当たりがも厳しい。大学は、そうした動きに機敏に対応する。

　人材育成の意味の変化

　雇用流動化の時代には、どうやって人材育成すればよいのか。あるいはそもそも流動

化時代に組織が人材を育成するという発想が通用するのか。これからの優秀な人材とは

どういうものか。また、どうすれば適材適所が実現するのだろうか。

　マッチングの重要性

　かつて80年代、ニューヨークの町で博士号を持ったタクシー運転手が何人もいると話

題になった。なぜこのような現象が起きるのか。米国の研究職は、大学で教えるにせよ、

企業で働くにせよ極めて詳細な「職務仕様書（ジョブディスクリプション）」が要求され

る。個々のポストの専門性が高く、ジェネラリストや似た分野の人材で代替するという

発想がない。その結果、需給バランスが少しでも崩れるとつぶしが利かず行き場がなく

なるのだ。ところで似た例は、日本でも起きている。社会が豊かになり、生活の蓄えが

できていると人は安易に職につかない。日本は構造不況で失業率が高いとよく言われる

が、よくみると自発的失業の人も増えている。

　ある人材が優秀かどうかという議論は、だんだん意味を持たなくなりつつある。ある

職務では優秀な人でもほかの職務ではそうではない。　「なんでもこなせる」という人材

もそんな気楽な職種は、もはや限られてきている。　「適材適所」かどうかが鍵であり、

何となく“優秀”という人材を確保するだけではおぼつかない。

　これだけ専門分化が進むと何でもひととおりできるという秀才ばかり集めた組織は生

き残れない。典型が日本の金融機関や官庁だろう。偏差値が高く、地頭が優秀、人格的

にもきちんとした人材をそろえている。個々人は、優秀だ。しかし、個々のポストで要

求されるだけの能力を発揮しているかというと全く別だ。“素材”としてはよいが、磨
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かれないままに陳腐化しつっあるのではないか。

　さて「適材適所」はどうやって実現するか。組織の中でのマッチング、そして組織と

個人のマッチングが必要になる。

　組織の中でのマッチング

　“マッチング”というとなんだか難しいが、要するに組織のなかでは、これは「人事

配置」のことだ。ただし、これは、年次やローテーションに沿っていささか機械的に行

われてきた従来型の人事異動とは原点が違う（図2）。

図2．転職者の求職手段の割合（％）

100

自分で　　　縁故活用

直接応募
公共職業　　広告ノ求人　　派遣会社　　　その他
安定所　　　情報誌　　　に登録

無料
サービス

有料サービス

仲介業者を利用せず 仲介業者を利用

　人事異動は、会社が従業員を「駒」のように扱い、あまり本人の意思を聞かずに動か

す。これに対し、マッチングは職種が求める要件を人材のスペックに翻訳し、それにあ

った人間を探し出し、そこに当てはめる。その際には、まず本人の意思が大事だ。紙切

れ一枚の辞令では動かせない。さらに、候補者のスキル、さらには将来の潜在能力の開

拓戦略（キャリアプラン）も含めて適合性を判断し、やっとマソチさせる。

　マッチングをやる方法は2つある。
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　①チェスボード・アプローチ

　ひとつは「チェスボード・アプローチ」。これは、トップや幹部職員が人事担当者と

ともに個々の職種と個々の職員の適合性を判断し、あてはめていく方法だ。チェスの駒

を動かすように組織横断的に効率的な人材配置を考える。日本でもオーナー企業でよく

あるやり方だ。米国では大企業でもこれをやっているところがある。GEは500の管理

職にこの方式を採用している。中央統制的な人事管理だが、日本の大企業の人事部任せ

の人事異動に比べるとはるかに深い経営上の配慮がなされる。人事部の管理官僚には人

材の可能性を見抜く能力はない。それにくらべると、この方式のマッチングではトップ

が自ら時間を使う。型破りの発想や異例の抜擢が期待できる。

　②オープン・マーケット・アプローチ

　もうひとつは公募方式（オープン・マーケット・アプローチ）だ。これはポストが空

くと広く組織内に公募をかける。本人の意思を尊重したうえで、調整は、人事部よりも

むしろ「社内人材市場」の競争原理に委ねる。つまり、採用する側の部門長と本人で決

める。国連などの国際機関、外資系の大企業ではよくある。最近ではソニーなども採用

した。ただし、これが機能するためには、記録としたデータ整備が必要だ。例えば、米

国ヒューレット・パッカードでは、3つの手続きが用意されている。第1には、上位100

のポスト以外のすべての仕事において社内公募が行われる。第2には、全社員について

相対評価に基づく業績格付けがされていること、第3には高度なトレーニングプログラ

ムの対象になった優秀社員のリストと履歴書をすべての管理職が閲覧できることだ。そ

して、特定の職種について公募という程度なら、多くの企業や一部自治体がやり始めた。

　組織外でのマッチング

　人材市場の流動化に伴い組織と個人のマッチングは、ますますたいへんな作業になっ

てきた。会社名や部署の名前をきいただけでは、どういう仕事かはまだわからない。同

様に学歴をきいたくらいでは、その人が何ができるかは、わからない。

　社内の市場ならまだよいが、会社を超えた人材市場でのマッチングは容易ではない。

仲介ビジネスが必然的に必要となる。図3は、関西地域について、転職者がどういう手

段を使って求職したかを調べたものだ。仲介業者を利用しない人は18％いて、自分で直

接めぼしい企業に応募したり、縁故を活用したりしている。それ以外はなんらかの形で

仲介業者を利用している。全体の約15％は公共職業安定所を訪ねている。また、52％が

新聞広告や求人情報誌を頼りにしている。ヘッドハンターや斡旋業者を経由して転職す

る人もいるが、これはまだわずかだ。派遣会社はまだ全体の1．6％でしかない。しかし、

なんらかの形で仲介サービスを利用する人は全体の八割程度にのぼる。

　こうした転職支援産業の成長に拍車をかけるのが、インターネットの普及である。先

ほども触れたが、インターネット上で転職希望者に自分の希望やスキルを登録させ、し

かも、希望条件に合った企業の紹介をする業者が増えた。また、学生の新卒応募に関し

ては、リクルート社のインターネットサービスを使わない学生はほとんどいないという。
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図3．「マッチング」と「人事異動」の違い
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・　人事部（専門官僚）が管理

・　秘密主義と中央集権的管理

・　本人には結果のみ通告

　個人の側へのアドバイザー

　逆に、就職しようとする個人を支援する産業も、出つつある。個人が自腹を切ってコ

ンサルタントを雇い、自分の就職先を探す。あるいは、後述のキャリアカウンセラーを

会社が用意する。再教育の機関もこうしたサービス産業だ。さらに、教育訓練と転職仲

介の相互乗り入れも、夜間講座の修了者などに資格認定、例えば特定の専門学校を卒業

すると就職が安定的に保証されるといった仕組みだ。

　このように多種多彩な転職仲介産業がっぎつぎに生まれつつあるわけだが、失業の解

消につながるかというと、まだまだ限界がある。転職仲介産業は、所詮はより安く、よ

り速く、より効率的なマッチングを助けるだけでしかない。もともとマッチしない個人

と企業のニーズをくっつけることではできないからだ。

　日本型組織の人材抜擢の功罪

　企業であれ、官庁であれ事業を営む上での最大の資源は人材である。しかし、事業を

育てるために具体的に人材に着目し、周到に育てる工夫をしているところは、驚くほど

限られる。また、組織を将来背負っていくような中核人材の選抜と系統だった育成策も、

今のところ、日本企業ではあまり取られていない。

　外国企業の場合、一定のキャリアを積むと幹部職員の選抜が行われ、彼らは将来、経

営者になるということを前提に、人事異動され、また海外などへの派遣研修の機会が与

えられる。たとえば、シティバンクは全世界から幹部候補生を選抜し、早いうちに米国

をはじめ他国での研修の機会を与える。その後も、専門性を活かした人事配置が行われ、

最後には各国のオペレーションを担う人材がそこから選ばれる。

　日本企業では従来、全員平等の思想が行き届いていて、幹部選抜のレースは最後まで

見えないという状況が続いていた。これが最後までモラールを維持する仕組みとして有
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効に機能した。したがって、早めに選抜し、経営者になるためのトレーニングをすると

いう発想も少なかった。社長の選抜ですらそうだった。数年前から若手の役員がいきな

り、社長に選抜されるケースが出てきた。これを称して「何人抜きで抜擢」などとマス

コミは賞賛した。しかし、海外企業の経営者にこの話をすると「なぜ未熟な若手役員に

いきなり社長をやらせるのか」と驚く。彼らにしてみれば、社長の重職を担わせる人材

は、数年前から数人抜擢し、競わせながら育てるのが当たり前だからだ。ところが、日

本の大企業の役付き役員には過去の論功行賞として昇進した人も多い。決して皆が社長

の候補生ではない。これは、外国人には理解できない。彼らにしてみれば、「何人抜き」

で平の取締役をいきなり社長に抜擢するような企業は、賞賛どころか警戒の対象となる。

　総じて日本企業は人材の仕込み、特に経営者の選抜と育成の仕組みが弱い。理由の多

くはこれまで終身雇用制をとっていたことで説明がつく。

　第1に、人は特に意識して育成しなくても会社を辞めない。また辞めさせない。家族

のようなものだ。良きにつけ悪しきにつけ「あいつは昔からそうだった」で済ませる。

優しいといえば優しいが、甘い。そして、人材は育てれば化ける。あるいは人は変わる

という発想が薄い。

　第2に、終身雇用組織の人材は組織内部での競争には晒されても、外部の人材競争に

はさらされない。したがって本人の自分のスキルについての問題意識がどうしても薄く

なる。

　第3に、組織としてそもそも個人の能力を重視しないという事情がある。協調性があ

りみんなとうまくやっていける。協力さえしていれば組織はうまくいくという発想であ

る。

　かくして、従来の日本の組織は人材育成を戦略課題と考えてこなかった。人材は雇っ

たら、あとは管理し処遇するだけだった。もちろん人を育てるとか投資するという概念

や言葉はあった。しかし現実に何がされてきたかというと、OJTとジョブローテーショ

ン以外には何もない。それでも良かったのは、経済が右肩上がりだったからだ。決まっ

たことをやり、よくやればいいので先例踏襲で構わないのだ。

　官庁の場合

　官庁の場合もおおむね同様だ。但し、官庁の場合は、職種区分が割合明確で、いわゆ

る上級職の幹部候補生とそれ以外の人たちの処遇がはっきりと別れている。就職時の本

人の選択や学歴や試験区分で決めるということの適否はさておき、将来の経営者を育成

するという意味では見極めは割合早い組織だったといえる。特に国家公務員のいわゆる

上級職は、当初から幹部候補生という役割をはっきりと打ち出しており、この点は企業

とは大きく違う。しかし、2、3年でいろいろな部署を廻るとか、たかが22歳のころの

試験の成績でその後30年以上ものキャリアパスが決まるというのは明らかに時代に合

わない。キャリア制度といわれるこの上級職の優遇育成の仕組みは見直しの対象になっ

ている。

　ところが、このキャリア制度の廃止は、吉と出るか凶と出るかよくわからない。官庁

の仕事や給与などに魅力があれば、これは吉と出る。しかし、そもそも優秀な人材が就
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職しなくなってきているとしたら逆に凶とでる。出世のパスと言われた特権がなくなる

と、そもそも優秀な人材（素材）が中央省庁を希望しなくなる可能性がある。要は「市

場競争原理」の解釈の問題だろう。組織内部に市場競争原理を入れるという発想では、

キャリア’制度は廃止して良い。ところが、官庁以外も含めた世の中全体の人材市場での

獲得競争を視野に入れた場合はどうか。キャリア制度のなくなった官庁そのものが魅力

を失う可能性は高い。公務員制度の見直しは、行政の中の論理だけでは済まない。民間

の、むしろ人材市場の動きを見据えて改革するべきだ。

　早期選抜・早期育成の仕組み

　さて、冒頭、人材獲得競争（war　for　talent）が激化していると述べた。そういう中で先

進企業はますます、優秀な人材の早期獲得、そして早期育成を図っている。

　例えば、旭硝子は、99年3月に旭硝子カレッジを設立し、主に課長クラスを対象に経

営幹部候補生を年間24名選抜し、約1年間の教育プログラムを提供する。選抜は、本

部長の推薦で選ばれた150人の中から、社長も関与して絞り込まれる。受講後2年以内

に、関連会社の取締役や海外事業、事業戦略立案などのマネジメントポストにつく。

　ソニーも2000年11月に「ソニー・ユニバーシティ」を設立した。18万人の社員の中

から200人が選出され、対象となる。このほかにも、アサヒビール、松下電器、シャー

プなど、マネジメント人材の早期選抜と戦略配置の仕組みも作る企業が増えている。

　また役員が年に数回一同に会し、部長クラス以上の人材の棚卸を行う企業もある。野

村讃券の人材開発会議が有名だ。また、たとえばマッキンゼーでは共同経営者（パート

ナー）が全員総出で年に2回、すべてのコンサルタントの業績評価とキャリアプランの

見直しをする。一人一人について資料に基づき議論するが、丸2日かかる。その準備の

ために、まず本人が自己評価をする、それをもとに上司にあたる共同経営者と議論する。

そうしてできた評価報告書に沿って、さらに中立的な立場の共同経営者が本人にインタ

ビューする。こうした事前準備の作業に要する時間も含めると共同経営者が人材育成に

費やす時間は膨大なものとなる。しかし、よく考えるとコンサルティング会社などのプ

ロフェッショナルサービスでは、人材は最大の投資対象だ。これくらい投資してもよい

だろう。

　行政機関も同じではないか。これからは、ますます高度な企画・調整スキルが要求さ

れる。単純作業はどんどんIT化や外注化が進む。人材開発は極めて重要な戦略課題とい

える。

　キャリア開発の考え方

　今度は逆に個人の側から、人材育成をみるとどうなるか。これは、　「キャリア開発

（career　development）」という。すなわち、プロとしての自分の潜在可能性を評価し、

それの開花にあわせて、仕事を選んでいく。能力、処遇、学習機会、やりがいをセット

で捉えその時々の状況にあった就職先を選ぶ。自分自身をひとつの事業体と捉え、その

事業戦略を立て、実行していく。

　冒頭のWar　for　Talentの調査では、人が一番育つのは、研修やコーチングよりもOJT
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だという結果が出ている。机上の理論学習や演習では限界がある。仕事上で実際の課題

を与えられ、それをこなすことで人は育っ。キャリア開発は極めて重要だ。

　但し、　「キャリア開発」は実際のところなかなか難しい。なぜなら、現在の仕事の上

司や人事部は転職のアドバイスをしてくれない。多少の相談に乗ってくれる人は周りに

いるだろうが、結局は自分自身で考えて動くしかない。とどのつまりは、自分の戦略は

自分で立てるしかない。だが、これほど難しい作業はない。

　ちなみに米国には、キャリアカウンセラーという仕事がある。これは個人を対象とし

たプロフェッショナルサービスである。キャリアカウンセラーは、今、果たして転職す

べきか、どこに移るべきか、といったことから面接の正攻法まで相談にのる。米国では、

社内にキャリアカウンセラーを置く企業もある。なぜそこまでやるかというと、社員を

自立させておくことは、社員のスキルアップにもっながり、またモチベーションも高め

るからだ。職種によるがベテランのカウンセラーは、その人の育つパターンをすぐに見

抜き、アドバイスをする。大器晩成型かそうでないか。マイペースでやらせたほうがい

いか、厳しい課題を与えられる環境においたほうが良いかどうか、といった観点からど

うすれば人が育つか考え、アドバイスをする。

　米国には、キャリアカウンセラーは17．5万人もいる。大学や高校で働く人が大半を占

めるが、政府機関で働く人や個人事務所で開業する人もいる。日本には、まだほとんど

いないが、これから必要な仕事だと思う。

　これからの人材育成戦略

　人材流動化時代の企業や官庁の人材育成戦略はいかにあるべきか。これは、従来の終

身雇用制の時代とはまったく異なった発想が要求される。従来の人材育成戦略は、いわ

ば“子育て”のようなものだった。いったん組織に入れば、親子はずっと一緒という大

前提がある。キャリア開発という概念がそもそも成立しない。人事異動はあてがいぶち

であり、文句を言おうものなら協調性がないというレッテルを貼られかねない。人事に

関してはおよそ文句を言うとか、質問をすることすらはばかられる状況だった。人事の

秘密主義が貫かれ、異動はもちろん、昇進も直前まで明かされない。理由もあまり説明

されない。要するに親の決めたことに子は従えということだ。その代わり、親は最後ま

で面倒を見る。定年後の仕事の斡旋までやる。これが従来の人事であり、人材開発だっ

た。

　これからはどうか。特徴として3つの大きな変化が挙げられる。

　第1には「よい人材」の意味が変わった。従来は「よい人材」とは優秀な人材を意味

した。しかし今は、適材適所の法則が徹底している。いわば、人材とポストがうまくマ

ッチしたときにのみ「よい人材」状況が出現する。

　第2には、人材育成の主体の変化だ。これは「組織管理から本人管理へ」ということ

ばで表現できる。かつては、人事部が面倒をみた。これからは本人が自分でキャリア開

発を意識し、人事部と対等な立場で交渉する。条件が合わなければよそに転職だ。

　第3には人材育成の場の広がりだ。従来の人材育成は、同じ社内・官庁内でのローテ

ー ションとOJTに委ねられていた。流動化時代にはどうなるか。図4のとおり、場は大
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きく広がる。かってはこの図の左下の箱が中心だった。OfFJTの研修はあまり重視され

なかった。また働きながら大学院へ通うとか、他社に出向という機会も限られた。とこ

ろが、個人の自立意識が高まり、転職や休職が自由にできるようになるとこの図の4つ

の箱すべての分野が人材育成の場になる。働きながら大学院へいく（右上）、転職によ

っていろいろな会社・官庁を経験する（右下）という機会が増える。また、組織のなか

でもきちんとして身につく研修を受けたいというニーズが高まる（左上）。

　人事部の縮小と解体

　流動化時代の企業・官庁の人事はどこが、そして誰が担うのか。まず、本人、そして

次に各事業部門の経営者である。人事部の役割は、極端に小さくなっていくだろう。ま

たいわゆる「人事労務畑」といった職種の重要性も下がっていく。人事部の役割につい

て考えてみよう。

　集中管理の終焉

　冒頭の米国のWar　for　Talent調査で明らかになった事実のひとつに、企業の業績と人

事制度の充実ぶりの間にはあまり相関関係がないという報告がある。日本と同様、米国

でも成果主義、年俸制、360度評価など人事制度への関心は高い。制度設計を専門とす

るコンサルタントもたくさんいる。しかし制度の整備をするだけでは、どうも業績には

あまり影響がないようなのだ。War　for　Talent調査によると、業績と相関関係があった

のは、事業部門のトップがどれだけ人材育成のために自ら時間を割いているかというこ

とだった。直接、部下と語る。一定周期で目標の達成度を管理し、褒めるべきは褒め、
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問題点はその場ですぐに指摘する。これは、おそらく日本でも、また行政機関でも当て

はまることではないだろうか。

　いったい人事部の付加価値は何か。また人事部は有効に機能しているのだろうか。ま

た、制度の作り込みはどれだけの価値があるのだろうか。

　企業であれ、行政機関であれ、人事部門は、今やどこも能力の限界に直面している。

まず第1に制度の運用はできても、制度の設計をやったことがない。畢尭、人事制度の

専門コンサルタントの世話にならざるを得ない。第2に人事異動だが、これもうまくい

かない。本人のキャリアパスと各ポストの職務用件をマッチングさせるのがますます難

しくなってきている。先述のように、職務はますます専門分化している。実際にどうい

う職務なのか、どういう人材が向いているのかは当事者同士でないとわからない。かっ

ては人事部一筋で何十年といったベテランがいた。過去の職歴から大体の見当をつけて

ローテーションを組んだ。3年目で係長、それから現場に出て、数年後に管理部門とい

った成長のパターンができていて、それに沿ってこなして大きな間違いがなかった。し

かし、今やこのような大雑把なマッチングでは立ち行かない。技術のわかる人材、業務

の詳細がわかる人、もっといえば人事部門ではなく、各部のトップでないと本当のマッ

チングはできない時代になった。数年前にNECは技術畑の人材を人事部長に抜擢し、

話題になった。しかし、その後のメーカーの動きを見ると、もはや人事のプロといった

人材は見当たらなくなっている。しかも、人事のことは各部にどんどん任せる。権限委

譲が進む。

　行政機関の人事でも、米国では中央で一元管理するという発想がない。カリフォルニ

ア州などは各部局が個別に管理している。研究機関の調査の際に、州政府の職員の総数

を聞かれたが、すぐには答えられなかったという逸話もあるほどだ。この例に象徴され

るように、米国では企業でも官庁でも人事部門の役割は限られている。制度の整備や給

与などの事務処理が中心だ。それも最近はIT化、外注化が進む。日本でもこの流れは変

わらないだろう。

　人事部機能の“ダウンサイジング”は、あたかもコンピュータの分野でメインフレー

ム万能主義からクライアント・サーバー方式へと基本原理が大きく転換するのにそっく

りだ。これからの時代、事業部門は個々に情報を集め、人材を発掘し、育成し、そして

入れ替え、代謝までを自己完結的にこなすようになる。また、かつての人事は社内の情

報を集め、集中管理することが重要だった。ところが今や社内情報を集めるよりも、外

とのやり取りが重要だ。スタンド・アローン型からネットワーク型への変換である。

　人事の機能は突き詰めれば情報処理である。ITやインターネットの技術革新の流れと

必ず、同じ方向へ向かう。急激には変わらないが、大きな流れは明らかだ。

　かくして人事部の機能も権力もメルトダウンしていく。人事部が強大な権限を行使す

るという時代は終わりつつある。

これからの人材開発と人事の担い手

それでは、人事部が担っていた機能は、どこが担うのだろうか。

第1には、本人だ。特に人材開発などは自己責任に委ねられる。組合がしばしば主張
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するような「人材開発は雇用主に与える義務がある。だから全員平等に面倒をみるべき」。

といった理屈も通らなくなる。

　第2には、事業部門だ。部門長とそのスタッフが事実上、人事機能を担う。人事異動

や人材育成はもちろん、採用や雇用条件なども事業部門に任されるようになる。

　第3には、コンサルタントやヘッドハンターだ。彼らは業種別、職種別の人材市場の

動向に通じている。ベテラン人事部員に代わって、人材とポストの価値評価、そしてマ

ッチングのアドバイスをする。外部からの採用の決め手はヘッドハンターのアドバイス

を仰ぐといったことが増えている。あるいはまた、新規事業のリーダーの抜擢の背後に

は、経営コンサルタントの進言があることも多い。

　HRMと評価の時代
　日本語の「人事jということばに相当する英語はない。もちろんPersonnel　Issueと

か、Personnel　Affairsという言葉はある。またPersonnel　Divisionが会社にも官庁にも

ある。しかし、日本語の「人事」のような秘密めいた権威を持った言葉ではない。給与

や福利厚生、研修補助などの事務支援の意味合いで使う。

　英語にあって日本語にないのは、HRM（Human　Resource　Management）だ。直訳する

と“人材資源管理”だが、ニュアンス的には財務とよく似た「人務」というニュアンス

で使う。誰の仕事かというと財務同様、経営者の仕事とされる。経営者は、決して人事

担当部門（Personnel　Division）に丸投げしない。

　企業でも行政機関でもわが国には、このHRM（“人務”）の機能がない。形式上は

人事部が担っている。しかし、とうてい人事部で担えるものではない。経営者も「人は

命」と情緒的なことは言うものの、系統だったHRMは見たこともないし、やろうという

覚悟まではない。勢い人事部しかやる人はいない。彼らは使命感に燃え、できる範囲で

ベストをつくそうとする。かくして、制度の改革に走る。そして、多くの場合、米国生

まれ、そして先進的な民間企業がやっているという触れ込みでシンクタンクやコンサル

ティング会社が持ち込む各種手法を“導入”しようということになる。年俸制、成果主

義や360度評価などがそれだ。

　しかし、米国流の管理手法は、人事部が強大な権限を握り、すべてを仕切ろうという

風土では実は機能しない。成果主義も、目標管理も、そして360度評価も、本来は現場

部門と本人が自ら自律管理できることを前提に設計されている。それが日本の人事部の

手にかかると、新たな管理強化の手段と成り果てる。

　あるいは、制度をいれたのはよいが、有効に機能せず、かえって現場の組織の秩序を

壊し、無用な混乱を引き起こしたりする。

　今、必要なのは、実は“人事制度”の充実ではない。流動時代の組織と個人の新しい

関係を意識したHRM戦略である。

　そしてそれを構築するのは、単に人事部ではない。経営トップ層と個々の職員が主た

る担い手なのである。　「人事不足の人員余り」という深刻な事態は、人事部に任せ、人

事制度をいじる程度ではとうてい解決できない（図5）
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　　「人員問題」の処理は、現場部門にいち早く権限委譲し、早めにアウトソーシングや

希望退職などの計画を立ててもらう。一方、　「人材不足」の問題は、首長などの経営ト

ップや部局長クラスの問題だ。成果主義の人事制度を導入したり、研修メニューの充実

程度で乗り切れるものではない。あるいは、思いついたように民間企業のOBなどを1

人や2人採用しても、何も変わらない。内部の行政職員を若いうちに大量に企業に出向

させる、戦略的な配置などの周到な作戦が必要だ。

　この意味で、人材と人員の問題はもはや人事部に任せておけない。重要経営課題なの

だ。
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　　　　　　　　　第3部

論考：パブリックセクターと経済・経営学

第1章　経済・経営学の役割と可能

　わが国のパブリックセクターに、今ほど「経済学」、「経営学」が必要とされている

時期はないのではないか。この分野は今まで制度・法令の解釈が中心で、科学的・実証

的アプローチが乏しかった。たとえば最近話題のNPOの支援と育成。法人格の付与や

免税措置など制度面が話題になる。一方でそもそも社会のどういう分野でNPOが必要

なのか。なぜ政府に任せず、NPOが必要なのかといった現実分析を踏まえた議論は手薄

だ。そもそもNPOの育成を議論するのに、政府による制度整備のあり方から議論する

というのも奇妙だ。

　社会福祉、年金、環境問題、行政改革、地方自治などの分野でも同様だ。わが国では

社会問題を議論するときに、問題の構造の理解や原因究明よりも制度・法令の手直しが

先行する。その結果しばしば目的があいまいなまま、制度・法令の手直しが繰り返され

る。そもそも制度・法令の必要性自体を疑ってみるべきだ。また「社会問題はすべて政

府が解決すべき」という固定観も捨て去るべきだ。当然、政策への過剰な期待も捨てる。

政府や政策といった狭い枠組みだけで問題が解けるような時代ではないのだ。

　思い切って制度・法令の解釈からいったん離れてみる。その際には経済学と経営学の

考え方がよりどころになる。伸びやかな思考、創造的なアイディアは事実を客観的に見据

えるところから始まる。それには経済学、経営学が適している。

1．これまでの「政策科学」の限界

　近代以来の産業や技術、そして学問の発達は、「見えないもの」を見えるようにし、制

御しようという努力だった。典型が、宇宙の原理と生命の神秘の解明だ。前者に対応し

てアインシュタインの相対性原理が生まれ、後者に対応して量子力学や生命科学が進化

した。そして、今やDNAの構造解析はもとより、遺伝子の組替えすらできる時代にな

った。

　「見えないものを見る」という努力は、社会科学の世界でも進んだ。社会の営みを巨視

的にとらまえようというのがヘーゲルとマルクスの唯物史観、そしてマックス・ウエー

バーの社会学だった。逆に人間の潜在意識の存在を解明し、行動科学を編み出したのが

フロイトの精神分析だった。やがて20世紀後半には、構造主義の時代に入る。ソシュー

ルの言語学は言語体系の背景に隠された社会制度を読み解く。レヴィ・ストロースは世

界各地の神話の裏に隠された社会構造の意味を解明した。

　さて、わが国にっいてはどうだろう。自然科学者の業績が目立つ。土居健郎氏の「甘

えの構造」1に代表される心理学、あるいは梅樟忠夫氏の「文明の生態史観」2に代表され

る文明論などは、日本の社会と日本人の「見えない構造」を読み解く上で大きな貢献が
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あった。

　ところが、わが国では政府や政策に関するすぐれた分析はなかなか見当たらない。あ

えてあげれば、立花隆氏の「田中角栄研究」3や猪瀬直樹氏の日本道路公団をはじめとす

る特殊法人などの実態を分析した「日本国の研究」4だろうか。くしくも両氏は、作家で

ある。政府の公式発表資料以外の情報を丹念につなぎ合わせ、タテマエで塗り固められた

政府の不正行為を実証した。

　あるいは、経済政策であれば中前忠氏5や大前研一氏6だろう。前者は大和証券、後者は

マッキンゼーでトレーニングを受けたビジネスマンである。2人とも海外経験が豊かで、

「民間」かっ「海外」という視点から日本人にとって盲点となりがちな視点を鋭く指摘

する。だがこの2人も社会科学の研究者ではない。

　わが国の政策科学（政治学、行政学、財政学、マクロ経済学などパブリックセクターを

分析する学問を総称）の成果はよく見えない。政策提言や海外事例分析、あるいは海外

理論の輸入解釈はなされてきた。だが現実の社会問題や政府のあり方の本質に迫り、一般

国民に「見えないもの」を見る力を与えてきたとはいえない。

　わが国の政策科学が不振の理由は何だろう。おそらく3つ上げられる。

　　　①　長らく、冷戦時代が続いた。そこでは、知識人も実務かも客観的な分析を元

　　　　　に自由な議論を展開する以前に、「反体制」か「体制派」か、あるいは「左」

　　　　　か「右」かといった立場が問われた。問題を分析する以前に「立場」を問

　　　　　われる時代が長く続いた。

　　　②　政府が情報やデータを独占しており、実証研究が進まなかった。

　　　③　先端課題に対しては、政府（特に中央省庁）が、いち早く研究体制を組織化

　　　　　　し、有力な研究者を囲い込んでしまった。その結果、政府の施策とは別の視

　　　　　点から重厚な研究がなされる機会が少なかった。

　かくして、わが国の政策科学は、今ひとっ勢いのないまま現在に至っている。

2．「政府」や「政策」は果たして中心課題か

　わが国の政策科学が不振な理由は他にもある。それは、　「政府」や「政策」をパブリ

ックセクターの中心課題と据えてしまったことである。現代のパブリックセクターの対

象領域は、「政府」や「政策」といった言葉ではとうてい捉えきれない。ところがわが国

では戦後に至っても、国家や政府を社会よりも上位に置く19世紀的価値観のまま政策科

学を展開してきた。おかげでわが国では、政府や政策をいったん突き放し、“相対化”す

る作業がなされなかった。そのため、成果は全て政府への提言、あるいは改善提案に昇

華された。さらには、政府の行動様式自体が問題の原因である場合（例えば、財政赤字の

増大）や、政府にはどだい解けない問題（例えば、教育問題）までをも「政策論」の狭い

範疇で解明しようとする努力までなされてきた。

　この間の事情をもう少し、詳しく見てみよう。

（1）政府には解決できない問題の噴出

　われわれは、社会問題の解決は政府の仕事だと考える。しかし、これは18世紀後半以
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来の近代国家の伝統に則った発想でしかない。政府の今日の形態、つまり代議制民主主義

と近代官僚制は、絶対王政から民主主義への移行期、そして農業社会から工業社会への移

行期に発達した。やがて天然資源の獲得を巡る植民地開発と帝国主義の覇権争いのもと

で、政府が国家の全てを掌握する時代に入る。政府が社会運営の中枢を担う時代は、2度

の世界大戦での総力戦を経て、戦後も続いた。東側においては社会主義国家の成立であり、

西側では福祉国家の建設がそれだ。

　ところが現代の成熟社会では、政府はもとより国家の枠組みで制御しきれない問題が

噴出する。例えば、CO　2問題など地球環境問題。もはや政府の手に負えず地球・人類

規模での対処が必要だが、主権国家間の協議はなかなか進まない。そもそも環境問題の

原因はわれわれの生活様式自体にある。公害対策とは異なり、特定企業・産業への規制や

補助金付与といった政策では解決しない。NGOやNPOが活躍するゆえんだ。

　教育問題も同様だ。先進国では軒並み、公教育が破綻しつっある7。　「同年齢の子供た

ち全員に、平等に同じ内容の教育を与える」というこれまでの公教育の建前と現実のギ

ャップが拡大する。そこで、いわゆる公設民営のチャータースクールやバウチャー制な

どが考案された。このように環境、教育、医療などの分野では、NGO、　NPO、企業などの

活躍が目立つ。彼らは議会や官僚制のルールに縛られず、臨機応変、かつ柔軟に動ける。

政府の能力の限界は、教育、環境分野に限らない。医療、福祉から文化、都市開発に至る

まで、ありとあらゆる分野で起きている。

（2）政府の存在そのものが問題

　一方、政府の存在自体が、社会問題そのものを作りだす例も出てきた。財政赤字はその

典型だ。野放図な増税を抑制するために政府の支出は議会が厳しく制御する。財政民主

主義といわれる制度の本旨はここにあった。ところが、議員が結託して利益誘導に走る

と歯止めが利かない。かくして民主主義の下では、財政赤字が肥大化する傾向にある。

制度の逆機能の典型だ。さらに肥大化、強大化した政府の一部が公益を食い物にする。

強大化した政府の存在、特に重税と過剰な規制が企業家精神をそぎ、自律的なイノベーシ

ョンと生産性向上の努力をそぐ。これはハイエクらの新自由主義の理論に詳しい。サッ

チャー、レーガン、中曽根の新保守主義思想による「小さな政府」志向は、いずれも「強

大化した政府は社会問題を解くどころか、それ自体が社会問題になりかねない」という

冷徹な現状認識に基づく。

（3）単なる一プレーヤーとしての政府観が必要

　現代社会では、資金、人材、情報、技術などすべてが流動化する。大企業、政府といえど

もこれらを独占し、囲い込むことはできない。政府であれ、大企業であれ、必要な資源を

自前で全部調達することは難しい。例えば資金。税収は景気に大きく左右され、国債の金

利も市場に左右される。政府といえども市場の動きを読む必要がある。また先端技術は、

大概の場合、民間企業にある。それをうまく発掘、調達し、パートナーシップ関係を築く。

政府にも「戦略提携（Strategic　Alliance）」のスキルが要求される。

　また、政府が生み出す政策も“営業”し、“マーケティング”しなければならない。
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いわゆるソーシャルマーケティングである。人口調節や環境保全などの分野で実践され

てきた。

　従来は、市場と政府は対立概念で捉えられてきた。だがこれからはむしろ、政府も市

場における一つのプレーヤーとして捉えるべきだ。たとえばわが国の国家としての信用

度の低下。これには企業のIR（インベスター・リレーションズ）と同様の対外PRが必要

だ。つまり今や“日本株式会社”のIRが必要だ。

　一国の政府といえどもグローバル化した市場の海においては、そこに浮かぶ一法人に

しか過ぎない。だが、わが国ではいまだに政府は市場よりも上位の特権的な地位を与え

られている。また官僚や政治家は政府と一般国民を媒介する仲介業者として利益を得て

いる。だから公益追求の名の下に利益誘導がはびこる。これではまるで公益追求の名の

もとでの神政政治である。日本人の精神構造にはこういう枠組みがいまだに固定観念と

して残っている。これまでのわが国の政策科学は無意識のうちにこの固定観にとらわれ

ている。そして制度や法令の解釈にエネルギーを費やす一方で、政府とその政策を徹底

して相対化し、検証する作業を怠った。その結果、政府とともに陳腐化、保守化しつつあ

るように思える。政策科学の再興のためにも経済学と経営学が必要である。

3．法規文化の限界

　わが国のパブリックセクターでは、“法規文化”が支配的である。“法規文化”とは何

事につけ規則をつくり、上位下達方式の権威をもとに「やってはいけないこと」を掲げ、

それによって物事決めるという発想である。

　ある大学の産学連携の事例をとろう。本来はどのような産業分野でどういう技術を共

同開発しようかといったことが中心課題になるべきだ。ところが「産学連携」の実行機

関の組織のくくりと定款の文言をめぐり、観念論が続く。NPO法人か財団か。経営形態

の選択や総務部の権限はどこまでかといった抽象論にエネルギーが費やされる。戦略づ

くり以前に、万一の不正行為を防止する規定づくりに走る。これが法規文化の弊害である。

　法規文化は事務処理のノウハウでしかない。何をなすべきかが決まったあとで、それ

をこなすテクニックでしかない。ところが今の日本ではこれが偏重される。官庁ではも

ちろん企業でもそうだ。

　こうした状況はまるで中世ヨーロッパに似ている。当時、聖書はラテン語で書かれてい

た。聖職者以外は読めない。そこに教会の特殊権益が発生し、免罪符の発行で収入を得

る事態に至る。これに疑問を提起したのがマルチン・ルターだ。彼は農民でも読めるド

イツ語の聖書を出版する。免罪符の無意味を説き、聖職者の権威を砕く。今日のわが国

の法規文化は、聖職者が独占するラテン語の聖書解釈のようなものだ。今の日本では、

難解な法律用語、複雑な制度、そして特異な官庁文化を理解しなければなかなかパブリ

ックな問題の解決に参加できない。これはまるで中世ヨーロッパ並みではないか。

　ちなみに、わが国のこのような停滞の原因の一つには、官僚や経営者、ジャーナリスト

の多くが、法学教育しか受けていないことがあげられる。社会問題の解決のためには、本

来は多面的な知識が要求される。しかし関係者の多くが法規文化で育ってきたため、何

かにつけ制度や法令の整備に走る。政府も何か問題が起こると直ぐに法制化に走るので
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ある。霞ヶ関官僚の間で自嘲的に語られるジョークにこういうものがある。規制緩和を

決意した官僚は真っ先に何をするか。　「規制は禁止する」という法律（「規制緩和推進

基本法」）をつくり、規制を法律で規制し始める…　　。

　何ごとにつけ規則で細かく決める法規文化は、明治以来のわが国の伝統だ。だが社会

問題は、複雑化の一途をたどる。規則が実態に追いつかない。そもそも規則を決めて、

みんなでそれを守れば問題が消えるという時代ではない。金融政策も環境政策も高度な

工学知識や確率論、統計学、さらに心理学まで動員し「見えない現象」の背景を分析する。

そして非凡な解を導き出さねばならない。

　法規を基軸に社会を律する発想は発展途上国のものだ。無知な国民に「やってはいけ

ないこと」を伝えルールを守らせる。キャッチアップの過程ではこれでも良い。だがい

っまでもこれではイノベーティブで創造性の豊かな国民は育たない。先進国、成熟経済

では「先例」　「ルール」のない分野で試行錯誤を重ね学習する。社会実験や試行錯誤に

対しさまざまな批評や評価がなされ、そこに知的な競争市場が2次市場として成立する。

そうした懐の深い環境のもとで先端社会問題はやっと解決される。法規文化一本槍では

とうていやっていけない。

4．突破口としての経済学と経営学

　以上、見てきたようにこれからのパブリックセクターの課題を解くためには制度や法

令解釈を超えた新たな認識、分析、思考の枠組みが必要だ。だが、なぜ経済学と経営学な

のか。

（1）数値化の威力

　経済学・経営学は、社会現象を「数値化」し、同時に「相対化」する。数値化の威力は

日常経験から明らかだ。数値情報は雄弁で、うそをつかない。たとえば「今夏の大阪市内

は例年になく凌ぎやすい」という表現。これはまだあいまいだ。かわりに「今年8月の

大阪市内では最高気温が30度を超えた日は3日だけ（過去5年の平均値は18日）」と

いったほうがわかりやすい。

　もちろん数値化にはリスクもある。例えば米国のある州政府。福祉サービスのNPO

に補助金を出す際に生産性の向上を促すつもりでヘルパー1人あたりの介護者数を数値

目標で課した。するとそのNPOはその目標値を達成するために障害の少ない老人に優

先的にサービスを提供したという。

　平均値の落とし穴もある。ある地域の住民の平均年齢がじわじわとあがった。老人が

長生きになったと考えるのが常識だ。だが若者がよそに転出しただけなのかもしれない。

（2）相対化の習慣

　「相対化」というのは、価値観の相対性を認めるというものだ。世の中に絶対的に正し

いというものはない、所詮は人間の認識能力には限界があるというカント哲学、実存主

義以来の謙虚な認識論である。しかし、政府は権力と秩序の維持装置である。自らの非

を認めることはない。いわゆる行政の“無謬性の原則”である。かくして政府が発表す

・ 117一



る情報は大本営発表になりがちだ。だから政府の活動を相対的に眺め、容赦なく批判する

作業が必要になる。これが報道と学問の役割だ。憲法でも「報道の自由」と「学問の自

由」が保証される。さて経済学と経営学は、学問の中でも相対化の役割に向いている。

なぜなら政府や権力を特別視しない。社会という“海”の中に、企業、NPO、政府そし

て国民という“島”が浮かんでいるという世界観に立脚する。

　大雑把に言えば“海”に関する探求が経済学だ。一方“島”についての探求が経営学

だ。海は市場、島は組織だ。両者の視点はやや異なるが政府といえども海の中の一っの

島でしかないという捉え方は共通だ。まさに「相対化」である。また海と島とのやりと

り、そして島と島のやり取りに注意を払う。そこでの共通の媒介手段として「数字」が

使われる。

5．経済学と経営学の限界と可能性

（1）経済学・経営学と社会倫理

　最近の経済学・経営学は人間性を欠いているという批判がある。経済至上主義、利益至

上主義といった言葉に代表されるとおり、本来、人々を幸せにするべき経済・経営学が逆

に人間の人間らしさを阻害することがある。

　典型的には、次のような疑問が突きつけられる。

【疑問①】経済的に恵まれた社会が果たして人々に幸せをもたらしているといえるか？

　例えば、こういうデータがある。アフリカ系アメリカ人（いわゆる黒人の人たち）の所

得水準はアフリカ人よりもはるかに高い。しかし平均寿命は逆転する8。こうしたデータ

を見れば昨今のWTOや世界銀行の総会の際のNGOの抗議行動の背景が理解できる。

グローバリゼーションの進展が途上国の伝統的な生活様式を破壊し、人々をかえって不

幸にするという主張はあながち感情論だけではない。

【疑問②】経済的な成功のために、一時的であるにせよ人間の尊厳や自由が犠牲にされ

　　　　　てよいのか？

　開発独裁という考え方がある。これは一国の社会経済開発が一定のレベルに達するま

では、自由や人権、民主主義などはしばし犠牲にしたほうがよいという考え方だ。シン

ガポールのリー・クアン・ユー首相やマレーシアのマハティール首相の考え方はこれに

近い。一方、アマルティア・センなどの経済学者は、こうした考え方を否定する。例えば

センは自由や人権は、それ自体が人生の目的の一つであり、経済的成功の犠牲にされるべ

きものではないと主張する9。また、現実にも民主主義を捨て、開発独裁を採用したから

経済成長が加速されたという証拠など存在しないという。

　資本主義は、今、大きな曲がり角にきている。従来型の大量生産、大量消費、そして大規

模な環境破壊を伴う拡大再生産だけではもはや社会は成り立たない。それに代わる人間

の顔をした経済学・経営学への模索が始まっている。

　経済学、経営学の数値主義、そして価値の相対化は、「見えないもの」を見えるようにす

る先鋒を担うに過ぎない。現実問題の解決のためには、既存の経済学や経営学を超えた豊
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かな人間性と幅広い知見が要求されるのはいうまでもない。

（2）パブリックセクターの経済学・経営学をめぐるさまざまな誤解

　わが国特有の法規文化の裏返しともいうべき現象だが、パブリックセクターに経済学

や経営学を持ち込もうとすると必ず直面する誤解がある。第1は、「公的サービスの領域

では、経済原則が働かない」という誤解だ。第2は「競争原理とは、弱者切り捨てであり、

公的分野ではそれは許されない」という誤解だ。そして第3には「政治や行政は、数字

では割り切れない特殊な世界だ」というものだ。マスコミ論調や政治家の発言の中にも

こういう考え方がよくでてくる。経済・経営学を使う場合には、このような誤解が蔓延

するわが国の現実に注意を払う必要がある。

【誤解①】公的サービスの世界では経済原則は働かない？

　わが国では「利益の追求」、　「公益性の追求」そして「効率の追求」の3つはお互い

に両立しないという思い込みがしばしば見受けられる。これはさらに次の3つの主張に

代表される。

〈主張①：利益追求の機関には公益性の追求はできない〉

　株式会社に医療行為や学校経営は任せられないというのがその典型だ。しかし公益

事業は営利企業が担う。電話、鉄道、電力、バス、タクシー。銀行、マスコミ、コン

ビニさらには、公衆浴場や床屋さんにも公衆衛生の確保という公益推進の役割がある。

何が公益かという定義は実はあいまいだ。パン屋も本屋も食料供給や文化の提供とい

う公益を担う。営利企業の存在を無視して公益の追求を考えることはできない。

〈主張②：公益追求する機関には、効率性の追求は無理だ〉

　公的サービスであれ、営利ビジネスであれ、その事業の特性に合わせた範囲で効率

的な経営を目指さねばならない。最終の目的は、人々に良質のサービスを安く、安定

的に供給することだ。そうでなければ、私企業であれ、行政サービスであれ、出資者

（行政の場合、納税者）と顧客の支持が得られず、存続し得ない。もちろん、公益追

求と効率追求が相反する局面はある。例えば、身障者がやる作業は、健常者よりも非

効率だろう。しかし、ここでいう効率とは、目先の効率に限らない。身障者を雇う過

程で企業や健常者は様々な学習をする。社会的な支持や評価から得るメリットもある。

こうして得られるものは、表面上の非効率を大きく補って余りある。経営者はそこま

で理解した上で効率と公益の両立を図る。公益と効率の両立ができないというのは思

い込みでしかない。

〈主張③：公益を追求する機関は、利益を追求しなくてもよい〉

　各地の市民病院の院長さんと話すとこういう話をよくきく。「われわれは民間病院

で採算が取れない分野の医療をやる。だから非効率で赤字だ。黒字になるならやる意

味が無い」。これは誰弁だ。まず第1に非営利事業といえども効率性は要求される。
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市民は税金という対価を払っている。市民病院があまりに非効率なら廃止し、民間病

院に業務委託したほうがよい。第2に公益性の高い事業は必ず赤字になるという考え

方も間違いだ。公益性が高く、黒字の事業はあちこちにある。宅配便のヤマト運輸は

その典型だ。提供するサービスの公益性の度合いで収益性が左右されるというのは思

い込みだ。

【誤解②】公的分野では競争は許されない？

　競争はイノベーションの母である。官であれ、民であれ、競争のない事業は停滞する。

身の回りの例でいえば、郵便局の窓口業務。財投や郵貯といった原資運用の妥当性の問題

はさて置き、窓口業務だけをみると生産性は結構高い。サービスもいい。なぜなら、銀行

や生命保険会社、宅配業者と競争する。目の前に顧客がいて評価を受ける。自ずと切磋

琢磨する。公的分野でも競争環境に持ち込まれれば生産性は上がる。もちろん直接、行

政機関同士で競争することは二重投資も招くし無駄が多い。統合したほうが良いことも

ある。その上で発注部門と受注部門を分け、契約原理を働かせる。サービスの質とコスト

に応じた報酬を支払う。擬似的だが市場競争原理が働く。これがエージェンシー制の本

来の眼目である（ところがわが国の独立行政法人制度はこうなっていない）。

　競争原理の導入は弱者切り捨てにつながるという議論があるが、これも乱暴だ。例えば、

市民病院が民間病院との競争に負け、廃止の憂き目にあったとする。その場合、患者は治

療を受けられなくなるだろうか。そんなことはない。そもそも市民病院が負けたのは、

患者が民間病院を選んだからだ。患者のコスト負担が増大するなら、市役所が差額分や

交通費を負担すればよい。非効率な市民病院を経営し続けるよりもずっと安上がりなは

ずだ。

　しかも、こうした改革は最終的には弱者にとっても減税などのメリットをもたらす。

競争は生産性の低い分野を表り出す。経済原則は問題摘出のリトマス試験紙である。競

争原理の導入というのは何も弱者を剥き出しの市場競争にいきなり晒すという意味では

ない。

【誤解③】政治や行政は数字だけでは割り切れない

　政治や行政の世界では、一見数字や論理以外のことで物事が決まるように見える。しか

し、それは選挙や予算、議会運営などの制度がビジネスとは異なるルールで成り立つか

らだ。政治は不透明かもしれないが、不合理ではない。なぜなら、選挙は数を巡る戦いで

ある。選挙という市場での有効投票数の獲得という競争である。この市場における「商

品」は、明確な政策綱領（マニフェスト）の場合もあれば、漠然とした期待感や即物的な

利益誘導の場合もある。ともかく競争原理と経済原則がはたらいている。議場の中の行

動様式も、増税と政権交代のメカニズムもゲームの理論で説明が可能だ。

　行政機関の意思決定も経済原則に基づく。行政機関は、予算の制約の中で最も政策目的

にかなった投資ができるようにポートフォリオを組もうとする。もちろん奇麗事だけで

はすまない。例えば、各部門が組織を維持するために予算の維持最大化を目指す。米国の

財政学者ブキャナンは、「官僚は、使命感も強いが、同時に自らの獲得利益と組織の保身
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のために行動する」と指摘する。だがこれは企業でも同じだ。

　行政と政治の世界では、一見不可解なことが多い。裏切られた気分になることもある。

しかしたいていは予測可能だ。経済原則で説明はつく。営利企業や自由競争市場とは、

ルールが異なり、あるいは白黒の判定が直接的でないだけだ。経済学、経営学の目でみて

みると、はっきりしてくることは多い。

6．変革期における経済学と経営学の役割

　従来、わが国では、経済学、経営学は、私企業の経済活動に関するサイエンスでありパ

ブリックセクターにはなじまないと思われてきた。だがこの発想は間違っている。経営

学と経済学は特に変革期に威力を発揮する。経済の本質は競争であり、市場のダイナミク

スである。経営の本質は戦略であり、アントレプレナーシップ（起業家精神）である。

まさに変革期に求められる知見である。経済学、経営学は、これからの日本のパブリック

セクターを分析し、再設計していく上で、不可欠の知的武器なのである。

【参考文献】
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第2章　パブリックセクターの経営学一その体系と枠組み

はじめに

　経営学は営利企業の生産性を高めることを目的に編み出された“経験工学”である。

資本主義とビジネスの隆盛を反映し高度に理論化、体系化されてきた。さて、海外では

経営学は「パブリックセクター」でも盛んに応用される。わが国でも果たして応用可能

なものだろうか。また「パブリックセクターの経営学（Pubhc　Management）」は成立し

うるのだろうか。本稿では日本における「パブリックセクターの経営学」について考え

てみたい。

　今のところわが国では「パブリックセクターの経営学」はなきに等しい。だが米国で

はそれなりの歴史を誇る。20世紀初頭に行政学（Public　administration）として誕生した。

当時の関心事は、行政機関を腐敗した政治から分離した存在として捉え、業務の能率向上

策を探求することだった。おりしも産業界ではフレデリック・テーラー（Frederick　W．

Taylor）が1880年代から科学的管理法（Scienti丘c　Management）を唱え「能率」の概念を

普及させていた。やがて、1906年にニューヨーク市政調査会が設立され、都市行政の各

分野で効果と効率の向上を目指した様々な実証調査が始まる。これが米国における行政

学の誕生だが、そのアプローチは経営学の応用だった。

　わが国にも「行政学」はある。しかし、制度、機構の解説、もしくは政治学の手法を

行政分野に応用した理論研究が中心である。わが国では官僚が政治家以上に政策形成の

鍵を担ってきた。こうした事情もありわが国行政学は現場の実務の経営や実証研究とは

距離を置いて発展した。例えば、教育、環境、医療など個別具体分野の行政サービスの効

果と効率を分析し、実務に貢献するといった事例はあまり見聞しない。

　このままでよいわけがない。また、そうこうしているうちに社会問題の解決の担い手

は「行政」だけではなくなった。NPOや市民団体、企業が果たすべき役割が増大してい

る。まさに今、わが国では「パブリックセクターの経営学」を新たに構築すべき時期な

のだ。

（1）なぜ日本では未知の分野なのか

　パブリックセクターの経営学は、わが国ではまだまだ未知の分野だ。

　理由は5つある

①従来、日本では「公（おおやけ）」のことをやるのは全部「官（行政）」のことだと

考えられてきた。官というのは、行政機関かその関連団体（特殊法人、外郭団体など）の

ことである。そして官の運営のあり方を論じるのは「行政学」の仕事とされた。　「経営

学」は民間企業のもので、「官（行政）」にはあてはまらないと考えられてきた。

②　「パブリックセクター」というからには、いくつかのサブセクターがなければなら

ない。しかし、①の事情を反映し、それがあまり育たなかった。すなわち学校、医療、

社会福祉などの法人を除けば、NPO、　NGO、そしてソーシャル・ベンチャー、コミュ

ニティー・ビジネスなど行政以外のパブリック（公）の担い手が限られ、また零細だった。
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また大きな財団法人や公益法人は多くが行政機関の関連団体だった。

③　民間経営のノウハウを持つ実務家がパブリックセクターで活躍する機会が限られた。

また終身雇用制のために若いうちに民と官の両方を経験する機会も少なかった。一部の

議員や首長を除くと、パブリックセクターの人材は大半が役所育ちという実態が続いた。

④　わが国には「行政には間違いがあってはならない」という無謬性信仰が強い。そし

て行政機関は、自らの誤りや非を絶対に認めたがらない。しかし、経営とは、突き詰めれ

ば問題解決のノウハウのことである。問題の存在自体を認めなければ、経営は必要とさ

れない。

⑤　官尊民卑の固定観念が官と民の両方にあった。行政マンは優秀というイメージ、そし

て「秀才集団の行政機関が民間企業に学ぶことはない」という思い込みもあった。いま

だに一部の県庁には「経営指導課」という名称がある。行政機関が民間企業に経営を教

えるというのはいかにも不思議な想定だが「民間の人材は官吏よりも劣る」という大昔

の社会通念の残渣だろう。

（2）急速な変化

　事情は、近年、急速に変わった。NPOに法人格が与えられた。　「パブリック（公）」の担

い手は官（行政機関）だけではない」という考え方が広まりつつある。団塊の世代を中

心に企業出身者たちが、NPOの経営に参加し、ノウハウの移転が始まった。官庁や大企

業を選ばず、NPOやNGOに就職する若者も出てきた。これまで一方的な天下り以外あ

まりなかった官民の間の転職も増えている。

　こうした変化とともにパブリックセクターにも「経営」の考え方を取り入れようとい

う動きが生まれつつある。例えば自治体では「行政経営」を改革の旗印に掲げるところ

が増えた（福岡市役所、三重県庁、岩手県庁など）。また政府は2001年の経済財政諮問

会議でニュー・パブリック・マネジメントによる行政改革をいわゆる骨太答申に掲げた。

これを受けて総務省（行政管理局）は、「新たな行政マネジメント研究会」を発足させ、

その報告書もでている（詳細は大住荘四郎・上山信一他著「日本型NPM」　（ぎょうせ

い）を参照）。

　こうした動きは、政府セクターに限らない。NPOでも企業の先端経営手法に学ぼうと

いう動きが盛んだし、従来、ともすれば制度改革論に流れがちであった教育・福祉・医療

の分野でも経営の評価や経営改革への関心が高まっている。

（3）混乱と戸惑い

　とはいえ急に「パブリックセクターの経営学（Public　Management）」をといっても定

見がない。多くは「民間企業の経営感覚を組織運営に取り入れよう」という精神運動を

越えない。様々な誤解も見受けられる。例えば「経営とは計数管理。民間企業並みのき

びしいコスト管理をやり、効率化を急ぐのみ」といった鵜呑みの解釈が中央省庁と自治

体の改革派の官僚の間に蔓延している。あるいは欧州のいわゆるニュー・パブリック・

マネジメント論だけを「パブリックセクターの経営（Public　Management）」だと早とち

りする研究者もいる。
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　本稿の目的は、理論や学説の整理ではない。だが、このような混乱に配慮しつつ、筆者

が専門とするビジネス・マネジメント（経営学）と対照させつつ、パブリックセクター

の経営学（以下では「パブリック・マネジメント」と呼ぶ）の姿を明らかにしていきた

い。

1．多彩な経営課題の姿

　パブリック・マネジメントは、抽象思考の産物ではなく、実学だ。これはパブリックセ

クターで起こる様々な課題をより効果的、効率的に解決する方策を編み出すサイエンス

体系である。具体的に今の日本のパブリックセクターでどのような経営課題があるのか

例をあげてみてみよう。

・ 高速道路はもう不要か、まだ必要なのか。

・ 各地で相次ぐ第3セクターの破綻問題
・ 財政危機

・ 絶えない公務員の贈収賄、汚職事件

・ お役所仕事、たらいまわしなど古典的な非効率

・ NPOと行政はいかに協力関係を構築するべきか
・ 長野県に代表される首長と議会の対立

・ 天下り批判（根絶をといわれつつなくならない。おそらく理由があるはずだがきっち

　り分析されない）

・ 全国的な小児科救急体制の不備。幼児が病院をたらいまわしされ、手遅れで亡くなる

　事件も起きた。

いずれも繰り返し、新聞紙上を賑わす問題だ。

（1）パブリック・マネジメントの課題

　パブリック・マネジメントの課題は2つに大別できる。1つは「課題解決の方法その

ものが見当たらない、もしくは不備な場合」、もう1つは「解決策はわかるが、うまく

実行できていない場合」である。前者は“戦略”、後者は“実行体制“に関わる問題であ

る。具体的にみていこう。

①戦略問題
（a）新たな課題の発生

　予想外の天変地異や病気の流行など、誰も予想していなかった問題にどう対処するか

という課題だ。そもそも有効な対策が存在しない場合もある。2001年の米国の同時多発

テロが典型だ。あれだけの規模のテロは誰も予想していなかった。政府と航空会社は空

港を閉鎖し、必死で対策を考えた。エイズが初めて流行したときもそうだ。あの時は、腰

の重い政府より先にNPOが失業や生活苦に陥った感染者の救済に乗り出した。

（b）古くからの課題だが解決方法が見出せない場合

　課題のありかはわかっている。すでに政府やNPOが熱心に取り組んでいる。しかし、

そもそも有効な政策、手立てが見当たらない場合がある。例えば、麻薬や暴力団の撲滅、
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荒れた小中学校の立て直し、渋滞対策などだ。

　この種の問題の解決は従来の政策、作戦の強化では解決しない。政策や戦略の刷新が必

要だ。例えば、官と民の組織の枠を越えた「政策連携」　（詳細は、上山信一著「政策連携

の時代一地域・自治・NPOのパートナーシップ」（日本評論社）を参照）。これには、

行政機関の限界を外部の民間組織が補うものが多い。

　例えば、サンフランシスコでは、パートナーズ・アット・スクール（Partners　at　School）

というNPOが公立学校に経営改革のコンサルタントを派遣している。チャータースク

ールも民間のイニシアチブを行政が支援する仕組みだ。これは認可基準を満たした私設

の学校に対し、行政機関が生徒数に応じ、公立学校に振り向けていた経費を最配分する。

一種の「公設民営」方式だが、イノベーティブな解決策だ。

②体制問題

（a）組織運営のやり方自体の課題

　いわゆるお役所仕事やたらい回しが典型だ。県立病院の窓口で長時間待たされる。欧

米ではわずか6～12ヵ月の新薬の認可に日本では2年もかかるといった問題である。原

因は組織運営のまずさによるものが多い。しかし硬直的な予算人事制度や許認可制度な

ど現場の努力だけでは解決できない問題も多い。

（b）行政の信頼喪失問題

　行政機関の中には、税務署や警察など法令の定めによって行政サービスを独占供給す

る機関がある。そこが住民（国民）から信頼を失う場合がある。旧大蔵省や旧厚生省、外

務省などの不祥事、さらに自治体の食糧費の不正支出問題が典型だ。公権力の公使と資

金供給（税の配分による）を保証されている機関が、実は不正に経営されていたという事

態は、深刻である。

（c）組織・経営形態問題

　組織や経営形態が時代のニーズにそぐわなくなる問題だ。国鉄の例がわかりやすい。

鉄道は、戦前は軍事施設の色彩が強く、鉄道省が直接管理した。戦後の復興期には、生産

性の向上と全国均質のサービスを保証するために公社化された。その後、60から70年代

に自動車や飛行機との競争に負けはじめ、サービスの質が問題になった。そこで1987年

に分割民営化された。

　このように、パブリック・マネジメントの課題は一様ではない。現実には以上5つの課

題が複合してわれわれの目の前に出される。たんに民間委託や民営化し、民間企業の経

営の手法に学ぶだけでは解決しない場合がほとんどだ。

2．課題解決への3つのアプローチー「制度」　「政策」　「組織」

（1）ビジネス・マネジメントの応用の可能性と限界

　さて、パブリック・マネジメントは、このように複雑な社会問題を手際よく解決する

ためのサイエンスである。もちろんビジネス・マネジメント、いわゆる経営学に似てい

る。ビジネス・マネジメントのノウハウは行政機関やNPOでも役立つ。特に、住民（市
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民）向けのサービス提供の方法論、っまりマーケティングや戦略論、組織構造論などは応

用しやすい。ニュー・パブリック・マネジメント論の中核を占める成果主義、現場への権

限委譲の考え方などはその洞察のかなりがダウンサイジングやスタッフ・エンパワメン

ト（鼓舞、empowerment）など先進企業の経営改革手法と共通する。

　だが財務や人事、あるいはガバナンスや意思決定論などの分野ではストレートな応用

は難しくなる。また政策にっいてもサービス業の顧客戦略の応用だけではすまない。特

定顧客向けに資源を集中投入するのがビジネス戦略だ。パブリックサービスではそうは

いかない。

　要するに、ビジネス・マネジメントのかなりのノウハウはパブリック・マネジメント

でも使える。特に分析段階ではそうだ。多くの社会問題がビジネスモデルにあてはめる

と鮮やかに整理できる。しかし実際に物事を動かす段になるとそれだけではすまない。

こうしてみるとパブリック・マネジメント固有の領域の広さに改めて驚かされるのであ
る。

（2）医学とのアナロジー

　問題解決のためのサイエンスとしてのパブリック・マネジメントはどういう体系で捉

えるべきか。医学の体系からの類推がヒントとなる。医学も問題解決のためのサイエン

スである。対象が人か社会かという違いはあるものの実学としては似ている。

　医学の世界は大きく基礎医学と臨床医学に分かれる。基礎医学とは、解剖学、免疫学、

遺伝子学、免疫学、生化学などである。臨床医学は、さらに2つのグループに分かれる。

一つは疾病治癒のための技術学の領域だ。診断学、麻酔科学、救急救命学、放射線医学、医

療情報学などである。もう一つは素人にもなじみの深い診療科目である。これは内科、

外科、精神科、産婦人科などの疾患タイプ別に分かれる。

　医学の歴史は古い。これまで大規模な資金と人材の投入がなされてきた。これに比べ、

パブリック・マネジメントの領域は日本に限らず欧米でも相対的には未開拓だ。そもそ

もパブリックな問題解決、つまり一般人の幸福追求が社会全体の重大関心事になったの

は、最近のことだ。古代から中世、近世にかけての政治の関心事は領土の保全と拡張、つ

まり軍事と外交だった。内政、つまり庶民の幸福追求は宗教の仕事だった。昔の寺院や教

会はおしなべて立派だが、これは宗教が人心安定装置の役割を担っていたからだ。国家

の関心が本格的に内政にシフトするのは2度の世界大戦のあと、戦後の福祉国家の成立

以後とすらみてよい。ともあれ、パブリック・マネジメントは機能の上では医学に似て

いる。それにもかかわらず、成立が大幅に遅れた。したがって医学の体系、そして研究・

教育体制に学ぶべき点が多いのである。

　医学と同様、パブリック・マネジメントは大きく3つに区分できる（図1）。

①制度アプローチ

これは医学の基礎医学に対応する。これは制度という切り口からパブリックセクターを

理解する。基礎医学が免疫、遺伝などの人体の生理機能に着目するのと同じだ。具体例は、

地方自治体制度論、税制論、司法制度論、議会制度論などだ。制度となると、まずは現行
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図1 パブリックセクターの経営学の体系

パブリックセクターの経営学 他分野との比較

①制度アプローチ

医学 ビジネス・マネジメント

・ 地方自治体制度論
・税制論
・ 司法制度論
・ 選挙制度論など

・ 生理学
　（免疫、遺伝、血
　液など）

・ 制度アプローチ

　（コーポレートガバ
　ナンス、会社制度、

　ディスクロージャー
　制度など）

②政策アプローチ　　・金融政策
　　　　　　　　　　・年金政策
　　　　　　　　　　・都市政策など

・ 技術アプローチ

　（薬学、放射線、
栄養、麻酔など）

・ 技術アプローチ
　（マーケティング、財

　務、給与、会計、1T
など）

③組織アプローチ ・ ケーススタディ

　（社会問題別に、例えば

入管事務所の不法入国
者対策についてなど）

・ 組織診断
　（組綾別に、例えば三重

　県庁のNPO改革など）

・ 臨床医学アプロ

ーチ

　（内科、外科、脳
外科、心療内科な

　ど）

・ ケーススタディアプ

　ローチ
　（業種別に、食品、

金融、航空、鉄鋼な
　ど）

制度の解釈が出発点となる。それを過去や海外の事例と比べ、現行制度の問題点や補強

策を考える。ただし、多くの場合制度は法令で「制度化」され、やっと制度となる。分

析対象は、どうしても政府が深く関与する領域が中心となる。

②政策アプローチ

　これは臨床医学のうちの技術アプローチに対応する。政策とは、社会問題を解決する技

術の固まりである。これは経済政策、金融政策、年金政策、老人医療政策、外交政策など課

題分野の切り口から解決策を考える。政策アプローチでは、制度にとらわれない。環境、

教育、科学技術など新分野への着眼も早い。しかし、既存の政府やNPOなどの組織や

住民（国民）の行動原理はあまり重視しない。その結果、理想論に流れ、実現性を欠く場合

がある。

③組織アプローチ

　これは臨床医学の診療科目に相当する。これは、過去の事例のパターン集積とそれに

もとつく経験工学の体系化の上に成り立っ。

パブリック・マネジメントの問題は、制度や政策の手直しだけでは将があかない。問題

解決を実際に担う個々の機関が具体的に何をやるかを考えなければならない。組織アブ
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ローチは、このような現実課題の解決に貢献する。理想の制度や組織の実現を目指すより

も、目の前にある組織の自助努力を促し支援する。例えば、学級崩壊問題。組織アプロー

チでは、何よりも先に個々の学級や学校が、今何をなすべきかを考える。その上で、現場

で解けない課題を爽り出す。政策や制度の変更は、その段階で初めて議論すべきだと考

える。

　ちなみにビジネス・マネジメントの体系もこの3分類にほぼ対応する。すなわち、

①制度アプローチ：コーポレートガバナンスや会社制度、証券取引、企業倫理、独占禁止

　などの制度

②技術アプローチ：マーケティング、財務、人事、会計などの専門ノウハウである

③ケーススタディ・アプローチ：食品、金融、航空、鉄鋼などの業種特有の経営ノウハ

　ウといった具合である。

　さて3つのうちどれを重視すべきか。3つとも必要だ。組織アプローチで物事をみて

いくと制度や政策の変更の必要性にぶつかる。例えば不祥事は直接には経営者の監督不

足のせいといえる。だが情報公開制度を徹底することでかなり防げる。また立派な制度

でも具体的な政策が間違っていれば機能しない。また制度も政策もそれを担当する組織

が弱体ならば実現できない。医療に基礎医学、技術学、診療科目の3つが同時に必要なの

と同様、社会問題の解決には制度、政策、組織の3つのアプローチが不可欠である。

3．わが国のパブリック・マネジメントの現状評価

　次に現在の日本のパブリソク・マネジメントの現状評価をする。実社会において制度、

政策、組織の3つがどの程度整い、革新されているかどうかをみよう。

（1）制度、政策、組織

①制度アプローチ：その充実と制度疲労

　わが国は、こと制度については極めて充実している。個々の行政分野ごとに中央省庁が

自治体、特殊法人、さらには各種団体、民間企業まで巻き込み、精緻な制度を作り上げ、維

持してきた。多くは、法令化、予算化され、同時に組織化されてきた。

　例えば何か新しい問題が起きる。すると中央省庁は、必ず「制度対応」をする。テロ対

策の特別措置法、情報公開法、など個別課題ごとの法律ができる。法律ができると実施

するための組織（部門と人員）が整備される。すると当然、組織には予算がつくのであ

る。次は、自治体や外郭団体に制度実施のための組織と予算ができる。この連鎖は、関連

業界から個々の企業にまで及ぶことがある。政府が「xx問題特別対策本部」をつくれば、

社内にも同様の組織を置く大企業が多い。こうして社会問題の解決のための「制度化」

が進む。これをさして“官僚支配国家”、あるいは“社会主義”と椰楡する向きもある。

たしかに制度の元締めは中央省庁の官僚たちである。なかには宅地開発規制要綱など自

治体が編み出した制度もあるが、多くは中央省庁が設計してきた。専門家も中央省庁が設

定した審議会や研究会の場を通じて意見を述べる。最後は、中央省庁が意見調整をし、利

害調整まで済ませ制度ができる。これが従来の日本の制度作りの特徴だ。
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　もちろんこれだけ巨大な国家を中央集権的な制度で律するのはもはや不可能だ。また

動きの早い世の中に対し、国会審議や法令改正などの制度の変更の手続きが追いつかな

い。その結果、制度の形骸化や信頼低下が著しい。年金制度は典型例だ。若い世代には加

入しない人が増えている。

②政策アプローチ：官と民の健全な政策競争市場作り

　マスコミ誌上ではしばしば、「わが国は政策不在だ」といわれる。だが、政府は制度に

あわせて、必ず政策を作っている。制度ができれば担当組織ができる。すると必ず「基

本計画」や「実施要綱」をっくる。これは実は政策そのものだ。だが問題はその品質だ。

概して地に足の着いた現状分析がない。数字に乏しい。　「XXの推進」　「XXの拡充」な

どの言葉の羅列でしかない。これは必ずしも彼らの無能さの反映とはいえない。官僚組

織には制約が多い。いい知恵を出しても予算制度の硬直性や議会の抵抗のために実行に

移せないことがままある。要するに官僚組織にイノベーションは期待しにくいのである。

　そこで政策づくりは政府だけに任せておれないと考える人たちがでてきた。典型が“政

策科学”を目指す大学やシンクタンクの人たちだ。だが実務との乖離がある。目先の制

約条件にとらわれないのはよい。だが無視しすぎると非現実的な前提条件での数字遊び

になる。政府と研究機関を往来し、実務と研究の両方ができる人材が必要だ。

　ところで、政策アプローチは海外で盛んだが、日本と同じものか。研究方法は同じで

経済学や社会学などの手法を使う。しかし社会における“政策”の地位や位置付けは、

日本固有の特殊なものだ。

　第1の特徴は政策への過剰期待だ。官僚や研究者はもとより、マスコミや国民までが

社会問題の解決を政府の政策に期待する。しかし、これは社会主義的発想だ。国民生活

の隅々まで政府に関与させる計画経済主義がいまだに残っている。

　第2の特徴は、各種経済団体やシンクタンク、有識者グループが政策案を国民に対し

てではなく、政府に対する「提言」「要望」の形で申し述べる慣行だ。だがこれでは陳

情と同じだ。本来は国民や議員に対して代替案を提示し、政策論を誘発する。その上で、

政策同士がその質を競い合う“政策市場”を育てるべきだ。

③組織アプローチにまっわる誤解

　組織アプローチについてはどうか。行政機関やNPOには「経営、あるいは経営感覚

がない」といわれてきた。近年の財政危機のせいもあり、ますます意識される。しかし

個々の行政機関やNPOの経営の変革の方法論については、官民双方に誤解が多い。

　第1に、財界人。彼らはなぜ行政機関の長が企業の社長のように強烈なリーダーシップ

を発揮しないのか、とフラストレーションを募らせる。しかし、議会や制度の制約など

が大きく、ことは簡単ではない。

　第2に行政マン。彼らの姿勢は概して両極端だ。多くは「行政に営利企業の経営手法

はなじまない」という保守派。もう一派は「民間企業の経営改革手法こそ節約、効率化

の最強の武器」と期待を募らせる武踏派。だが、経営改革とは、生産性の追及と同時に

組織の自律的な成長を目指すものだ。節約だけではない。思い切った投資をし、業容拡
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大する。しかし、拡大再生産の好循環を狙うという感覚は、行政マンにはあまりない。

せっかく「行政経営」を旗印に改革プロジェクトをはじめても、結局は従来型のケチケ

チ行政管理に収束しがちである。

（2）イニシアチブとイノベーション

　行政機関がみずから設計する経営改革論には、イニシアチブとイノベーションという

2つの要素が欠落している。前者は、「経営戦略は、特定の個人が他人の批判や懸念をも

のともせず、無理を実現する」という洞察である。そして後者は難題に対し、衆知を結

集して飛躍的なブレークスルーを成し遂げる。

　この2つはいずれも「決められたことをコンセンサスに沿って行う」という行政の基

本原理とは相容れない。だから行政マンだけでは、なかなか斬新な経営戦略は編み出せな

い。どうしてもコンサルタントなど外部の人材が関与する必要がある。

　この点においてわが国で組織アプローチを実践するのはたやすくない。終身雇用制の

弊害で、組織を客観的に外から分析し、改革戦略を導き出せるプロが育っていない。問

題の指摘までなら組織内の秀才にできる。だが、個々の機関の現実課題を系統立てて解

決できる人材は少ない。

　以上、見てきたようにわが国のパブリック・マネジメントは、制度、政策、組織からの

3つのアプローチのいずれについても課題が多い。それぞれが従来から培ってきた思考

と行動の枠組みの限界に直面している。泥沼化した局所戦で疲弊している。これらをよ

り高い次元から有機的に結合させる必要がある。だから、パブリック・マネジメントの

体系化が重要なのだ。

4．組織アプローチの考え方

　冒頭でパブリック・マネジメントは実践ノウハウの体系だと述べた。ここではその中

身を見ておきたい。制度アプローチは既存の学術論文や政府の各種報告書にたくさん見

受けられる。また政策アプローチは、環境、教育など分野別の専門書のとおりだ。ここで

は「制度アプローチ」と「政策アプローチ」は割愛し、「組織アプローチ」について考え

たい。

　組織アプローチは、ビジネス・マネジメントにおける「企業改革論」に相当する。す

なわち、社会問題の解決に向けては、現象自体よりも行政機関、特殊法人、NPOなどの

個別組織の対応ぶりに注目する。そして個々の組織が適切な戦略を編み出し、実践するた

めの方策を助言する。問題解決の主役は、制度や政策ではない。あくまで個々の機関だ。

その動きを重視する：この背景には、社会問題は、個々の担当組織が適切な戦略を遂行す

ることによって解決するのが近道だという思想がある。

ケーススタディと組織診断

　「組織アプローチ」は、2つの切り口から考える。

　一つは、個別具体的な事例一例えば、不審船の出没に対し、海上保安庁はいかなる対
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策を講じるべきか、といった命題一を実際に解いていく。ケーススタディだ。例えば

ハーバード大学の行政大学院（ケネディスクール）などが授業で使うケースを公開して

いる。他の例では拙著の「自治体DNA革命」　（東洋経済新報社）の第3部は福岡市役

所のケーススタディだし、同じく「行政の経営改革」　（第一法規出版）の第5章は三重

県庁のケーススタディである。

　もうひとつの切り口は既存の組織のあり方を広く観察し、改善点を洗い出す、っまり組

織診断だ。以下では主に後者の診断方式について解説する。

生産性とガバナンス

　組織診断の際に重要な概念は「生産性」と「ガバナンス」である。平時において生産

性が低い組織はそれ自体が問題だ。ましてや問題発生時に臨機応変でかっ迅速な対応を

とれない。高い生産性は「よい経営」そして「よい組織」の大前提である。

（1）生産性の追及

　営利、非営利を問わず事業の生産性（Total　Factor　Productivity）は、資本と労働の2

つの要素で決まる。前者には資材や設備などのモノを含む。後者は、正社員、アルバイト

など投入されたマン・アワーの総計だ。生産性はそれぞれの投入量と投入済みの資本と

労働自体の生産性という2つの要素で決まる。

①最適生産計画と事業戦略

　例えば、保健所がおこなうインフルエンザの予防接種。資本、つまり設備、機材は同じ

物を使うとして、1万人分のワクチン注射を医師と看護婦のチームがこなす場合を考え
る。

　この場合、労働の生産性は、2つの要素できまる。第1には各人が単位時間あたりどれ

だけの作業をこなすか。第2には、そもそもどれだけの数の医師と看護婦を動員するか

である。

　前者はわかりやすい。後者はこういうことだ。いくら優秀な人でも申し込み事務から

問診表のチェッ久説明、注射まで全てを1人でこなすと効率はガタ落ちだ。逆に10人

も投入すると混乱する。個々人の生産性は、投入人員数が適正な場合に最大化する。

　設備についても同じ議論が成り立つ。そして設備と人員は、お互いに影響を与えあう。

　かくして仕事をこなす上で最も効率的な設備と人員の組み合わせが編み出される。例

えば、医師1人と看護婦1人、そして事務職1名のチームが3人一組で町内3箇所のシ

ョッピングセンターで予防接種の出張サービスをやるのが効率的といった結論だ。これ

が「最適生産計画」であり、予防接種という“事業”の“戦略”だ。

　ちなみに資本や労働の投入はインプットという。その結果やった仕事はアウトプット

という。この例では、投入される人員数と資金（注射のための機材、薬液、書類、光熱費、

交通費、人件費、建物使用料など）がインプットだ。アウトプットは打った注射の数だ。

インプットを分母に、アウトプットを分子に置いたものが狭義の生産性だ。これが組織の

生産性を表す。だが生産性は、先述のようにインプットの多寡自体にも左右される。これ
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を考慮した生産性が事業の生産性（Total　Productivity）である。

②ニッポンの産業の生産性

　ちなみにマッキンゼー社が日米の主要産業の生産性を調べた結果がある。その結果、

米国に比べわが国の産業には概ね次のような特徴があることがわかっている（図2）

図2

日本と米国の生産性の比較一1995年

生産性 投入量 1人当たりのGDP

資

本

日本

米国

60

100

139

100

労

働

日本

米国 100

1

100

日本

　　　米国122

84

1100

出典：　　OECD、McKinsey　Global　lnstitute

（a）労働（人員）の生産性は、米国の70％

（b）　資本（資金、設備）の生産性は、米国の60％

（c）投入される労働の量は、米国の122倍

（d）投球される資本の量は、米国の1．39倍

（e）以上を総計して、日本の産業の生産性は、米国の83％

　つまりわが国の企業経営の特徴は「資本と労働の生産性の低さを両者の過剰投入で補

っている」ということになる。この傾向は、おそらくパブリックセクターでも同じだろ

う。もちろん行政機関、NPOの大半の仕事は予防接種の例ほど単純ではない。組織全体

としてたくさんの事務と事業を手際よくこなす必要がある。そのためには、しっかりとし

た体制、つまりガバナンスが必要になる。次には組織全体を対象としたガバナンスについ

て考える。
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（2）ガバナンス

①ガバナンスの4層構造

　良い経営を支えるためのガバナンスは、4層構造の建物になぞらえて理解するとわか

りやすい（図3）。

　基礎となる1層目は「現場改善運動（Total　Quality　Management）」。2層目が「戦略

経営（Strategic　Management）」。3層目が業績評価（Perfbrmance　Measurement）」。

4層目が「経営ガバナンス（Corporate　Governance）」である。

　この4つが相互に作用し合って、「良い経営」を保証する。順番にみていこう。

（a）　「現場改善活動（Total　Quality　Management）」

　担い手は、現場の第1線の職員だ。彼らが与えられた目標の達成に向かい自主改善活動

をする。自分たちで課題を見つけ、解決策をチームで考える。達成日標も設定し、達成度

も自ら評価する。このサイクルをPDS（Plan，　Do，　See）、あるいはPDCA（Plan，　Do，

Check，　Action）　という。このサイクルが現場レベルで自律的に回っていることが不可

一 134’



欠だ。どんなに立派な戦略も現場に理解され、やる気がなければ絵に描いた餅でしかない。

（b）　「戦略経営（Strategic　Management）」

　これは部門長と経営者の仕事だ。顧客のニーズと競合の動きに照らした作戦シナリオ

をつくる。そして組織の内外に向けて説明し、資金や人材を調達する。そのよりどころ

が「戦略計画（Strategic　Planning）である。これは組織全体と個々の事業の使命（ミッ

ション）を明確にし、行動計画ごとの達成目標（時期と目標水準）を示す。

（c）　「業績評価（Perfor皿ance　Measurement）」

　これも部門長と経営者の仕事だ。戦略計画の達成状況を定期的に（上場企業の場合、四

半期ごとが通例）チェックし、それに基づき、信賞必罰を行う。業績評価は、まずは自ら目

標を立てその達成に向けて自助努力を促す。達成状況を自己評価させ、さらに上位者が2

次評価する。これは経営者の視点からは「目標管理（Managenlent　by　Objectives）」とも

よぶ。

　業績評価は重層的に担保される。つまり、現場では個々人の目標管理を部門長がやる。

部門長の目標管理はその上の担当役員がやる。担当役員の目標管理は、トップがやる。

トップはさらに株主から評価され、（行政機関の場合は住民による選挙）、また組織体全

体としては、証券アナリストや格付け機関からの評価も受ける。

（d）「経営ガバナンス（Corporate　Governance）」

　これは企業が健全に経営されているかどうかを様々な角度からチェックし、軌道修正

を迫る。先ほどの業績評価も広義の経営ガバナンス機能に入るが、実質を担保するのは取

締役会の社外役員や監査役、そしてディスクロージャー（情報開示）などの機能である。ガ

バナンスの発動原理は「高い生産性が達成できているか」、そして「持続的成長が可能

な適正投資をしているか」という観点である。両者が両立して、初めて企業価値が高く

評価される。

　NPOや政府の場合、これは外部監査や行政評価、情報公開によって担保される。

②4つの仕組みの相互作用

　さて、以上の4つの機能は、相互に作用しあってよい経営を支える。この構造は先ほど

も述べたが図3のように4階建てで考える。一番基礎にあるのが「現場改善活動」だ。

　コストダウンや拡販戦術などたいていの目に見える課題は、このレベルで対応可能だ。

ここで解決できない課題は2階に移り、「戦略経営」レベルの仕事だ。例えば現場職員

が設備の改良更新を思いっき、経営者に提案する。経営者は、事業の将来性や立地条件な

ど様々な要素を考慮し、是非を判断する。判断は経営者の仕事だが、情報を提供するのは

現場職員だ。どんなに優秀な経営者でも現場リーダーたちとの対話なしでは周到な戦略

は編み出せない。

　次はビルの3階にあたる「業績評価」だが、これは「戦略経営」のないところでは機

能しにくい。なぜなら評価には尺度が必要で、それが戦略計画だからである。
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　そして最後の4階が「ガバナンス」である。これはチェックして軌道修正を迫る機能

だが、これも正しい「業績評価」がなければ機能し得ない。なぜならガバナンス機能の真

髄は、組織の外部からのチェックにある。正しい業績評価のデータがなければ威力を発揮

しない。

　以上で最上階まで来たが、逆に上から下への力の作用（重石）もある。例えばトップは、

内部改革のための外圧として外部監査などのチェックの厳しさを組織内に意図的に使う。

また部門長は、戦略計画を作る過程で部下に業務の総点検を迫る。このように4っの仕組

みは、お互いに支えあって「良い経営」を担保する。

5．組織アプローチの勘所一ビジネス・マネジメントとの違い

　ここまで述べてきた生産性とガバナンスに関する理論の基本は、営利企業のビジネ

ス・マネジメントと何ら変わらない。しかし、利益追求のためのプライベートセクター

と公益追求のパブリックセクターでは経営の最終目的が違う。また政府に代表されるパ

ブリックセクターでは、議会との関係や会計規則など様々な制約があり、企業並みのガバ

ナンスの充実は容易ではない。

　このようなパブリックセクター特有の経営の勘所について考えてみたい。

（1）あいまいな使命（使命）の明確化

　業種を問わず営利企業に共通する使命は、利潤追求である。社会貢献などを使命の一つ

に掲げる企業はあるが、それは利潤を得た後の副次的な使命である。利潤追求の成否は、

数値で簡単に測れる。利潤を得るために必要な要素を分解していけば、部門の戦略目標

や個々人の達成目標にまで一気通貫型の業績目標体系が構築できる。つまり、市場にお

ける企業の価値評価が組織内の活動の価値評価と連動する。

　一方、パブリックセクターの場合には社会貢献が使命だ。なかには「エイズを撲滅する」

といった比較的測定しやすい使命を掲げる組織もある。だが多くの場合、使命の達成度

は営利企業ほど簡単に測定できない。そこで、明確な使命の定義が必要になる。何をや

り、何をやらないか。これを組織の内外に示すのである。

　図4は、NPO法人であるニューヨーク市のブルソクリン美術館の使命（ミッション）

の新旧を対比したものだ。

　かつての使命は、美術品（コレクション）の保全や研究が主体だった。ところが1996

年に館長が変わる。顧客志向へと使命を一気に転換した。たかが使命の記述（ミソショ

ン・ステートメント）の記述を変えるだけだが、大激論が起きた。しかし、それを経て同

館は大きく生まれ変わった。例えば毎月第一土曜の夜間を無料開放した。また選挙の投

票箱の設置をかってでた。地域住民に深く浸透したうえ、入館者数と寄付も増え、大成功

をおさめた。
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図4
使命（ミッション）の転換

（ニューヨーク・ブルックリン美術館の例）

日ー

・ 芸術作品を集めること

・ 収集品を保全し、維持すること

・ 適切な環境のもとで展示すること

・ 展示物についての研究や学習を促

　進すること

・ そして、広く、人々に対して展示物に

　ついて教育をすること

新

・ 使命は、所蔵する高名な芸術作品と専門課の能力

　を、人々に対して提供することにある

・ 当美術館は、人々が芸術に触れ、過去、現在、そし

　て未来とのつながりを感じるための躍動的で感謝さ

　れる場を目指す
・ われわれは、「未来への美術館」を目指す。そのた

　めには、世界中はもちろん、近隣地域からのさまざ

　まなタイプの訪問客が美術品を見ることによって学

　習できるような、革新的で、かつ敷居の高くない場

　づくりをする

・ 訪問客に、満足と感動をあたえることが優先課題で

　ある。そのために、保有する世界各地の芸術品をう

　まく生かし、芸術家のものの考え方を人々に伝え、

　理解を促す

・つまり、われわれは、個々の訪問客を世界の豊か

　な芸術品の蓄積につなぐ橋渡しの役を果たす

・ そのために、さまざまなコミュニケーション手法を使

　い、収集・展示、そして教育プログラムの間の連携

　を図る

（2）　「非営利イコール非効率」という誤解

　　「公共サービスは生産性を追求すべきでない」という主張がままある。確かに、生産

性を犠牲にしてもやるべき仕事がある。例えば、身障者向けのコンピュータ講座。健常

者向けとは事情が違う。希望者がたった1人でもやるべきだという判断はありえる。だ

が、ろくな集客努力、時間割の調整もせずに開講してはならない。　「たった一人」とい

うことの妥当性はきびしくチェックする。なぜなら、本当は10人くらい参加するはずの

ものだったのかもしれない。“身障者向けだから”とだけで非効率が許されるわけでは

ない。

　このように公共サービスといえども資本の生産性の要求から自由ではない。なぜなら

財源が寄付であれ税金であれ、非効率に使われた資金は、社会全体の生産性を下げる。資

本の生産性というのは、資金が事業に投じられた際に、どれだけの成果を生み出すかとい

う概念だ。通常は投資利回りで測定する。世界中で最もリスクの少ないと考えられてい

る米国債の利回りが3％程度だから、事業投資の場合は、絶対にそれを上回るべきだと考

えられる。公共サービスやNPOへの投資は利回りが目的ではない。しかし、同様の類

推で考えるべきだ。なぜなら、無駄な公共投資がなければ、資金は民間企業の再投資や

消費に使われ、人々の生活水準を上げたはずだからだ。
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　要するに、パブリックセクターでも与えられた課題の中では最大限の生産性を追及す

る。それが経営者の当然の義務である。

　かつてジョン・ロックは「土地は社会全体の財産だ。自分の土地であっても非効率に

使う人は、他人の土地を無断で使ったのと同じことになる」と戒めた。稀少な資本を使

う以上は、達成すべき利益水準を上げる義務があるという考え方だ。政府が強制徴収す

る税については、これ以上にきびしい要求があってもおかしくない。タダほど怖いお金

はないのである。だが、これを意識する行政マン、政治家は少ない。

（3）3つのステップによる経営自由度の回復

　パブリックセクターの組織、特に政府では倒産のリスクがない。そのため組織も個人

も改善へのインセンティブが弱い。

　具体的には、例えば生産性の向上よりも手続きの正当性が優先される。また生産性を

上げても報われにくい。例えば合理化努力をしても報われない。かえってその分だけ予

算や人員を削られかねない。また努力の成果の一部をボーナスとして還元する報償制度

もない。これは行政の“無謬性の原則”の故である。つまり「もともと、全部門の全員

が効率的に仕事をやっている」という建前がある。従って、今更特に賞賛するわけには

いかないという理屈だ。逆にさぼっても懲罰や非難を受けない。これでは、改革へのイ

ンセンティブに乏しい。

　また経営者が改革をやろうとした場合、様々な制約に直面する。例えば投資計画。年

度単位で議会で審議し、やっと決まる。どうしても課題解決のスピードが遅れる。ちょ

っとした意思決定にもいちいち決済が必要になる。万一に問題が発生したときに備え、

万全の手続きを踏むからだ。

　このような要因は、生産性を著しく下げ、また改革そのものの障害になる。そこで企業

と同様の生産性向上のための工夫をするだけではなく、これらの障害を除去するための

実務上の工夫が編み出されてきた。これが即ち、①民営化、②エージェンシー化、そして

③ニュー・パブリック・マネジメントである。

①民営化
　これは執行機能の民営化である。具体的には事業や資産の民間払い下げ、業務の民間委

託、PFI（プライベート・ファイナンス・イニシアティブ）などの手法がある。

②エージェンシー化

　これは、簡単には民営化できない機能にっいて、いちおう政府の内部に残しつつも契

約と競争の原理をいれるためにエージェンシーという組織形態を採用する。エージェン

シーの長は政府と契約を結び、成果に応じて報酬を得る。エージェンシー内部の経営は、

政府の様々な規制から解き放たれ、企業並みの信賞必罰の自由な経営体制が取れる。ちな

みに、わが国の独立行政法人制度もエージェンシーだといわれている。しかし、現実に

は多くの独立行政法人が予算や人事を主務官庁に依存している上、戦略目標を一方的に

主務官庁から与えられる。　“従属性”がかなり強く、本物のエージェンシーではない。
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③ニュー・パブリック・マネジメント

　民営化もエージェンシー化もできない業務は政府が自ら行うしかない。しかし、その

場合でも庁内の規制緩和と現場への権限委譲により、生産性を上げることは可能だ。作

業手順は自由化し、むしろ達成した成果を行政評価し、そのことで信賞必罰を徹底してい

く。　（詳細は上山信一著「政策連携の時代」　（日本評論社）第8章を参照）。

このように3段階の手法を段階的に適用することで、政府の経営の自由度を広げていく

のである（図5）。

　ちなみに、こうした発想の背景には、新古典派経済学、ハイエクなどの新自由主義の

政治哲学がある。すなわち競争こそが高い生産性とイノベーションを保証するという考

え方である。

（4）制度・政策の変更を自ら仕掛ける

　先述のとおり、組織アプローチといえども「制度」や「政策」とは無縁ではない。自

主的な経営努力や先ほどの障害除去に際しても「制度」や「政策」の変更が必要な場合
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がある。

　例えば政府の空港管制業務。安全規制の緩和によって生産性が上がる。あるいはNPM

改革にしても実際には予算、会計、人事などの制度の大幅な規制緩和や現場への権限委譲

が必要だ。

6．組織の成長と個人の成長

　パブリックセクターのマネジメントにおける最も先端的な課題は、人材の問題である。

すなわち、

①優秀な人材をどうやって獲得するか？

②いかにして人を育てるか？

という問題である。

（1）幹部人材の不足

　とくに深刻なのがパブリックセクターの経営幹部人材の不足である。英国、オーストラ

リアなどエージェンシー制やニュー・パブリック・マネジメントを本格導入した国々で

は、往々にして幹部のポストが空席のままとなる。給与が低いうえに、組織の動きが鈍い。

経営者としてのやりがいが見込めないのでなり手が少ないのである。米国でもNPOの

理事会メンバーが不足している。こちらのほうは無償ボランティアだが、やはり現場ス

タッフは集まっても経営のできる人材はなかなか集められない。

　おりしも企業経営の世界では、いかに「才能の奪い合い（War　for　Talent）」に勝ち抜く

かが究極の戦略課題である。全業種、全職種レベルでの人材獲得競争がはじまっている。

そういう時代に、政府やNPOは従来のように「地位」、　「安定」あるいは「社会性」を

アピールして人材を集めるのはむずかしくなるだろう。

（2）若手人材も不足

　獲得した人材を育てる能力のほうにも問題が多い。どこの国でもプライベートセクタ

ーからパブリックセクターへの転身は容易だ。しかし逆はむずかしい。応用できるスキ

ルが限られる。

　これは先進国に共通の現象だが、意欲のある若者の中では政府への就職を避けるもの

が増えている。日本でも給与は低くてもやりがいのあるNPOやソーシャル・ベンチャ

ー、あるいは仕事はきついがスキルが身に付き給与も高い外資系企業に身を置く若者が

増えてきた。

　人材を獲得し育てられない組織は衰退する。政府は今後、経営幹部と若手の両方で人材

不足に悩まされ続けるだろう。

　解決の手段は、職員を信じ、思い切って任せ、信賞必罰を徹底するしかない。また、よ

くやった職員は誉める。すると人はますます成長し、自らより大きな課題に取り組むよ

うになる。ところが現状は逆だ。万に一つの不正や失敗の可能性を恐れる。その結果、

職員を信用せず細かな規則やルールばかりを作って縛ろうとする。

　パブリックセクターの仕事の多くは問題解決であり、弱者や困っている人たちへのサ
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一 ビスである。だとすれば職員が能力を最大限に発揮できる環境を用意しない限り、全

体の質と生産性は上がらない。この面からも、先に述べた庁内の規制緩和と現場への権

限委譲が重要だ。

（3）ソーシャル・アントレプレナーの時代

　本稿では、パブリックセクターは制度・政策・組織の3つの切り口から体系化すると

述べてきた。しかし今後は、おそらくこれに加え、個人の等身大のスケールからものを考

えるアプローチが必要になるだろう。すでにソーシャル・アントレプレナー（social

entrepreneur）という考え方が注目を浴びている。これは、社会問題の解決は、結局は

個人の才覚と強い意志によってのみ解決されるという考え方だ。20世紀のパブリック・

マネジメントは“政府と政策の時代”だった。だが、21世紀は、おそらく個人が主役と

なる“ソーシャル・アントレプレナーの時代“になるだろう。

（注）

昨今、わが国では一部の研究者の間で「新公共経営」という言葉が使われる。これは欧州において

民営化論（Privatization）とともに行政経営の中心理論となっている「ニュー・パブリック・マ

ネジメント（New　Public　Management）」の直訳である。要は、行政に民間経営のノウハウを入れ

ていこうというものである。しかし、「公共」というその訳語にもかかわらず、その内容は行政

機関の改革手法でしかない。本来は、「行政経営」と訳すべきである。
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第3章　行政評価と“科学革命”の可能性

【要旨】

　行政評価は、古色蒼然とした公共経営の分野に「科学革命」をもたらす画期的なイノベ

ー ションである。それは、政府の経営を19世紀以来の管理統制型から人間中心主義の自

由闊達な営みへと変えていく。なぜなら、行政評価は行政の活動と成果を客観数値化し、

さらに経営管理者と現場部門の間に契約関係を確立する。さらにそれを拠り所に、現場

部門に意思決定の権限委譲と自律的な業務運営を委ねる。その結果、現場部門は不断の

切磋琢磨を促され、イノベーションを産み出す。さらに現場部門からの業績情報のフィー

ドバックは、経営管理者が戦略的な資源配分を行う材料となる。行政評価はこれらのメ

カニズムをフル回転させ、行政経営の生産性と透明性を飛躍的に高めるのである。

　ところがわが国の自治体の多くは、このような行政評価の本質を洞察していない。特

に、組織内への契約原理の導入や現場への権限委譲の重要性を見落としている。その結果、

単に従来型の予算査定や総合計画のプロセスを計量化するだけに留まっている。しかも、

多くの場合、行政評価は管理部門による現場統制の強化の手段として使われる。PDS（プ

ラン、ドゥー、シー）のサイクルを目指すという宣言も精神訓示でしかない。

　行政評価の本質は、19世紀型の官僚統制型組織を前提としては理解できない。研究者

も実務家も21世紀のオープンネットワーク型組織を見据え、行政評価の前向きな意義を

再認識すべきである。

【キーワード】

計数の共通言語化、契約原理、権限委譲、自律経営、オープンネットワーク型組織

はじめに

　わが国の行政評価はどうも明るくない。予算の無駄使いや行政官僚の失態を見つけ是

正するという取り締まりの発想に立っている。だが、本来の行政評価は19世紀以来続い

てきた統制型官僚組織を21世紀型のオープンネットワーク型組織に進化させる画期的

な手段である。現に米国の行政評価（Performance　Measurement）は「成果志向の行政

経営」（Managing　fbr　Results）という大きな業務改善運動の中核推進ツールに位置付け

られてきた。行政評価（Perfbrmance　Measurement）は、手続き・プロセス優先の従来の

官僚組織文化に正面から挑戦する。そして現場部門が変転する環境に臨機応変に対応で

きる成果主義の経営スタイルを作る革新運動なのである。

　ところが、わが国ではこの基本精神が忘れられている。管理部門の予算査定ツールに

楼小化される。現場職員による一過性の意識改革運動に終わる。あるいは科学的データ

に基づき政策の正しさを分析するという政策評価（Policy　Evaluation）の技法と混同さ

れている（但し技法としての「政策評価」や「政策分析」が重要であることは、言うま

でもない）。本稿では、特に中央省庁よりも早くから導入が進められてきた自治体の行

政評価を題材に、わが国の行政評価の本質を見直してみたい。
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　ちなみに、本稿では筆者の過去7年間の実体験に基づく独自の考察を紹介したい。筆

者はこれまでに10の行政機関（中央省庁、自治体、特殊法人）の顧問や経営改革の各種

委員を務めてきた。そこから得た知見は、わが国の行政評価に関する多くの論考とは大

きく異なる。

　わが国では、行政評価は新たな行政管理ツールと捉えられがちである。実務家の多く

がそうだし、研究論文はほとんど全てがそうである。しかし、それでは世界中の実務家を、

あそこまで魅了する行政評価の本質が説明できない。なぜ、行政評価はあそこまで愛さ

れるのか。ロゴスの理解だけではなく、パトスの洞察も必要だ。

　そこで本稿では、筆者個人の実体験を根拠に新たな行政評価論を語りたい。執筆にあ

たっては、トーマス・クーンの「科学革命の構造」（みすず書房、原著出版1962年）に、

大いに啓発された。「科学革命」とは、天動説から地動説への転換、あるいは量子力学の

出現など科学技術の分野における大転換のことを言う。科学革命は、社会科学にもある。

例えば、その意義の評価はともかく、マルクス・レーニン主義は歴史を動かした代表例だ

ろう。行政評価は、世界的なブームだ。これは公共経営の分野において、クーンのいう

「科学革命」の始まりを示唆するのではないか。筆者は、少なくとも行政評価は19世紀

以来続いた行政の官僚組織論の前提を覆し、21世紀のオープンネットワーク型組織を前

提とした公共サービスの経営論を導き出す鍵だと見ている。

　ところでクーンは「パラダイム」というキーワードで有名だが、これは新たな科学革

命の認識を支える思考の枠組みのことを指す。公共経営の分野でもすでにパラダイム転

換の必要性が語られている。近代官僚制の限界、代議制民主主義の限界などがその典型

だ。こうした問題を解く為のパラダイム転換は、社会科学の大きな課題である。そして

それと同時に「科学革命」が必要なのである。行政評価は、おそらくこのような科学革

命の中核を担う。であるが故に、人々の期待を集めるのである。

　ちなみに、クーンはこう言う。　「「通常科学」は、基本的な革新を抑圧することが多

い。なぜなら、革新的な考えは「通常科学」の基本的前提を覆すものだからである」。

ここでいう「通常科学」とは、まさに筆者が（そして読者の皆さんが）、学生時代以来

親しんできた経営学と行政学のことではないか。既存の行政学や経営学の蓄積を前提と

していては、おそらく科学革命としての行政評価の革新性は正しく捉えきれない。従っ

て、筆者は、本稿の執筆にあたり、内外の一切の研究論文（もちろん筆者自身の著書、

論文を含む）の蓄積を敢えて全て捨ててみることにした。その上で「科学革命」として

の行政評価を新たに論じてみたい。本稿は、おそらく筆者にとっては、これから始まる

長い試行錯誤の出発点になるだろう。だが、同時に筆者の問題提起が実務家と研究者の

新たな思考の跳躍を促すことになれば幸いである。

1．　　　行政評価の本質と革新性

　筆者は、行政評価とはデータ解析によって、政府が自らの経営の質と効率を持続的にあ

げていくための経営手法と考える。導入の目的は、政府の経営の生産性（Productivity）

の向上と説明責任（Accountability）の達成である。

　行政評価は、どのようにして威力を発揮するのか。第1には計数の共通言語化によっ
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て、第2には契約原理の導入によって、そして第3には、権限を委譲された現場部門の

自律運営化によってである。行政評価は単なる行政管理ツールのではない。その導入は、

経営のメカニズムの大転換である。コンピュータに例えればOS（オペレーティングシ

ステム、Windows2000などのことをいう）を取り替えることである。つまり、エクセ

ルやワードなどのアプリケーションソフトだと考えると失敗する。個人事業の法人化、

あるいは手堀り人海戦術の地下鉄工事にシールドマシーンを入れるようなものといえば

意が伝わるだろうか。以下では、行政評価の真価をマシーンに例えて解説したい。そし

て、その上で行政評価の本質と革新性の議論に戻ろう。

1．1　　行政評価をマシーンモデルで捉える

1．1．1　　行政評価の3要素

　行政評価は単に行政活動を測定、評価するという作業にとどまらない。仕事のやり方

そのものに経済合理性を入れていくフォーマットの大転換である。大転換は3つの要素

で引き起こされる（図1）。

図1

行政評価のパワー

従来の考え方 従来の考え方

瓢活動と成果は数字で捉えき瞬轄を組織運営の共通言語と

繁鑑鵠議罐対噂織蹴纏滋誇契
鞠門に裁量を与えず・中央統叫馨暑罐鐙その代わり・

まずはじめは、今まで数値で捉えられなかった行政活動とその成果を計数で捉え、それを

組織運営の共通言語にする。2番目には組織の中に契約原理を埋め込んでいく。これに

よって生産性の向上努力とアカウンタビリティーが確保される。さらに3番目には、計

数に基づく契約原理を拠り所に、現場委譲し、業務運営を自律化させていく。要は、中央

統制をやめ、現場に思い切って自由にやらせる。その代わり契約に基づく成果をチェソ

クし、信賞必罰のメリトクラシーを貫く。行政評価では、この3段階を経て、極めて高度
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な生産性とアカウンタビリティーを実現していく。この間のメカニズムを以下で解説す

る。

（a）計数の共通言語化

　業績の計数化は、企業であれ、非営利組織であれ、経営の質を上げるうえでは必須の

作業である。どのような作業でも実績数値が取れる。どんな仕事でも、必ず資金と労働

力がインプットとして投入される。変換作業を経て算出（アウトプット）があり、最後

にはアウトカム（成果）をもたらす。インプット、アウトプット、アウトカムがある限

り、業務や事業は、必ず定量化できる。なかには、芸術や学術のようにサービスや商品

の価値を数値や価格で測定しにくいものがある。だが、行政評価の関心事は、サービスや

商品（プロダクト）の絶対価値の評価ではない。あくまで仕事（プロセス）の質と効率

が問題であり、その限りにおいては芸術や学術も例外ではない。

　行政評価は、過去からの数値トレンドや他の類似機関との比較によって改善余地を表

り出す。まず、定量化は現場職員による自主改善活動には必須だ。データは雄弁である。

管理者に言われるよりも職員が自ら問題に気づくことで、改善効果は大きく向上する。

　さらにまた、経営管理者は現場部門から改善経過のデータを得て経営戦略を立案する。

ちなみに業務の生産性は、資本と労働の2っの要素で決まる。第1には、まず資本と労働

がどこにどれだけ配分されるかということによって、そして第2には配分された資本と

労働がどれだけの付加価値を生み出したかということで決まる。誤った資源配分のもと

では、いくら現場部門が努力しても生産性改善の余地は乏しい。従って戦略経営による

適性資源配分が要になるが、それは実は現場からの正しい情報によって初めて成り立つ。

　目標管理と戦略経営は、この点において車の両輪といえる。ちなみに、この車の両輪を

うまく回転させ製造業の生産性を飛躍的に高めたのが、戦後の日本企業だ。米国の行政

評価の専門家は、しばしば「米国の行政評価は戦後日本の企業の生産管理やTQCの成

功の蓄積の上にある」というが、背景には、このような歴史がある。

（b）契約原理の導入

　さらに、生産性をとことん上げていくためには、経営者と現場職員の間で明確な契約

関係に基づく目標と報償の設定が必要だ。なぜなら人は「性善なるも怠惰な存在」であ

る。また、経営者の方も、現場との交渉を経ずして適正な資源配分はなし得ない。相互

に対等な契約関係を築く必要がある。

　具体的には、経営者と現場部門は戦略計画の策定段階と事後の評価の両方の段階で業

績数値（Perfbrmance　Data）に基づく対話をする。実績値が目標値を下回っても、それ

だけでは契約不履行とは言えない。業績評価には数値測定に加え、いくつかの作業が必

要だ。まず現場部門の自己分析が必要だ。経営管理者も同じデータをみて分析をする。

お互いの見解を出し合い、対話の中から納得のいく業績評価が確定する。

　契約原理の導入は、組織の行動様式を予算獲得至上主義から戦略目的達成主義に変え

る。従来の行政文化では、予算の獲得が一大事であり、現にその多寡が政策の正当性や部

門の成功の証しと考えられた。ところが、戦略目的の達成が数値目標とともに契約事項
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となると、目標達成に向けた努力が予算獲得よりも先行する。事前統制から結果管理へ

と統制のあり方も変化する。これはアリゾナ州などの成果べ一スのプログラム予算制度

の導入過程で観察された現象である。

（c）現場の自律運営化

　現在の官僚制は、専門職員に権限を委譲しつつも、選挙で選ばれた議員と首長が最終

的に意思決定を担うという仕組みの上に成り立つ。であるが故に、税と密接につながる

予算案は議会の審議を経たものでなければならない。また現場部門は、自らの裁量で臨

機応変に歳費を支出することもできない。政策と執行は、少なくとも建前のうえではき

っちり分離されており、企業に比べると現場裁量の余地は乏しい。これらの仕組みは、

住民に選ばれた政治家に最終判断権を与えるものであり、デモクラシーのもとでの官僚

統制の基本である。

　しかし、こうした官僚を統制する仕組みは、現場部門の生産性という見地からは、様々

な非効率をもたらす。例えば、目の前の住民のニーズから明らかに逸脱した時代遅れの制

度であっても、規則でそう定められている限り、そのとおり執行しなければならない。

あるいは、ちょっとした運用手続きでも会計制度がボトルネックで動かせない。

　さらに政策は議会や“本庁”で立案するものという前提が崩れつつある。昨今では、

直接的に業務を執行する立場にある現場部門が最も旬の質の高い情報を持っている。イ

ノベーションは、官僚組織のトップからではなくむしろ現場の最前線から生まれる。本

庁組織の事務官僚よりも保健婦（保健士）や土木技官（技師）などのストリートレベル

の技術官僚に情報やノウハウが集中蓄積されている。政策と執行の区分や計画部門と実

施部門の分業という官僚制の一般原理が馴染まなくなってきた。

　また行政の手続きに関することは、何でも議会にかけて審議し、法律にし、予算化する

というプロセスが問題だ。時間がかかりすぎ、非効率である。個々の現場部門に権限を

分散委譲し、執行だけでなく政策立案をも任せ、現場部門の責任で即断即決できる仕組み

を作る必要がある。

　しかし、その際には現場部門に任せても大丈夫だという根拠、つまり正統性が問われ

る。現場の官僚は選挙で選ばれるわけではない。正統性と言う意味では不安が残る。そ

こで、機能するのが行政評価である。行政評価は、経営管理者と現場部門の間の数字に基

づく契約であり、責任の所在がはっきりする。しかも目標と達成状況が情報公開されると

なると透明性は一気に高まる。また、行政評価が契約であれば、仮に当初の目論見どお

りにいかなかった場合でも、いつ、どこに原因があったか、誰の責任かを追跡調査できる。

このように行政評価は、計数による共通言語化と契約原理の導入を経て、現場部門に自

律運営のチャンスと新たな責任を賦与するのである。

1．1．2　行政評価を支える3つのサブシステム

　さて、このような3っの要素から構成される行政評価は、それだけを単独で導入して

もさほど威力を発揮しない。行政評価は以下の3っのサブシステムとセットで導入する

必要がある（図2）。
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第1には現場部門における「目標管理（Management　by　Objectives）」である。これは

日常業務の改善活動に使う。現場職員が実績を自ら測定し、改善課題を整理、自ら次の行

動課題を設定する。いわゆるPDS（プラン、ドゥー、シー）のサイクルを現場が実践す

る。第2には、経営管理者（自治体の場合は首長か局長クラス）レベルでの「戦略経営

（Strategic　Management）」である。これは政策立案や予算人員などの資源配分に活用

する。これは、いわゆる総合計画とは異なる。戦略経営とは、何をやるか（WHAT）ではな

く、むしろ目指す方向に向かっていかにやるか（HOW）というイノベーションの体系のこ

とを指す。決められたことを決められたプロセスとおりやるのは「戦略経営」ではない。

いかにイノベーティブにやるか、がその本質である。第3は議員と住民が行う「政府監

視（Performance　Review）」である。これは行政の外の視点からの問題提起と監視である。

　以上3つのサブシステムは、まずそれぞれが個々に各層の仕事の質と効率を上げる。

さらに3つのサブシステムは、数字を媒介に連携し、よりいっそう高度な経営効率をも

たらす。

　ところで、3つのサブシステムの出発点は、現場部門の目標管理である。そこから紡ぎ
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だされた情報が戦略計画に反映され、政策の変更、資源配分のメリハリ付け、そしてイノ

ベーションを生む。これが戦略経営である。その様子は定期的に情報開示され、政府監視

が成立する。このように3っのサブシステムは連動しており、表裏一体の関係にある。

それを媒介するための共通言語は計数であり、評価指標である。3つのサブシステムは

また、契約原理で結びつけられる。

1．2　　行政評価の革新性

　さて、以上でマシーンとしての行政評価が、①計数による共通言語化、②契約原理の

導入、③現場の自律運営化の3つの要素から構成され、さらに現場、経営管理者、住民

＆議会が使う3つのサブシステム（目標管理、戦略経営、政府監視）によってその真価

を発揮する存在だということを解説した。次の考察対象は、このマシーンの革新性であ

る。そして、いったい行政評価のどこが公共経営のパラダイム転換を伴う「科学革命」

なのかということを考えたい。

1．2．1　　管理から経営へ

　革新性の第1は、行政を「管理」の対象から「経営」の対象へと変える点である。行

政組織は、実は今まで政治のコントロールのもとに外界には閉じた組織として運用され

てきた。行政評価は、そこに経済原則を埋め込む。経済原則とは、ものごとの価値や判断

の拠り所を計量化し、さらに市場取引とそこに生まれる競争の結果によってその正当性

を確認する原理のことである。つまり、単に外注化したり、サービスの提供を全て市場に

委ねるという意味ではない。経済原則によって、行政は「管理」の対象から「経営」の

対象に変わる。　「管理」とは、現状の組織の営みを維持する組織統制のための努力であ

る。一方、「経営」とは未来の外部環境、つまり組織の置かれた市場の環境を想定し、そ

こから逆算して組織としての次の手段を組織外部との関係の中で構築していく営みであ

る。公共セクターにおける経済原則は、先ほどの行政評価の3要素によって持ち込まれ

る。即ち、計数に基づく契約が経営管理者と現場部門をつなぎ、さらに経営管理者と住

民と議会をつなぐ。これらがさらに3つのサブシステムをつなぎ、相互に連動させる。

また硬直化した官僚組織をゆさぶり弾力化し、組織の目を外に向けさせる。そして「管

理」を「経営」に転換させる。

　経済原則が働くためには、誰の目にも明らかな計数的なものさしが必要だ。昔からの

ものさしの典型が予算である。行政評価は、新たなものさし、すなわちインプット、アウ

トプット、アウトカムに代表される一連の評価指標群をもたらす。これらの評価指標群は、

組織内で取引通貨の役割を果たす。そして契約を成立させる。

　さて、経営管理は、戦略計画（Strategic　Planning）とそれに基づく業績評価を基軸

に現場部門の業績評価と計画、予算の進捗管理をする。現場部門は行政評価の結果（評

価指標の数値）を示し、努力の過程と結果をアピールする。経営管理者は得た情報を政

策判断や利害調整、さらに予算編成や人事に活用する。また、経営者は業績評価の結果

を議会と住民に定期的に報告する（米国連邦政府各省庁やニューヨーク市役所がその典

型例）。
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　このように業績評価の情報は評価指標を介し、現場部門から経営管理者を経て、住民

と議会のもとにまで到達する。もちろん、現場の目標管理、経営管理者の戦略計画、そし

て住民と議会による政府監視で実際に使われる指標は、同じものではない。各層の関心

事も違う。だが行政評価をきっかけに現場部門と住民と議会が曲がりなりにもっながり、

一気通貫のコミュニケーションの流れが意識されるようになる。

　この意味において行政評価は、単に業績を数値で測定し、改善に活かすという伝統的

な科学的管理法を大きく凌駕する。なぜなら伝統的な科学的管理法は、現場部門の目標

管理でしかない。戦略経営や政府監視へのリンクを想定しない。

　また、行政評価は「政策評価（policy　evaluation）」とも異なる。政策評価は、政策の

成果を数値で測定し、それに基づき科学的な手法で政策立案をする技法である。これは、

経営者の意思決定に科学的管理の考え方をいれていこうという試みであり意義は大きい。

しかし、行政評価を大きくマシーンと捉える視点からするとサブシステムのひとつであ

る戦略経営を構成する一部品に相当するものでしかない。

1．2．2　　財政膨張の抑止

　行政評価の革新性の第2点目は、民主主義のもとでの財政膨張を抑止するという点で

ある。行政評価は、情報公開によって行政の生の姿を赤裸々に映し出す。これができる

と、第1に行政機関と利益団体、政治家との密室協議や族議員の干渉を抑止できる。第

2に行政評価は、事業の廃止、補助金の削減などの作業に合理的な根拠を与える。民主

主義の政治プロセスでは事業の廃止や縮小など、いわゆるマイナスの利益配分は政治主
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あかし
導ではなかなか決められない。獲得予算の多寡が成功の証とされる官僚組織もまた同

様である。財政部門を除けば、議会にも官僚組織にも事業の廃止を促す仕組みがビルト

インされていない。だが個別事業についての行政評価の結果を公開することによって、

このような利害関係が断ち切りやすくなる。

1．2．3　　擬似競争原理

　行政評価の革新性の第3は、直接競争関係にない機関同士でも業績指標が公開されれ

ば、企業間の競争に似た擬似競争原理が働くという点である。市場経済においては、競

争がイノベーションの母であることは、言うまでもない。しかし、行政サービスには病

院や文化施設、都市交通など一部の例外を除けば競争がない。仮に競争があっても制度

もしくは予算のうえでも存続は保障されている。また行政は、民間企業が提供できない

サービスを担う。そのためその問題に関しては、地域、国家、あるいは国際社会におけ

る唯一の独占供給体である場合が多い。行政評価は、このような無競争の分野に擬似的

ではあるが競争原理を持ち込む。

1．2．4　市場における価値の明確化

　行政評価の革新性の第4は、経済計算を通じて行政サービスの市場における価値を明

らかにする点である。行政評価で出される数値は、市場での金銭価値に換算されるもの

ばかりではない。しかし、例えば図書館の本を1冊貸し出すのにかかる実質コスト
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（Activity－based　Costingによる）が3，000円だったとする。このような業績数値が公

開されると、議員や住民にとっては大きな判断材料となる。3，000円が本の市場価格と

比べ、また納税額との比較において高いか安いか。あくまで相対比較ではあるが曲がり

なりにも市場経済の文脈で評価される。

　行政評価による行政サービスの市場価値の評価は、民間企業の市場での取引にまつわ

る審判（市場の見えざる手による審判）に比べれば、やや乱暴で恣意判断のリスクを免

れない。だが戦略よりも個別の利益調整が優先されがちな現行システムに比べれば、は

るかに透明性と合理性は高い。

　以上4点が行政評価の革新性である。総括すれば，行政評価は巨大化した行政組織内

に経済原則と契約原理を導入し、外部環境と将来に目を向けさせる。そして現場部門に

自律的な経営マインドを植え付ける。自律経営の正統性を担保するためには、評価結果

の情報公開が徹底される。同時に、それを通じて議会や住民（国民）との対話と政府の監

視がなされるのである。このように、行政評価は、19世紀以来の統制型官僚制と代議制

民主主義の限界を補填する。行政評価は、また情報公開など他の制度とあいまって、国

民（住民）と市場経済が公的サービスをいかに再構築するかという根本課題に対するヒ

ントを提供してくれる。この意味において、筆者は、行政評価と情報公開は、21世紀に

おける公共経営の「科学革命」をリードする2大テーマだと考えるのである。

2．　　　わが国の自治体行政評価の問題点

　さて、以上がもともと欧米の風土で培われてきた行政評価の本質である。次は、わが

国自治体の行政評価を分析してみよう。いかなる社会制度もその社会、風土、歴史から

離れた評価は存在しえない。また、わが国の行政評価が欧米と全く同じものでなければ

ならない理由はない。また、わが国の行政評価の歴史は、わずか6～7年程度でしかない。

評価は尚早かもしれない。しかし、導入初期の混乱は脱した。先ほどのマシーンモデル

と比較しっっ、実績と課題を整理したい。

2ユ　　自治体行政評価の実態

　いうまでもなく各自治体それぞれの行政評価の導入状況と手法は異なる。しかし割合

早くから熱心に導入してきた自治体の姿は、割合似通っている。これら先進自治体の行

政評価の平均的な姿は次のようなものだろう。

　事務事業評価、もしくは業務棚卸の手法を導入し、現場の各部門が自らの仕事や予算

の使い方の点検活動をしている

　総合計画にも評価の視点を入れるべく、計画の各項目に数値目標や現状値が掲げられ

ている。

　予算の査定にあたっては、①②の評価結果を反映させるという方針が決められている。

現に評価の結果、無駄とされた事業の廃止や予算の減額が起きた。

評価結果は、住民に情報公開されている

　これらの先進自治体の行政評価は、しばしばマスコミからの賞賛を得ている。だが、

マシーンモデルに比べるとまだまだかなり限定的な機能しか発揮していない。マシーン
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以前の部品の組み合わせでしかない。行政評価の3要素のうち計数の共通言語化はある

程度できている。だが、契約原理の導入や現場の自律運営は意識されていない。目標管

理、戦略経営、政府監視の3つのサブシステムについては、そもそも行政評価の付随物

として明確に意識されていない。

2．1．1　自治体行政評価における行政評価の3要素

　まず第1に計数化による共通言語化だが、これはまずまずの成果だ。事務事業評価や

業務棚卸は組織全体に網羅的に適用される。そのため、共通言語として計数を使う習慣

が一気に広がりつつある。予算の査定にはもちろん、各種事業計画にも評価指標を使う

習慣が着実に根付きつつある。

　しかし現場から出てきた計数は、現場限りでの業務の見直しや予算査定による事業の

廃止に使われるだけで戦略経営には活かされない。わが国自治体に戦略経営があるのか、

という疑問はいったん棚上げにしたとしてもこれは問題だ。

　多くの自治体が取り組む事務事業評価から出てくる指標は、事務や事業という行政活

動の末端の活動単位に付随して出てくる。であるが故に具体的である。だが、そもそも

事務や事業は、予算を見直す都合上から旧来の行政組織にとって非常にわかりやすい評

価単位として設定されたものである。本来の事業戦略や政策課題は反映し切れない。

　第2の契約原理はそもそもあまり見当たらない。事務事業評価も総合計画も、達成状

況を「評価する」ということを掲げる。だが誰が誰を評価するのか、また実施責任が誰

にあるのかは明記されない。また、達成目標について経営管理者や住民＆議会との明確

な合意があるわけでもなく、達成状況について議論するわけでもない。契約原理が成立

しているとは、到底いえない。

　第3の現場部門の運営の自律化については、そもそも行政評価とこれをセットで理解

する向きはほぼ皆無に近い。必要性についての認識がそもそも薄い。それどころか行政

評価を新たな武器として旧来型の管理統制を強化する動きすら起きている。

　運営の自律化の目的は、行政評価の結果の公開を条件に現場部門に予算や権限の弾力

的な運用を委ね、全体として意思決定の質と執行効率を上げるという点にある。ところ

がわが国の自治体では、管理部門が行政評価を挺子に現場部門を厳しく管理することを

期待されがちである。各地の首長の議会答弁にもこの趣旨の発言が数多く見られる。

　これは、おそらく日本語の「評価」という言葉が与える語感にもよる。　「評価」とい

う言葉は、上位者か権威者が下々の営みをチェックをするという語意を持つ。ところがも

ともと行政評価は、英語では単に“Performance　Measurement（業績測定）”と称され

る。実はこれを「行政評価」と訳してしまったのは筆者である。おまけに拙著「『行政

評価』の時代」　（NTT出版、1998年）の標題にもしてしまった。だが、わかりやすい

名称ではあった。　「評価」という言葉は、伝統的な上意下達の官僚文化にすっぽりはま

り込んでしまった。

　以上見てきたように、行政評価はわが国自治体では新しい行政運営の仕組みとして捉

えられていない。伝統的な上位下達の管理システムの強化の一手段、あるいは、予算の

査定、無駄な事務事業の見直しなど既存の行政管理手法の付属物と考えられているとさ
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れることが多い。本来の行政評価が持つ可能性をあまり引き出せていない。

2．12　　3つのサブシステムの実態

　さて、日本の自治体行政評価を支える3つのサブシステムはあるのか。また行政評価

とそれらはどう連動するのか。

　目標管理は、いちおう存在する。特に事務事業評価や業務棚卸は、現場職員に自ら目

標を立て進捗チェックし、次への行動を組み立て直す習慣を植え付けている。そして

PDS（プランードゥーアクションーシー）のサイクルを実現すると明記するところがほとん

どだ。しかし本当の意味での目標管理になっているかというと様々だ。多くの場合、行政

評価の導入を機に現場部門は経営管理者から「自ら仕事と予算の意義を見直すように」

と言われる。書式が配られ、それに従った評価作業が粛々と進む。多くの場合、事務や事

業の有効性や効率性を5段階評価などで「自己評価」する。そしてさらに経営管理部門

のスタッフが2次評価をする。

　だが、ここで行われる「評価」は目標管理ではないし、実は本当の「評価」でもない。

本来の目標管理では、予めいつまでにどれだけのレベルの実績を目指すつもりかという

目標を予め定める。しかし、ここでの「評価」は目標を欠いたままでの事後チェックで

しかない。また本来の「評価」は正統性と合理性を帯びた基準に基づき、能力と信用の

ある評価者が行う。ところがここでは、定性的な自己点検でしかなく、当事者の主観と

気づきのみを品質の拠り所とする。もちろん、こうした活動であっても改善へのきっかけ

にはなる。しかしシステム化されておらず、また持続的な改善を迫るだけの迫力を欠く。

　戦略経営についてはどうか。このサブシステムはほとんど見当たらない。もちろん、

戦略がない訳ではない。しかし、とりわけ地方自治体においては、戦略性を全面に掲げた

経営がそもそもやりにくい仕組み（制度）になっている。これは行政評価の導入の仕方

以前の問題だ。行政評価の導入を機に状況打破のきっかけを作るという段階だろう。少

し、解説したい。

　わが国の自治体は、総合計画を拠り所に事業を行うことになっている。しかしほとん

どの場合、総合計画は総合的・網羅的に政策と事業を羅列したものでしかなく、優先順

位付けの発想に乏しい。これは「総合計画にともかく登録列挙しておけば、いずれ予算

が付く」というこれまでの予算編成の慣行が逆に作用してできた考え方である。従って

あらゆる要望事項は、重要度や実現可能性とは別に考えられる限り網羅的に総合計画に

書かれる。しかも現場担当部局からの情報の積み上げで作る。かくして総合計画は、め

りはりも戦略性もない既得権益と個別利益の羅列の確認シートになりがちである。戦略

の実現よりも手段である予算獲得が重視され、そのためのショッピングリストとして総

合計画が活用されるという逆転現象が起きている。

　ともあれそれでも行政評価ブームを機に、多くの自治体が総合計画に数値目標を設定

するようになった。何年までにどれだけの水準を達成するかという目標が掲げられる。

しかし目標は今のところ願望値でしかない。また戦略的な洞察を反映したものでもない。

地域社会への呼びかけ、努力目標的なものでしかない。実態調査や現場の関連部局との

協議を経て設定されるものの、現場の改善活動とは連動もしない。
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　住民や議会による政府監視はどうだろう。総合計画は形骸化している。であるが故に、

彼らが政府監視に使えるデータは現場の目標管理から出てくる情報でしかない。情報公

開はされていても専門家以外には内容の解釈が困難な場合がほとんどだ。これでは行政

評価を挺子としたパワフルな政府監視機能は、期待できない。

3．　　　バーションアップに向けて

　以上のような現状に照らし今後はどうするか。行政評価のバージョンアップの方策を

考えたい。まず、最初にベースケース、つまり現状のまま推移した場合のシナリオを考

えたい。そして次に、現行制度を進化もしくはバーションアップさせる方策を考えたい。

そして最後には、バージョンアップにあたっての留意点を述べたい。

3．1　　べ一スケース：現状推移シナリオ

　わが国の自治体行政評価が、現状のまま推移した場合の帰結はおそらく予算編成や総

合計画といった既存の管理システムへの吸収だろう。

　事務事業評価がその典型だ。多くの場合、予算査定プロセスつまり予算要求調書の書

式の中に封じ込められてしまうだろう。事務や事業の見直しから積み上げるという発想

に立つ限り、所詮ダイナミックな進化は望めない。もちろん、事務事業評価のデータも

参考にしつつ、部局の使命、顧客ニーズ、本来業務を見直し、戦略経営に活かすことが

できれば大きな力を発揮する。三重県庁などは、当初は事務事業評価から出発し、より

上位の施策、政策レベルの評価に力点をシフトしつつある。しかし、多くの場合、いっ

たん作った事務事業評価のモデルを進化させず、そのまま使い続ける。総合計画に付随

した数値目標にも期待はできない。

　総合計画も、今のままでは戦略計画に進化しない。数値目標と指標のみが総合計画の

進捗管理のシステムに取り込まれていくだろう。

　業務棚卸や政策マーケティング（青森県庁の方式など）はどうか。これは、既存の行

政管理システムに付随しない。それが故に運用次第では戦略計画に進化し、さらに既存

の行政管理のシステムそのものを変えていく可能性を秘める。例えば業務棚卸は、職員

に本来の業務のあるべき姿を考えさせる。これをバージョンアップし、部門長が担当部

門の使命、顧客などを見直すようにすれば戦略計画に近づく。また、政策マーケティン

グは住民の視点に徹して行政と政策のニーズを示す。これをやはり、部門の戦略計画に

ブレークダウンしていけば、戦略計画が作れる。

　両者の道のりは、もちろん平坦ではない。どこから出発しようと所詮、戦略計画は既

存の行政管理の文化と真っ向から対立する。だが、それが粉砕できない場合、行政評価

は単に宙に浮き、つまり形骸化して終わるだろう。

3．2　　レスキュー・シナリオ

　では、どうすればよいのか。方策は、各自治体が現在どのような行政評価に取り組ん

でいるのかということによって異なる。
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3．2．1　現場担当からの積み上げカルチャーとの訣別

　まず、事務事業評価や業務棚卸に取り組んでいる自治体の場合には、現行の行政評価

を戦略計画にバージョンアップさせる。具体的には、何事も現場担当部門から積み上げ

ていくという発想から訣別し、部門長レベルで戦略計画を作る。その際には、総合計画

の総花的な建前は一切前提にしない。当初は、あくまで部門長の個人的私案として側近

や幹部と一緒に作成する。私案をさらに首長との協議にかけ、最終的には首長の私的な

戦略構想として住民に提示する。これは私案でしかなく拘束力を持つものではない。し

かし選挙で選ばれた首長の私案であり、議会も住民も各部門も無視するわけにはいかな

い。こうして、組織運営全体に揺さぶりをかけていく。

3．2．2　特定課題からの揺らぎの創出

　総合計画の進捗評価や政策マーケティングから戦略計画に進化させる方法は2つある。

一つは、あえて既存の部門のどこも取り組んでいない全庁横断的でかつ住民の関心事も

高い分野に照準をあて、そこだけについて首長が率先して戦略計画をつくってしまう方

法である。対象分野としては、例えば滋賀県庁であれば「琵琶湖」問題などが考えられ

る。なぜなら開発と保全の調和、さらに雇用確保と観光産業の育成策など既存の縦割り

部門をまたがる課題だからである。他の例では静岡県庁の「空港建設問題」、愛知県庁

の「愛知万博問題」などの政治的争点もよい。価値判断を伴うテーマだけに首長主導の

戦略経営手法での問題解決にふさわしい。

　もう一つの方法は、総合計画の指標や政策マーケティングから見えてきた課題の全て

をいったん各部門に示す。その上で他部門の協力を得ながら全庁横断的に取り組むべき

重点課題を抽出してもらう。最後にはコンペをおこない、住民ニーズと地域の将来にと

っての優先順位が高い分野に別枠予算を与える。予算獲得をインセンティブに各部門に

競争をさせ、そこから組織に揺らぎを作り出していく。

3．2．3　　「科学革命」に向けて

　さて、ここまででは既存の行政評価のバージョンアップの方策を述べた。それでは、

これから新たに導入しようという組織の場合には、どうすればよいのか。慌てることはな

い。90年代後半のわが国の行政評価は、既存の行政管理ツールを単に計数武装化した段

階に過ぎない。その程度のものなら、すぐに追いつける。いや、むしろ行政評価の本質

に一気に迫って欲しい。

　初めての行政評価ならば、むしろ美術館やスポーツ施設などの対市民サービス施設の

評価から手をつけてはどうか。なぜなら行政評価の本質は、予算や総合計画といった全庁

管理システムよりもむしろ、現場施設などの具体的な改善運動とのっながりの上で、よ

り深く理解できる。最初には、行政評価を挺子に地域の住民と職員で改善点を洗い出す。

次には、住民の協力も得て改革を進める。具体的な住民サービス業務の行政評価は即効力

をもたらす。また行政評価の3要素を実現しやすい。例えば業績指標を住民との対話に

使う。さらに「市民との約束」といったコンセプトをいれて擬似的な契約原理を入れる。

そこから住民との相互の信頼関係を再構築する。やがて、住民側も施設の使い方を変え
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たり、ボランティアによる運営協力を始めたり、いわゆる住民参画と住民自治が生まれる。

規模は小さいが、これは実はデモクラシーの再構築でもある。また、このなかにこそ形

骸化した統制型官僚制と議会制民主主義の次にある公的サービスの新たなガバナンスモ

デルが見えてくる。「神々は細部に宿る」という。おそらく行政評価による公共経営の

科学革命は、意外なところからわれわれの目の前にその全貌をあらわし始めるのではな

かろうか。
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　　　　　　　　　　　　　第4部

ケーススタディ．ミュージアム、ODA、学校の評価と経営

第1章　ODA評価のあり方一チリ・デジタル通信訓練センタープロジェクト
　　　　評価の経験を手がかりに

〈構成〉

はじめに

1．評価対象プロジェクトの概要

2．評価のアプローチ

　　（援助対象案件の価値（Output／Outcome　Review）、戦略的持続可能性の評価

　　（Strategic　Review）、プロジェクト運営効率の評価（Productivity／Process　Review）、

　説明責任評価（Accountability　Review））

3．現地調査の概要

4．評価結果

（1）援助対象案件の価値（Output／Outcome　Review）

（2）戦略的持続可能性の評価（Strategic　Review）

（3）プロジェクトの運営効率の評価（Productivity／Process　Review）

（4）説明責任評価（Accountabihty　Review）

5．今後に向けた課題提起
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はじめに

　筆者は2001年に外務省の依頼により、わが国がチリに対して行ったODAプロジェク

トの第3者評価を行った。評価結果は、すでに外務省に提出ずみであり、その要旨はイ

ンターネット上でも公開されている。以下は報告書の全文である。本件調査は、東京財

団における筆者の在外研究とは無関係に行われたものだが、同じ時期のものであり、他

の研究との関連性も深い。そこで、この場を借りて、改めて掲載することにした。

1．評価対象プロジェクトの概要

（1）我が国は何を提供したのか（Output）

　わが国は、チリの通信電話サービスのスムーズなデジタル化を支援するために、1992

～ 97年の5年間にわたって、非営利法人（元政府機関）であるINACAP（Instituto

National　de　Capacitaci6n　Profbsional、全国職業訓練所）が新規に設立するCINCATEL

（Centro　IIlternacional　de　Capacitaci6n　en　Telecomunicaciones、デジタル通信訓練セ

ンター）に対して、JICAを通じたプロジェクト技術協力を行った（表1）。

＜表1＞

対チリデジタル通言訓練センタープロジェクトの流れ

JICA

機材提供

lNACAP

日本人専門家

日
本
政
府

農
凸
凸
日
凸
カ
ウ
ン
タ
ー
パ
ー
ト
研
修

（NTrなど）

講師の候補者
を日本へ派遺

　CINCATEL

i］麿

　　凸凸

〆↓＼馨

凸昌凸日

↓↓↓↓

昌凸呂日

＄／土地

（建物）

運営業務
（経営、生徒募集、

人事など）

人員派遣
（出向）

サ
政
府

通信業界で活躍

わが国が技術移転した分野は、次の4分野である。

（イ）デジタル交換技術

（ロ）デジタル伝送技術

（ハ）デジタル無線技術
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（二）通信網計画技術

また、93～97年間の受講生の数は、それぞれ次の通り。

93年　　368人

94年　　702人

95年　　926人

96年　　461人

97　　　742人
総計　　3，198人

（2）援助のために投入された資源（Input）

　本件プロジェクトのために、INACAPは土地と校舎、および事務管理機能を用意し、

わが国が研修の内容そのものの設計、技術移転を行った。総額およそ12．9億円のプロジ

ェクトで、そのうち約3割をチリ側が、残りの7割をわが国が負担した。　（内訳　日本

10億円、チリ2．9億円）

　わが国の負担は、次のとおり。

（イ）教官を教育するための長期専門家延べ6人、　（ロ）同じく短期専門家述べ23人

（うち長期調査員3名）、　（ハ）機材15セット（総額5億5百万円相当）を無償で供
与。

（3）成果（Outcome）

　直接的な成果は、（1）専門家派遣と来日研修によって、講師を20人育成したこと、（2）

さらに彼らが供与した教材を使用し、5年間に延べ3，198人の受講生を通信業界に送り

出したことにある。

　さらに、2次的な成果としては、そのことを通じて、（3）自由化直後、かつデジタル化

の課題に直面していた通信業界およびサービスの発展に貢献したこと、（4）プロジェクト

終了後も、INACAPは、この分野での研修事業を拡大し、技術者の育成に貢献し続けて

いること、（5）さらに、INACAPがJICAとの協働事業として、中米などの第三国からも

研修生を受け入れるまでに育ったこと、（6）以上のことを通じて、日本とチリ、チリとラ

テンアメリカ諸国、さらには日本とラテンアメリカ諸国の友好に寄与していること、な

どが挙げられる。

2．評価のアプローチ

　ODAのいわゆるプロジェクト評価は、これまで、ともすれば「相手国の満足度」および

「対象案件が所期の目論見どおりに機能しているかどうか」という視点からの評価に終始

しがちだった。しかし、上記の2つは、援助活動を企業活動に例えれば、いわば「商品」

の品質が良く、かつ顧客に愛されているか、という最低限のことを検証するものでしか

ない。

　例えば、援助プロジェクトの真の成否は、むしろ案件供与の後に相手国がどのような
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自助努力を始めたか、あるいはその後、民間レベルの交流も含めた交流がどれだけ盛ん

になったか、といった「戦略持続可能性」の観点からチェックされるべきである。でな

ければ、単にわが国から相手国に外交的な贈与をしたに過ぎず、いくら資金を投入して

も際限がない。

　また、プロジェクトには多額な税金が投入されている。しかも、プロジェクトのコス

トは、単に相手国に供与した金額にとどまらない。　「プロジェクトの運営効率」は、当

然、評価の対象とするべきである。即ち、案件の発掘段階からの一連の作業や援助活動

自体の効率性やスピードもチェックすべきである。ちなみに、これは単に担当者の技量

や意識の問題だけではない。東京と在外の両方でのJICAや外務省の組織のあり方、そ

して仕事のやり方などにも大きく左右される。

　要するに、ODAの成否は、個々の援助対象案件（施設建設や人材育成活動など）の成

否だけからは、判断できない。援助関係者も国民も、援助活動のいわば「商品」にしか

すぎない案件評価、すなわちプロジェクト評価の結果でもってODAの成否を論ずると

いう発想を卒業するべきである。

　確かに援助した機材が有効に使われていないといった例がありうるかもしれない。し

かし、わが国のODAは、もはやそういった初歩レベルの課題は克服しつつある。そし

て、国民の関心も「そもそも、なぜあれだけ多大な人材と予算をODAに投入し、援助

をする必要があるのか？案件はいったい誰がどういう判断のもとで決めるのか？」とい

った根源的なところにシフトしつつある。さらには、　「援助活動自体が、いわゆるお役

所仕事の非効率なものになっていないか」といった疑念が一部にあることを直視すべき

である。

　そこで、本件評価では、評価の対象はあくまでもチリのデジタル訓練センタープロジ

ェクトとしつつも、極力、上記のような視点で評価をすることにした。これまでの「有

識者による評価」の前例は全て参照した。その上で、今回は、従来の報告書のスタイル

は一切踏襲せず、時代の要請にあった新しい切り口からの評価を試みた。

　また、作業にあたっては、ODAを特別視せず、公共事業や一般市民サービスにおける

行政評価のノウハウを全面的に採用することにした。援助の「顧客」は他国民であり、

あるいは他国の経済社会そのものである。そのこと自体はユニークである。また、外交

的配慮も必要である。

　しかし、わが国国民の税金を投入して行われている以上、一般国民に納得の行く形で

の説明、そして評価が不可欠である。以上の考え方に従い、今回は、次の（1）～（4）の4つ

の視点からの評価をすることにした。

（1）援助対象案件の価値（Output！Outcome　Review）

（従来、「プロジェクト評価」とされていたものの大半はここに相当）

・ 提供した援助の量・質の妥当性と成果（No①）

・ 最終受益者（相手国の産業界、相手国国民など）にとっての便益（No②）

・ 自律発展性（移転した技術の維持、施設のメンテナンスなど）　（No③）
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（2）戦略的持続可能性の評価（Strategic　Review）

・ 相手国とのODA　an（Uor　ODA以外の形態での次の次元の協力関係への発展（民間レベ

　ルの協力、官民レベルの協力など）　（No．④）

・ 相手国との新たな外交関係への発展（No⑤））

・ このプロジェクトの経験をわが国自体が新たな援助・政府間協力スキームの開発（水

　平協力、三角協力、新スキームなど）につないでいるか（No⑥）

（3）プロジェクトの運営効率の評価（Productivity／Process　Review）

・ 効率性：OutputおよびOutcomeに対して、必要十分かつタイムリーなInputだった

　かどうか（No⑦）

・ 計画性とシンプルプロセス：事前に十分な計画を立てたか。また、不必要な不安や無

　意味な手続き、手待ち時間を生じなかったかどうか（No⑧）

・ フォローアップを十分にやっているか。また、プロジェクトの途中で生じた問題点を

　迅速に解決し、かつ今後の他のプロジェクトのやり方にも生かせているか（No．⑨）

（4）説明責任評価（Accountability　Review）

・ 本件プロジェクトの概要、成果などを正しく、オープンに日本国民（納税者、議員な

　ど）と相手国民に伝えているか（No⑩）
・ そもそも、なぜ政府が関与すべきテーマであったかということについて、説明可能か

　（No．⑪）

・ そもそも、なぜODAでやるべきであったのか、ということについて説明可能か（No．

　⑫）

　なお、以上の視点は，従来「プロジェクト評価」といわれていたものの域を、大きく

超える。また、わずか1週間の間に、しかも、私一人でやりきれるような作業ではない。

従って、どこまで正式な評価結果と言い切れるかは、疑問なしとしない。しかし、従来

型の（ありきたりの）プロジェクト評価を単にやったのでは、それこそ私自身が評価者

としてのアカウンタビリティーを国民に対して果たしえないと考えた。

以下の報告は、上のような事情を念頭に置いてお読みいただきたい。

3．現地調査の概要

　今回の評価活動のために行った活動は、以下の通り。

事前打ち合わせ（＠日本）

過去の関連資料の読み込み、ブリーフィング、面談インタビュー先の選定、データ収集

現地調査

以下の機関を訪問し、面談インタビューをした。なお、調査には外務省経済協力局の職

員と大使館員が同行した。英語による面談は通訳を使用しなかったが、スペイン語につ

いては通訳を使用した。
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①プロジェクトの直接的な関係者

INACAP、研修生派遣企業（ENTEL、　Telefonica　CTC）

国際協力庁、通信省次官官房

②チリの電気通信市場、民営化、自由化についての有識者

ラテンアメリカカリプ経済委員会、経済省、CORFO、国際電気通信連合（ITU）、三菱

商事、NEC、　SONDA

③日本側関係者

在チリ日本大使館（ODA担当者）、在チリJICA事務所

なお、今回の評価活動では、予算、人員の制約があり、以下のような本格的な評価分析

作業は行っていない。

　　　（a）受益者に対するアンケート調査

　　　（b）マクロ経済データ、セクターデータ（デジタル化など）と本件プロジェクト

　　　　　の相関関係の両国関係機関のトップマネジメントレベルへのヒアリングにつ

　　　　　いての計量分析

　　　（c）　現地資料による文献調査

4．評価結果

　まとめは表2の通り。その根拠を以下に示す。なお、定量分析をする時間も資源もない

ので今回は、私が期待する達成水準を現状と比べ、主観的な格付けをしてみた。具体的

には5種類で、A：期待を上回る達成状況、　B：期待水準をクリアーしている、　C：今後

の工夫で努力の余地あり、D：できていない。　E：そもそも、これまで重要課題としてあ

まり認識されていない、とした。

　ちなみに、以下は、政策評価の専門家としての知見に基づくものではあるが、あくま

で、主観的な格付けにしか過ぎない。解釈に当たっては、くれぐれも誤解のないように

されたい。

（1）援助対象案件の価値（Output！Outcome　Review）

①提供した援助の量・質の妥当性と成果（A）

・ 供与機材については、当時のチリでは唯一ここにしかないものであり、極めて効果が

　高かった。（A）

・ 派遣した専門家の技量、日本での研修内容にっいては、当時のチリの通信産業が抱え

　ていたニーズにマッチしていた。　（B～C）

・ チリ大学が主に理論面やエンジニアを、INACAPがより実践的な分野を中心とするテ

　クニシャンを育成するという分担がうまくいった。（B）

・ 受講生の満足度も高い。特に、設備を使った実習が十分にできる場としての評価が高

　い。（A）
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＜表2＞

三　　≡　≡　のまとめ

カテゴリー 今回の評価 チェックポイント例

（1）Outp山ゆutcome　Review
　①援助の量、質、成果
　②受益者便益
　③自律発展性

A
A
B

機材、専門家、来日研修の質、CS、産
業発展への貢献、タイミング、技術保

持能力、自律経営力

（2）Strategy　Review G2G、B2B、水平協力、相手国政府の
④その分野での協力深化 B～C 反応
⑤相手国との外交への貢献 A （民営化、自由化案件方針、NPO経由
⑥わが国援助スキルの向上への寄与 C～D の援助）

（3）Pmduc仙ity’Process　Review
　⑦効率、費用対効果
　⑧計画性、シンプルプロセス
　⑨迅速な問題解決力、学習能力

n／a

，品

Outcome／mput、　OutpuUlnput、計画
性、スケジュール、柔軟性、トラブル

シュート、運営システム変更

（4）Accountabi撤y　Review
⑩両国国民への情報開示 C～D メディアカバレッジ、努力、公文書、他

⑪政府の関与の妥当性の説明 D 国・他の援助国との比較、全ポートフォ
⑫ODAかつプロ技協とすることの妥当 D リオ、他のスキームとの検討比較

性の説明

②最終受益者（産業界、相手国国民など）にとっての便益（A）

・ INACAPを通じて、既存大手企業だけでなく新規参入者や保守メンテナンス企業にも

　同時に学習機会を提供でき、産業全体への貢献ができた。（A）

・ チリの通信産業は、民営化、自由化に続いて、本件を含む技術導入をスムーズにこな

　し、その後の外資をテコとする海外市場への展開（Entel）や、インターネット対応を

　スピーディにこなした。（A）

③自律発展性（移転した技術の維持、施設のメンテナンスなど）（B）

・ INACAPは、本件プロジェクト以降、通信分野の事業を安定収益事業として維持して

　いる。現在まで、年間1，000人弱の研修実績を保っている（ただし、教授コースの内

　容は、当時のものではない）。（A）

・ INACAPは、デジタル化以降、情報通信業界が直面したインターネット対応において

　も、CISCO社とラまく提携し、技術提供している。（A）

・ ただし、無線分野では、専任講師がいないなどの問題点があり、また、日本の援助で

　提供した機材や知識、きめ細かなアップグレードができていない。（D）

（2）戦略的持≡続可能性の評価（Strategy　Review）

④相手国とのODA　and／or　ODA以外の形態での次の次元の協力関係への発展（民間レベ
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ルの協力や官民協力など）。

・ 本件でINACAP移転した技術を、さらにラテンアメリカの第三国に移転する研修プロ

　ジェクトを日智共同で実施している。参加者の満足度は高く、このことはINACAPに

　技術がうまく保全継承されていることの証左でもある。また、わが国のボリビアに対

　する技術協力の専門家派遣をINACAPが行うという実績もある。（A）

・ 本件終了後、我が国の関係企業（NTT、　NEC、　DoCoMoなど）とINACAPとの交流

　は特になく、先方は物足りないという印象を持っている。しかし、JICAとしては、

　2000年10月にDoCoMo技術者を政府電気通信総局（SUBTEL）に派遣し、携帯端

　末サービスを実施する等のフォローアップを行っている。援助を受ける側は評価者に

　対し、通例、「もっとフォローアップを欲しい」と述べる傾向にある。従って、先方

　から得た印象をどこまで重要視すべきかについては慎重であるべきである。しかし、

　チリ側の当時の担当者とは、もっと積極的なコミュニケーションを意識的に続けるべ

　きである。（C）

⑤相手国との新たな外交関係への発展（A）

・ 本件以降、チリとの協力案件として第三国向け光ファイバー伝送システム研修が成立。

　（A）

・ 大統領がIT分野でのわが国への協力依頼を表明。（A）

・ 第三国向け研修をきっかけに、チリの国際協力庁が水平協力、三者協力のパートナー

　として日本を頼りにしており、チリの対ラテンアメリカ外交政策への貢献としても寄

　与（A）

⑥わが国の新たな援助・政府間協力スキーム開発への貢献（新スキームなど）　（C～D）

・ 本件は、対政府機関ではなく、政府からの要請に基づくものの、INACAPという非営

　利機関への援助。独立採算を強いられる機関であり、援助の受け入れに対する姿勢や

　技術の保持にも、極めて熱心。INACAPの運営スキル自体が他国向けや他の案件の援

　助にも生かせたかもしれない。例えば、相手国に同様の機関を設立するよう勧める、あ

　るいはINACAP自体の経営スキルを三角協力として第三国に移転するなど。（E）
・ わが国関係者の中には、「民営化してしまった電話会社への協力」が援助足り得るか、

　という逡巡が見られるが、NPOを介するという手法の斬新さや、急激な自由化に伴い

　競争についていけないベンチャー中小企業に対する技術供与という「市場環境作り」

　へのメリットを正しく理解すべきである。（C～D）

・ 本件をきっかけに、チリおよびラテンアメリカの情報通信産業に関わっていこうとい

　う「国家としての意思」あるいは「ビジネスセンス」の弱さを感じる。これは、外務省や

　JICAだけの問題ではないし、現行の援助・予算制度などの制約要因に負うところも

　大きいが、技術援助だけやり、あとはノーコメント・ノーウォッチというのはおかし

　い。例えば、JBICの海外投資に対する融資などのスキームに切り替えて、何らかの

　形で引き続き関与する工夫など幅広い選択肢を考慮すべきである。　（C～D）
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（3）プロジェクトの運営・効率評価（Productivity1Process　Review）

⑦効率性：OutputおよびOutcomeに対して、必要十分なInputだったかどうか（n／a

今回のわずか1人での1週間の調査では、この点の分析は不可能）。

⑧計画性とシンプルプロセス：事前に十分な計画を立てたか。また、不必要な不安や無

意味な手続き、手待ち時間を生じなかったかどうか。　（B～C）

・ チリ側関係者の間に不満は見られなかった。JICAの仕事は、おしなべてきっち

　りしており、予定通りあらかじめ定めた目標に沿って物事をやり抜くという評価を得

　ている（A）

・ しかし、オペレーション上の細かなことや日本における研修の日程、時間割などがあ

　まりにも厳格かつ詳細に過ぎ、柔軟性に欠けるという指摘があった（C～D）

・ また、当初のプロジェクト計画書を見ると、デジタル化という従来にはない変動に際

　しての研修需要であるにもかかわらず、技術者の従来の労働時間に占める研修時間の

　割合を基に需要を算出しており、合理的根拠に欠ける。現に、実績値との乖離が大き

　い（表3参照）。但し、この問題の根っこには硬直的な政府全体の予算制度の問題が

　あり、おそらく計画策定能力の問題ではないと思われる（C～D）

⑨フォローアップを十分にやっているか。また、プロジェクトの途中で生じた問題点を

迅速に解決し、かつ今後の他のプロジェクトのやり方にも生かせているか。　（n／a）

・ 今回の調査の範囲では、そもそもプロジェクトの途中で特に大きな問題が発生したと

　いう事実が発見できなかった（n／a）。

・ しかし、関係者の一部には、プロジェクトの終了後のフォローアップがないことや、

　以後の援助要請に対して十分な回答（だめな場合の理由の説明がないなど）がないこ

　とへの不満が聞かれた。前者については政府全体の予算制度の問題にも起因するが運

　用上の工夫が欲しい。後者については、いわゆる「お役所仕事」への不満であり、抜

　本的な対策が必要（D）

（4）説明責任評価（Accountability　Review）

⑩本件プロジェクトの概要、成果などを正しく、オープンに日本国民（納税者、議員な

ど）と相手国に伝えているか。　（C）

・ CINCATEMNACAPが日本の協力によるものであることは、必ずしもチリの通信関

　係者の間で知られていない。新聞報道も記録があって確認できたものだけだが、わず

　か4回と限られている（C）
・ 当時のチリ側の関係者の中には、「日本側（JICA）は、日本が援助したことをあまり

　いたづらにアピールしたくないともらしていた」と述べる人がいた。このような態度

　については、　「相手国の事情にもよるし、今では違うが、かつてはそれが援助の美風

　とされていた」というコメントを帰国後複数の日本人の援助関係者から得た。　（D）

・ JICAのプロジェクト終了時の評価報告書は、良い点のみならず、将来の懸念事項（専

　門家がCINCATELの評議会に入っていないなど）も含めた率直な内容コメントを書
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いている。ODAの基礎知識のある議員や関係者に対する説明責任が、一応は果たせて

いる（A）

⑪そもそも、なぜ政府が関与すべきテーマであったかということについて、説明可能か
（E）

　今回、訪問調査の結果，筆者は本件援助が有効であり、必要なものであったという確

信を抱くに至った。しかし、そもそも、当時、政府として対チリ援助、特に本件援助の

必要性について十分に国民に対して説明しようという姿勢があったかどうかは疑問であ
る。

・ 例えば，プロジェクト関連の一連の公文書を見る限りは、すべてが「外交上の重要性」

　「相手国の要請」のみを論拠にしており、なぜ本件援助が必要なのか、という根幹に

　触れる説明がない。

　わが国には、銅、水産などの資源外交やアルゼンチン、ブラジル、メキシコなどとの

外交バランス上の配慮から、またAPEC外交のうえからも、チリとの関係を深める固有

の理由がある。しかし、中進国であるチリに対しては、例えば米国は一切援助をしてい

ない。また、世銀やUSAIDは情報通信分野は、そもそも援助対象としていない。従っ

て、特にチリに対する、通信案件の採否の経緯については、本来は、国民に対して積極

的な説明をする必要があったのではないか。

・ 上のようなことは、当時の政治行政風土に照らしてみれば、特に落ち度があったと責

　めるほどのことではない。しかし、こうしたことの積み重ねが、今日の八方美人外交

　orばらまき援助という批判の要因となっていることは想像できる。現場職員の献身的

　な働きぶりにもかかわらず、ODAが批判にさらされやすい要因の一つには、このよう

　な消極的なコミュニケーションの姿勢があると思料される。

⑫そもそも、なぜODA、しかもプロ技協でやるべきであったのか、ということについて

説明可能か？　（n／a）

・ プロジェクト関連の公文書を見る限りは、本件がなぜ、プロジェクト方式技術協力に

　値するのかを説明した記述はない。当時の援助の制度や予算の枠組みから考え、関係

　者の間では、おそらく当然の判断だったと思料される。筆者もまた、結果的にそれが

　問題であったという印象はまったく持たない。　（n／a）

・ しかしながら、説明責任という観点からは、とうてい受け入れられるものではない。

　今後の案件については、即刻、改善すべきである。　（D）

5．今後に向けた課題提起

　本件調査案件自体は、すでに成功裏に終了しており、特段の提言はない。ただし、今

回の現地での評価作業を終え、今後に向けてのいくっかのアイディアを得たので、紹介

しておきたい。ちなみに、わたしは、「行政評価」および「行政経営」の専門家であり、

農業や通信といった「援助対象技術」やODA自体の専門家ではない。また、普段は主

に米国で活動しており、国内の慣行・制度の常識にとらわれない視点を大事にしたい。
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そこで、以下では、行政機関が行う「事業経営」としてのODAの制度、運営方針、さ

らには「評価制度」自体についても若干の課題提起をしたい。なお、　「本件調査は、あ

くまで個別案件を対象にしており、それに直結しない内容は課題提起といえども、作業

の成果とするかどうか疑問」という批判がありうる。あるいは「チリの案件調査からだ

けで導き出せる意見ではない。また、有識者評価の域を越えた一個人の意見に過ぎない」

という疑問もありうる。確かに、分析を経た意見でもなく、所詮は、課題提起にしか過

ぎない。しかし、私の専門知識は、ともあれ「経営と評価」に関するものである。喩え

ていえば、　「あるプロジェクトや商品（案件）を評価することによって当該企業の経営

について、さらにその企業の経営評価のレベルまで、おおよそ察しをつける」という類

の洞察を専門とする。しかも、　「専門家としての良識に則って、気づいたことは全て記

述する」というのがこれまた、海外の行政評価の常識である。このような文脈のなかで、

以下は解釈されたい。

（1）援助の政策と執行に関する課題提起

　①国の大手IT企業のCISCO社がチリ大学とINACAPに対して技術協力をしている

（おそらく他国でもやっている）。今後のIT協力の分野では、政府間の意見交換だけで

なく、これら企業との情報交換も大切。

　②独立採算のNPO（今回のINACAPなど）を経由した援助の成功率は高いのではな

いか。今回の評価対象プロジェクトはNPO経由の援助のユニークな成功例といえる。

政府間援助の形態にのみこだわっていると、スピードが遅い。また、特に先進技術の分

野では内容も陳腐化する。今後は、政府機関に対する援助だけではなく、このようなNPO

経由の援助の可能性を追求すべきではないか？

　③チリのような中進国に対する援助では、「民営化」、「健全な自由競争市場の形成」

への貢献を援助の対象分野として明確に位置付けるべきである。それに先立ち、これら

の政策が産業全般の生産性向上に与えるインパクトの大きさやそこへの有効な援助戦略

の分析などが必要ではないか？

　④南南協力は、外交上のメリットだけでなく、援助の業務の効率化という意義も大き

い。この点は、国民に対し、もっとアピールすべき。成果を計量化して明示するべき。

（2）作業に付随して得たODAの制度・経営体制にっいての仮説的な課題提起

　本プロジェクトば、個別プロジェクトとしては、かなりうまくいった案件である。ま

た、現地で、さらに東京でお会いした関係者の士気も高かった。とかく、批判されがち

なODAではあるが、想像以上にしっかりと管理、運営されているという印象を得た。

　しかし、今回のチリの案件の現地調査、およびその準備の学習過程では、すでに識者

が指摘するとおり、「ODAには制度疲労が目立っ」という印象も得た。制度疲労の問題

は、政府関係者の権限と責任の域を越えており、また彼らの努力だけで解決できる問題
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でもない。また、政府部内から出てくる知恵にはおそらく限界がある。広く、国民各層

がこの問題を理解し、政府の外から関与していく必要がある。そこで、今回の調査の副

産物として得たわたしの問題意識を記しておきたい。

　なぜならば、冒頭にも述べたとおり、本件調査の直接の対象となったチリの案件のよ

うな「個別案件（プロジェクト）」の成否やその実施の改善方法を見直すだけでは、評

価者として国民に対する説明責任を果たしたことにはならない。さらにまた、いかなる

評価作業も、究極の目的は、　「国民がより納得する、よりよいODAの運営」にあるか

らである。以下は、今後、外務省と国民各層が、今後のODA、そしてODAの評価のあ

り方を考えるきっかけとして紹介しておく。

　①まず、チリに行く前の事前準備の過程で戸惑ったのが、わが国ODAの全体戦略が

分かりにくいということである。案件段階になると、目的も計画も非常に明快でありわ

かりやすい。だが、そこより上位の戦略レベルになると、抽象的な用語が並び、たいへ

んわかりにくい（ただし、これは、何もODAに限ったことではなく、公共事業などわ

が国政府の事業全体についていえることである）。ともあれ、参考までに公開されてい

る米国のUSAIDの年次戦略計画書を紐解くと、言語のハンディーを超えても、ずっと

明快でわかりやすかった。例えば、USAIDの戦略計画書の場合、地域や事業分野といっ

た枠組みを超えて、「国策」という視点から数項目の（例えば、　「民主化支援」など）

重点戦略領域を示し、それに沿ったデータと、それに基づいたODA戦略を示している。

また、それに沿った実績評価報告書を毎年出しており、極めてわかりやすい。

　②また、行政評価の専門家として、今回、チリの現地に赴き、とりわけ痛感したのが、

「プロジェクト（個別案件）」レベルでの評価から、戦略、政策レベルの評価への力点

のシフトの必要性である。そして、それに基づく上記①で述べたような戦略計画の充実

の必要性である。わが国では歴史の浅い行政評価だが、米国行政学会等の専門家会合の

場では、「評価の手法は、政策課題、国民の関心事にあわせ、ダイナミックに進化させ

るもの」という考え方は常識に近い。すでに、外務省も作業に着手しつつあるが、今後

は早急に戦略、プログラム面での評価へとバージョンアップする必要がある。

　理由は、3つある。第1には、国民の関心の変化である。かつては、国民やマスコミ

の関心も援助物資が有効に生かされているか、といった、　「プロジェクト（個別案件）」

の成否に集中していた。しかし、今や、国民の関心事は、戦略、政策、あるいは案件選

択の考え方、といった領域に移りつつある。

　第2には、わが国のODAの実施能力の向上である。案件の選択に始まり、その実施、

フォローに至るまでノウハウの蓄積がなされてきており、外部からの評価を充実させる

よりも、自助努力をさらに求め、むしろその過程と結果の妥当性は、実施機関の情報公

開に求めていくべきである。

　第3には、中央省庁と実施機関、あるいは独立行政法人が政策評価をそれぞれ、どの

ように分担するかという観点からの見直しの必要性である。例えば、他省庁では、個別

の事務事業やプロジェクトの評価は、実施機関（あるいは独法）に任せ、中央省庁はむ
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しろ戦略、プログラム面の評価に注力するという考え方が一般化しつつある（ただし、

公共事業などの大きな、あるいは重要な事業にっいては例外（総務省の政策評価ガイド

ライン））。例えば、JICAやJBICの案件にっいては、外務省は「プロジェクト（個別

案件）」レベルの評価よりも、戦略、プログラムレベルの評価、あるいは「委託先」とし

ての彼らの仕事ぶりの評価へとシフトさせる案が考えられる。ODAの評価については、

外務省もJICAも従来、他省庁に先駆け、早くから熱心に取り組んできた。しかし、そ

れが故にかえって、先例、慣行にとらわれ、結果として戦略、プログラム面の評価につ

いての取り組みが遅れるといった事態に陥ってはならない。

　ちなみに、セクター別、あるいは国別援助政策をもって「戦略」あるいは「政策」と

すればよい、という考え方が一部にある。過渡的には、そういう作業も有効である。し

かし、それは所詮、個別案件についての評価を積み上げただけのものであり、「戦略」

や「政策」とはいえない。概して、既成事実を整理、裏書きする以上の効果は期待しに

くいのではないか。すでに着手しつつあるバージョンアップの作業であるが、さらに加

速させ、かつ目標を高く設定していくべきである。

　③さらに、今回の調査で感じたのが、今後は、現行制度で決められたODAの「商品

メニュー」の限界である。例えば今回のチリの案件は、対政府機関援助ではなく、NPO

に対する援助という点で、当時としては斬新であり、またプロジェクト技術協力という

方式も妥当であった。しかし、以後の訓練施設（援助対象施設）の発展過程を現地で実

際に詳しく見ていくと、やがてインターネットの時代に入り、米国のCISCO社がチリ

での同社の商品普及を狙って無償で技術協力をする形で進化を遂げていた。これは、形

態上は民間企業が見返りも考え、NPOに援助をしているに過ぎない。しかし、関係者は、

結果として米国に親しみを持ち、あたかもODAに対するのにも似た感謝の念を抱いて

いるという印象を受けた。

　本件の場合、CISCO社に匹敵する技術が、残念ながら本邦企業にはなかった。しかも、

案件自体ODAになじむかどうかもわからない。しかし、もしも既存のODAの「商品メ

ニュー」の制約を取り払って考えれば、ユニークな協力形態が考えられた可能性は否定

できない。おそらく金融商品が複合化、多様化するのと同じように「援助商品」も進化

すべき時代に入っているのではないか。少なくとも関係者は、旧来からのプロジェクト

方式技術協力、無償資金協力、円借款という「商品リスト」だけにとらわれていては、

いけない。

　こうした新規の「商品開発」の発想は個々の案件を考える中から見えてくる。もちろ

ん、見直しの対象は，単に「商品リスト」だけではない。先進国でも特段に硬直的とい

われる予算会計制度等の見直しも必要である。今回のわたしの経験は、ささやかなもの

だったが、現地の具体プロジェクトに則してこそ、このような自由な発想が生まれる。

現場の問題意識を広く吸い上げ、商品メニューを見直すべきである。

④さらにいえば、商品の見直しとセットで、ODAの経営体制の見直しも必要だろう。

これは、組織形態や規模の是非の問題以前に、むしろ業務執行体制のバージョンアップ
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という課題である。例えば、卑近な例をあげれば、民間企業では、海外オペレーション

は極力、現地の企業や現地採用スタッフに任せている。国を代表しての援助なので、外

国人や現地企業に安易に業務委託は出来ない、という意見はよくわかる。しかし、効率

を考えれば、必ずしも、日本人がやる必然性のない仕事もありうる。これも、③とおな

じく、現行の予算・会計・定員等の制度の問題があり、援助の実施機関の判断の域を越え

た問題である。しかし、こういった経営体制の見直しなくしては、せっかく評価をして

みても、効率と質の抜本的な改善は、見込めないだろう。

（3）今後の「第三者有識者調査」のあり方に関する意見

　最後に、今回、私がお手伝いした「第三者有識者調査」のやり方および、その発展可

能性についての意見を述べておきたい。

　①個別案件レベルの「第三者有識者調査」によって評価者および関連職員が得る情報、

知見、さらに問題意識は極めて豊かなものがある。必ずしもODAについての専門家で

はない有識者を「教育」するという効果も大きい。しかし、海外での調査であり、諸経

費はもちろん同行する職員のマンパワーも投入するわけである。それだけの投資をする

わけであり、事後にもさらに、有効活用する手立てが考えられないだろうか。例えば、

過去1－2年の「第三者有識者調査」の経験者を集め、セクター別・地域別、あるいは課

題別のブレーンストーミング（政策提言）の場を設けるなど、重層的活用の仕組みを考

えるべきである。

　②そもそも、「有識者」が行う評価のマニュアルを外務省が作るべきかどうか疑問で

ある。少なくとも、マニュアルが欲しいとおっしゃる有識者から要請があった場合にの

み提供するべきである。わが国には、例えば議員が議会で質問する質問すら、行政当局

が準備するという慣行が一部にある。更には、質問を取りに行かないと議員の側から抗

議の声があがるという場合すらある。こうした風土を前提とすれば外務省が有識者によ

る評価のマニュアルを用意するという事情はわかるし、実際に有効な場合も多いと考え

る。

　しかし、今回の調査では、私はマニュアルは一読はしたものの使用は、しなかった。

なぜなら、有識者は、委託調査の専門作業員ではない。専門分野で培った知見と経験を

総動員し、行政当局や関係者が自ら気が付かなかった視点まで提供して初めて、価値が

出せると考えたからである。また有識者がマニュアルに沿って評価をしていては、外部

の第3者という意味も薄まりかねない。

　ちなみに、今回の調査については、マニュアルについての私のこうした方針を外務省

は即座に理解した。そして、私自身、調査の準備に当たっても、事後のまとめの段階に

おいても、何ら不都合を感じる場面はなかった。しかし他の有識者の中には、律儀にマ

ニュアルを参考にされる方もおられるかもしれない。そしてマニュアルが評価の質や内

容に意図せずして“サブリミナル的”な影響を与えないとは言い切れない。
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　評価手法は，情報公開によって最も磨かれ，高められる。なぜなら、公開されること

によって、「評価される側」だけでなく、「評価する側」も、きびしく評価を受けるか

らである。そのことをわかった上で，評価者も過去の事例を凌駕する高品質の仕事をし

ようとする。より良い手法は、報告書を公開し続けることによって、自然に淘汰され、

生き残っていく。そしてマニュアルを凌駕する洞察を提示してくれる。評価制度は、情

報公開とあいまって、すばらしい力を発揮する。このような力を最大限引き出すような

制度運用を期待したい。
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第2章　ミュージアムと都市再生一ニューヨークの事例を手がかりに

1．はじめに

　ニューヨークは、米国の象徴的価値であるイノベーションと創造性、そして競争原理

を体現する町である。繁栄と活力の源泉は創造性に富み才能ある人材（talent）である。

彼らの多くは、アートを愛しそれが故にニューヨークに住む。そしてまた世界中から一

流のアーティストが集まる。才能がしのぎを削る町であり、ダイナミックな競争の中で

新たな芸術文化がどんどん生み出されていく。

　ニューヨークでは、アートが都市の繁栄を支える核の一つになっている。都市とアー

トは共生関係にある。またニューヨークの美術館は世界的にみてレベルが高い。一流の

所蔵品、人材、資金、研究の成果や情報が各地から集まっている。最近の傾向として、

競争とイノベーションの激化が挙げられる。これはニューヨークの町の動きを如実に反

映している。それもミュージアムが都市とつながり生きているからだろう。本稿では、

主に美術館を題材に取り、都市とアートと文化施設、そして行政の巧みな相互支援の構

造を分析する。

　21世紀の都市経営を考える上では、アートは不可欠の要素になる。まず第1にミュー

ジアムなどの文化施設は集客装置（マグネット）となる。ホテルや飲食、観光産業が潤

う。またアートのある都市にはアーティストや知的才能が集積する。彼らは、放送、出

版、映画、ファッション、デザインなどの関連産業を育てる。その外延にはアートと都

市生活を愛する知的才能が集まる。ハイテクエンジニア、医師、研究者、金融マンなど

だ。こうした人材の獲得に企業はしのぎを削る。アートの有無が立地を決める時代だ。

専門性、創造性、技術、経営能力を要する職は1900年には10％に満たなかった。だが

1990年には30％を超え、今も延び続けている（1）。21世紀はアートが育てば都市が繁栄

する時代なのだ。

2．都市ニューヨークの発展とアート

　1）共生関係

　クマノミとイソギンチャクが共生関係にあることはよく知られている。都市ニューヨ

ー クとアートも同様の関係にある。文化的環境の豊かさと多様性が都市に活力と魅力を

与え、人々の生活や教育、他の産業の質を高める。住人に加え、芸術家と観光客を集め、

ビジネスをひきつけた。ニューヨークは文化活動と経済活動の中心地となり、市と文化

施設は共存共栄してきた。

　しかし、道のりでは平坦ではなかった。70年代には多くの都市と同様に産業の衰退、

失業者と犯罪の増加、財政問題などのインナーシティ問題を抱えた。そこで解決の糸口

としてアートが注目された。具体的な期待成果としては次のようなものがあった。

　①地域のイメージアップ②観光集客、カルチュラル・ツーリズムによる経済効果③

人々を都心に呼び戻し、レジャーや仕事の場として都心を再生する　④魅力を増し、居
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住者を増やす　⑤新ビジネスと雇用の創出　⑥民間投資の促進　⑦住民の地元へ誇りを

育て、芸術教育の機会を提供する、などである。

　アートが地域にもたらす経済効果自体は、以前から指摘されていた。文化施設の建設

やパブリック・アートのプロジェクトが各地で起こった。ニューヨークはそれが最もう

まく成功した例である。「荒廃した危険な都市」というイメージの払拭が大事だった。そ

こで世界のアートの中心としてのニューヨークの地位を強化することでイメージの向上

を狙った。おかげで新たな居住者、観光客、企業をひきつけた。90年代に入り、再び活

力と魅力溢れる都市となった。

　特にマンハッタンのソーホーやチェルシーのような地域はアートを挺子に開発が進ん

だと言える。以前は少し物騒な工業地域だった。ところが60年代からソーホーの工場や

倉庫、ガレージをアーティストたちが安く貸り、アトリエとして使い始める。ギャラリ

ー も増えた。ソーホーは今や洗練されたレストランや一流ブランドの店がひしめくファ

ッショナブルな地域だ。さらにハイテク産業もひきつけた。「シリコン・アレー」といわ

れるほどになった。こうした動きは、ソーホーの地価が高騰した90年代後半からは、よ

り安く広いスペースのあるチェルシーやトライベッカにも広がった。チュルシーは現在

では現代アートの最先端の地となり、景観は10年前とは一変したω。

　2）ビジネスとしての比重の大きさ

　ニューヨークは世界経済の一大拠点であり、その象徴は、ニューヨーク証券取引所で

ある。だが、この町の繁栄を支える装置はもう一つある。それは2000を超える文化施

設群の雑木林である。これは150もの主要な美術館、600ものギャラリーと世界的なオ

ー クションハウス、350以上もある非営利の劇場、そして39のブロードウェイの商業劇

場群などから形成される世界最大のアートの森である。

　ニューヨークの芸術文化産業の規模は2002年の調査では145億ドル（約1兆4500

億円）となる。数と規模だけでなく質の高さと多様性でも他都市の追従を全く許さない。

ニューヨークの芸術文化施設、そしてその周りの産業の集積は、相互に競い、刺激しあ

う。個々の施設の魅力に加え、雑木林全体が集合体として人やビジネスをひきつける。

　3）才能の集積

　「Fortune」誌は2000年に、ビジネスのために最も優れた都市としてニューヨークを

選んだ。重要な根拠の一つが創造的な環境と人材がビジネスをひきつけるという点だ。

ニューヨークの企業は才能のある人材を確保する上で、充実した文化環境の恩恵を受け

ているという。現にニューヨークに移り住んだ人への調査では、56％もの人が文化の充

実と多様性に惹かれたから来たと答えている（3）。

　ニューヨークには、当然アーティストも集まる。自らの主要な職業を芸術家とする人

が15万人いる（4）。アーティストの人数では全米トップで、2位のカリフォルニアと合わ

せて全米のアーティスト人口の4分の一を超える。

　　アーティストと彼らを支えるパトロン、そして観客や文化施設、関連産業で働く人々
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は都市の重要な資産だ。彼らが町の活力を生み出す。ニューヨークの活力は文化施設の

コレクションと研究の蓄積や資金の豊かさに加え、こうした人材の集積に負うところが

大きい。他の都市が後追いするのは並大抵ではない。ニューヨークのアートは人々の創

造性とエネルギーによって都市の中で生きている。人材、文化財と資金が好循環を形成

し、都市を支える。その原点はおそらくミュージアムなど、（単なるハコモノではなく装

置としての）文化施設である。21世紀の都市経済に占めるその重要性は19世紀の駅や

港、20世紀の証券取引所や空港と並ぶほどである。

　4）ニューヨークの経済と芸術文化

　①アートの経済波及効果一投資としての文化支援

　「アートにはお金がかかる」「アートは儲からない」と一般によく言われる。しかし、

芸術活動は、経済的にも利益をもたらすという実証研究が、ニューヨークではさかんだ。

芸術文化はそれ自体に本来の価値がある。しかしそれに加え様々な経済効果を生み出す。

例えば、芸術文化活動によって、よその土地からどれだけの資金が地域にもたらされた

か、どれだけの雇用と税収、GDPを生み出したかといった分析である。こうした研究報

告の結果、ニューヨークでは、芸術文化事業は地域活性化のための投資の中でもハイリ

ターンかつローリスクの良質のものだという理解が形成されてきた。

　1983年からこうした研究調査を継続してきた代表格がAlliance　for　the　Artsという

NPOである（5）。このNPOの使命は、アートがニューヨークにとって重要で不可欠な産

業であり、市の経済に貢献していることを示し、芸術文化機関を支援する意義を訴える

ことである。2002年の調査によると、非営利の文化機関だけでも市に57億ドル（約5700

億円）の経済効果をもたらし、およそ5万4千人の雇用を生み出しているという（6）（ち

なみに商業系文化産業も合わせると、約145億ドルの経済効果と13万人の雇用となる）。

同1992年の調査と比較すると、雇用創出の数は約1．3倍、経済効果の数字は約1．7倍に

伸びている。また2002年のレポートでは、「経済効果」と「雇用」の他に「市民への恩

恵」と「地域活性への貢献」という項目も加えている。量的データに、質的データを加

えることで、より多面的にアートを支援するメリットをアピールする意図がみえる。

　マッキンゼーによる調査ωでは、市や州が芸術支援のために使った公的資金を投資と

して捉えている。1995年にニューヨーク市当局は9100万ドル（約91億円）を芸術に

投資した。そこから生み出された市の税収は、2億2000万ドル（約220億円）という。

これは「投資額」すなわち芸術助成額の2．4倍であり、ニューヨーク市当局にとっては

非常に効率の良い投資だという。なぜなら市は500件以上の芸術機関に投資し、リスク

を分散している。その上、政府による助成を得るにはその何倍かの資金を民間からも調

達することが条件となる（マッチング・グラント）。つまり助成を受けた各機関は公的助

成の信用力をてこにその約9倍もの資金を民間からの寄付と事業収入で調達している。

このメカニズムが投資効率を高め、かつリスクを下げる。

　ここで誤解のないようにしたいのが、経済効果は芸術本来の目的、価値ではないとい

うことだ。経済への波及効果のみを追求して芸術支援がされることはない。経済効果は、
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あくまで波及効果、副産物である。この調査は、芸術支援のメリットを訴えるための手

段、アドヴォカシー（advocacy）として活用されているに過ぎない（8）。

　②観光、産業、雇用そして人材マグネットとしてのミュージアム

　先に述べたアートの「経済波及効果」の試算では、観光客が文化施設を訪れ、ホテル

に泊まり、食事、買い物をするといった消費活動も市の経済への貢献に算出する。文化

施設は、人、カネ、ビジネスを引き付けるマグネットとなる。ニューヨークには、年間

3740万人に上る人々が訪れている（2000年実績）。そのうち文化施設を訪れた人は19％、

710万人である（9）。メトロポリタン美術館を訪れる人の半数以上、250万人以上が国外

から来ているともいう。こうした観光客はニューヨークの滞在期間中に様々な形でお金

を使い、他の産業を潤す（1°）。

3．地域、行政、ミュージアムのパートナーシップ

　1）ミュージアムによる地域の活性化

　　ニューヨークのミュージアムは、同時多発テロ（9．11事件）直後の緊迫した雰囲気

の中でも市民がアートに触れ、また静かに瞑想する場を提供し続けた。悲しみと怒りに

覆われた街と人々をアートの力によって癒し、励ますためだ。このまちのミュージアム

は社会から隔離された文化の殿堂ではない。地域コミュニティを支え、また支えられる

装置なのである。ニューヨークのミュージアムと行政、各地域コミュニティの三者の関

係は、想像以上にダイナミックで密度が濃い。ミュージアムを行政が支援する、という

だけではない。ミュージアムが地域再生にまで貢献する。行政も地域経済への効果や社

会へのインパクトまでを深く、そして広く考え、ミュージアムを支援する。共生関係の

背後には三者の密接な連携を支える仕組みがある。ミュージアムの地域活動と行政支援

の仕組みを以下に紹介する。

　2）ミュージアムと地域コミュニティとの密接な関係

　①MoMA：　クイーンズ地区への移転とマーケティング戦略

　MoMA（モマ）の愛称で知られるニューヨーク近代美術館は6年ほど前からのブラン

ド・マネージメント戦略でMoMAという呼び名とそのロゴ、ブランド・イメージを定着

させることに成功している。特に現館長になってからマーケティングがより重視される

ようになり、インハウスのデザイナーたちが広告からポスターやチラシ、プレス・リリ

ースなどあらゆる印刷物とディスプレイを手がけ、ブランド・イメージを高め、維持し

ている。MoMAのロゴを強調し、ブランド確立のための広告キャンペーンを行い、国内

外で美術館自体の知名度を高めた。

　こうしてブランドを築き上げたMoMAだが、現在新たな課題に直面している。建物の

増改築のためマンハッタンの中心地から郊外のクイーンズに一時移転した。2002年から、

工場を改築した「MoMA　QNS」が活動拠点となった。常連メンバーをいかにして遠いイ

メージのクイーンズへ引き寄せるかが当初の課題となる。だが予想よりは多い来館者で
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健闘している（現在一日平均2000人の入館者があり、企画展によってはその倍を見込

む）。さらにクイーンズの他の文化施設と協力して、“Artlink”というフリーシャトルバ

スを走らせた。これはマンハッタンとクイーンズにある文化施設群をつなぎ、他のエリ

アの住人や観光客の足をクイーンズへ向けさせている。単体ではできないことだが、ク

イーンズの文化施設が協力し、共同でフリーシャトルのスポンサーも獲得した。またク

イーンズにおいてもMoMAの認知度を上げ、新たな顧客層を獲得する活動をする。これ

は、アウトリーチプログラムといわれるもので、クイーンズのロングアイランド市、学

校、図書館、大学などと連携し、地域の経済・文化的環境向上に役立つプログラム作り

に注力している。ちなみにこのようなMoMAの移転に伴う集客努力のおかげで地元のロ

ングアイランド市自体も注目を集めビジターを増やしたといわれる。

　今後の課題は、クイーンズの顧客をマンハッタンでの再オープン時にどう確保するか、

そして「地域に開かれた美術館」としてのMoMA　QNSでのイメージを、マンハッタン

53丁目でどう維持するかだ。

　②ブルックリン美術館：徹底したビジター中心主義とコミュニティ戦略

　ブルックリン美術館は、メトロポリタン美術館に次ぐ米国で第2位のスケールのコレ

クションを持つ。しかしマンハッタンに位置し威厳を漂わせるメトロポリタンとは、か

なりカラーが異なる。同館を訪れたとき、スタッフの親しみやすさと、楽しそうに働い

ている様子が印象的だった。他の伝統的な美術館と違い、オープンでリラックスした雰

囲気が感じられる。

　ブルックリンは人種構成が複雑ないわば下町である。美術館は地元の人々のニーズに

応えなければならない。同館は、その豊かなコレクションを活かしてコミュニティに親

しまれる館に変身する工夫をした。かつて敷居が高かった美術館一般のイメージすら変

えつつある。これは、1997年にアーノルド・リーマン氏が館長になってからの大規模な

改革による。彼と新経営陣は、斬新なアイディアと一般企業同様のCS（Customer

Satisfaction，顧客満足度）を重視する戦略で地域型美術館を打ち立てた。

　まず美術館を開放的な場所にするべく、ロビーやギフトショップなどを大改造した。

企画展では地元の多民族構成も意識し、世界の様々な民族の文化を取り上げるなどの工

夫をした。その結果、新しい来館者の獲得と観客層の拡大に成功した。改革を徹底する

ために、50年以上も変えられることのなかったミッション・ステートメント（館の使命

の宣言書）も変更した。従来はコレクションを主役とし、その保存と研究が美術館の使

命とされていた。だが、新たなミッションでは「世界の多様な芸術遺産と来館者の架け

橋としての美術館を目指す」ことを掲げ、美術館を訪れる人々の体験を最も重視した。

これは美術館にとっては革命的な出来事だ。内外で大きな議論を呼んだ。

　1998年からは、毎月最初の土曜日の夜5時から11時を無料開放した。通常の展覧会

スペースや映画はもとより、レクチャーやワークショップなどの企画も全て無料だ。映

画ホール（100席）と大講堂（500席）は毎回満員となる。子供のための催しもある。9

時から11時はダンスパーティーでバンドやDJが入る（写真1）。ショップやレストラ
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ンもこの日は11時まで営業する。来館者数は2500人から9000人にまで増えた。マン

ハッタンからの来館者と旅行客の取り込みもした。人数だけではない。来る人の人種・

文化的バックグラウンドの幅の広さと世代の多様性も他に並ぶものがない。この「ファ

ースト・サタデー・プログラム」の目的はこれを機に、実際の常設展にも足を運んでく

れるきっかけっくりである。試供品を配り、話題を呼び認知度を高めるいわゆる「強制

使用」というマーケティング手法の応用だ。ブルックリンでの余暇の過ごし方のひとつ

の選択肢としての美術館の認知を目指す。ねらい通り地域の人々の美術館への見方は変

わった。同館は今ではコミュニティの一員として地域の人々に親しまれる。

　さらに同館では1999年から「コミュニティ・インボルブメント部」を設け、地元コ

ミュニティとの関係強化に努めている。例えば美術館のスペースは、企業や結婚式、パ

ーティーなどのために通常は有料レンタルされるが、地域の非営利団体には無料で提供

する。また、選挙の日には投票箱を置く。どんな用件であれ、まず美術館を訪れてもら

い、そこから展示についても興味を持ってもらおうというねらいである。

　これらのコミュニティ戦略や、アウトリーチプログラムの成功は、全館上げての職員

教育の成果にほかならない。セキュリティガードから受付や各展示室の監視員まで、一

貫したスタッフ教育を施し、フレンドリーな対応を徹底している。「ビジター中心の美術

館」として再生しつつある同館の戦略は、ブルックリン地区のイメージまで変えつつあ

る。近年、この地域では他の芸術文化活動も活発になり、マンハッタンの外の新たなア

ー トの発信地となり始めている。

　3）行政の戦略的発想と巧みな支援制度

　①メトロポリタン美術館：市民が作った公設民営方式

　日本でも有名なメトロポリタン美術館は、NPOである。しかし、比較的手厚い行政支

援も受けている。土地と建物はニューヨーク市が所有し、運営はNPOが行う、公設民

営方式をとっている。

　世界三大美術館の1つであるこの美術館には、世界各国から年間540万人もの人が訪

れる（11）。美術館のメンバーシップには10万人を超える個人が加入し、美術館を支える

重要な財源となっている（年間運営費1億3200万ドル＝約132億円のうちの13％。2000

年実績）。常勤職員は1829人、パートタイムやヴォランティアを合わせると4000人近

くが働いている（12）。この巨大な規模の美術館が国公立ではなく、他の多くのアメリカの

美術館同様に民間のNPOであることは、日本の感覚からすると意外かもしれない。そ

の設立の経緯は、いかにも民主主義の国アメリカらしい。

　1870年にニューヨークをリードする企業家、弁護士、銀行家、政界人や文化人、芸術

家などの有力者が集まり、ルーヴルに匹敵する美術館をニューヨークにも作るための委

員会を設立した。基金も建物もコレクションも全く持っていない状態から始まり、まず

市に土地と建物を提供するよう訴えた。コレクションと運営については市民団体が責任

を持っので市の所有地に建物を建て市が管理維持をしてほしい、という要求である。設

立費用のための募金が行われ、大富豪たちはもちろん、一般市民も募金に協力し美術品
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の購入が始まる。次第に寄付金や作品の寄贈が集結する。174点の絵画から始まったコ

レクションは現在では200万点以上を誇り、質と規模ともに世界でも有数の美術館とな

った。

　②ニューヨーク市の文化施設グループCIG（Cultural　Institutions　Group）のしくみ

　その後もメトロポリタン美術館と同様の公設民営方式の文化施設が続々と誕生した

“3）。現在では美術館、博物館、劇場、庭園、動物園など34館に上る。リンカーンセン

ターや、アメリカ自然史博物館、ニューヨーク植物園なども含まれる。これらは、CIG

（Cultural　Institutions　Group）と呼ばれる。各施設の経営主体はNPOだが土地と建

物は市が所有する。また施設の管理運営費の一部を市が負担する。例えばメトロポリタ

ン美術館は、警備と施設メンテナンス費用として826万ドルを市からもらっている（2000

年度実績）。これは館の年間予算の約7％、警備・メンテナンスにかかった費用総額の3

割程度だ（これに加えて、光熱費として年間予算の6％も市が負担）。ブルックリン美術

館もCIG施設の1つで、ニューヨーク市は年間予算の約35％を負担している。この公

設民営方式は、文化施設を舞台に展開されるニューヨーク市の行政と民間のパートナー

シップの強さと、役割分担の巧みさを端的に表す。

　ニューヨーク市役所でこれを担当するのは文化部（DCLA，　Department　of　Cultural

Affairs）である。1972年に設置された。　D　CLAからの助成金の年間総額は約7500万ド

ル（約75億円）である。

　③ニューヨーク市のその他の支援制度

　DCLAには他に、CIGの支援以外にも約500のNPO団体へのプログラム助成を行う。

また市の文化活動に貢献する組織に複数年の助成を行うプログラムもある（ただしマッ

チング’グラント）。最近の代表事例にはカーネギーホール、MoMAなどへのものがあ

る（注8参照）。

　その他、DCLAの「パーセント・フォー・アート事業」（Percent　for　Art）は、公共の

建設、増改築工事費の1％を、パブリック・アートの制作に配分するように定めている。

例えば、CIGの1つであるニューヨーク科学館が1996年に1300万ドル（約13億円）

かけて増築した際には、その1％、13万ドルが敷地内でのアート・プロジェクトに使わ

れた。

　ニューヨーク市役所以外の政府系芸術支援機関としては、ニューヨーク芸術財団

（NYEA，　New　Ybrk　Foundation　for　the　Arts）が重要だ。アーティスト個人に対する助

成活動を主として行う。ニューヨークでは州政府や市などの行政機関が直接、個人に対

して助成を行うことは禁じられている。全米芸術基金（NEA）による芸術家への助成事

業も原則廃止された。そんな中でNYFAの助成プログラム（約170件、1100万ドルの

助成を行っている）は貴重だ。その他、様々なサービスや情報の提供も行っている。ア

ーティストにとっては、ニューヨークは最も競争が激しい。だが同時に、最先端のアー

トに接する機会、活動の場、観客、助成金を得るチャンスの点でも恵まれた都市だ。だ
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から世界中の才能が集まる。残念ながら昨今の日本とは逆の現象がここにある。

4．都市と芸術文化の共生を支える社会基盤

　以上、ニューヨークでのアートと都市の共生関係を都市経済効果というマクロな視点、

そして文化施設（美術館）と地域コミュニティの関係というミクロの視点で見てきた。

その背後では行政と民間が連携し、役割分担して芸術文化を支える。そしてイノベーシ

ョンや改革の根っこには常に個人がいる。官が文化都市の計画を決め、市民がそれを手

伝うという構図では決してない。個人から出発し、それを社会が励まし、支えていく都

市経営の仕組みである。そしてニューヨークにおけるミュージアムのステイタス、そし

て社会的役割は、日本とは比べものにならないくらい大きい。

　ミュージアムによる都市の活性化の例は、実は世界の各都市で見られる。パリのグラ

ン・ルーヴル計画や、ロンドンのテート・モダン、スペインのグツゲンハイム・ビルバ

オなどは有名な例だ。アジアでも香港やマレーシアなどが芸術文化、アートによる都市

の活性化に注目している。しかしニューヨークに限らず、米国の都市が軒並み力強い。

この背景をさらに見ておきたい。豊かな資金量、広い土地、そして館の努力や個人の力、

行政の支援という事情がある。しかし、さらにその背後に、もっと懐の大きな社会制度

がある。NPOのマネジメントレベルの高さと、それを支える市民の存在である。その奥

にはさらに徹底した民主主義の姿が垣間見える。

　1）NPOとしての経営と人材の活用

　①NPOの経営
　米国の芸術文化機関の多くはNPOとして経営される。同時に、アート関連の営利組

織とのすみわけ、連携がうまくできている。非営利の文化施設の財源は、事業収入、個

人や財団からの寄付、企業の協賛、連邦政府や州・市など公共セクターからの助成など

多岐にわたる。その割合や規模、組織によっても異なるが、全体に事業収入と民間から

の寄付の割合が高い（図1）。

　一般に米国では芸術機関に対する政府の直接の助成は割合として高くはない。だが、

その代わりに文化芸術の振興に関わるNPO活動を政府と民間が役割分担しつつ支える。

政府は税制優遇措置によって非営利の芸術機関への民間の寄付を奨励し（所得の最高50

パーセントまで控除が可能）する。個人は各々が支持する芸術機関を直接支援する。し

芸術機関は市場からも資金調達できる。要するに、NPOは自助努力しつつも要所要所で

政府や個人、財団や企業から支援を受ける巧みな仕組みだ（図2）。

　②NPOの経営陣：　館長と理事会

　一方、現場の業務はアート・マネージャーや、専門スタッフなど才能ある「個人」に

まかせられている。資金を出したからといって政府や財団は口出ししない。現場のプロ

が適切な価値判断を行える体制になっている。

　ミュージアムはじめ芸術文化機関で重要な役割を果たすのは、最高管理組織である理
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図1：　ニューヨークにおける文化施設の財源1999年度
（The　Alliance　for　the　Arts，　Who　Pays　for　the　Arts？，2002．）

民間　　　37．9％　　　　政府　　　　11．2％　　事業収入　　50．9％

個人　　　16．1％

財団　　　11．0％

企業　　　5．4％

その他　　　5．4％

NY市　　　7．5％

NY州　　　2．6％

連邦政府　　　1、2％

　入場料　　21．3％

その他収益　29．6％

事会（Board　of　Trustees）である。メンバーは、原則としてヴォランティアで組織の方

針を定め、管理、監督をし、資金調達をする。また自ら財力、知力、政治力、人脈、経

験を提供し、組織の活動を支える。彼らの本業は、財界人、地元の名士、政治的・社会

的有力者、知識人、政府の役人など様々である。就任の理由はヴォランティア精神や社

会的責任感のほか、理事として地域の芸術文化活動に貢献したいという情熱が基本にあ

る。無償でかなりの時間、エネルギー、そして資産を費やすことが求められる、よほど

の熱意がなければ、理事は務まらない。

　館長は、理事会で任命する。ビジネス界からの人材登用も盛んだ。異分野からの人事

投入が、組織に刺激を与え、ノウハウ注入に役立つ。成功した改革の決め手は、多くが

外部からの館長の投入だ。

　③現場スタッフ

　美術館や劇場など文化施設の事業を行う現場では、日本よりもはるかに分業化が進み、

各業務の専門が確立されている。研究や企画の専門職のみに限らず、経営、マーケティ

ング、広報、資金調達、教育や情報などの専門家が配置されている。企業や他の文化施

設、非営利団体との間での人材の移動も活発である。
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図2：　文化芸術活動を支える社会のしくみ：　行政と民間の役割分担

税

雇

政府

　　　　　　非営利
瀕成　　美術館、劇場、

　　　　コンサ蕊ホール蹟1

芸術鑑賞の機会
各種サービス

民撮ゼ｛穿ター

連邦政府

ニューヨーク州

ニューヨーク市

企業

　　　　　　営利
　　　　コマーシャル・
　　　　ギャラリー、劇場、

誠オーク㌘ζハウス

個人

　　　　活
芸術家報酬

助鷲

観光．・

　　ビジ

税収

雇用

財団

ビジネスチャンス

　　観光産業

　アートの各分野の専門家の間では、世界でもトップレベルの文化施設の集まるニュー

ヨークでの職は人気が高い。一般に非営利の芸術機関の組織は小規模なものが多く、募

集枠はわずかだ。そこに各地から優秀で、クリエイティブな人材が集まってくる。米国

でも営利・非営利ともに芸術関連の組織の給料は一般的に低い。それでも常に人気で志

望者が待機している。これは、美術館の職員が社会的に尊敬され、芸術文化を支える仕

事の意義が認められているため、また社会や文化への貢献など金銭以外の精神的充足が

得られ、自己実現につながるからだと考えられる。正規職員以外に、パートタイムやヴ

ォランティア（無給）、インターン（無給か一部有給）として働く人も多く、芸術文化活

動を支えている。

　2）バトロネージュ

　ニューヨークでは、政府と民間の芸術文化への助成は平均して1：9の割合である。民

間の芸術機関への寄付に対する税制優遇措置の恩恵はある。だが、それ以前にニューヨ

ー クでは市民の責任として文化に貢献するべきだという意識が特に強い。ニューヨーク
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は伝統的にフィランソロピーを重んじてきた。ビジネス・コミュニティーでも文化を支

えることが大切だという認識が定着している。企業でも収益の5％なりを社会貢献、文

化貢献のために寄付するというところがある。財力以外にも、彼らの人脈や経営能力が

ミュージアムの発展に寄与してきた。

　観客も、広い意味ではアートを支えるパトロンといえる。ニューヨーカーは他の地域

よりも頻繁に文化活動全般へ観客として参加する。ミュージアムに限ってみれば、全米

平均の参加率が34．9％（NEAによる1997年の全国調査による）であるのに対し、ニュー

ヨークは10パーセント近くも上回り、43％である（14）。地域内外の熱心な観客が芸術文

化活動の質を上げ、逆に質の高いアートの鑑賞体験が観客を育てる。

5．おわりに一日本への意味合い

　21世紀の都市戦略にミュージアムは不可欠である。都市の知的インフラストラクチャ

ー としても、経済再生の原動力としても、文化芸術産業とその核となる文化装置は重要

だ。経済も、文化もそして社会運営も、全てが「国家」の単位ではなく、「都市」の単位

で考えるべき時代に入った。そしてこれからの都市は、民間と行政のパートナーシップ

によってしか生きていけない。都市のエンジンの一つであるアート、そして芸術文化施

設も従来のような行政機構の一部ではやっていけなくなる。NPO化して行政、民間、市

民に支えられ、柔軟に経営する存在に変えていく必要がある。このような変革は誰が設

計し、実行するのだろうか。主役は、市民と財界である。行政機関、官僚機構には変革

のリーダー役は任せられない。そもそも誰のためのアートであり、ミュージアムなのか

を考えるべきだ。

　ミュージアムは、都市再生のための市民参画、コミュニティ活性化の実験工房でもあ

る。改革の拠点としても捉えなおすべきだ。ミュージアムの再生ができる都市こそが、

21世紀に向けた都市の再生に成功する都市となるのではないだろうか。

（1）Richard　Flohda，乃θ盈Sθo〆ε加αθaετ防θ01a5ぷ，　New　Ybrk：Basic　Books，2002．

（2）一方で地域の再開発と地価の高騰に伴い、もともと住んでいた住人や低所得者層が立ち退きを

余技なくされるなど、ジェントリフィケーションの問題も指摘される。ニューヨークの地価高騰
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第3章　ミュージアム評価一現状分析と今後に向けた提案

1．なぜミュージアムに評価が必要なのか

　わが国でも美術館、博物館の「評価」が始まった。2002年10月には独立行政法人化

した国立施設の初の政策評価報告書が公表された。自治体では「事務事業評価」の対象

としてミュージアム関連の事業や補助金が祖上に上る。

（1）そもそも何のための評価か

関係者の間では、何のための評価なのか戸惑いがある。美術館・博物館の評価は、公的

機関の評価のなかでも難易度が高い。本稿では、米国事例を紹介しつつミュージアム評価

の原理・原則を解説し、今後のあり方を考えたい。

（2）なぜ「評価」の時代なのか

　評価が話題になるのは、ミュージアム業界だけではない。病院、大学、福祉施設など行

政サービス全体がそうだ。欧米でも事情は同じだ。80年代から様々な実験が始まった。

評価が重視されるようになった理由は3つある。

●需給関係が逆転し、競争が激しくなった

　大学に代表されるように公的施設は定員割れの時代にはいった。これまでは入試で生

徒を「評価」し振り落としていたが今は逆だ。学生が授業の評価をする。老人ホームも

同様だ。米国では入居待ちが解消された途端、評価が始まった。競争に目覚めた先進的な

機関が率先して評価を導入する。その結果の公表をきっかけに全体に広まった。

●財政赤字のために公的資金の再配分が始まった

　日本の自治体の場合に顕著だが、赤字削減のための事業カットを目的として評価手法

が普及した。議会や利益団体にうまく納得してもらうためにも評価手法が使われた。

●市民参加、情報公開の要求が高まり、経営情報の開示を迫られるようになった

　評価結果は原則として公開だ。そうすることでお手盛り評価が防げる。また毎回ひど

い評価結果を出し続けるわけにもいかず、改善を促す。かくして評価報告書の公表は企

業のIR（インベスターズ・リレーションズ）と同様の効果をもたらす。「外圧」を理由

に内部改革を加速できる。

（3）わが国行政機関の評価にまつわる特殊事情

　「評価の時代」は成熟経済社会の必然である。だが各国の社会風土、政治・行政体制に

応じた制度設計が必要だ。現に国によって評価制度は微妙に異なる。

●米国：改善の手段と割り切り

　たとえば米国では「正しい評価など絶対にありえない」「ものごとの良し悪しは、当事

者（事業者と顧客）が決めればよい」「ダメなものは、淘汰される」という考え方が強い。

評価自体よりも「目標管理（Management　by　Objective）」の中で行政評価が導入されて

きた。ここでは予め達成したい目標を当事者間で合意（契約）する。達成度を事後に測

一 185・



定する。そして自己評価と第3者による2次評価をし結果を公表する。評価結果自体の

良し悪しは気にしない。あっけらかんとしている。終身雇用社会ではないせいもあって

か、組織の業績が悪くても、個人の方は屈辱や罪悪感をあまり感じない。今後に向けて

改善すればよい、と前向きだ。評価は改善のためのきっかけにすぎないと考える。

●英国：契約の1っ
　英国はどうか。事前に目標を契約し、事後に達成度をチェックするという方法は米国と

同じだ。しかし、第3者の監査を重視する。例えば全国の自治体に「自治体監査委員会」

が会計士などの専門家を派遣する。全国統一基準で自治体のサービス水準を評価し、結果

を公表する。米国より統制色が強い。だが評価の「正しさ」や「手続きの厳正さ」を追

求しようという日本のような発想はない。

（4）手続き重視の日本の評価システム

　わが国ではどうか。自治体と国（中央省庁、独立行政法人）では設計思想は異なる。

自治体の場合には、事務や事業といった予算設定単位に着目する。担当部門が自己評価

し、その事業・事務の必要性、効率性などを自己点検する。これは三重県庁で始まった。

最近は、評価の単位を上位の「戦略」に移す動きがある（福岡市役所など）。行政内部の

管理と改善の道具として使う。

　国の場合には、「客観的かつ厳正な政策の評価をする」と法律で規定した。このため各

省庁の自己評価結果を総務省が2次評価し、さらに第3者評価委員会が評価するという

複雑な手続きになった。各省は外に見せるための膨大な書類づくりに追われる。ややも

すれば報告書作りが自己目的化する。

　日本語の「評価」という言葉には「権威や知識をもった誰かえらい人が裁断を下す」

というニュアンスがある。政策評価では、今まで間違いを犯さない前提だった政府の政

策を評価する。その評価には絶対に間違いがあってはならない、ということになり作業

は極めて念入りになる。だがもともと国民が望んだのは、「よりよいサービスをより安く」

ということだ。評価作業の精緻化ではない。にもかかわらず手段が目的に置き換わりつ

つある。

　独立行政法人化した国立のミュージアム、そして公立博物館の評価はどうか。実は現

行の評価制度は公共事業や補助金付与の評価には適していても、ミュージアムの評価に

はそぐわない。だがそのこと自体がまだ問題として認識されていない。

2．ミュージァム評価の全体像一米国の実態を手がかりに一

　さて、ミュージアム評価にはどのようなものがあるのか。また、どの程度普及してい

るのか。先行する米国の実態報告を手がかりに考えてみたい。

　筆者は2002年5月にテキサス州ダラスで開催された米国ミュージアム協会
（American　Association　of　Museums）の年次総会に参加した。5日間の会期中に

何十ものセッションが開かれるが、評価に関するものは全体の一割程度を占めた。さら

に評価の実際作業を学ぶ一日ワークショップが開催されたが、これは早々に定員締め切

りになる盛況だった。日本と同様、米国でもミュージアムの評価はホットなテーマであ
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る。

●4種類の手法

米国のミュージアム評価には、目的別に何種類かの手法がある。特段、理論化、体系

化されているわけではない。しかし実態を整理すると、目的別に4種類の評価手法があ

る。第一が戦略計画（Strategic　Planning）。第二がプログラム評価（Program

Evaluation）。第三が現場の評価（これは入館者の満足度評価や展示手法に関する専門家

の評価のことをいう）である。そして第四が認定基準制度（Accreditation）である。

これはあらかじめ定められたチェックポイントに沿って各ミュージアムが自助努力し、

最後に審査員が訪問審査して、適格・非適格を判断するものである。

順にその特徴と日本での応用可能性を見ていこう。

（1）戦略計画

図1は、ニューオリンズジャズ国立歴史公園の戦略計画（2001年～2005年）の概要

である。

図1

2003年9月30日までに遅成すべき

使　命 戦略目標 達成目標 業績指標

（Strategic　GoaD （obiedives） （Perfomance　Measures｝

ニューオーリンズジヤズ国立磨史公薗の自然
〔自｝的・文化的責産および関違する財崖は．良好

　　な状庖に保穫・修復・箆持され、広く生懇系

国立公団局の廻遣物分類リストにあげられてい

ない歴史的建遁物の20“を修復すること

と文化的背景の中で管理運営される．
ニューオーリンズジャズ国立田史公■（以下N

①　　OJHPと略す）の資産保存

NOJHPにおけるNPSは、自然的・文化 新たな歴史的熔造物を現状（99年度）比で60祐増
　　的貴産および開遭する資源についての知的蓄（b）　　積に努める．資度と利用者に関する決定は． やす

民族史竿的資産の研究を違め、評■分析銭了し

直切な専門的・科学的情報に基づいて行う． たものを99年度のOから2件にする

肪間君が、安全かつ簡単にパーク施設を使用 肪問客の85祐以上が施按とサービスに肩足して

〔・）し、またその種類、内容、遇択肢、サービス

　　に満足で宕るリクリエーションの槍会を提供

いる

・肪問客の奉故琵生率を10万人・日分の0のレペ
する． ルに保つこと

NOJHPを公衆が利用し※しんでもらうこと、
アメリカ独特の芸術で

②　　来■看に体験してもらうことに傭える盲

あるジヤズの由来、初

期の慶史、尭口につい

て人々の理解を増違す
る．そのための指■的

　　利用者および一般の人々がNOJHPを現在
（b）および未来の世代のために保全することの重
　　蔓性を理解する．

・ 款育プログラムに参加した生徒の709も以上がN

OJHPの文化遣良のことをよく理解している
訪問客の84“以上がNOJHPの憲ヨを項解し
ている

立場に立って、国民に

貢冨する．また現代お

よび来乗の世代にその
嬢棄、敦育、インスピ

レーシヨンにおける中

　　自撚的、文化的資崖は、他の多くの櫨関との〔●）　　公的な協力蘭係の中で保置保存される． 　
　
〔
略
｝
’

槙的な昏但観を伝承し 協力関係にある組培が管理遵営する自然と文化
但存する． Φ　に田する資崖を増強・保存し、リクリエーショ

ンの恨会を増造する 1丼・州および各地域の祖関・NPO・学術
（・・麟，：鴛：溜謝竺z㌃：±ξζ 鳴）

ン、保存上の利益を提供する．

NOJHPにおけるNPSは、その使命を違
（川成するため、最新の運営方法、システム、技 〈略）

術を用いる．

NOJHPの日織運宮体制を整鴎し．経営の質
④　　と効奉を上げる

NOJHPにおけるNPSは、他の嶺関、組
（b）燈、個人と連携して、その管理運営能力を高
　　める．

〔略）

※NPS＝国立公園局
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この公園は米国文化の象徴であるジャズをテーマとする博物館である。ジャズ発祥の地

であるニューオリンズに1994年にできた。ビジターハウスでの展示、記念建造物をめ

ぐるツアー、コンサート、講演会などを行っている。組織的には内務省傘下の国立公園

局に属する。そのため、政府業績成果法（Government　Performance　Results　Act）の適用

対象となっている。そのため連邦の各政府機関がつくる戦略計画の様式を準用している。

すなわち、まず植物園は何のためにあるのか、使命（mission）が掲げられる。次にはミ

ッション達成のための目標（Strategic　Goa1）が並ぶ。さらに、それを実現するための

達成目標（Objectives）が枝葉でぶら下がる。そしてその先に業績指標（Performance

Measures）が設定される。

　業績指標とはたとえば、「訪問者のうちこの公園を意義あるものと評価してくれる人の

比率」などの目標数値である。この公園の場合は、目標値を2003年9月30日までに

84％、2005年の9月30日までに86％と設定している。

●戦略計画の意義

　戦略計画は何のためにつくられるのか。最大の目的は、出資者に対する説明責任であ

る。出資者の多くは、ミュージアムのプロではない。したがって、ミュージアムが何を

目的とし、どんな活動をしているのかをわかりやすく説明しなければならない。それも

経営努力がわかる形で説明する。おのずと企業や行政機関が普通に使う戦略計画の様式

を用いる。なぜなら経営方針は寄付をしている人たちや理事会（ボード）メンバーに対

してわかりやすくなければ承認されない。

　館長にとっても戦略計画をつくる意味は大きい。米国のミュージアムでは館長は理事

会があちこち調査し、ヘッドハンティングしてくる。新任の館長はまず戦略計画をつく

る。つくる過程で現在のミュージアムが抱えている問題点を理解する。各部門のキーパ

ー ソンに戦略づくりへの参加の場を与える。また高い目標を内外に掲げることで、改革

意欲を駆り立てる。館長は理事会に戦略計画の達成を約束する。そして彼（彼女）はその

達成度で業績評価される。

　このように米国のミュージアムの評価の標準方式は戦略計画である。展示の評価、来

館者の満足度評価、あるいは外部の学者や有識者による定性評価は付随的なものでしか

ない。なぜなら財務や経営に直結するのは戦略計画だからだ。

しかし各館の戦略計画が評価指標、特に目標値をきちんと掲げているかというとそうで

はない。国立公園局傘下の公園、博物館の場合には法律で義務付けられている。だがほ

とんどのミュージアムはNPOである。スミソニアン協会も一種の特殊法人であり、政

府機関そのものではない。これらの場合、戦略計画は定性的な目標設定にとどまり、公

開されていない場合も多い。ただしNPOでは理事会が機能する。理事会がその都度問

題提起をし、館長とともにデータを分析し、経営戦略を打ち出す。それで事足りている

という意見もある。国立機関のように行政評価の手法を徹底し、細かくデータをとりす

べてを情報公開する必要性自体を感じていない。

　日本での応用可能性はどうか。私立の小さな館などでは米国同様の理由で不要かもし

れない。しかし、国公立では不可欠だ。
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（2）プログラム評価

　プログラム評価とは、たとえば、特別展、小学生向けの夏休みの自然観察などのイベ

ント、あるいは研究プロジェクトといったものの費用対効果を測定する。ただし効果の

ほうには定性的な記述も含む。

　米国のミュージアムでは、多くのプログラムは外部資金に依存する。寄付金（donation）

もしくは補助金（grant）をくれるスポンサーが付いて初めて企画は日の目を浴びる。館

員の独り善がりの企画はほとんどない。

　スポンサーはさらに近年、事前と事後に成果を具体的に評価したいと言い始めている。

かつての企画書は、趣旨や意義と「5000万円をかけて特別展をやって10万人の訪問客

を見込む」と書くだけでよかった。だが最近は「その結果、地域の経済にどのようなイ

ンパクトをもたらすのか」、「教育上の効果は何か」といったような成果（アウトカム）

まで問われる。これは州政府や連邦政府、さらにはユナイテッド・ウェイ（United　Way）

などの福祉財団がこぞって行政評価を採用したことの影響だ。政府の補助金、事業評価

の方式がここにも影響している。アウトカムを何にするかという点については関係者の

悩みが深い。

　わが国の中央省庁や自治体が公共事業で行う「事業評価」はこの方式に近い。ODAの

評価もこれが主流だ。事業評価では、ダム建設や補助金授与などを事業と捉え、目的、

効果、必要性などをチェックする。多くは調書形式で事業の立案段階で作成したシート

を評価部門が事前にチェックする（「事前評価」と呼ぶ）。事業評価は数年後プロジェク

トが終わったときにも行う。事業評価の調書は、すでに中央官庁では予算の査定の参考

資料として使われている。プロジェクト評価は、わが国行政機関では予算を獲得する上

でおそらく不可欠の資料となるだろう。普及する可能性が高い。

（3）現場評価

　これは入館者の満足度評価、展示の評価など、現場で行われる調査だ。入館者調査は、

米国にかぎらずどこの国でも、昔から行われている。米国の多くのミュージアムでは入

り口で「あなたの住所の郵便番号（ZIPコード）を教えてください」という調査に出く

わす。また「個人か、家族連れか」とか、「何回目か」とか、「展示に満足したか」とい

ったような、属性や感想を聞く調査がこれだ。

　展示の評価も同様だ。「照明の良し悪し」、「順路や説明は親切か」、「ディスプレーの出

来栄え」などについての評価が専門家によって行われる。現場調査は、かける予算の大

きさは別としてスキルに関しては、日米に格差はあまりない。

　日本での応用可能性は大きい。すでに自主的に始めているところもある。だが戦略計

画のないところで、この調査だけしても限界がある。資源配分の優先付けや情報公開を

伴わなければ効果は限定的だ。

（4）認定基準制度

　米国では、大学やミュージアム、病院をはじめ、多くの機関に「認定基準制度

（Accreditation）」がある。これは、事業を営む当事者がお互い人材、資金、ノウハウを
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出し合い運営する。多くはNPOが運営主体だ。自分たちで自信を持って世に送り出せ

る施設を認定する。そして業界全体のレベルアップと社会的信用を高める。当事者によ

る相互監視の仕組みだ。この制度は歴史が長く大学、病院など多くの分野で運用されて

きた。

　ミュージアムの場合にも認定基準制度が存在する。地域的なもの、歴史博物館だけの

ものなど数種類存在するが割合、知られているのは米国ミュージアム協会の認定制度だ。

この制度は1970年に始まった。一定の基準に達したミュージアムに「基準をパスした」

ことが告げられる。するとミュージアムはそれを各種資料に表示する。認定の更新は10

年ごとに行われる。第一回の認定は1971年6月でこのときは一六ヵ所が認定された。

96年までに、約750ヵ所が認定された。

　認定を受けるミュージアムは、それなりの規模のものにかぎられる。少なくとも過去

2年間開館していて、年間約300万円（2万5000ドル）以上の運営費を使っているなど、

いくつかの基準を満たしたところだけが認定の対象となる。

　認定までのプロセスは、三段階だ。

①第一段階：自己評価

　用意されたチェックリストをもとに、自分たちはどこまでできているかを内部で点検

する。認定制度の最大の意義はここにあるといわれている。点検の過程で様々な問題が

洗い出され、改善努力を誘発するからだ。あまりに課題が多い場合、この年の認定申請

は、見送りとなることもある。

②第二段階：専門家による実地調査

　全米500人のミュージアム幹部から抽選で選ばれた認定委員2人が一組（Visiting

Committee聡am）となって、申請したミュージアムを2日間ずっ、2回にわたって訪

問調査する。1回目の訪問は申請があったとき、もう1回は最終的に認定するかどうか

を決めるときに行う。

③第三段階：認定委員会（The　Accreditation　Committee）による評定

　これをパスすると、認定がもらえる。認定委員会のメンバーの任期は6年間である。

●参加はあくまで各館の任意

　さて認定基準制度に参加するかどうかはまったくの各館の任意だ。もちろん法律上の

義務でもない。著名なミュージアムで認定を受けていないところがたくさんある。受け

ないからといって税や補助金で不利になることもない。認定制度の目的は格付け、相互

比較ではない。各館が認定獲得に向けて自助努力をすることにある。その必要性を感じ

なければ、参加する意味はない。

　認定制度に関しては、昔から今に至るまで賛否両論がある。そもそも認定制度をやろ

うという声が初めて出たのは、ミュージアム協会ができた年の1906年のことである。

だが意義ややり方、客観性、正しさに関するさまざまな疑問がなかなか解消できなかっ

た。実際に制度が発足するまでに70年近くかかった。今では認定制度は定着しているが

これは米国ミュージアム協会の経営が健全で信頼されるようになったことが大きい。
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●歴史記念施設の認定基準制度

　認定制度は、ほかの団体もつくっている。たとえば、ペンシルヴァニア州、ニュージ

ャージー州、デラウェア州の三っの地域の歴史記念施設の連合体が、ビュー・チャリタ

ブル財団（Pew　Charitable　Trusts）の支援を受けて、歴史記念施設の認定基準を設けて

いる。科学館から美術館まですべてをカバーする米国ミュージアム協会の一般的な認定

基準は歴史記念施設には必ずしもそぐわない。そこで別のものをつくったのである。

　具体的には、図2の9つの項目について、それぞれ「good」、「better」、「best」の三

段階の状態が説明される。

　図3は9つの項目の一つ「解説と展示」の部分である。

チェックリストになっていて、それぞれの項目ができているかどうかを見る。これは自

己診断が中心だ。厳密な意味では認定基準制度とはいえない。だが、基準を決めてそれ

をクリアしているかいないかを複数の館が同時にチェックしている。認定制度と同じ効

果を発揮する。

●排除すべき政府機関の関与

　認定制度はあくまで各館の自己点検を促すためにある。ISOの9000や14000と同じ

で、取得のための努力の過程に意味がある。認定を得たからすぐれているとか、得てい

ないからダメだ、といった評価を下す目的ではない。

　また政府（国、自治体）やその外郭団体は認定制度に一切関与しない。ミュージアム

側も絶対に関与させない。ミュージアムに限らず米国の各種認定基準の実施機関は政府

からの補助金や人材の出向・天下りを一一切拒否する。米国ミュージアム協会でも審査官
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図3

可

（Good）

・ 史跡の意義を博物館（組

織）の使命に沿って説明

できているか？
・ 最新文献や研究成果が展

示や説明に反映できてい

るか？

・ 史跡の基本的特徴と解説

をわかりやすく説明する

ための一般向け資料を提

供できているか？

・この史跡に関する歴史と

その保存の重要性を対外

的に教化宣伝できている

か？

良

（Be廿er）

・質が高くわかりやすい解

説計画ができているか？
・ 美観保全や展示基準や方

針がきちんと守られてい

るか？

・ 解説者がいる場合、解説

者が史跡全体についての

まとまった理解を確立す

るための教育用資料を提

供できているか？

・訪問者の反応評価を解説

に生かしているか？
・ 常に史跡の存在を広く世

の中に訴えているか？

優

（Best）

・ 史跡の歴史を歴史上の大き

　なテーマや人類共通の進歩

の足どりにつなげてうまく

説明できているか？
・ 解説の主旨は博物館（組織）

の使命の基本理念に沿った

　ものか？

・ 最新の研究成果を反映した

解説をするために解説員に

対し定期的な研修を行って

いるか？
・ 訪問者の評価結果を現在の

展示解説の改善や将来の改

良に反映させているか？
・ 展示と解説に関し、一般の

人たちへの情報公開と彼ら

からの情報収集を拡張する

工夫をしているか？

出典：図2と同じ

は全員がミュージアムの専門職員だ。認定基準の運用もミュージアムの専門職員だけで

行う。寄付金を出す財団、企業、あるいは行政からの第三者の関与は一切許さない。こ

こにこの制度の眼目がある。プロが、プロとしての仕事をお互いに評価し合うのが認定

基準制度なのである。

　さて米国では、なぜ政府と外郭団体が認定基準制度に関与できない仕組みになってい

るのか。

　第1には、現場の実務を知らないに官僚が口を出し、制度の品質が低下する。

　第2には、認定結果が補助金や予算の配分と連動し、各館の自主性をそぐ可能性があ

る。認定を受けなければ補助金を与えないといった威嚇操作の可能性もある。任意参加

の基本精神が踏みにじられる。やがては認定を受けやすい館の設計、展示方針などのマ

ニュアルができる。個性のある館は消えていく。最後には認定判断の匙加減をちらつか

せての経営介入、天下り、そして文化干渉である。要するに認定基準制度は官僚組織が

ミュージアムを権益化するうえで千載一遇のチャンスなのである。
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●日本における認定基準制度の危険性

　認定制度ときくと日本では、すぐに政府やその外郭団体、あるいは関係学会に設計や

運用を任せようということになる。政府も特殊法人・財団法人の権益拡大のチャンスで

ある。積極的に研究する。だが、政府機関が関与したとたん、認定制度は腐敗し、崩壊

する。

　わが国の場合どうするべきか。国公私立の枠を超え、意欲と実力のある館が集まり自

主研究、そして実験を始めるべきだ。その成果をもとにNPOを作る。しかし国や自治

体、その関連団体の関与をできる限り排除するのが大切だ。

3．ミュージアムの経済効果

　ミュージアムの価値や存在意義は芸術・文化・教育面にとどまらない。地域経済の活

性化や地域振興に大きな役割を果たす。そこで欧米では主に公的資金の獲得のためにミ

ュージアムの経済効果の測定が盛んだ。わが国でも公共事業投資ではいわゆる費用対効

果の評価として確立している。

（1）経済効果を考える3つの観点

　ミュージアムの経済効果の測定は三つの観点から行う。第一はプロジェクトの外部経

済効果の評価だ。館の施設の拡張や企画展の投資がもたらす経済効果をミクロの視点で

評価する。第二は、立地経済効果の測定である。これはミュージアムの存在自体が地域

の産業や人材の集積に与える効果を測定する。多くの場合マクロの視点から複数の館の

集積効果を見る。第三は地域の政府に対する税収効果の測定である。これはよそから来

た観光客の食事や買い物の消費税、飲食税、さらに宿泊税、入場税などのほか、広義で

はミュージアムの立地で生まれた関連もしくは周辺産業が払う税、さらにはミュージア

ムや新たに転入してきた協力企業の職員が払う所得税などを含む。

●地域を限定した効果の測定

　経済効果の測定で大事な事は、第1に、ミュージアムがまったく存在しない時（ある

いは企画展や施設拡張をしない時）と現在を対照比較するということである。第2には、

顧客の意味をきっちり定義することである。よそから来る観光客の全てがミュージアム

に来るわけではない。また、よそからの来館者の全てがわざわざそのミュージアムだけ

のために町にやってくるとは限らない。第3には、地域を限定して測定する。特定のロ

ーカル経済圏、例えば京都市内とか京阪神地区といった広がりで測定する。

　以下では三つの切り口を順に解説する。

（2）プロジェクトの外部経済効果

①米国バージニア美術館のエジプト展

　バージニア美術館（バージニア州の州都リッチモンド市にある）は、バージニア州立

大学の協力を得て、99年5月から11月に開催したエジプト展の外部経済効果を測定し

た。入場者は6カ月で25万人弱、このうち62％が域外からだった。来館者の満足度は
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高く、総合満足度調査では98％がExcellentもしくはVery　Goodと答えた。域外から

の来館者によるリッチモンド市と周辺地域での直接消費は、約8億円（800万㌦）だっ

た（入場料を除く）。この額は他地域からの観光客の食事、ホテル、おみやげ、場内での

買い物、交通などの消費が主だが、企画展を開くために地元から購入された資材や、そ

のための地元の人のアルバイト、スタッフの食事代なども含む。

●意外に大きな間接経済効果

　さらにそこから派生した間接経済効果は、約11．7億円（11．7百万㌦）だった。これは

直接消費としていったん他地域やミュージアムから地元に落とされた資金がさらに域内

で使われた額である。

　例えば一億円が地元にもたらされると、その収入を得た個人や企業はさらに新たな需

要を生み出す。臨時収入ができたので、家の修理をし、家族で外食をする。企業が家具

を買い換え、看板を塗り替える。ありとあらゆる形態の新規需要が地元で次々に発生す

る。こうした需要の総計が1億6000万円だったとすると、乗数係数は1．6となる。

　新規の資金流入（公共事業や減税がその典型）が地域経済に与える際の乗数効果は、

地域の産業構成や人口などで異なる。だが、既存の経済統計ですでに算出されている。

これを使えば見当はつく。しかし厳密には、その地域特有のミュージアムの直接消費の

乗数係数が存在する。これは、他地域からの来館者がどのような分野でどれくらいのお

金を使ったかを調査するとわかる。ちなみに英国のLondon　Policy　Instituteが、博物館

の観光消費調査で算出した係数は1．4で、フランス政府のパリに関する調査（後述）も

この乗数を採用した。なお、1．4にしろ1。7にしろ公共投資や減税の乗数効果に決して見

劣りする数字ではなく、ミュージアムは地域経済に大きく貢献することがこの点からも

いえる。

②ニューオリンズ美術館の拡張作戦

　ニューオリンズ美術館は、施設拡張の際に経済効果の試算を行い、州政府の財政支援

を訴えた。当時の企画書の論理構成を追ってみよう。

●経済効果を柱に政府予算を獲得

　企画書は、まずスペース不足のためにいかに機会損失が大きいかを分析する。第一に

3万2000点の所蔵品の75％以上が倉庫に眠ってしまっている。それらの時価は100億

円にものぼる。第二に全国レベルの大型巡回展がニューオリンズにやってこない。ダラ

スやヒューストン、アトランタなどに奪われる。第三に教育プログラムに手が回らない。

教育スペースが1971年の3分の2に減ったからだ。第四に寄贈される美術品の受け入

れ先としても競争力を失いつつある。人々は死蔵せず、展示してくれる館に寄付をする。

　企画書の後半はスペース拡張がいかに地域経済の活性化をもたらすかを実証的に数字

で詰めて訴える。まず拡張によって新規に流入する域外からの訪問者が地域にもたらす

直接消費は年間約20億7千万円（20．7百万ドル）と算出した。内訳は29％が買物、28％

が飲食、25％が宿泊、10％が娯楽、そして8％が交通費である。
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　企画書はスペース拡張の主目的は大型企画展の開催だと言い切る。理由がふるってい

る。まず大型企画展は、遠方からの集客をもたらすことが他地域の経験からわかってい

る。それをもとに集客数を計算した。ところで遠来の客は宿泊してくれるうえに、近隣

地域のお客よりも滞在日数が一日多い。つまり「スペース拡張→大型企画展の誘致→域

外からの優良客の誘致（より多くの滞在延べ人・日数）→地元での直接消費の増大」と

いう一連の流れが成り立つ。これを柱に予算獲得を訴えるのである。

③パリ

　1997年にフランス文化省は、博物館がもたらす観光経済効果の調査を行った。

　96年にパリを訪問した観光客は約1212万9000人。このうち三つ以上の文化施設や

遺跡を訪れたいわば「ミュージアム旅行者」は298万人である。主な訪問先は、ルーブ

ル美術館、ベルサイユ宮殿、エッフェル塔、そしてラ・ビレット科学都市である。

　一方、ホテルの宿泊客は外国人が7割である。宿泊数は、フランス人は平均2晩弱、

外国人は3晩強泊まる。

　以上を総合すると、域外からのミュージアム旅行者がもたらすホテル需要は、外国人

が630万人・泊、フランス人が180万人・泊となる。一方、食事、交遊費などパリで彼

らが1日平均で使うお金は外国人が2万円（900フラン）、フランス人が1万6000円（800

フラン）である。これらを総計した年間の直接消費は1．5兆円から2．1兆円と試算され

た。なお、この調査では、乗数として1．4をかけて、最終経済効果を算出した。

　以上、述べてきたような手法は、なんら難しいものではない。またわが国でも空港、

道路、新幹線などの公共事業については従来から行われ、近年は中央省庁や自治体の事

前評価に反映されている。財政当局からすればもはや、やって当たり前である。ところ

が、ミュージアム関係者の問題意識は希薄だ。確かに経済効果はミュージアムの主目的

ではない。それを基軸にミュージアムの価値を決めてはならない。しかし、経済効果の

試算をせずして公的資金の獲得はありえない。主客転倒をたくみに避けつつ、作業を始

めるべきだろう。さもなければ、ミュージアムに投入される公的資金量は急速に細って

いく。

（3）立地経済効果

　外部経済効果は、ミュージアムが行う特別展や拡張など特定のイベントについてスポ

ット的にその効果を測定するものだ。これに対し、立地経済効果はもっと長期的な視点

から地域の経済と雇用に与える影響を測定する。また特定のミュージアムだけでなく複

数の館の集積効果も考慮する。立地経済効果は、ミュージアムの役割を多面的・重層的

に捉える。すなわち、ミュージアムは第1に観光客を集客する装置（マグネット）とな

る。ホテルや飲食、土産ものなど消費産業を支える。第2に、ミュージアムのある都市

には、アーティストや知的才能が集積する。彼らは放送、出版、映画、ファッション、

デザインなど関連産業を育てる。さらに外延にアートと洗練された都市生活を求める知

的才能が集まる。ハイテクエンジニア、医師、研究者、金融マンなどだ。こうした人材

の獲得に企業はしのぎを削る。ミュージアムの充実は、今や生活の質（quality　of　life）
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を決める重点要素であり、特にハイテクや医療関係などの先進企業は重視する。ニュー

ヨークの立地経済効果を見てみよう。

●ミュージアムの雑木林

　ニューヨークの文化施設は2000を超える。150もの主要美術館、600ものギャラリー

と世界的なオークションハウス、350以上もある非営利の劇場、そして36のブロードウ

ェイの商業劇場群などから構成される。数と規模、質の高さと多様性で他都市の追従を

許さない。芸術文化施設、そして周りの産業は集積することによって相互に競い、刺激

しあう。集合体として人やビジネスをひきつける。

●文化産業と雇用の創出

　Alliance　for　the　ArtsというNPOが2002年に行った調査によると、非営利の文化機

関は、市に年間約5700億円（57億ドル）の経済効果と5万7000人の雇用を生み出し

ているという。ブロードウエーの劇場などの営利の文化産業も合わせた経済効果は、1

兆4500億円（145億㌦）に上り、13万人の雇用を生み出している。成長も著しく、2002

年の経済効果は97年の1．3倍に伸びている。

●「才能人材」への訴求力

　立地経済効果は文化産業にとどまらない。「Fortune」誌は2000年、ビジネスに最も

優れた都市としてニューヨークを選んだ。ニューヨークの企業は才能人材を確保する上

で豊かな文化環境の恩恵を受けているという。現にニューヨークに移り住んだ人の56％

が文化の充実と多様性に惹かれたから来たと答えている。

（4）ミュージアムの税収効果

　米国では、ミュージアムへの投資や芸術助成を政府による「投資」と捉え、税収への

見返りや投資効果を評価することがよくある。

●毎年の税収で回収が可能

　たとえば先述のニューオリンズ美術館の拡張計画でも税収増の効果が試算された。こ

れは拡張計画が生み出す域外からの直接消費額に州の消費税率（宿泊税8％、その他は

4％、交通費は非課税）を掛ける。増収見込税額は約9744万円（97万4400㌦）にのぼ

り、しかもそれが毎年続く。1億円の補助金は十分に回収可能な投資だと訴える。

●税金投入の2．4倍の見返り

　一方、マッキンゼー（国際的な経営コンサルティング企業）はニューヨーク市で、市

や州が芸術支援のために使った公的資金を投資と捉え、その効果を評価した。95年にニ

ューヨーク市当局は約91億円（9100万㌦）を芸術助成に使った。そこから生み出され

た市の税収は約220億円（2億2000万㌦）にのぼる。これは助成額の2．4倍にもあたる。

投資効率はよい。しかも市は500件以上の芸術機関に投資し、リスク分散した。さらに
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政府助成を受けた各機関は公的助成の信用力をてこにその約九倍の資金を民間から調達

した。こうしたメカニズムを総合評価し、芸術助成に税金を使うことは、大方の予想に

反し極めて効率がよく、リスクも低いと判断した。

●わが国への意味合い

　以上、3つの観点からミュージアムの経済効果測定の海外事例を見てきた。ところで

わが国ではミュージアムの経済効果の測定はあまり行われてこなかった。なぜだろうか。

以下のような事情が考えられる。

　第一に、ミュージアムへの投資は公共事業の一つとして行われた。公共事業の場合、

開館後に地域経済にもたらす経済効果よりも、建設工事がもたらす雇用や工事自体の乗

数効果に注意が払われる。

　第二に、文化を経済や観光と切り離す傾向が強かった。文化関係者の間に、文化は数

字で論じてはいけない、という抵抗感があった。

　第三に、文化行政は、地域の経済振興とは無関係という行政機関のタテ割りの風土で

ある。一部自治体では、首長直属の部門で文化行政を考えるようになり、少しは改善さ

れた。しかし依然根強い。

　第四には、行政マンや政治家のミュージアムについての認識の不足である。21世紀の

ミュージアムは、観光客のみならず才能人材と企業を集積させるパワフルなマグネット

装置となる。欧米では空港建設や工場誘致並みの関心でミュージアムの誘致が政治の場

で語られる。これに対しわが国の場合、「ミュージアム＝余暇やレジャーの場」という発

想を超えない。つまり、ぜいたくの対象でしかない。この典型が「財政危機だから、ミ

ュージアムのようなぜいたくは控える」という発想である。実はまったく逆で、これか

らのミュージアムは地域に富と雇用をもたらす。ミュージアムは消費の対象ではなく投

資の対象なのである。そう考えた時に初めて経済効果の測定の意義がでてくる。

4．わが国の独立行政法人と自治体のミュージアム評価の問題点

　以降ではわが国のミュージアム評価について現状分析と問題点の整理、さらに改善提

案をしたい。

　わが国のミュージアム評価の歴史は極めて浅い。96年以降に相次いだ自治体の行政評

価の導入、さらに2001年度以降の国と独立行政法人の政策評価の導入にあわせ、国公

立の一部でやっと始まった段階であり先行事例の評価報告書がやっと出始めた段階だ。

それでも本質的な課題はすでに析出している。

（1）自治体の事務事業評価

　多くの自治体でミュージアムは全庁一律的に行われる事務事業評価の対象とされた。

たとえば東京都は2000年度の事務事業評価の対象事業の一つに「江戸東京博物館の運

営」を取り上げた（http：〃wwwmetro．tokyojp！INET／CHOUSA／2000／11／DATA／60ABD

ROO．PDF）。評価票には、同博物館の事業目標の達成度、効率性、必要性、公平性など

が記入され、同時にAからEの5段階の評点がなされた。評価の材料としては過去4
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年間の事業規模の推移や観覧者一人当たり経費などの定量データが用意された。また評

価は同博物館の自己評価と行政管理部局による2次評価の2段階で構成される。この点

は他の自治体にはない工夫だ。

　しかし、肝心の5段階評価の根拠は薄弱だ。また説明の欄についても予め定めた目標

の達成度以外の項目では、目についた現象を記述するにとどまった。特に2次評価では

「依然として（コストが）高水準」という決めつけが多く、納得感を与えない。

●2次評価の品質問題

　都庁が行った2次評価には3つの問題がある。

　第1は、博物館は入場料で採算をとるべきものではないということへの理解と配慮の

不足である。歳出に占める入館料の比率は20．6％だがこれは世界の博物館と比べ遜色な

い。だが2次評価はこれを考慮しない。財政事情の厳しさはわかるが、そうであればス

ポンサー側の事情変更と記すべきである。これでは単なる通告であり、評価とはいえな

い。

　第2には、適正コストの試算が全くされていない。この館では4年間に37％もの歳出

カットをした。入場者数は目標を達成し、むしろ増えた。こうした努力にもかかわらず、

2次評価は「依然として（コストが）高水準」と指摘する。だがいったいどこまで合理

化すればよいのか。目標水準が示されない。

　第3には、付帯収入の増加で稼げという総合評価の提言の根拠が薄弱である。そもそ

もいくら稼げるか試算がなされた形跡がない。スペース活用や料金設定の自由化などの

規制緩和措置にも言及しない。それでいて稼げという。ミュージアム運営にも事業経営

にも洞察を欠いた管理官僚の無責任な思い付きといわれても仕方が無い。

　ちなみに博物館側の自己評価と2次評価は大きく食い違った。総合評価の結果は自己

評価ではB（現行水準を維持して実施が適当）だったが、2次評価ではD（事業の抜本

的見直しが必要）となった。自己評価は、通常2次評価よりも甘いものだ。だが本件に

ついては、2次評価の恣意性がかえって如実になった。行政評価は、情報公開されるこ

とによって、評価される側（ミュージアム）だけでなく、評価する側（行政管理部局）

をも評価する（本件についてのさらに詳細な分析結果は拙著「自治体再生戦略」（日本評

論社）、第7章を参照）。

（2）国立博物館・美術館の政策評価

●外部の専門家の委員会が評価

　一方、国立の美術館、博物館については2002年度に独立行政法人通則法に従って政

策評価が行われた。初年度の評価結果が昨秋、公表された（主務官庁のホームページで

公開中）。これは各館が予め立てた中期計画の毎年度の達成状況を評価する。評価者は外

部の有識者からなる各法人の評価委員会である。評価は各館ごとに行われる。報告書は、

中期目標の内容を細かく要素分解した項目別に構成され、詳細を極める。様式は図4の

とおりだ。評価委員会は各項目について評定をする。これは「段階的評定」（ABCの3

段階評価）と「定性的評定」から構成される。
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図4　独立行政法人評価報告書のフォーマット（国立西洋美術館に関する項目別評価の一部抜粋）

1　婁梧運営の効率化に団する目爆を1成するためにとるべき措置
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　評価委員会のメンバーは博物館、美術館の専門家から構成される。先ほどの江戸東京

博物館の2次評価に比べ、明らかに丁寧で質の高い評価だ。偏りや決めつけもなさそう

だ。委員が手分けして各館に足を運び、ヒアリングまでやった成果だろう。しかし初年

度段階でのABC3段階評価の必要性は疑問だし、個々の評定の根拠も不明だ。この方式

自体は独法制度自体が要求する。だが、多くの項目ではいくら読んでもABCの差がど

こでついたのか理解できない。

（3）統制色が極めて強いわが国の評価制度

　以上2つの先行事例に共通する特色は、ミュージアムに対する主務官庁側からの管理

統制色の強さである。行政評価というよりもむしろ業務検査、行政監察、あるいは予算

の査定に近い。

　特に都庁の場合は、事前の目標の合意がない。5段階評価の根拠も不明だ。単に権威

者が現状をチェックするのが「評価」だとでも理解したのだろうか。行政評価とは似て

非なるものである。現状を棚卸ししてみるという効用はあった。体系だった情報公開と

いう意義もあった。だが続ける価値はない。

　ここで2つの先行事例に共通する失敗の要因を整理しよう。

　第1に、ミュージアム評価に限らず、行政評価では事前に目標をたてる。その達成度

を事後に測定し、改善策を考える。いきなり5段階の評点をっけるという都庁の発想は

問題外だ。また実施初年度からABCの3段階の評定をするという独法評価制度もおか

しい。

　第2に評価は、誰よりもまずミュージアムの経営者が自ら行うべきである。ところが

2つの例では当事者を差し置き、行政管理部門の職員や外部委員会主導で評価結果がま

とめられた。これはこの制度の元となった英国のエージェンシー制度とは大きく異なる

点だ。英国では、エージェンシーと主務官庁は対等だ。「基本文書」という契約様式で目

標を合意する。その上で各機関は自ら目標管理を行い、結果を情報公開する。日本の独

法制度は違う。中期目標は主務官庁から一方的に与えられる。中期計画は独立行政法人

が作るが主務官庁の認可対象だ。典型的な従属関係であり、どこが「独立」なのかと椰
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楡する専門家も多い。当然、当事者による目標管理の色彩は薄い（この点は都庁のほう

がましで、館側に自己評価の機会が与えられた。報告書でも自己評価と2次評価が併記

された）。

　ちなみに独法制度では、主務大臣は中期目標の設定段階から評価委員会の意見を聴く。

制度上は外部有識者の評価委員会を立てる。しかし、委員の選任は事実上、主務官庁が

行う。独法評価制度は、現実には外部有識者の権威を借りた主務官庁によるコントロー

ル強化の手段に変わるだろう（但し、これは主務官庁の“策謀”ではなく、単なる制度

設計のミスの結果だ）。

　第3に2つの例は共にミュージアムという事業体の経営への洞察を欠く。どちらの報

告書も各館の実態は詳しく記述した。数値も豊富だ。しかし、肝心の戦略や経営方針は

不明だ。江戸東京博物館の2次評価者はひたすら収支計算を偏重した。理念もビジョン

も感じられない。付帯事業の戦略も示せず、事業経営センスも疑わしい。独立行政法人

の評価の場合には、そもそも評価以前に、その前提とすべき中期計画と中期目標、さら

にはそのもととなる業務方法書の品質がよくない。はっきり言って中身がない。展示や

企画、保全などの現場の作業面はカバーした。経費節減策も詳細にわたる。だが肝心の

経営戦略は皆無だ。せいぜいが現状維持。「従前どおりの活動をもっとがんばってやりま

す」という域を超えない。これでは何のために同率法人化したのかわからない（これも

関係者の能力や意思を超えるところの制度の欠陥である）。

　第4に総花的、網羅的、一律的な評価基準の弊害である。ミュージアムに限らず、評

価というものはその施設や事業の使命（ミッション）に即して体系的に行う。当然、活

動内容の重点化や取捨選択がある。海外では、評価方式の標準モデルはあるものの、各

館の特性に合わせた評価基準を用意し、評価表の様式にも独自の工夫を凝らす。ところ

が、この2つの例のように管理する側が主導する制度では全館に同じ基準、同じ様式の

評価を要求する。結果的に横並びの経営スタイルと総花的な資源配分を招く。凡庸な評

価制度は、各館の中身をも凡庸にするのである。

（4）是正策はあるのか

　まずは、上の2つを決してお手本と考えない。反面教師とする。その上で、まずミュ

ー ジアム側は文化行政部局と連携して行政管理部門を教育するべきだ。

管理部門によくある誤解

●ミュージアムはテーマパークではない

（a）「入館者数の増大を絶対目標にしない。」

　ミュージアムとテーマパークとは目的が根底から異なる。入館者が多いのは歓迎だ。

採算にも寄与する。だがそれを絶対目標とした瞬間、文化施設としての意義を失う。文

化や芸術の価値は観客動員数では測れない。だからこそミュージアムは、非営利組織と

して税金や寄付金で運営される。ミュージアムの社会的使命を忘れた目標設定は許され

ない。
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（b）「入場収入によるコストの回収を期待しない」

　自治体の外部監査などでは「入場料でまかなうコストはわずか2割。企業だと倒産」

という常套句がある。首長や議員が同調し、ミュージアム・バッシングにつながる。だ

が先に述べたとおり、入場料でまかなえるコストは世界中どこを見ても15～25％どまり。

大半は寄付や税金でまかなう。雑誌や新聞が購読料で成り立たず、広告を必要とするの

と同じだ。

（c）芸術文化や展示内容の価値自体は評価対象にしない。

　芸術文化は憲法で保障された表現の自由の対象だ。ミュージアム評価の対象にはなら

ない。これくらいはいちおう理解されている。だが現実に保証されているわけではない。

たとえば、入館者の多い展示を高く評価すれば、間接的に展示内容を評価したことにな

る。もちろん、芸術文化の価値は評価できないからミュージアム評価は無意味だという

意見はおかしい。ミュージアムは装置であり、事業だ。運営や経営は、展示物の価値と

は無関係に評価できる。

●ミュージアム側からの主張と提案を

　海外事例と照らすと、ミュージアム評価に限らず、わが国の行政評価は、極めて特異

なものだ。

　第一にABC評価に代表される評点付けは日本独特だ。評点基準が明確ならばまだし

も、基準もなしに、評価者が直感でABCをつける。なぜこれが許されるのか。評価す

る側（管理部門や有識者）は正しく、偉く、評価される現場の側はそうではないと見倣

す組織文化に由来する。現場を信用しない文化といってもよい。もう一つは「同種のも

のは横並びで評価し、順位をつけないと気がすまない」という官僚文化（あるいは受験・

偏差値文化）である。

　第2にはミュージアムの使命や戦略目標を明確にしないままでの評価作業の横行であ

る。行政評価の前には、必ず改善目標がある。評価は努力のあとで行うべき作業だ。だ

から当事者による目標管理が基本となる。ところがわが国の行政評価は、査察や行政監

察、あるいは予算の査定のように一方的に行われる。管理部門による「抜き打ち検査」

といってもよい。形式ばかりが追求され、本来の目的を見失っている。

●ミュージアム独自の評価方式が必要

　第3には全部門一律の評価方式の限界である。たとえば事務事業評価は、厳密に言え

ばミュージアム評価ではない。ミュージアムという出先機関に資金を出すという資金供

与行為の是非を評価する仕組みでしかない。都庁の事務事業評価は、実は江戸東京博物

館に対する補助金供与事業という都庁側の補助金事業の評価である。ミュージアム自体

の評価にあった方式ではない。だから収益改善のみが強調された。独法評価も主務官庁

が定めた中期目標の達成度のチェックでしかなく、自由な創意工夫を必要とするはずの

ミュージアムにはまったく不向きな制度だ。本当のミュージアム評価は、ミュージアム

関係者が自ら設計するしかないだろう。
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5．なぜわが国の現行評価手法ではだめなのか

　東京都庁（江戸東京博物館）と独立行政法人（国立博物館、美術館）のミュージアム

評価の失敗の原因は、そもそも評価制度の目的が行政管理部門による管理統制にあり、

ミュージアムの改善を直接の目的としたものではないということによる。すなわち問題

の根源はミュージアム側ではなく、行政管理当局の発想の方にある。

（1）ミュージアム評価の3原則

　行政評価はよりよいサービスをより効率的に提供するために編み出された手法だ。威

力の発揮には次の3つが不可欠だ。国公立のミュージアム評価にも当然、要求される。

原則①　顧客志向＆成果主義：仕事や予算の本来の目的を見直す。規則や制度にとらわ

れず、誰が「顧客」か、何が「成果」なのかを問い直す。

原則②　現場主義：現場職員が課題を洗い出し、自ら目標を立てる。現場を信じ、任せ

る。達成度はまず当事者が自ら測定する。自己評価のうえで、第3者がチェックする。

原則③　情報公開：行政機関には競争がない。競争のないところに切磋琢磨や創意工夫

はない。そこで競争の代わりに何でも情報公開する。そして誰にもわかる目標の設定と

達成度の測定をする。

●原則に忠実な欧米のミュージアム評価

　欧米のミュージアム評価の標準手法は、「戦略計画」である。この手法ではこの3原則

に従い、まずその館の使命、顧客、目的を明確にする。さらにそれに沿った戦略目標、

達成目標値が設定される。作業はトップ（館長）と現場の両方がいっしょにやる。目標

値は双方が合意したものだ。達成度の評価は、まず現場の当事者が行う。それを上位者

が2次評価し、さらに理事会や監査人が評価する。これが基本型である。

（2）わが国のミュージアム評価を評価する

　さて、わが国自治体の事務事業評価や中央省庁・独立行政法人の政策評価はどうか。

この3原則が徹底されていない。従ってこの方式をそのまま踏襲した国公立のミュージ

アム評価もうまくいかない。

●見えない顧客志向

　第一の「顧客志向＆成果主義」だがそもそも顧客の定義がなされていない。成果も明

確化されていない。もちろん館の設立の際に書かれた条例などの文書はある。しかし「県

民の芸術文化の向上に資する」といった抽象的、形式的な作文のみで中身がない。

●理解されない現場主義の意義

　第2の「現場主義」の発想も薄い。そもそも現場職員が問題点をオープンに討議し、

館長といっしょに課題を整理するという慣行がない。館長に能力が足りない場合もある

が、現場のほうも経営や運営への参画意欲が低い。行政評価の作業でも同様だ。結局、

管理職員がデータ、資料を駆使し格好をつける。その上で、外部の有識者や会計士を集
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め、評価委員会を組織化する。だが課題自体が経費節減など管理官僚の身近な関心事が

中心だ（もともと経営にもアートにも明るくないので仕方が無い）。経営や戦略問題の本

質に至らない。外部委員には反論のメリットも無く、時間もない。評価報告書も事務局

原案を手直しする程度ですませる。各地の自治体や独立行政法人の話を聞くと、この辺

が実態らしい。もっとも独立行政法人の博物館や美術館の評価委員会は、実地調査や現

場職員のヒアリングをした。しかし、評価項目やさらにその元となる独立行政法人の中

期目標自体にそもそも経営や戦略といった発想がない。彼らの知見は報告書にはあまり

反映されていないようだ。

　第3の「情報公開」は条例や法律で要求される。評価報告書はインターネットなどで

も全文が公開された。しかし、一般市民に理解できる内容ではない。唯一わかりやすい

のはABCの3段階評価だが、これが実は根拠不明の代物だ。ミスリードの可能性もあ

る。要するに、今の日本のミュージアム評価は、経費節減と管理統制のためのペーパー

ワークでしかない。

（3）設計ミスの背景

　ことはミュージアム評価に限らない。わが国の行政評価がこうなった理由を考える。

第1には、おそらく行政評価を設計した官僚や学者が「顧客志向＆成果主義」や「現場

主義」の意味を理解していなかった。評価調書には、「成果」や「目標」の記述はある。

だが、「顧客」についての記述は皆無である。成果というのは顧客から見た成果なのだが、

実は、管理部門にとっての「成果」が目標とされた。

　第2には、管理部門が権力を握る中央集権的な行政文化である。行政評価は、本来、

現場で議論し、目標値を設定する。それに対し管理部門がチャレンジする。この頃合が

大事だ。ところが、わが国では管理する側が一方的に目標を設定し、現場は一方的に評

価される。

　第3には、過度な文書（調書）主義である。行政評価の目的は、仕事のやり方や予算

の使い方が実際に変わることである。したがって評価報告書の出来のよしあしよりも関

係者の意識の改革が重要だ。だが行政機関では書きものが成果とされる。かくして、分

厚い評価報告書つくりの作業が自己目的化する。

　第4には、「評価」という日本語の問題だ。英語では「行政評価」は、単にPerformance

Measurement（業績評価）である。現場の当事者と評価者（管理部門）は対等であり、

予め合意した目標の達成度を測定するだけである。目標未達でも、それだけで現場の当

事者は責任を問われない。目標が高すぎた、十分な予算がなかったなど管理部門（ある

いは首長、大臣など）の問題かもしれない。責任追及とセットで現場の業績は評価する。

一方的に、目標を与え、一方的に評価するという発想はありえない。

●ミュージアムは黙って評価を受けるだけか？

　このように、今までのところ、わが国のミュージアム評価にはこれといってお手本に

なるものがない。問題の本質は、そもそもミュージアムが一方的に評価を受ける立場で

しかない、ということになる。世界のミュージアム評価の実態に照らせば、こういう位
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置づけは全くおかしい。

6．「やらされる評価」から「自らやる評価」へ

　行政評価の中でもミュージアム評価は最も難易度が高い。なぜならミュージアムは個

性的だ。同じ科学館や美術館でも使命や戦略目標が違う。東京の館でも全国からの集客

を目指すのか地元向けかで大きく異なる。また「家族の絆を強める場」と考えるのか、

「学校教育の補完の場」と考えるのかで展示の仕方から予算の使い方まで違う。「ミュー

ジアム」はますます多様化する。経営も評価も各館が主体的に考える。

（1）行革の論理VSミュージアムの経営論理

　行政に民間経営の発想を入れようというのは一般的には正しい。だがミュージアムに

は行革の論理はそのまま当てはめられない。

　行革の論理の問題点をいくっかあげる。

　第1にはすべてを収支採算で評価する発想だ。入館者数と一人当たりの経費を重視す

る行政管理当局や外部監査人の動きなどがこれだ。

　第2には市場競争原理である。これは「ミュージアムの淘汰選別」という形でしばし

ば話題になる。競争や切磋琢磨は必要だ。しかし、なぜ館の統廃合や選別が必要なのか。

論理は飛躍しすぎだ。

　第3には全館を一律に同じ手法で管理し、評価しようという発想だ。最悪の事態は公

立博物館が盲目的に各館を独立行政法人化（いわゆる地方独法化）し、また国の独法評

価制度を丸ごと模倣するという愚策だ。各館の状況にあった経営体制を考えるべきだ。

　そもそも日本の国公立ミュージアムはどうするべきか。選択肢は2つ。第一は国公立

であることをやめることだ。米国のように土地、建物は政府の所有としたまま、経営を

自律させNPO法人になる。第2は、ミュージアムにあわせた経営と評価の仕組みを明

確化し、行政管理当局と政治、世論に訴えていく。筆者は前者を支持する。だが、これ

は簡単にはできない。当面は、まず後者に取り組むべきだろう。

（2）　「評価と改善」の計画を逆提案

　多くの館がミュージアム評価を「やれ」といわれている。だが、唯々諾々と行政管理

部門の提案する評価手法に従うだけだと江戸東京博物館や独立行政法人の例のような事

態に陥る。挙げ句の果てに、無実にもかかわらず自白を強要され、“冤罪”をこうむるよ

うな目にもあいかねない。そこでミュージアム側から逆に、「評価と改善」の計画と手法

を提案するべきだ。つまり先手を打つ。柱となるのは、やはり海外で確立した「戦略計

画」を主軸とした経営と評価の手法だ。以下ではその導入手順を述べたい。

ステップ①現場の問題意識を出し合う

　学芸員や現場の事務職員を中心に日頃から抱いている問題意識を出しあう。機運が整

っているなら会議で討議する。アンケートやヒアリングもする。そうでないならいわゆ
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る“オフサイトミーティング”から始める。これは、お昼時などに誰かが簡単な問題提

起や調査報告をし、みんなで自由に語る会合だ。継続するうちに問題意識が醸成される

（詳細は拙著「行政の経営改革」（第一法規出版）第5章参照）。

ステップ②　　顧客のニーズを理解する

　現場職員や学芸員の問題意識は多くの場合正しい。たとえば「木曜夜に9時まで開館

しているが、本当は金曜がよい」「椅子を置いたらお年寄りが喜ぶ」「第2展示室の照明

が暗い」といった気づきだ。本当のところは調査しないとわからない。そこで簡単な来

館者アンケートをやる。あるいは顧客満足度調査をする（手法の詳細は拙著「行政経営

の時代」（NTT出版）等を参照）。

ステップ③SWOT分析と使命の確認
　次は今までの討議や調査結果をもとに館全体の経営課題を考える。その際には、SWOT

分析をやってみる。これはStrength（当館の強み），　Weakness，（弱み）Opportunity（成

長の機会），Threat（脅威）を洗い出す。脅威とは「駅からのバスの便数が減りそうだ」

とか「行政改革で予算が毎年1割カットされる」といったことであり、成長の機会とは

「ボランティアの希望者が殺到している」といったことだ。

次にはSWOT分析をもとに「使命（Mission）」を創る。これは条例に書かれた無味乾

燥な設置目的ではない。時代に合わせて3～5年毎に見直す。たとえば、計画中の金沢

21世紀博物館（仮称）では、美術館は自ら「意志」をもつべきという考え方に基づき図

5のような使命を定めた。

　使命はミュージアムが世間に向かって主張するアイデンティティである。たかが文章

だが、大きな力をもたらす。以前にも、ブルックリン美術館の使命の改訂の例を紹介し

た。あの例では「コレクションの維持保全展示」から「住民、顧客に感動を与えること」

への大転換がされたが、その過程でのさまざまな議論が後の行動改革につながった。使

命は現場職員と学芸員がいっしょになって考える。迷ったら来館者の考えを聴く。調査

をする。コンサルタントや外部の専門家も有効だ。もちろんどこかの段階で館長にも参

加してもらう。

ステップ④：戦略目標と行動課題の洗い出し

　使命の方向性が見えたら、次はそれを実現するための方策づくりだ。以前から集めて

いたデータや問題意識をもとに課題を整理する。その際には、「戦略目標（Goa1）」をま

ずくくり出し、次にそれをブレークダウンし、「戦略（行動課題）」に分解し、その先に

「達成目標と業績指標」を設定する。
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図5

出臭：金沢21世紀美婿鎗ミュージアム・アイデンティティー計■／MI計口ならびに事章計函2003年3月一から抜粋

　　「戦略目標（Goal）」というのは、使命を実現するための具体的な方策である。先ほ

どの金沢の例では、事業活動の分野で5つ、そして経営管理の分野で6つ設定された（図
6）。

　　「戦略（行動課題）」は、戦略目標ごとにいくつか紡ぎだされる。「○○の推進」とか

「△△の強化」といった抽象表現はだめだ。具体に何をするかを記述し、成果を測定す

る指標も定める。金沢の場合は「「見るだけ」から参加する美術館へ」ということを戦略

目標の一つに掲げた。それを実現するための戦略（行動課題）と業績指標の体系の例を

図7に示した。

（3）評価システムとしての運用

　さて、ここまでできればミュージアムの戦略計画はほぼ完成だ。あとは、業績指標に

ついて現状値と目標値（テーマによって年度末の場合もあれぱ、数年後とする場合もあ

る）を設定し、公表すればシステムとして稼動できる。そして、半年後、中間点検を行

い、1年後には達成度を測定し、自己評定とともに結果を公表する。その結果を踏まえ、

場合によっては戦略の修正や目標を設定し直すこともある。ともあれ、目標の設定、公

表、実践、自己評定、公表、そして次の目標の設定へと進む。一連のサイクルが戦略計

画方式の行政評価の運用である。

　ミュージアム評価の基本は、このサイクルをきっちりと運用することである。さらに

これをパンフでわかりやすく説明し、HPでも公開する。調査や策定のプロセスで住民
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図6

戦略目標の設定例

部　門

事業活動

事業・業務

使　命

戦略目標

経営管理

事業領域

美術館事業

交流事業

運営主体と
事業体系

経営構造

美術館の
組織体制

利用体系

コミュニケー
ション戦略

目標管理と
評価・改善

現代を中心とする幅広い美術館事業を核
とし、交流事業（芸術交流・地域創造）

を加えた事集領域で、美術館の新しい存

在価値を創造する

世界の「現在（いま）」の芸術表現を担う、

発言者となる

現代の芸術表現の特性を活かし、周辺の
文化を含む幅広い領域を扱う美術館とな
る

「見るだけ」から参加する美術館となり、

持続的な賑わいを生み出す

地域産業に新たな視点を与え、活性化を

図るためのコーディネイションの場とな
る

金沢21世紀美術館・金沢市民芸術村等か
らなる複合財団のメリットを発揮させる

弾力的かっ柔軟に対応できる制度の運用
や、自助努力による財源確保の仕組みの
構築によって、美術館経営のリーディン
グ・モデルとなる

参画交流型・地域創造型の美術館となる

ため、地域や支援者、外部のアーティス

トとのつながりを継続的に保持できる組

織体制を整備する

いつでも気軽に行ける・活用できる美術

館、心地よいサービスが受けられると市
民から評価される美術館となる

パブリック・リレーションズによる社会
との良好な関係づくりが当面の課題。そ

のための、効率的かつ有効な方策を早期
に確立する

市民／利用者の満足度をより高め、美術
館と職員が成長発展できる独自の評価シ
ステムを実現する

出典：金沢21世紀蔓術館ミュージアム・アイデンティティー計画／MI計薗ならびに事秦計薗2003年3月一から抜粋
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図7

戦略目標から戦略、業績指標の展開例

部門 事章・婁楕 職略目標　Go剖 戦略 叢績指標

事集領域

（略｝ （剛 （略）

1．世界の「現在（いま）」と向き合うことができ、コレク

ションを含む活動内容の独自性を鮮明にして、蔓婿館の

知名度、存在価値を高める

わかりやすい、現代蔓術がおもしろいと答えた利用者の翻合

利用看の溝足度

2．常に、世界の同時代の喪婿表現と立ち会える場を提供

する
いつ来ても、同時代の美術表現と出会えると害えた利用者の痢合

蔓術館事婁
世界の「現在（いま）」の芸

術表現を担う、尭言者となる
3．自分自身や、今という時代を見つめ直す場を提供し、

地域の未来創造への橋渡しとなるような事庫を展開する

蔓術鎗での体験がきっかけで新たなことに控職した、あるいは廟作

意欲がわいたと答えた利用看の割合

勇言者としての独自性と価値を田じると筈えた市民ならびに専F情

の割舎4、屋示だけでなく、出賑活勘を通して、価値観の賓遷や、

同時代の作家の価値を見い出し、紹介する 莫術専門陸やマスコミで取り上げられた件数

国内外の現代黄術鎗の■員や黄婿研究家の評価・済足度

（略） （略） （略｝

事婁活動 利用　の’足度
5．市民の芸術活動の発表の場として、快連な頂境とホス

ピタリティを援供する
施　の穂僧皐

交武事葉
利用申込み件数

企固農・常設農示の観覧者数／年聞入鱈書数
〈墓術交流〉

「見るだけ」から多加する蔓

婿館となり、持続的な■わい
を生み出す

各檀事寮への参加看蝕
6、来館者だけでなく．WE8へのアクセス辱も利用看と
してとらえ、剰用者層を拡大する

通販利用看敬

アウトリーチ参加者敗

WEBアクセス敬
似下略）

出典　金課2）世紀蔓“ミュージアム・アイ子ン予イ予イー計■／M1計●ならび1；●貝計●㎜塚3貝一から筒・

参加を得る方法もある。

　使命、戦略目標から展開していく戦略計画方式の行政評価は、市民や議員にも説明し

やすい。メディアにも積極的に紹介し、浸透させる。パンフも作る。このようにミュー

ジアムは評価を自らの経営改革のために積極活用するべきだ。これが筆者の提唱する「自

らやる評価」だ。これに対し、事務事業評価や独法評価は、「やらされる評価」だ。やる

なら、どちらがいいか。答えは明らかだろう。

（注）金沢21世紀美術館は2002年度後半に、評価システムを組み込んだMI（ミュージア

ム・アイデンティティ）計画づくりを行った。今回の作業は（株）プランニング・ラボ

（代表村井良子氏）に委託された。今回はその一部を紹介した。戦略計画は現時点では

まだ案の段階だが、開館（2004年11月）までにさらに検討、改良が予定されている。

なお、同館のHPは、　http：〃www．art．city↓kanazawa．ishikawa．jp／index2．htm

7．「戦略計画方式」の効用と作成法

（1）ミュージアムと人間ドックの点検表

　　わが国の自治体ではようやく最近になって事務事業評価一辺倒の限界が明らかになり

つつある。最近では事務事業評価を全面採用しない自治体が増えた。また福岡市役所な

ど「戦略計画」方式の行政評価に切り替えるところが増えつつある。中央省庁もそうだ。

ミュージアム評価でも戦略計画方式へのシフトの動きがでてきた。先述の金沢市以外で
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は青森県がそうだ。2003年8月に開館する県立三沢航空科学館が導入する予定だ。コン

サルタントのアドバイスを受けながら、2001年度から準備室担当者が準備を進めている。

さらに既存の館への導入も始まった。静岡県立美術館の例を紹介しよう。

　図8は静岡県立美術館がっくった「ベンチマークス案」である。

　ここでは合計74の指標が設定されている。ここには金沢のような「戦略目標」や「戦

略（行動計画）」といった記述は無いが、それに相当するものとして8つの「大項目」、

そして32個の「中項目」が設定されている。ベンチマークというのは、経営用語だ。す

ぐれたよその事例の成功要因を分析し、自らの状況と数値でもって比較し、改善に役立

てる。よそを意識した改善のための数値目標をベンチマークという。「大項目」はミュー

ジアムが抱える経営課題のくくりである。「中項目」はそれを構成する要素が分類してあ

り、わかりやすい。さて、これは何かに似ている。そう、人間ドックの評価表である。

この図はミュージアムが自分自身の経営の健全度を測定するために重要な指標を紡ぎ出

したものである。これは2001年度に館内に「評価のワーキンググループ」を置き、そ

こで検討してきた成果である。きっかけは、県庁（文化政策室）のよびかけである。グ

ループは、館内職員、県庁職員、ボランティアに加え外部の識者（佐々木亨氏（北大助

教授）、岩淵潤子氏（静岡文化芸術大学助教授））も交えたものだ。このグループは、佐々

木氏のガイダンスのもと、第1回会合で美術館の業務の問題点を指摘するブレーンスト

ー ミングをやった。館の長所と短所、抱えている課題について忌揮のない意見交換をし

た。その上で「田中敦子展」などの企画展で来館者調査などの実地調査をした。来館者

調査では新しい発見があった。たとえば、来館一年以内のリピート率は86．1％と高い反

面、新規来館者の割合は、15．7％と相対的に低い、といった事実が明らかになる。また、

レストランの満足度（40．5％）、公共交通機関の料金・便数への満足度（37．1％）など展

示以外の要素の満足度がかなり低いということもわかった。

　こうしたデータをもとに、業務改善の課題を洗い出し、また課題の優先順位付けを行

った。図8のベンチマーク案はこうした地道な実地調査と一連の関係者のオープンな討

議の集大成である。たった一枚の紙だが、個々の記述と指標に、関係者の想いや喧々誇々

の討議の記憶、そして来館者の生の声が反映されている。魂のこもった一枚である。

（2）先進自治体への期待

　静岡県庁や金沢市役所はなぜ管理統制型の評価方式を採用しなかったのか。まずきち

んと調査した。世界中どこでも「戦略計画」方式をやっているということは調べればす

ぐわかる。だがこれだけではない。この2つの自治体は地域におけるミュージアムの重

要性がわかっていた。また首長や管理部門が行政評価や行政経営に通じていた。たとえ

ば静岡県庁は行政改革では全国でも有数の先進県である。芸術文化が社会や地域経営に

与える大きなインパクトについても理解が深い。文化行政でも先進県である。県は静岡

芸術文化大学に出資をし、全国から専門家も集めた。県庁の文化政策室は、早くも2001

年度に「ミュージアム評価」に着目し、調査をしていた。

　金沢市役所も先進自治体である。もともと芸術文化の盛んな地域だが「世界工芸都市

宣言」を発表し、中心市街地の活性化の中核にミュージアムを据えるなど文化と経済を
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図8　静岡県立美術館ベンチマークス案

静岡県立蔓術賃ベンチマークス寒｛v．5） 集績測定（現状値）

大項目 中項目 評価指■ H13 H14．7まで

1　　会の観覧　繕 192．8陪人1．作品と出会う冶の充実

く口覧会〉

（1）展覧会の定量

的嶺面 2新　来　者の　▲ 15．7％

3　　　1　’内の1ピート項 802弓6

1　示からインパクト（興味・感酷が生まれた）　曼けた観覧者の翻合 88，196〔2）田覧会の定性

的側面 2　　会の目的・趣　　理　できた　　　の 72，396

3楓覧料に見合うだけの内容であったと　じた観　者の　合（観　料の　当性） 70，696

4自分の観　　　　　人に一え、来鎗　　人に　め　　　者の 63」96

（3）ボランティア 1ボランティアの総活助日数 〈算出中〉2．人と出会う場の充実
　く文化の交混の場〉 2ギャラリートーク、触察などにおける観　者の　足　（矯足した人の翻創 〈査郁鼠涛

3ボランティアにおける自己実現度、満足度（仕事内尋に満足しているポラン

テイアの額合）

〈箇査泉件威涛〉

4　　への　」　の　加　▲ 〈　　　　〉

（2）友の会 1友の会会貝の数 662人
〈■1頚作賠〉

（3）学芸員養成 1博物館実習後の蔓婿館の活動に対する量恒の喪化（黄術館関連の仕事を本気
で　　　うと　えるようになった学生の割合）

〈目査が底済〉

2博物醸習後の藁婿館利用膨恒の慶化（いままでより頻繁に蔓婿鍾・博物鱈
申用するよーにZった　生の　　）

〈旺口傾済〉

1　　者総 3868人3．学びと出会う増の充実
く藁術・典婿鎗への箇い〉

（1）実技系の教冑

普及 2　　　　者　　　　　　（　　’　者／定　　） 69．8％

3昔及　案への　加がきっかけで、　の　1　　の　　　　が　えた人の　合 〈畳日　　査

4自　の　加　　　　人に　え　　　　　人に　め　　加　の 〈後日㎜1〉

5　　　　者の　▲ 75，596

6　　　1　’　の　　　　への1ピート 95，196

1　　看緯数 9脂人く2）鋤恒系の教育

昔及 2　　看充足　　く　　者／定　） 654％
3　　　　への　加がきっかけで、その後、年　の来館　　が　えた人の　△ 〈後日連島■査〉

4自分の参加体験を他人に伝え　　加　他人に　める　加者の 〈φ日　　査

5　　　　　の　合 6トo％

6曼蹟後1年以内の菅及事案へのリピート皐 88，896

（3）印覇　・口　等 1　　　　　・　　　，　　に　　　　　　の　　　の 67

1　　・　　　　の　用 5033人刈81人 加田人＋田人（4）図つ・映像資

軽 2図書・峡像資料を提供している場〔図書日覧室、ビデオプラザ、ビデオコー
ナー）に’足したと　じた人の劃合

26，796

（5）学校対応 1曼け入れた学校敬 49

2　け入れた生　・‘童 2，535人

3学校向けプログラムに■して薗白かった．またやってみたいと感じた児■・

生　の

93，996

4　校向けプログラムが　集の目的連成に貢　したと　じた　生の　合 go，996

5宇校行　でかつて　　したことの　　人の　　　　（　人）に　め　　△ 13，796

（6）特別観覧〔資 1特別観覧の件蝕 64件

7）レフ　レンス 1　　に　　　　　　　けた　鼓 〈カウント中〉

（旬参遮プロジェク

トの　の　加

1展覧会、習及事裏などへの県民●加の亭室数 0件

4．アメニティ（快適性）の充実 （1）交道鰻■ 1公共交通　関の　数・　　に鴻足している剰用者の割合 37」％

2　車　の広さに漠足している利用看の割合 85，196

（2）ユニパーサル

デザイン

1交通槍問を降りてから来館までの行助がスムーズにできたと感じている利用

の

95，996

2　　　内での行助がスムーズにできたと感じている判用者の割合 go496

（3〕レストラン 1レストランの剰用看渦足度（昧、料金、メニュー、棲客、雰囲気に満足した

とする利用者の　合）

40，596

（4）ミュージアム

シヨツフ

1ミュージアムショップの剰用者満足度（冑品の買・蝕、料金、店の作リ、液

に　　　たと　　　　　の　　）

70，896

（5〕付■施鮫 1・　　　　（　　ギャー‘一・　堂など）の利用串 5．？⑱6＋33．996 82，8祐＋26．796

2付日施殴〔県民ギャラリー・萌堂など）の主催看（借り手）濟足度（立壇、
　　　　広さなどに　して’足した主　　の割合）

〈口萱貝惇膚涛〉

（6）酋内田坦 1　　　　　に’い　　　　　　　　　た　の 80．9％

2　　会会　以外の　所において心地よく　　できた人の翻合 95，196

（7）口辺頂境 1蔓備館周辺（プロムナードなど）の縁地は蔓術口利用者にとって心堵よい場
と尤ってい　と　じ　人の　合

71」96

〈8ス　・・フ 1　応の仕　について　足した利用　の割合 83，79◆

9　　の 1　　　・　　からの　　　　　（　　　．　話、メールなどによるもの） 5件

5．知的基聾の充実
　く文化財の俣■および”査・研
寛祖関の■僧〉

11）収口作晶 1作品の保存状■の良好さ（収蔵庫内書虫の敬、収蔵庫内工垣度が上下596の
　　　えた　　　　〈　　　　〉

〈算出中〉

2　　　　の公　　　　〔　　　　　厨　、移　黄　　　含む） 1285件釦力

へ 139件侃1幻

4　　　　に　　　　　　・ 4件

5　　　　　－一マにした　　　　　による　文 15件

6コレクションの独自性・先■性（そのことを認める大学研究看・他館学芸員
の　　）

〈保口〉

（2）学墓員の領覧

会、教育・昔及、

口査研究活■

1学蓑員のカタログ■文、学術捨文・学会受哀、その他蔓婿史に関わる刊行物
の　殻に　　る違成　（　　に　　　　　己　　す　｝〈口検討〉

18件

2上　こつい　の　　　　　　　だ　　めてい　　　　　　　　の　　　｝ 〈　　〉

3　　の　　の　　と　れに　した　査の数 66件

4上　’つい　の　　　　（　　だと　めている研究者及び他館の学芸負） 〈保冑〉

5　士　の　　　　　案の企田　と　れに　した酒査の数 31件

6上　についての外　　価（優　だ　認めている研　者及び他館の学芸員） 〈保冒〉

7上　以外の　門領域活　及び　の他の活動敷 20件

6．広報の充実 11）ホームページ 1　一ムベージのアクセス 70．200件 31．0酔
2’一ムページのアクセスによって　　で曹　情　に満足した人の割合 59，996

〔2）紙媒体 1　　館活　の　載された新　・軸誌記事数 93件 22件
1 1　　　　　・　　の 1件 0件7．社会における存在意■の題立

　く社会とのネットワーク作り〉 2） 1　　　　　・　　との遭　　（大型貸出）　数 2件

（3）　の 1　の　の　殴（大宇、病院など）との連　件徴 4件 0件
8．経営茜盤の充実 1　　　　　比 1　　　　助成金　　　　収入　の自主財田の比串 80，296

（2）鞄員の士気 1蔓術鎗の運営上の限賂や得来ビジョンを理解して仕事をしているとする境員

の

〈薗畳聯戚中〉

2日常の仕　に　足している　　の割合 〈目董口作戚中〉

（3）情報公開 1夷術館運営の関する情報（収支、事菓領域など）の透明性が姥保されている
と感じる利用書の割合

41．2％
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連動させた都市経営を目指す。そうした大きな構想のなかでの現代美術館の計画である。

コレクションの収集と保全を主眼に置いた従来型のミュージアムの固定観はない。ミュ

ー ジアムには地域ネットワークの中での積極的な役割を期待する。

　静岡県庁や金沢市役所では行政とミュージアムが対等な関係にある。情報公開にも熱

心で、市民も巻き込む。足りないノウハウは外部の研究者やコンサルタントのノウハウ

を導入する。従来、わが国ではミュージアムのモデルは国立が示し、公立が模倣してき

た。だが時代は変わった。これからは個々のミュージアムが自らの意志を持って社会に

発信し、戦略を仕掛ける。再生運動はむしろ先進自治体の公立ミュージアムがリードす

るだろう。ミュージアムを一時の行政改革の生賛にしてしまうか。それとも地域再生の

核に育てるか。行政評価にどう取り組むかで岐路が分かれるだろう。

（3）戦略計画方式のイメージトレーニング

　ミュージアム評価は、各館が独自に身の丈にあったものを作るべきだ。だが一方では

見たことの無いものは作りにくい。そこで以下では筆者がある歴史博物館のために作っ

た戦略計画方式の評価モデルを紹介する。これはあくまでモデルで、行政評価のコンセ

プトと指標の意味、そして「戦略計画方式」を理解するための教材だ。しかし、現場職

員や専門コンサルタントの協力も得て作った。

〈ステップ①10個の目標の括り出し〉

　評価モデルの構造は単純だ。まずミュージアムの経営課題を10個の「目標」として括

り出した（図9）。

図9

ある公立歴史博物館の10個の「目標」

①入館者の満足度の向上
②教育効果（学生、成人）

③収蔵品の良好な保全と活用
④研究の質と効率

⑤内部経営効率
⑥外部経済効果
⑦知名度、世間での評価、イメージ
⑧職員、ボランティアのやりがい
⑨経営改革の進捗具合（イノベーション、技術、ツールの活用）

⑩ガバナンスの確立度合い

　さらにそれぞれの「目標」について「具体課題」を導き出す。さらに「具体課題」に

ついてもその達成度を検証するための「指標」を設定するのである。

　10個の「目標」は、基本的なものから高度なものに至る番号をつけた。来た人が不満

・ 211’



では問題外だ。だから①としては、真っ先に「入館者の満足度」が来る。大衆的な人気

は無くても、価値ある展示は多い。来館者数は少なくても来た人が満足して帰れば価値

はある。だが来館者がみんな不満ではだめだ。来館者の満足度は入館者の多寡や収支よ

りも重要だ。②は「教育効果」だ。楽しかった、面白かったというだけでは、ミュージ

アムの意味はない。ディズニーランドとは違う。③と④には「収蔵品の良好な保全と活

用」、「研究の質と効率」を掲げた。保全収集と研究は、展示や教育と表裏一体の機能だ。

保存収集作業から研究が進み、そこから新たな展示や教育の方法も出てくる。次は経済

的な評価だ。⑤には「内部経営効率」を掲げた。館の運営維持のためのランニングコス

トが安く押さえられているかとか、職員の労働生産性が高いかとか、付帯ビジネスの収

入の機会を十分に開拓したか、といったことが問われる。次は⑥「外部経済効果」だ。

これはその館が存在することによって、地域に新たな売り上げや雇用がどれぐらい発生

したか。さらに地域にもたらされたお金がどのような経済効果をもたらしたか。また税

収にどれだけ貢献をもたらしたかを測定する。⑦の「知名度、世間での評価イメージ」

も重要だ。企業でいうブランド価値の測定に相当する。実態は良くてもイメージが悪け

れば入館者は来ない。資金提供も難しくなる。⑧の「職員、ボランティアのやりがい」

は経営戦略上の深い意味がある。これは顧客満足度（Customer　Satisfaction）とよくセ

ットで議論される職員満足度（Employee　Satisfaction）のことである。サービス業では、

顧客満足度のデータがある程度まで高くなると、次は職員の満足度の向上が課題となる。

なぜなら、サービスの品質の差は事故や突発時にどれぐらい親身に対応できるかで決ま

る。支えとなるのが職員一人ひとりのプライドや使命感だ。仮に清掃係が日頃から不満

だらけだったとする。すると、たまたま地図をなくして困っているお客に道を聞かれて

も親身の対応はしないだろう。職員満足度は顧客満足度に大きな影響を与える。⑨の「経

営改革の進捗度合い（イノベーション、技術、ツールの活用）」は、経営とは持続的な革

新だということの反映だ。経営手法はつねに進化する。昔は現場改善活動（TQC）と目

標管理（Management　by　Objectives）だけでよかった。だが今では、　ITの活用、アッ

プワード評価（部下からの上司の評価）なども重要だ。その上で⑩「ガバナンスの確立度

合い」が問われる。これは、経営の質全体を担保する。以上が、戦略計画を構成する10

個の大きな項目（「目標」）である。

〈ステップ②　「目標」から「具体課題」、「指標」への展開パターン〉

　さて10個の「目標」のそれぞれについてどういう「具体課題」が設定され、どういう

「指標」が必要か。

　図10は、さきほどの目標①「入館者の満足の向上」（左端欄）について、「具体課題」

（中央の欄）とそれに対応する「指標」（右端）を設定したものだ。まず入館者の満足を

3っに要素分解した。一つは満足度が予想を上回ったか。二つ目は、地域の文化や歴史

にっいて理解が得られたか。三つ目は、入場料、交通費、投入時間に見合った時間が過

ごせたかである。さらに、それぞれの具体課題を分解する要素を考え、指標を設定する。

指標はありきたりではいけない。実際の状態をブレーンストーミングで表り出す。たと

えば「予想を上回ったか」という具体課題に関しては指標を四つ設定した。「全体として
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よかったと考える人の比率」をとるのは当然だが、さらに「リピーターの比率」をみな

ければならない。またリピーターの数の前年比の増加率にも着目した。固定客化へのト

レンドを把握するためには「さらにまた来る」と答えたリピーターの比率もチェックす

る。最後に、念のため「公立博物館特有のルールや雰囲気に不便や失望を感じた人の比

率」を問うことにした。

図10

「目標」から「具体課題」、「指標」への展開例

目　標 具体課題 指　標

①入館者の満足度の向上 ①一1．内容は事前に期待していた通り、

　　　もしくは期待を上回るものだった

　　　か

一 出場時に「全体としてよかった」と答える人の比率
一 リピーターの数の対前年比の増加率リピーターのうち、

出場時に「さらにまた続けて来たい」と答えた人の比率
　（継続リピーター）

一 公立博物館特有のルールや雰囲気に不便や失望を感じた
人の比率

①一2．当地の文化や歴史についての理解

　　　が得られたか

一 出場時に、「本やテレビで得られない知識を得たり、新

しい発見があった」という人の比率
一 帰宅後、さらに本を読んだり、講演会に出かけたり、当

地についてさらに深く勉強した人の比率

①一3．入場料、交通費、そして訪問に費

　　　やした時間に見合った充実した時
　　　間が過ごせたか

一 出場時に、　「難しくてよく分からない展示が多かった」

と答えた人の比率

一 「入場料が割高だ」と答えた人の比率

一 個人かつ有料の入館看の平均滞在時間
一 初めての来館看のうち、「自分の見たいものは一通り十

分に見ることができた」と答えた人の比率
一 地元以外からの旅行者のうち、「旅費をかけてわざわざ

来たかいがあった」と答えた人の比率
一 外国人の入館者のうち、　「全体として欧米の一流博物館

並みの充実度をクリアしている」と答えた人の比率

　指標の数は、具体課題の内容次第だ。2つだったり、6つだったり様々だ。ブレーンス

トーミングと実地調査をやるうちに「1を知れば10がわかる」といった要となる指標が

わかってくる。②の「教育効果」についてはどうか。具体課題は顧客のタイプごとに3

つに分けた。一つは小中高生そのもの。二つ目は教師。三つ目はその他の成人ならびに

老人たちだ。さらにそれぞれにつき三つの指標を設定した。それぞれのタイプの人たち

にとってこの博物館でよく学べている状態を想定、定義し、指標とした。たとえば教師

のところについては図11のような指標を考えた。

図11

学校教師へのアピール度を測定する指標の例

’「来年度も学校として来るべき」と答えた教師の比率
゜ 域内の学校から、学校行事として訪問している学校の比率
’ この地域への修学旅行の団体のうち、当館へ立ち寄るグループ

　の比率
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⑤の「内部経営効率」のところをみる（図12）。

図12

内部経営効率の評価

目　標 具体課題 指　標

⑤内部経営効率 ⑤一1．館の運営維持のためのコスト（ラ

　　　ンニングコスト）が民間企業のベ

　　ストプラクティス並みにうまく管
　　理されているか

一 収入の減少率とランニングコストの滅少率との采離率
　（差のパーセンテージ）

一 人材派遣や展示工事などの外注先企業との契約に、効率

化へのインセンティブメ力ニズムが入っている比率
一 外注先がよりよい仕事を、より効率的に請け負ううえで
障害としている事項の解決の比率

⑤一2．正規職員、アルバイト、外注先職

　　　員の労働生産性が高いか

一 各職員カテゴリー別職員のうち、「館の運営は非効率で

改善余地がある」と考えている人の比率
一 各職員の残業時間数（対前年同期比）

一 業務の簡素化課題として前年度にあげられた事項のうち、

改善済みのものの比率

⑤一3，少しでも、より多くの収入を得る

　　　ための努力ができているか

一 企画展の有料の入場者1人当たりにかかった費用（収支
係数100円稼ぐのに、いくらかかったか）

一 入館者のうち、ミュージアムショップかレストランで何

らかの買い物をした人の比率
一 ホールや会議場の空き時間（メンテナンスや無料貸し出

し、内部利用を除く）のうち、外部への貸し出しによっ
て有料利用できた時間の比率（実質稼働率）

一 ショップ、会繕場、駐車場、企画展など、常設展の入館

料以外の増収機会項目に関し、広告宣伝やマーケティン

グのために、有償もしくはボランティアの民間のプロの

アドバイスを得て実施しているものの比率

　経営効率は、カネとモノ、ヒトの生産性で測る。コストの抑制だけでなく、収入をよ

り多く得るための努力をしているかどうかもチェック対象となる。すべてのチェックポ

イントを網羅的にみる必要はない。うまい経営かどうかをチェックするポイントは業種

ごとにだいたい決まっていて、そこだけ見ればだいたいわかる。

　たとえば、ビジネスホテルのチェックポイントは三つだ。一つは、宿泊客の5割がリ

ピーターかどうか。二つ目は、宿泊予約が二週間以上前に7割方埋まっているかどうか。

三つ目は宿泊客の何割が朝食をそこでとってくれるかだ。ミュージアムの場合にも、大

体共通の項目があるはずだ。⑤一1の「ランニングコストの課題」のところの指標項目の

一つに、「仕事を請け負う上外注先の障害事項の解決の比率」がある。これは外注先が仕

事をやりやすい環境を作ることが大事だという意味だ。仕事は時間的余裕をもって発注

する。外注先が駐車場を使いたいというなら場所を用意する。従来の役所は、そんなこ

とは自分たちの知ったことではないという冷たい態度が多かった。官尊民卑の発想もあ

る。だが結局は外注コストの上昇として結局わが身に振りかかる。博物館の経営では外

の業者から購入する物品やサービスが多い。内部の業務改善だけでなく外注先の業務効

率の改善を支援することも大事だ。

　⑩の「ガバナンスの確立度合」の具体課題（図13）には、おざなりになりがちな経営

幹部の仕事をあえて掲げた。
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図13

ガバナンスの確立度合の評価

目　標　　　　　　　　　具体課題

⑩ガバナンスの確立度合い⑩一1．館長および幹部会は、的確な課題

　　　　　　　　　　　発掘と問題解決をしているか

⑩一2．運営委員会は、第三者の視点から

　　意義のある問題提起ができている

　　か

⑩一3．館の運営は透明性が高く、信頼で

　　きると思われているか

指　標

一 幹部会の課題のうち、事前に広く職員に開示されていた

ものの比率

一 幹部会で討議した課題のうち、各部門からの積み上げで

はなく、館長や幹都が発案したものの比率

一 館長と主要職員の間で達成目標が明確だと思っている職

員の比率

一 運営委員のうち、正当な理由（病気、海外在住など）な
く欠席した人の比率（延べ日数の比率）

一 運営委員会からの問題提起のうち、3ヵ月以内に実施が
検討され実施の可否が決まったものの比率

一 館の運営に関して「よく分からない」もしくは「信用で

きない」と考えている都庁の関連職員の数
一 館の運営に関して「よく分からない」もしくは「信用で
きない」と考えている担当行政機関のプレスクラプ所属

記者の数

一 館が業務改善・収支改善をやるうえで直面するさまざま

な制度上の制約の存在を理解している本庁管理部門の職

員の比率

　目的は問題提起だ。たとえば「運営委員会は第三者の視点から意義のある問題提起が

できているか」という具体課題の設定。これは御用委員会化を牽制する。「運営委員のう

ち正当な理由なく欠席した比率」というのは、要するに欠席ばかりする著名人は外し、

無名でも意欲ある委員を選べということだ。指標や評価結果は職員や外部に公表する。

経営陣や運営委員はサボるわけにいかなくなる。またトップが旧弊を断ち切るときの口

実にも使える。数値測定にはたいした意味は無い。だがこの種の指標が設定されてしま

うこと自体に大きな政治的意味がある。

〈ステップ③指標選定の着眼点〉

　さて筆者はこのような具体課題と指標を関係者とのブレーンストーミングでつくった。

だが指標を設定しても数値が実際に測定できるのか、本当に意味があるのかといった疑

問が残る。確かに測定困難なものも多い。実際、ここまでの指標を網羅的に用意する必

要はない。やっていくうちに指標の数も絞られる。経営とは組織であり有機体だ。健康

状態と同じで、一つの指標値が改善すれば他も改善する。いつまでも全部をチェックす

る必要はない。

　実際に目標、具体課題、指標をつくる際には関係者が集まりブレーンストーミングす

る。次には現状値を測定する。そうすると意味のない指標や無理のある指標がわかる。

次は目標値の設定だ。現場関係者だけでは低い目標になる。だが目標は外から与えると

現実離れする。実際には、予算と同様に関係者の間でやりとりがあり、最終的に落ち着

くべきところに落ち着く。
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〈ステップ④運用の仕方〉

　さて、このような評価システムはどのように運用するのか。現場は戦略計画だけでは

抽象的で動けない。もっと現場の作業に即した行動計画を作る。受付係の今月の改善課

題といった具体レベルまで落とし込んだ作戦計画が必要だ。

　一方、戦略計画は館全体の経営を導くために使う。主に館長や理事会、管理職が使う。

ミュージアムにっいて詳しい知識のない理事会や行政管理部門、議員などへの状況説明

にも使う。そのためにも戦略計画のフォーマットは有効だ。なぜなら民間企業や行政機

関（日本ではこれからだが）でもなじみあるものだからだ。

　ところで、独立行政法人の評価は一見、戦略計画方式に見えるが似て非なるものだ。

書式は似ている。しかし評価のもととなる中期計画はとうてい「戦略」とはいえない。

戦略とは経営の視点から外部環境と現状を客観的に見直し、飛躍と改革のために立てる

作戦シナリオのことを言う。ところが独立行政法人の中期計画は、法令上っまり建前上

やると決められた単なる事務作業（やってあたりまえのこと）を列挙するだけだ。また

指標の設定にも戦略性が欠如している。事務作業の評価だから当然ともいえるが、それ

でも企業などで常識化した管理会計の手法がまったく使われていない。ABCの3段階の

定性評価でお茶を濁してしまった。これは文部科学省や評価委員会以前の問題だ。もと

もとの評価制度の品質の問題だ。またミュージアムの特性も踏まえていない。「やらされ

る評価」がいかに悲惨な結果を生むかという反面教師だろう。

8．まとめ

　全国的にミュージアムは経営危機に直面している。だから改革には自ら積極的に取り

組む。将来への夢とビジョンを描き、その実現のために評価を利用する。「やらされる評

価」ではだめだ。「自らやる評価」に転換する。それには、ミュージアム関係者と文化行

政担当者の連携が重要だ。その上でミュージアムの重要性、そして営利企業とも一般行

政サービスとも異なる経営の特殊性を訴えるべきだ。もはや「文化は数字で測れない」

と開き直っておれる時代ではない。今ほど文化行政の見識が問われる時期はないだろう。

　先般、筆者はモスクワ大学に招かれ日本企業の構造改革について講演した。その折に

こういう話を聞いた。ロシアの共産化の際に、国立美術館が収蔵するシャガールの名画

コレクションを売却もしくは廃棄処分せよとの命令が下された。しかし、国立美術館と

文化省の担当者は密かに連絡しあい、何十年もの間、コレクションを隠し通したという。

ロシア生まれのこの芸術家のコレクションは国民財産であり、世界遺産である。一時の

政府の方針など無視すると決意したのである。

　わが国のミュージアム、そして文化行政のプロにはこれくらいの気概が欲しい。ミュ

ー ジアムは、全部門一律に当てはめる政府の行政改革の手法に唯々諾々と従うべきでは

ない。古来、芸術や文化は政治の間違いをチェックしてきた。政府に反論し、世論に訴

えてよいはずだ。特にミュージアム評価に関してはあまりにも研究が足りない。海外事

例や公園などの類似分野の例をもっと研究するべきだ。

　国公立ミュージアムは行政管理部門による管理統制の対象とすべきか、それとも市民

が監視しつつ育てるべきものか。芸術文化の専門家と市民の行動喚起を呼びかけたい。
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第4章　学校の経営改革一体験的問題提起

　私は、家族4人で米国（東海岸、ワシントンDC郊外）で暮らしています。渡米以来2

年半、慣れない英語に戸惑う2人の子供たちを抱え、学校教育についてずいぶん考えさせ

られました。長男は私立高の1年、次男は公立小学校の5年生です。私の専門は、非営利

組織や行政機関の評価と経営改革です。教育問題については素人です。しかし、学校も

行政の一部であり、経営問題の対象です。父親としての体験と日米比較をもとに問題提

起してみます。

1．大きな親の関与と責任

　日本人では、子供を学校に預けるといいます。実際、勉強も体力作りも友達づくりもク

ラブ活動も全部、学校がやってくれる。米国は違います。学校は勉強をするところとシ

ンプルです。しつけや生活態度はもちろん、放課後のクラブ活動まで全て親の責任です。

勉強でも結構、親の関与が求められます。

①ホームワークは親とやる

　ワシントンポスト紙が、最近「子供の宿題が難しすぎる」という記事を載せ、話題に

なりました。「親にも解けない難問」が増えているのです。こちらでは宿題は、けっこう

親が手伝います。中学・高校の中には、ホームワークは親とやることを前提に出すという

学校もあります。会社でお父さんが学校のホームページを開き、宿題をチェックする光

景も見られます。

②親密な教師と親のコミュニケーション

　遠足の手伝いや授業の補助、誕生会のお菓子の用意など親の出番はたくさんあります。

熱心な親は教師に頻繁に電子メールを送ります。また、定期的な懇談会以外でも何かあ

るとすぐに子供も交えた教師と親の懇談がセットされます。

③放課後のクラブ活動はNPOと親が運営する

　公立校の校庭は、夕方3時半以降、学校の管理を離れ自治体の管理下に入ります。テニ

スコートや校庭は誰でも自由に使えます。運動部は、たいてい、学校単位ではなく校区を

またぐ広域のNPOが運営します。　NPOは野球、サッカーなど種目別に組織化され、事

務所も持っています。試合場所の確保や会計は、お母さんたちがやります。コーチは、会

社を早引きして駆けつけるお父さんたちです。送迎は親が自分でやります。私立は別で

すが、クラブ活動に先生はあまり関与しません。

④PTAは株主のように学校経営に参加する

　教師は、親に様々な協力、関与を求めますが、PTAも校長に対し、様々な要求をします。

両者の打ち合わせは、ずいぶん細かい項目にまで及びます。学校によって事情は違います

一 217・



が、たいていの場合、校門の横の駐車場の舗装の色、清掃のやり方にはじまり、カリキ

ュラムの改訂や教授法の改善にまで親の関与の道が開かれています。かってシカゴ市で

は、教員人事までPTAが決め、さすがにこれはうまくいかずとりやめになったというエ

ピソードまであります。

2．中小企業のように自律する各校の経営

　会社であれ、行政機関であれ、よい経営というのものには共通の要素があります。第

1には、使命、目標がはっきりしていることです。第2には、リーダーが即断即決できる体

制にあること。第3には、何らかの形での競争原理がはたらくことです。競争原理は、行

政機関の場合、情報公開、新聞報道を経由する評価（評判）の競争という形をとります。

これは企業のような直接的な競争ではありません。しかし、評価は人事や予算配分に微

妙に影響します。

　この3つに関しこちらの学校はどうか。地元の中学・高校にインタビューをしました。

①使命と目標

　学校の使命と目標は何か。校長の回答は極めて明快で「学力増進」でした。校長は、

「学校は生徒が成人して自律生活していくために必要な知識と思考力をっけさせるとこ

ろであり、学力がすべてに優先する」と明言します。日本の「ゆとり教育」の話をしま

したが、そういう発想自体が理解できないようでした。

　学力増進とは具体的には「各学年の生徒の一年間の学力の伸び率が、前年実績より劣っ

ていないかどうか」をチェックします。このため、統一学力テストのデータが重視され

ます。統一テストは、個々の子供の学力測定というよりも各校、各学年の教育成果と学

校の業績評価のために不可欠とされています。

ちなみに徹底した個人主義の社会ですから同学年の個々の子供同志の優劣比較はしませ

ん。”Everyone　is　dtfferent．　We　respect　it．　We　expect　it”という標語があります。「子

供は百人百様。それを理解し、尊重しよう」という意味です。むしろ個々の子供について

かなりきめの細かい目標が設定されます。これは通信簿に詳しく書かれます。例えば次

男（小5）の通信簿では、各科目別にチェックポイントが10個もあります。授業参加の積

極性、宿題の提出状況、理解力など項目別に、AプラスからFまで12段階の数値評価がさ

れます。さらに総合評価が記述式でついてきます。これが学期に2回ずっ送られてきま

す。評価の網の目は極めて細かく、企業の勤務評定並みです。ちなみに私の地域の公立

小学校は24人学級。少人数教育でなければ、ここまで細かな目標管理はできないでしょ
う。

②校長の経営責任と権限は絶大

　こちらの学校では校長の存在感が極めて大きいです。日本では校長を交えて親と教師

が懇談というのはめったにないでしょう。ところがこちらでは進学、転校、非行など少し

難しい問題が起きると担任は直ぐに校長を呼んで来ます。校長は学校管理者というより

もベテランの一教師として担任と親の両方にアドバイスをします。校長は、ふだんから生
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徒や親との接点をつくるように心がけています。毎朝のように校門に立ち、大きな声で

挨拶します。名前もよく覚えます。音楽会やちょっとしたイベントには必ず出席します。

小規模校の校長は、自ら授業も教えます。大規模な高校でも生徒の通信簿は、校長が全部

目を通し、添削までします。それを通じて教師の指導法や生徒たちの成長ぶりを把握す

るのです。また、校長は抜き打ちで授業に現れます。先生もそれを歓迎します。なぜな

ら、勤務評定は校長がします。自分の仕事ぶりをよく見たうえで的確な評価とアドバイ

スをもらいたいのです。

　総じて、校長先生は、まるで中小企業の親父さんのように精力的に動き回ります。日本

では親は担任の先生の当たり外れや良し悪しを気にします。ところがことらでは、日本

ほど教師が聖職とみなされていないせいかもしれませんが、親は、校長が教師をうまく管

理しているかどうかを気にします。

　ちなみに、教育委員会は個々の学校経営の中身にはほとんど口出ししません。教育委

員会の仕事は、予算と人事の管理、そして学力評価法の開発などが中心です。兵立占部門で

す。個々の校長の管理は、指導主事（superintendentといいます）が担当します。ひと

りで数校を担当し、各校を巡回します。主な仕事は、校長の相談相手と業績評価です。さ

らに、よその学校のうまい仕組みを紹介したり、予算や人事の根回しの手伝いをします。

生徒と話したり、PTAの会合を傍聴することもあります。

③徹底した情報公開

　公立校では、学校の業績情報は、徹底的に情報公開されます。学力テストの平均点、落

第生の数（高校の場合）、生徒の欠席日数そして予算の使い方まであらゆる情報が公開さ

れます。新聞は、そうした情報を加工し、ランキング表にしたりします。よくやった先生

や生徒の表彰も盛んです。新聞にはランクを上げたり、経営を刷新した学校の改革ドラマ

を紹介する記事がよく載ります。このように学校の動きは、PTAだけでなく、地域でさ

まざまな形で見られています。そこに、間接的ですが評判と競争原理が生まれ、改善への

励みとなっているようです。

3．日本への意味あい

　米国の学校は、地域差が激しく、一律に論じるのは無理です。私の見聞にも限りがあり

ます。しかし、2年半たってみると米国の学校経営の仕組みのほうに一日の長があるの

ではないかと思うようになりました。日本のよいところは、社会全体が教育や学校を極

めて大事に思い、気にかけているということです。米百俵の精神は今も根強い。しかし、

それが行き過ぎて、学校や教師に過剰な期待と負担をかけ過ぎているように思えます。あ

るいは議論ばかりで、実験や実践が進まない。最後に、いくつかの間題提起をしたいと思

います。

　提案①　学校をサービス業の経営の対象として捉え直す。

　考えてみれば、学校はホテルやレストラン、フィットネスクラブ、テーマパークなどの

サービス業に似ています。娯楽目的ではありませんが、たくさんの人を一箇所に集め、
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サービスを提供します。腕のいいインストラクターの確保、効率的な部屋の運用、ブラン

ドイメージっくりなど経営ノウハウは似ています。サービス業の成否は、支配人で決ま

ります。学校の支配人は校長です。校長の候補者には、旅館やホテルに1ヶ月くらい出

向してもらい、女将や支配人にサービス業の経営者のコーチイングを受けてはどうでし

ょうか。

　提案②教師と校長に超人的働きを期待しない。むしろ、機能を支えるため仕組みを

周りに用意する。

　教師を聖職と考えるのは日本独特の発想ではないでしょうか。私の父親も小学校の教

員でしたが、教師はやりがいが大きい反面、責任の重い仕事です。ノイローゼになったり、

出来心で軽犯罪を犯す人も出てきます。「けしからん」と批判をしても始まらず「一定確

率で問題が起きるのは当然」と考えるべきです。問題の発生を前提とした人事管理の体

制を用意すべきです。そのためには、まず校長の管理の権限と責任を明確にすべきです。

個々の教師の自主性は尊重するべきです。しかし、人間だから間違いもあるし、失敗もあ

ります。それをバックアップする存在として校長に大きな権限と責任を与えるべきです。

また、それができる人材を校長とすべきです。

　その上で経営管理者としての校長を支える仕組みも必要です。経営者は孤独ですが、

校長もそうです。米国の場合、指導主事が校長の個人的なアドバイザーとしていろいろと

手助けをします。指導主事は、ともすれば官僚的で一律対応になりがちな教育委員会と校

長の間に立ち、各校で発生する様々な問題の処理を手伝います。彼らは教育委員会の部

屋でふんぞりかえらず、努めて教育の現場に出かけていきます。

校長を支えるもう一つの機能はPTAです。　PTAは校長に様々な要求もしますが、基本

姿勢は校長を支え、一緒に学校を守るというものです。米国では、子供たちは政府に任

せず、地域（コミュニティ）で育てるという気風が残っています。予算や人事などで指

導主事や教育委員会と対峙する場面では、徹底して校長を支えます。

　提案③抽象的な教育論議からの決別を

　こちらに住んで日本の教育を外から眺めるとどういう発見があるのでしょうか。最も

印象的な現象は、抽象的な「教育論」に費やす時間とエネルギーの大きさです。ゆとり教

育の良し悪しや、教育基本法の改正の是非など話題が尽きないようです。しかし、政府が

全国一律の方針を出したところで、現場の動きが変わるのでしょうか。教育は究極の現

場サービス業です。地域差、学校差があり、その上個々の子供の潜在能力は千差万別。個々

の子供の成長にあわせ、現場で工夫するしかないはずです。そもそも「日本の教育をど

うするか」といった大雑把な課題の立て方自体がナンセンスではないでしょうか。

　まずは校長と親が率先して学校経営の現場の改革を進めるべきです。その過程で制度

や法律が障害になるなら変えていけばよいのです。ところが、今はこれが逆になってい

るようです。現場を知らない政治家や財界人、官僚、研究者が思い思いの教育論を展開し

ます。もちろん善意に満ちたアドバイスです。優秀な人たちの意見ですからいちいち一

理ある。しかし、全国一律に有効な手立てなどないのです。ところが、こうした思い付
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きが方針として降りてくる。教師も校長も生徒たちと対峙するよりも指導要領や教育委

員会の動きに敏感になる。教育行政というものは、本来現場を支えるためにあるはずで

す。それが逆に機能しているのではないでしょうか。

　親の責任も重大です。学校と教師に任せきりにせず、子供は自ら育てるという自覚の

回復が必要でしょう。昨今では、行政への住民参加やNPO活動が盛んです。しかし、地

域社会の最大の課題は、次世代の人材づくり、つまり学校経営のはずです。まずはPTA

の活性化から始めるべきです。PTAと校長が連携して学校経営を改善させていく。ちな

みに三重県、逗子市、ニセコ町など各地で成果を上げる行政改革に共通する要素は徹底

した情報公開です。学校改革にもこれが必要です。校長と先生たち、教育委員会の奮闘

だけでは無理です。地域全体からの励ましの視線が不可欠です。

　教育問題とは、極めて個別具体的なものではないでしょうか。私たちの子供、個々の学

校をどうするか、これに尽きます。政府の方針を待っていても何も変わりません。地域

で親と教師が考え、実験をやっていくしかないのです。

・ 221・



222一



本報告書は以下の諸誌等に発表したものを、一部加筆・修正し、あらたに構成したもの

です。

第1部
　　1．

9
一
3

4

「日本の行政評価の成果を考える一7年目の総括と展望」『Pohcy　Debate』

No．2（2002年）政策分析ネットワーク。

「自治体の行政評価ブーム」『地方財務』2月号（2002年）ぎょうせい。

「行政評価の自治体への普及メカニズムー抜本改革への動機と新手法への関

心」『自治体再生戦略』　（上山信一・伊関友伸著）第1章（2003年）日本評論

社。

「NPMと行政評価の進化モデル」同上。第2章。

第2部
　　1．

2

「検討試案：中央省庁のNPM改革シナリオ」『日本型NPM一行政の経営改

革への挑戦』（大住荘四郎・上山信一他共著）第3章（2003年）ぎょうせい。

　「連載：行政人材革命一人事と研修のビッグバン①、②」『地方行政』4月3

日号、4月7日号（2003年）時事通信社。

第3部
　　1．

2

3

「なぜパブリックセクター問題には経済学・経営学が不可欠なのか」『パブリ

ックセクターの経済・経営学』序章（2003年9月刊行予定）NTr出版。

「パブリックセクターの経営学一行政学、さらにNPM論を超えて」『地方

財務』1月号（2003年）ぎょうせい。

「行政革命の本質と『科学革命』：わが国の行政評価を手掛かりに」『公共政

策研究』第2号（2002年）日本公共政策学会。

第4部
　　1．

2

3

4

「有識者による評価：チリ・デジタル通信訓練センタープロジェクト評価報告

書」『ODA有識者評価報告書（2001年度）』　（2002年）外務省経済協力局。

「ニューヨークにおける都市と芸術文化の共生発展モデルー地域・行政・ミュ

ー ジアムのパートナーシップー」『URC都市科学』Vol．54（冬号）（2002年）

福岡都市科学研究所。

「連載：ミュージアム評価」『新美術新聞』（2003年2月1日、11日、21日、

3月1日、11日、21日、4月11日、21日、5月1・11日合併号に連載）美術
年鑑社。

「学校経営と校長のリーダーシップー米国からの問題提起」　『学校経営』2月

号（2003年）第一法規出版。

・ 223・



224一



著者略歴

上山信一（うえやましんいち）

米ジョージタウン大学研究教授、大阪市立大学大学院創造都市研究科教授。

運輸省、外務省（出向）、マッキンゼー共同経営者を経て独立。2000年9月から東京財団シニ

ア・リサーチフェロー（2003年3月まで）としてワシントンDCにて在外研究に従事。米国

行政学会の行政経営センターのフェローを兼務。

専門は企業の構造改革および行政改革、行政評価。中央省庁・自治体等の各種委員のほか大

手企業・ベンチャーの取締役や顧問も務める。

京都大学法学部、プリンストン大学大学院（公共経営学修士）卒。

●主な著書：「政策連携の時代」（日本評論社）、「行政の経営改革」「日本の行政評価」（とも

に第一法規出版）、「行政経営の時代」「行政評価の時代」（ともにNTT出版）、

●主な共著：「実践・行政評価」（東京法令出版）、「自治体DNA革命」（東洋経済新報社）「自

治体再生戦略」（日本評論社）、「入門ミュージアムの評価と改善」（ミュゼ）など。

●監訳書：「行政評価の世界標準モデル」「行政評価による地域経営戦略」（ともに東京法令出

版）。

連絡先：　ueyama＠pm－fbrum．org





　　　　　モノグラフ・シリーズ＜10＞

行政評価とニューパブリックマネジメント

ー 日米の実態と制度の比較を手がかりに一

　　　　　　　　2003年5月

著者：上山信一

　　　　　　　　　　　　　発行者：

　　　　　　　　　東京財団研究推進部

〒107－0052東京都港区赤坂1－2－2日本財団ビル3階

　　TEL　O3－6229－5502　FAX：03－6229－5506
　　　　　　　　URL：http：／／www．tkfd．orjp

　　転載ないし引用の際は、本報告書が出典であることを必ず明示して下さい。

　　　　本書は、東京財団による研究事業の成果として出版するものです。

東京財団は日本財団等競艇の収益金から出損を得て活動を行っている財団法人です。

「モノグラフ・シリーズ」は、研究プロジェクトの成果を研究報告書としてまとめ、周知・広報（ディセミネート）することにより、

広く政策論議を喚起し、日本の政策研究の深化・発展に寄与するために発表するものです。








